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１ 議　事　日　程
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議 案 第　２０号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２１号 摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙運動の公費負担
に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２２号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
制定の件

議 案 第　２３号 摂津市税条例等の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２４号 摂津市手数料条例及び摂津市火災予防条例の一部を改正する条例
制定の件

議 案 第　２５号 摂津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２６号 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正す
る条例制定の件

議 案 第　２７号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２８号 摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例の一部
を改正する条例制定の件

議 案 第　２９号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　３０号 摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正
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議 案 第　３２号 摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事
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7， 議 案 第　　９号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第７号）
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１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程１１まで
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（午前１０時 開会） 

○嶋野浩一朗議長 ただいまから平成３１年

第１回摂津市議会定例会を開会します。 

 会議を開く前に、市長の挨拶を受けま

す。森山市長。 

   （森山市長 登壇） 

○森山市長 おはようございます。 

 平成３１年第１回摂津市議会定例会の開

会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 本日は、平成３１年第１回摂津市議会定

例会を招集させていただきましたところ、

議員各位には、年度末、何かとお忙しいと

ころ、ご参集賜り、厚くお礼申し上げま

す。 

 さて、今回お願いいたします案件は、報

告案件といたしまして、損害賠償の額を定

める専決処分報告の件１件、予算案件とい

たしまして、平成３１年度摂津市一般会計

予算ほか１４件、人事案件といたしまし

て、教育委員会委員の任命について同意を

求める件１件、条例案件といたしまして、

摂津市災害対策基金条例制定の件ほか１３

件、その他案件といたしまして、市道路線

認定の件ほか１件、合計３３件のご審議を

お願いいたすものでございます。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご同意、ご

可決賜りますようお願いを申し上げます。 

 簡単でございますが、開会に当たり、ご

挨拶とさせていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 挨拶が終わり、本日の会

議を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、楢村議員及び

渡辺議員を指名します。 

 日程１、議席の一部変更の件を議題とし

ます。 

 お諮りします。 

 議席はただいま着席のとおり変更するこ

とに異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 日程２、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から３月２８

日までの３７日間とすることに異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 日程３、特別委員会の委員定数の変更及

び同委員の選任の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 駅前等再開発特別委員会及び総合計画及

び総合戦略等調査特別委員会の委員定数を

５名から６名に変更することに異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 駅前等再開発特別委員会委員は香川議員

を、総合計画及び総合戦略等調査特別委員

会委員は森西議員を、配付の名簿のとおり

新たに指名します。 

 日程４、平成３１年度市政運営の基本方

針に関する説明を求めます。市長。 

   （森山市長 登壇） 

○森山市長 本日、ここに平成３１年度の一

般会計予算をはじめとする諸議案のご審議

をお願いするに当たりまして、市政運営に

関する私の所信と施策の大要を申し上げま

す。 

 平成３１年度は、私にとりまして４期目

後半のスタートの年であり、平成から新し

い時代への幕あけを迎える年でございま

す。これまで、私は、摂津市の輝く未来に



1 － 5 

向け、時に困難に遭おうとも、着実にまち

づくりを前進させてまいりました。これ

も、市民の皆様、市議会議員の皆様のご理

解とご協力があってのことであり、まずも

って深く感謝を申し上げます。 

 昨年は、大阪北部地震、台風２１号な

ど、今まで経験したことのない自然の猛威

が立て続けに本市を襲い、日々の暮らしに

大きな被害をもたらしました。そして、今

もなお、その爪跡を残しております。我が

事として経験した災害を、私たちは風化さ

せることなく、確かな教訓として強く心に

刻み、具体的な災害対策へとつなげていか

なければなりません。 

 本年度は、これまで培ってきましたつな

がり・きずなを礎とし、小さなまちだから

こそ実践できるまちごとの視点を軸に、安

全・安心のまちづくりに邁進してまいりま

す。 

 さて、内閣府によりますと、我が国の経

済情勢は、高度経済成長期のいざなぎ景気

を超え、戦後２番目となる景気回復の長さ

を継続しているとされております。しか

し、刻々と変化し続ける世界経済の動向や

金融市場の変動、消費税率引き上げによる

影響等を注視しておく必要があります。 

 一方、本市の財政状況に目を向けます

と、平成２９年度決算における経常収支比

率は、平成２４年度以来５年ぶりに１０

０％を超えるとともに、主要基金現在高は

前年度比マイナス５億１，０００万円の約

１３８億円となり、２年連続の減少となる

など厳しい状況となっております。 

 歳出では、千里丘駅西地区の再開発、阪

急京都線連続立体交差事業をはじめとする

大規模事業の本格化や、公共施設の老朽化

に伴う更新が目前に迫り、大きな財政支出

を伴うこととなります。また、歳入では、

法人市民税率の改定による税収への影響が

懸念され、本市財政の先行きはますます不

透明となっております。 

 今後を見通しますと、迫りくる人口減少

や超高齢社会などの進展により、人口構造

が大きく変化し、歳入歳出ともに大きな影

響を与えることが想定され、将来を見据え

た計画的な財政運営が大変重要になってま

いります。 

 このように、本市を取り巻く環境は大変

厳しいものであります。しかし、いかなる

荒波が襲いかかろうとも、決してぶれるこ

となく、持続可能な行政経営を実現してい

かなければなりません。そのためにも、時

代の流れを的確に把握し、従来の考え方に

とらわれることなく、不断の改革を進める

ことが必要不可欠であります。今年度も、

一つ一つの取り組みに思いを込め、スピー

ド感のある決断と高い志をもって諸課題に

挑み、全身全霊を傾けてまいる所存でござ

います。 

 それでは、平成３１年度の具体的な施策

についてご説明を申し上げます。 

 諸議案の作成に当たりましては、本市の

将来を見据えた指針であるまち・ひと・し

ごと創生総合戦略に掲げる四つの基本目標

を実現するため、「安全・安心」、「健

康」、「こども」を重点テーマに掲げてお

ります。 

 以下、本年度に実施いたします主な施策

につきまして、第４次摂津市総合計画に示

しております七つのまちづくりの目標に沿

ってご説明を申し上げます。 

 第１に「市民が元気に活動するまちづく

り」についてであります。 

 まちづくりを進めていくためには、市民

や団体、事業者の方々の知識、経験を生か

した多様な取り組みが必要不可欠でありま
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す。今後とも、皆様との信頼関係を深め、

連携を図りながら、さまざまな場面での協

働を推進してまいります。 

 市民活動施策につきましては、市民の皆

様と職員の合同研修を実施し、協働のネッ

トワーク強化に取り組んでまいります。ま

た、より多くの方が多様な市民活動に参画

できるよう、市民公益活動支援の補助金を

拡充してまいります。さらに、本年もつな

がりのまち摂津連絡会議と連携し、地域コ

ミュニティの活性化を図ってまいります。 

 広聴の取り組みにつきましては、市政モ

ニター制度などを通じて、市民の皆様のご

意見を伺い、市政運営の参考としてまいり

ます。 

 情報発信の強化につきましては、必要な

情報をわかりやすく、いち早くお届けする

ことはもとより、本市の魅力を市内外へ積

極的にアピールする取り組みが大変重要と

なってまいります。そこで、市の魅力・イ

メージに関する調査をもとに、シティプロ

モーション戦略を策定し、ＳＮＳ等のさま

ざまな情報ツールを活用して、行ってみた

い、住んでみたい、住み続けたいまちを目

指してまいります。 

 第２に「みんなが安全で快適に暮らせる

まちづくり」についてであります。 

 昨年の大規模災害により、平時からの備

えがいかに大切であるかを改めて認識させ

られました。この経験を生きた教材とし

て、次なる災害に備え、大阪北部地震の検

証結果をもとに震災対策を見直すととも

に、台風２１号で直面した強風被害を踏ま

え、風害対策について重点的に研究を進め

てまいります。また、災害対策基金を創設

し、大規模災害発生時における被災者の生

活支援等に備えてまいります。 

 防災資機材・備蓄用品につきましては、

避難所運営や停電に備え、発電機やランタ

ン、毛布などを各避難所に追加配備してま

いります。また、屋根瓦等の被害に備え、

ブルーシート及び土のう袋をコミュニティ

資機材倉庫に備蓄してまいります。さら

に、応急給水活動を行うため、給水タン

ク、給水栓等の機材を充実するとともに、

千里丘防災広場の防災倉庫の建て替えを実

施してまいります。 

 職員の災害対応力の強化につきまして

は、みずからの役割を認識し、災害発生時

に迅速に行動できるよう、防災研修体制を

構築するとともに、携帯版災害初動マニュ

アルを見直し、全職員に周知徹底してまい

ります。 

 災害時の情報伝達につきましては、明和

池公園に防災行政無線のスピーカーを新設

し、音声伝達区域を拡大してまいります。

また、デジタル携帯無線機を消防本部に追

加配備してまいります。 

 被災者の生活支援施策につきましては、

大阪府と連携し、昨年の西日本豪雨及び台

風２１号の被害に対する支援金制度を実施

してまいります。また、災害による住宅の

屋根や外壁等の復旧工事及びブロック塀な

どの撤去に要する費用補助を引き続き実施

してまいります。 

 今回の災害では、公助だけではなく、自

助・共助が大きな力を発揮されました。い

ざというときに、自分自身の備えが、そし

て、隣近所の助け合いがいかに肝要になる

かを実感いたしました。そこで、地域の防

災活動を担う人材を養成すべく、防災士の

資格取得支援制度を創設し、まちごと・丸

ごと防災体制の構築につなげてまいりたい

と思います。 

 消防・救急救助の施策につきましては、

増加する救急需要への対応及び現場到着時
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間の短縮に向け、専任救急隊を増隊すると

ともに、ＧＰＳを活用した車両出動システ

ムに更新をしてまいります。また、千里丘

出張所の耐震等改修工事を実施してまいり

ます。 

 次に、都市基盤整備についてであります

が、千里丘駅西地区の再開発につきまして

は、都市計画決定の手続を進めるととも

に、民間活力を活用し、円滑な事業の推進

を図るため、特定建築者制度の導入に向け

た事業協力者の募集要項を作成してまいり

ます。また、阪急京都線連続立体交差事業

につきましては、事業用地の境界確定を行

い、関係機関との連携を図りながら、用地

取得等を実施してまいります。 

 安全で便利な道路の整備につきまして

は、阪急正雀駅前の道路拡幅に向け、用地

取得に必要となる地図訂正等の各種手続を

進めてまいります。また、千里丘三島線の

東側歩道拡幅に向け、建物調査等を実施

し、用地取得を順次進め、早期の工事着手

を目指してまいります。 

 橋梁の安全対策につきましては、適正な

維持管理を行うため、市内１７３橋に係る

橋梁長寿命化修繕計画を見直してまいりま

す。 

 雨水排水対策につきましては、三箇牧鳥

飼雨水幹線工事を進めるとともに、東別府

雨水幹線工事に着手をしてまいります。ま

た、番頭面水路の取水口電動ゲートを改修

してまいります。 

 安全な水の安定供給につきましては、基

幹管路や老朽管を更新するとともに、中央

送水所１号配水池の建て替えに向け、実施

設計を行ってまいります。 

 防犯施策につきましては、街頭防犯カメ

ラを増設するとともに、庄屋公園内に防犯

カメラを設置してまいります。また、既設

街頭防犯カメラにつきましても順次更新を

してまいります。 

 空き家対策につきましては、特定空き家

等の指定及び所有者等の把握に向けた調査

を実施してまいります。また、空き家所有

者に対し、適正管理の啓発パンフレットを

配布してまいります。 

 市営住宅につきましては、一津屋第２団

地の外壁等改修工事を実施し、施設の長寿

命化を図ってまいります。 

 さて、近年、核家族化や共働き世帯の増

加などの理由から、家庭をめぐるさまざま

な社会問題が顕在化しております。この背

景には、家族での支え合いやコミュニケー

ション不足があるように思えてなりませ

ん。そこで、家族のきずなを深める取り組

みといたしまして、三世代ファミリー住ま

いるサポート制度を創設し、多世代での同

居、近居を応援してまいりたいと思いま

す。 

 第３に「みどりうるおう環境を大切にす

るまちづくり」についてであります。 

 近年の猛暑や集中豪雨などにより、日常

の生活に与える影響は深刻さを増してきて

おります。地球温暖化をはじめとする環境

問題は、一朝一夕に解決できるものではあ

りませんが、たとえ小さな取り組みでも、

一つ一つ丁寧に積み上げていくことが、後

世に大きな成果を残すことにつながってま

いります。 

 環境負荷低減に向けた取り組みといたし

ましては、市が管理する街路灯や公共施設

を、順次、環境性能にすぐれたＬＥＤ灯に

切りかえてまいります。 

 環境美化ボランティアにつきましては、

たくさんの方々にご賛同いただき、今では

１，２００名を超えるまでになりました。

この活動をさらに広げていくため、環境美
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化に関する情報誌を発行してまいります。

また、環境美化推進地区を新たに指定し、

美化・清掃の市民活動を推進してまいりま

す。 

 緑化活動の推進につきましては、拠点で

あります鶴野苗圃にビニールハウスを新設

し、１年を通した花苗の安定供給を図って

まいります。 

 次に、ごみ処理の広域連携についてであ

りますが、これまで長い年月をかけ、協議

を重ね、昨年１２月に、２０２３年を目途

とする茨木市との基本合意書を締結し、将

来への道筋をつけることができました。本

年度は、リサイクルプラザから茨木市に搬

入するための橋梁及び専用道路の予備設計

に着手してまいります。また、環境センタ

ーにつきましては、適正な維持管理に努

め、広域連携開始まで安定的な稼働を確保

してまいりたいと思います。 

 第４に「暮らしにやさしく笑顔があふれ

るまちづくり」についてであります。 

 広島、長崎に原子爆弾が投下されてから

７３年が経過しましたが、今もなお、世界

には１万４，０００を超える核兵器が存在

するという事実があります。私たちは、過

去から学び、決して同じ過ちを起こしては

なりません。我が国をはじめ全ての国々

が、核兵器禁止条約の早期締結を実現でき

るよう、本市としましても署名活動を積極

的に行い、平和首長会議を通じ、国に働き

かけてまいります。また、７月、８月の平

和月間では、市内小・中学校や企業等で平

和黙禱を実施するなど、さまざまな場面で

平和の尊さを訴えてまいりたいと思いま

す。 

 人権施策につきましては、市民一人一人

がかけがえのない存在として尊重されるた

め、世界人権宣言摂津連絡会議や摂津市人

権協会と連携を図り、啓発活動に取り組ん

でまいります。 

 男女共同参画社会の実現に向けた取り組

みにつきましては、男女共同参画センター

の相談員を１名増員し、相談日を拡大して

まいります。また、大阪人間科学大学と連

携し、ＤＶ予防啓発の充実を図ってまいり

ます。 

 次に、福祉施策についてであります。 

 近年、高齢化や核家族化が進み、子育

て、介護や看護などのさまざまな問題が顕

在化しております。また、市民ニーズも多

様・複雑化しており、福祉分野はもとよ

り、他分野と連携した取り組みを進めてい

かなければなりません。本年度は、地域、

暮らし、生きがいをともにつくり高め合う

地域共生社会の実現に向け、第４期地域福

祉計画を策定してまいります。 

 高齢者施策につきましては、独自のポー

タルサイトを構築し、医療機関や介護事業

者、地域活動などの情報を発信してまいり

ます。また、地域で暮らす高齢者を総合的

に支援する地域包括支援センターに保健師

を１名増員し、相談体制を強化してまいり

ます。 

 介護予防施策につきましては、地域住民

等が主体的に実施する、高齢者が気軽に集

える場づくりを支援してまいります。 

 認知症施策につきましては、せっつはつ

らつ脳トレ体操による体力及び認知機能向

上の効果測定を行い、予防施策につなげて

まいります。また、職員を対象に認知症サ

ポーター養成講座を実施し、認知症への理

解を深め、見守り体制を充実してまいりま

す。 

 障害者施策につきましては、住み慣れた

地域で安心して暮らしていけるよう、新た

なグループホーム開設に向け、事業者等を
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支援してまいります。また、みきの路の空

調及び給湯設備の改修に向け、実施設計に

着手をしてまいります。 

 子育て支援施策につきましては、子育て

世帯のニーズ調査結果を踏まえ、第２期子

ども・子育て支援事業計画を策定してまい

ります。また、子育てに関するさまざまな

相談や課題について、関係機関と連携し、

適切な対応を行ってまいります。さらに、

子育てに不安があり、支援が必要な家庭に

対し、訪問看護を行い、安心して子育てが

できる環境を整えてまいりたいと思いま

す。 

 待機児童対策につきましては、民間保育

所等の施設整備に対して補助を行い、定員

の拡大を図ってまいります。また、保育の

担い手不足の解消に向け、市内の民間保育

所等に対し、保育士や保育教諭の採用活動

を支援してまいります。 

 就学援助につきましては、新入学児童・

生徒に対する学用品の補助単価を引き上げ

るとともに、対象品目を拡大してまいりま

す。 

 学童保育につきましては、保育時間の延

長等の早期実現に向け、委託事業者の選定

を行ってまいります。 

 次に、健康施策についてでありますが、

昨年、２０２５年の国際博覧会が大阪で開

催されることが決定し、メインテーマに

「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲

げ、健康への関心・注目が非常に高まって

おります。そのような中、本年７月には、

いよいよ国立循環器病研究センターが健都

に移転してまいります。市民が健康で安心

して暮らせるよう、同センターと市内かか

りつけ医による病診連携のネットワークを

構築し、循環器病をはじめとする生活習慣

病の予防と制圧に向けた取り組みを進めて

まいります。 

 健都イノベーションパークへ移転が予定

されています国立健康・栄養研究所との連

携につきましては、大阪府のモデル事業と

して、フレイル測定を実施・検証し、市民

の健康寿命の延伸に向けたフレイル予防プ

ログラムの策定につなげてまいります。ま

た、摂津市薬剤師会と連携し、多剤服薬防

止の勧奨によるポリファーマシー対策と残

薬調整のブラウンバッグ運動を組み合わせ

た、府内で初めてとなりますせっつ服薬適

正化プロジェクトを展開してまいります。 

 健康づくりの取り組みにつきましては、

まちごとフィットネス！ウオーキングコー

スの全１０コースが間もなく完成いたしま

す。今後も、イベント等を通じたＰＲ活動

を実施し、多くの方にウオーキングコース

を活用していただけるよう取り組みを進め

てまいります。 

 受動喫煙防止の取り組みにつきまして

は、本年７月から市役所庁舎の敷地内完全

禁煙を実施いたします。また、路上喫煙禁

止地区を新たに指定し、啓発活動を実施し

てまいります。 

 感染症対策につきましては、風疹抗体保

有率が低い世代の男性を対象に、抗体検査

及び予防接種を実施してまいります。 

 国民健康保険につきましては、将来にわ

たり持続可能な制度として運営していく必

要がございます。被保険者に過度な負担を

強いることがないよう、国民健康保険財政

調整基金を活用しながら、収支均衡に見合

った保険料率に改定してまいります。 

 第５に「誰もが学び、成長できるまちづ

くり」についてであります。 

 子どもたちの人間形成の基礎を築くた

め、教育環境を整え、機会を提供し、地域

で支えていくことは、我々の責務でありま
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す。目まぐるしく変化する時代を、子ども

たちがみずからの手で道を切り開き、明る

い未来へ羽ばたけるよう、一人一人の生き

る力を育んでまいります。 

 就学前教育につきましては、幼稚園や保

育所等と小学校が相互に連携し、就学前の

子どもたちがスムーズに義務教育へ移行で

きるよう取り組みを進めてまいります。 

 次に、学校教育にかかわる施策について

でありますが、昨今のＡＩをはじめとする

デジタル技術の急速な進展を踏まえ、小学

校では２０２０年からプログラミング教育

が必修化されます。これに先駆け、各小学

校でロボット教材等を活用し、授業を試行

的に実施してまいります。また、学力向上

に向けた取り組みにつきましては、せっつ

ＳＵＮＳＵＮ塾を全中学校区で実施すると

ともに、小学校全学年で学習到達度調査を

実施し、的確な学習指導につなげてまいり

ます。なお、学校でのさまざまな取り組み

を、保護者、地域の皆様にわかりやすく情

報発信し、連携強化を図ってまいります。 

 学校における相談支援の充実につきまし

ては、全中学校区にスクールソーシャルワ

ーカーを配置し、不登校や問題行動等への

支援体制を強化してまいりたいと思いま

す。 

 教職員の校務支援につきましては、スク

ールサポーターの増員や校務支援システム

の機能拡張により、事務の負担軽減・効率

化を図ることで働き方改革を推進してまい

ります。 

 学習環境の整備につきましては、味生小

学校及び第一中学校のトイレを全面リニュ

ーアルするとともに、全小・中学校の特別

教室にエアコンを設置してまいります。 

 中学校給食につきましては、喫食率向上

に向け、食育セミナーを開催するなど、栄

養バランスのとれた給食のさらなるＰＲを

実施してまいります。また、中学校給食に

おける課題等を整理し、今後の効果的な実

施方法等について調査・研究を進めてまい

ります。 

 子どもの安全対策につきましては、地域

の子ども見守りボランティアに対し、反射

ベストや横断旗を配布するなど、活動を支

援してまいります。 

 読書活動の推進につきましては、子ども

読書活動推進計画を見直し、一人でも多く

の子どもが読書に親しめる環境づくりを進

めてまいります。 

 生涯学習施策につきましては、社会教育

施設が地域コミュニティの核となるよう、

そのあり方について議論を進めてまいりま

す。また、公民館のバリアフリー化や老朽

化対策につきましては、周辺施設の状況、

市民ニーズ等を慎重に見きわめ、対応して

まいります。 

 続いて、文化・スポーツ振興についてで

あります。 

 スポーツは、今や競技分野にとどまら

ず、市民の健康づくりや仲間づくりを育む

役割を担っており、多くの方が体を動か

し、楽しめるスポーツ環境の充実が求めら

れております。 

 屋外スポーツ施設の整備につきまして

は、青少年運動広場の全面リニューアル工

事に着手をしてまいります。 

 屋内スポーツ施設の整備につきまして

は、旧味舌小学校跡地での体育館建設に向

け、関係法令を踏まえ、実施設計につなげ

てまいります。また、市内スポーツ施設全

体のあり方について、先進事例等を参考に

調査・研究を進めてまいります。 

 文化振興施策につきましては、市民の皆

様による手づくり文化の醸成を図るため、



1 － 11 

第２期文化振興計画を着実に進めてまいり

ます。 

 第６に「活力ある産業のまちづくり」に

ついてでありますが、製造業や流通業を中

心とした４，０００を超える事業所の集積

は、本市の大きな強みでございます。この

特性を最大限に伸ばし、さらなる産業の活

性化を図るため、市内企業及び関係機関と

連携し、第２期産業振興アクションプラン

を策定してまいります。 

 商工業支援施策につきましては、本市が

誇る商品を摂津優品（せっつすぐれもん）

として新たに認定するとともに、さらなる

販路開拓の支援に向け、商品のＰＲ活動を

強化してまいります。また、市内商業の活

性化を図るため、商工会と連携し、セッピ

ィスクラッチカードを発行してまいりま

す。さらに、本年１０月の消費税率の改定

に伴い、消費喚起を目的とした低所得・子

育て世帯向けプレミアム付き商品券の販売

を実施してまいります。 

 健都イノベーションパークへの企業誘致

につきましては、関係機関との連携を図り

ながら、国際級の複合医療産業拠点の形成

を目指し、効果的な誘致活動を実施してま

いります。 

 第７に「計画を実現する行政経営」につ

いてでありますが、人口減少や超高齢社会

等による影響に対応し、必要な行政サービ

スを提供していくためには、将来を的確に

見据えた戦略的な取り組みが重要となって

まいります。総合計画や行政改革をはじめ

とする計画行政の見直しを進め、今後のま

ちづくりの指針となる（仮称）行政経営戦

略の考え方をまとめてまいります。 

 人事施策につきましては、阪急電鉄全線

の車両内に職員採用の広告を掲載し、優秀

な人材の確保に努めてまいります。また、

外部委託による総務事務センターを設置

し、各課の給与事務等を集約することで、

事務の効率化を図っていきたいと思いま

す。 

 電子自治体の推進につきましては、基幹

システムの機器を更新するとともに、サー

バーをクラウド化し、災害等に備えた情報

管理を実施してまいります。また、他市事

例等を参考にしながら、行政手続のペーパ

ーレス化やＲＰＡ等の調査・研究を進めて

まいります。 

 ファシリティマネジメントの推進につき

ましては、各施設の適正な維持管理・更新

を進めるため、施設の現状把握、更新等費

用の推計を行い、用途ごとの個別施設計画

を策定してまいります。 

 最後になりましたが、一言申し上げたい

と思います。 

 昨年の大阪北部地震、台風による災害か

ら約半年がたちました。本市を襲った自然

災害は、これまで当たり前だと思っていた

暮らしを大きく揺さぶり、平穏な日常の尊

さを再認識させるものとなりました。 

 そして、災害という暗闇の中で、ひとき

わ光り輝いておりましたのは、地域の中

で、お互いに声をかけ、励まし合い、そし

て助け合う姿であったと思います。これは

今回の被災だけで芽生えたものではありま

せん。日々の暮らしの中で、何げない挨拶

や世間話などを通じ、一つ一つ育まれた互

いを大切に思う心、信頼関係があってこそ

なせるものであります。まさに本市が取り

組み続けております思いやり、感謝、奉

仕、あいさつ、節約・環境の五つの心、す

なわち人間基礎教育が実を結びつつあるも

のであります。 

 まちづくりは人づくり、人づくりは心づ

くり。今後とも真心を尽くして、つながり
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のまち摂津の実現に向け、鋭意取り組んで

まいりたいと思います。 

 以上、市政運営に当たりましての基本的

な考え方、並びに、本議会にご提案いたし

ております施策の大要につきましてご説明

を申し上げました。 

 本年度も解決しなければならない課題は

山積みでございます。摂津のまちが次の世

代にとっても誇れるまちであり続けるよ

う、私をはじめ、職員一同、地に足を着

け、「やる気」・「元気」・「本気」、そ

して「勇気」を持って取り組みを進めてま

いります。皆様には、一層のご理解、ご協

力を賜りますようお願い申し上げ、私の市

政運営の方針といたします。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わりました。 

 日程５、議案第１６号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 議案第１６号の提案内容をご説

明申し上げます。 

 教育委員会委員の任命について同意を求

める件についてでございます。 

 本件につきましては、平成３１年３月３

１日付で西川俊孝氏が任期満了となること

に伴いまして、引き続き西川俊孝氏を摂津

市教育委員会委員に任命いたしたく、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第２項の規定により議会の同意を求める

ものでございます。 

 なお、履歴書を議案参考資料の１ページ

から２ページまでに添付いたしております

ので、併せてご参照いただきますようお願

い申し上げます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただき

ます。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本件につきましては、委員会付託を省略

することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 議案第１６号を採決します。 

 本件について、同意することに異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、本件は

同意されました。 

 日程６、議案第１号など２８件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （井口総務部長 登壇） 

○井口総務部長 議案第１号、平成３１年度

摂津市一般会計予算につきまして、提案内

容をご説明いたします。 

 初めに、予算の概要でございますが、当

初予算の総額は３４８億２，７００万円

で、対前年度当初予算比では１０億１，３

００万円、３．０％の増額となっておりま

す。 

 それでは、予算概要の２００ページをご

参照ください。 

 歳出の性質別内訳の主な増減といたしま

して、人件費は５２億９，８０７万１，０

００円で、前年度に比べ０．１％の減額で

ございます。 
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 物件費は７２億５，６５２万８，０００

円で、前年度に比べ２．９％の増額でござ

います。 

 扶助費は１０６億１２４万１，０００円

で、前年度に比べ５．３％の増額でござい

ます。 

 補助費等は２９億１，６８９万１，００

０円で、前年度に比べ２３．７％の増額で

ございます。 

 建設事業費は１７億５，７０３万８，０

００円で、前年度に比べ３６．４％の増額

でございます。 

 公債費は２０億９，９５１万７，０００

円で、前年度に比べ１８．８％の減額でご

ざいます。 

 繰出金は４０億２，９６２万８，０００

円で、前年度に比べ２．７％の減額でござ

います。 

 次に、予算書の３ページをご覧くださ

い。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を３４８

億２，７００万円と定めており、その款項

の区分及び当該区分ごとの金額は、４ペー

ジからの第１表歳入歳出予算に記載のとお

りでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１市税は

１７９億６，１７０万円で、前年度に比べ

３億２，３１０万円、１．８％の増額でご

ざいます。 

 項１市民税は６６億８，７６０万円で、

前年度に比べ２億７，１００万円、４．

２％の増額でございます。 

 項２固定資産税は８７億９，１００万円

で、前年度に比べ２，０００万円、０．

２％の増額でございます。 

 項３軽自動車税は１億２，４５０万円

で、前年度に比べ８１０万円、７％の増額

でございます。 

 項４市たばこ税は７億３，０００万円

で、前年度に比べ１，０００万円、１．

４％の増額でございます。 

 項５都市計画税は１６億２，８６０万円

で、前年度に比べ１，４００万円、０．

９％の増額でございます。 

 款２地方譲与税は１億５，４２０万円

で、前年度に比べ２２０万円、１．４％の

増額でございます。 

 項１地方揮発油譲与税は４，１００万円

で、前年度に比べ１００万円、２．４％の

減額でございます。 

 項２自動車重量譲与税は１億１，０００

万円で、前年度と同額でございます。 

 項３森林環境譲与税は３２０万円で、新

設項のため皆増でございます。これは、平

成３６年度から課税されます森林環境税に

先立ち、平成３１年度から森林環境譲与税

が譲与されるものでございます。 

 款３利子割交付金は２，２００万円で、

前年度に比べ４００万円、１５．４％の減

額でございます。 

 款４配当割交付金は５，８００万円で、

前年度に比べ１，６００万円、２１．６％

の減額でございます。 

 款５株式等譲渡所得割交付金は１，５０

０万円で、前年度に比べ８００万円、３

４．８％の減額でございます。 

 款６地方消費税交付金は１５億９，２０

０万円で、前年度に比べ３，８００万円、

２．３％の減額でございます。 

 款７ゴルフ場利用税交付金は１５０万円

で、前年度に比べ１０万円、６．３％の減

額でございます。 

 款８自動車取得税交付金は４，０００万

円で、前年度に比べ３，９００万円、４

９．４％の減額でございます。 

 款９環境性能割交付金は１，８００万円
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で、新設項のため皆増でございます。これ

は、府税の自動車取得税が廃止され、自動

車税環境性能割が導入されることに伴うも

のでございます。 

 款１０地方特例交付金は７，４００万円

で、前年度に比べ３００万円、４．２％の

増額でございます。 

 款１１地方交付税は２億１，０００万円

で、前年度と同額でございます。 

 款１２交通安全対策特別交付金は１，４

００万円で、前年度と同額でございます。 

 款１３分担金及び負担金は６億９，９７

６万１，０００円で、前年度に比べ２，６

３３万７，０００円、３．６％の減額でご

ざいます。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 款１４使用料及び手数料は４億７，４９

０万６，０００円で、前年度に比べ１億

２，５２２万５，０００円、２０．９％の

減額でございます。 

 項１使用料は３億５，２４６万３，００

０円で、前年度に比べ１億２，４９６万

４，０００円、２６．２％の減額でござい

ます。 

 項２手数料は１億２，２４４万３，００

０円で、前年度に比べ２６万１，０００

円、０．２％の減額でございます。 

 款１５国庫支出金は６３億６，４３２万

３，０００円で、前年度に比べ１億５，７

９１万８，０００円、２．５％の増額でご

ざいます。 

 項１国庫負担金は５６億６，４１１万

５，０００円で、前年度に比べ２億５，３

９１万５，０００円、４．７％の増額でご

ざいます。 

 項２国庫補助金は６億４，１２０万１，

０００円で、前年度に比べ１億２，１６８

万８，０００円、１６％の減額でございま

す。 

 項３委託金は５，９００万７，０００円

で、前年度に比べ２，５６９万１，０００

円、７７．１％の増額でございます。 

 款１６府支出金は２６億７，０７１万

２，０００円で、前年度に比べ３億２，４

６４万１，０００円、１３．８％の増額で

ございます。 

 項１府負担金は１７億５，４６７万７，

０００円で、前年度に比べ６，８１４万

円、４％の増額でございます。 

 項２府補助金は４億８，８７０万３，０

００円で、前年度に比べ２，０７４万９，

０００円、４．４％の増額でございます。 

 項３委託金は４億２，７３３万２，００

０円で、前年度に比べ２億３，５７５万

２，０００円、１２３．１％の増額でござ

います。これは連続立体交差事業調査委託

金の増額などによるものでございます。 

 款１７財産収入は１億３，８３３万１，

０００円で、前年度に比べ２，１１７万

円、１８．１％の増額でございます。 

 項１財産運用収入は５，０７２万５，０

００円で、前年度に比べ２，１１７万円、

７１．６％の増額でございます。 

 項２財産売払収入は８，７６０万６，０

００円で、前年度と同額でございます。 

 款１８寄附金は２，０００円で、前年度

と同額でございます。 

 款１９繰入金は２０億７，９３４万５，

０００円で、前年度に比べ２億４，５１７

万６，０００円、１０．５％の減額でござ

います。 

 項１特別会計繰入金は１，３２２万７，

０００円で、前年度に比べ３０万円、２．

３％の増額でございます。 

 項２基金繰入金は２０億６，６１１万

８，０００円で、前年度に比べ２億４，５
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４７万６，０００円、１０．６％の減額で

ございます。 

 款２０諸収入は１０億５，３３２万円

で、前年度に比べ２億４，７４０万９，０

００円、３０．７％の増額でございます。 

 項１延滞金、加算金及び過料は３，９６

０万円で、前年度に比べ３４０万円、７．

９％の減額でございます。 

 項２市預金利子は１万円で、前年度と同

額でございます。 

 項３貸付金元利収入は２億７，１２３万

６，０００円で、前年度に比べ２４万円、

０．１％の増額でございます。 

 項４雑入は７億４，２４７万４，０００

円で、前年度に比べ２億５，０５６万９，

０００円、５０．９％の増額でございま

す。 

 款２１市債は１１億８，５９０万円で、

前年度に比べ４億１，７４０万円、５４．

３％の増額でございます。 

 次に、歳出についてでございますが、６

ページをご覧ください。 

 款１議会費は３億１，２９７万７，００

０円で、前年度に比べ２，１３８万９，０

００円、６．４％の減額でございます。 

 款２総務費は６５億９７２万６，０００

円で、前年度に比べ２億７，７０６万９，

０００円、４．４％の増額でございます。 

 項１総務管理費は４９億８，０２７万

３，０００円で、前年度に比べ３億５，９

０８万１，０００円、６．７％の減額でご

ざいます。 

 項２徴税費は４億６，０１５万９，００

０円で、前年度に比べ２，４９４万４，０

００円、５．７％の増額でございます。 

 項３戸籍住民基本台帳費は１億７，６５

０万６，０００円で、前年度に比べ３６８

万４，０００円、２．１％の増額でござい

ます。 

 項４選挙費は１億１４０万１，０００円

で、前年度に比べ６，９８１万２，０００

円、２２１％の増額でございます。これ

は、平成３１年度において、府議会議員選

挙、参議院議員通常選挙及び府知事選挙が

執行されることによるものでございます。 

 項５統計調査費は３，１６３万１，００

０円で、前年度に比べ３７８万円、１３．

６％の増額でございます。 

 項６監査委員費は３，３３４万６，００

０円で、前年度に比べ８４万７，０００

円、２．５％の減額でございます。 

 項７保健体育費は７億２，６４１万円

で、前年度に比べ５億３，４７７万７，０

００円、２７９．１％の増額でございま

す。これは青少年運動広場改修工事などに

よるものでございます。 

 款３民生費は１６０億２，３０９万６，

０００円で、前年度に比べ３億１４万７，

０００円、１．９％の増額でございます。 

 項１社会福祉費は６１億１，６２４万円

で、前年度に比べ１億７，０８９万８，０

００円、２．９％の増額でございます。 

 項２児童福祉費は６８億１，００１万円

で、前年度に比べ１億２，９９１万円、

１．９％の増額でございます。 

 項３生活保護費は３０億９，６８４万

６，０００円で、前年度に比べ６６万１，

０００円、０．２％の減額でございます。 

 款４衛生費は２６億９，１４２万１，０

００円で、前年度に比べ２億８，７１７万

円、１１．９％の増額でございます。 

 項１保健衛生費は１１億７，６５２万

１，０００円で、前年度に比べ１億７，７

１２万２，０００円、１７．７％の増額で

ございます。 

 項２清掃費は１５億１，４９０万円で、
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前年度に比べ１億１，００４万８，０００

円、７．８％の増額でございます。 

 款５農林水産業費は８，９８２万４，０

００円で、前年度に比べ５０５万６，００

０円、５．３％の減額でございます。 

 款６商工費は８億９，０７４万８，００

０円で、前年度に比べ３億４，２７６万

円、６２．５％の増額でございます。これ

は商品券発行事業などによるものでござい

ます。 

 款７土木費は２２億７２８万８，０００

円で、前年度に比べ２億４，３７７万９，

０００円、１２．４％の増額でございま

す。 

 項１土木管理費は３億９，１７３万５，

０００円で、前年度に比べ１億１，１５９

万５，０００円、２２．２％の減額でござ

います。 

 項２道路橋りょう費は５億９，８３１万

円で、前年度に比べ３，３０５万円、５．

８％の増額でございます。 

 項３水路費は１億８，７９２万９，００

０円で、前年度に比べ９，８７４万６，０

００円、３４．４％の減額でございます。 

 項４都市計画費は８億７４９万９，００

０円で、前年度に比べ２億４，０４７万

８，０００円、４２．４％の増額でござい

ます。 

 項５住宅費は２億２，１８１万５，００

０円で、前年度に比べ１億８，０５９万

２，０００円、４３８．１％の増額でござ

います。これは一津屋第二団地外壁等改修

工事などによるものでございます。 

 款８消防費は１２億２，８４７万６，０

００円で、前年度に比べ２億１，３６９万

１，０００円、２１．１％の増額でござい

ます。 

 款９教育費は２７億３，３９２万７，０

００円で、前年度に比べ１億５，０５７万

５，０００円、５．２％の減額でございま

す。 

 項１教育総務費は６億７，２２４万７，

０００円で、前年度に比べ１，０８７万

７，０００円、１．６％の増額でございま

す。 

 次に、７ページをご覧ください。 

 項２小学校費は９億７，５２０万９，０

００円で、前年度に比べ８，５２７万４，

０００円、８．０％の減額でございます。 

 項３中学校費は２億７，６３２万６，０

００円で、前年度に比べ８，９７５万４，

０００円、２４．５％の減額でございま

す。 

 項４幼稚園費は２億５，１１７万９，０

００円で、前年度に比べ７３５万円、２．

８％の減額でございます。 

 項５社会教育費は４億２，８３８万５，

０００円で、前年度に比べ１，６９１万

８，０００円、４．１％の増額でございま

す。 

 項６図書館費は１億３，０５８万１，０

００円で、前年度に比べ４００万８，００

０円、３．２％の増額でございます。 

 款１０公債費は２０億９，９５１万７，

０００円で、前年度に比べ４億８，４５９

万６，０００円、１８．８％の減額でござ

います。 

 款１１予備費は４，０００万円で、前年

度に比べ１，０００万円、３３．３％の増

額でございます。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 第２条債務負担行為は、８ページ、第２

表債務負担行為に記載のとおり、人事管理

事業など８件でございます。 

 第３条地方債は、９ページ、第３表地方

債に記載のとおり、庁舎西別館解体等事業
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など１１件でございます。 

 第４条一時借入金は、本年度の借り入れ

の最高額を５０億円といたしております。 

 第５条は、同一款内での各項間の歳出予

算の流用について記載をいたしておりま

す。 

 以上、議案第１号、平成３１年度摂津市

一般会計予算の内容説明とさせていただき

ます。 

 続きまして、議案第５号、平成３１年度

摂津市財産区財産特別会計予算につきまし

て、提案内容をご説明いたします。 

 予算書の１ページをご覧ください。 

 第１条は、歳入歳出予算の総額を１３億

２，７６９万７，０００円と定めており、

その款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、３ページからの第１表歳入歳出予算に

記載のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１財産収入、項１財産運用収入は６，６１

３万２，０００円で、前年度に比べ１５０

万円、２．３％の増額となっております。

これは、味舌上財産区と鶴野財産区におい

て民間事業所に土地を貸し付けており、そ

の地代収入でございます。 

 款２繰越金、項１繰越金１２億６，１５

４万８，０００円は、前年度に比べ１億

６，８１８万８，０００円、１１．８％の

減額となっております。これは前年度に味

舌上財産区の市場公民館建て替えに要した

経費によるものでございます。 

 次に、款３諸収入、項１預金利子等１万

７，０００円は、前年度に比べ１万３，０

００円、４３．３％の減額となっておりま

す。 

 次に、歳出についてでございますが、款

１繰出金、項１繰出金は１，３２２万７，

０００円で、前年度に比べ３０万円、２．

３％の増額となっております。これは財産

収入の２０％相当額を一般会計に繰り出す

ものでございます。 

 款２諸支出金、項１地方振興事業費１３

億１，４４７万円は、前年度に比べ１億

６，７００万１，０００円、１１．３％の

減額となっております。これは、１２ペー

ジ以降に記載のとおり、各財産区の事業に

対する補助交付金でございます。 

 以上、議案第５号、平成３１年度摂津市

財産区財産特別会計予算の内容説明とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、平成３０年

度摂津市一般会計補正予算（第８号）につ

きまして、提案内容をご説明いたします。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

につきましては、国の補正予算に伴う事業

についての追加補正のほか、阪急京都線連

続立体交差事業及び千里丘三島線道路改良

事業における用地取得のための土地開発基

金積立や、子ども・子育て支援交付金の過

年度分国庫返還金など、一部緊急を要する

事業についての追加補正でございます。 

 初めに、補正予算の第１条は、既定によ

る歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１６億６５８万４，０００円を追加し、そ

の総額を３６３億５，３２８万１，０００

円とするものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

３ページからの第１表歳入歳出予算補正に

記載のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１市税は２億７，０００万円増額しており

ます。 

 款１４国庫支出金は２，０４６万９，０

００円減額しております。 

 項１国庫負担金３００万円の減額は、特
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別障害者手当等給付費負担金の減少による

ものでございます。 

 項２国庫補助金１，６０４万４，０００

円の減額は、国の補正予算に伴う学校施設

環境改善交付金及びブロック塀・冷房設備

対応臨時特例交付金の増加のほか、社会資

本整備総合交付金などの減少によるもので

ございます。 

 項３委託金１４２万５，０００円の減額

は、基幹統計調査委託金などの減少による

ものでございます。 

 款１５府支出金は８０７万１，０００円

減額しております。 

 項２府補助金３５万３，０００円の増額

は、ブロック塀等撤去補助金の増加などに

よるものでございます。 

 項３委託金８４２万４，０００円の減額

は、連続立体交差事業調査委託金の減少な

どによるものでございます。 

 款１６財産収入１万６，０００円の増額

は、各種基金利子の発生によるものでござ

います。 

 款１７寄附金７１９万３，０００円の増

額は、一般寄附金の増加によるものでござ

います。 

 款１８繰入金は９億９，９７９万１，０

００円増額しております。 

 項１特別会計繰入金１６万５，０００円

の増額は、財産区財産特別会計繰入金の増

加によるものでございます。 

 項２基金繰入金９億９，９６２万６，０

００円の増額は、減債基金繰入金の増加な

どによるものでございます。 

 款１９諸収入９９７万６，０００円の減

額は、中学校給食費負担金などの減少によ

るものでございます。 

 款２０市債３億６，８１０万円の増額

は、小・中学校空調設備整備事業債及び

小・中学校トイレ改修事業債の増加などに

よるものでございます。 

 続きまして、４ページからの歳出につい

てでございますが、款１議会費１，４６１

万７，０００円の減額は不用額でございま

す。 

 款２総務費は１３億８，２７０万１，０

００円増額しております。 

 項１総務管理費１４億４３６万９，００

０円の増額は、土地開発基金積立金の増加

などによるものでございます。 

 項２徴税費から項７保健体育費までの減

額は、いずれも不用額でございます。 

 款３民生費は５，５８２万１，０００円

減額しております。 

 項１社会福祉費５，５６０万８，０００

円の減額は不用額でございます。 

 項２児童福祉費９０万７，０００円の増

額は、過年度分国庫府費等返還金の増加な

どによるものでございます。 

 項３生活保護費１１２万円の減額は不用

額でございます。 

 款４衛生費は１，１５４万１，０００円

減額しております。 

 項１保健衛生費５７０万４，０００円の

減額は、環境基金積立金を除く科目の不用

額でございます。 

 項２清掃費５８３万７，０００円の減額

は不用額でございます。 

 款５農林水産業費４８６万４，０００円

の減額は不用額でございます。 

 款６商工費１，６５８万２，０００円の

減額は不用額でございます。 

 款７土木費は１億７３２万７，０００円

減額しております。 

 項１土木管理費から項５住宅費までの減

額は、いずれも不用額でございます。 

 款８消防費１，５０３万５，０００円の
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減額は、水道事業会計繰出金を除く科目の

不用額でございます。 

 款９教育費は４億５，８２４万４，００

０円増額しております。 

 項１教育総務費３，３６８万６，０００

円の減額は不用額でございます。 

 項２小学校費２億９００万１，０００

円、項３中学校費２億８，５９２万６，０

００円の増額は、国の補正予算に伴う空調

機設置及びトイレ改修工事請負費の増加な

どによるものでございます。 

 項４幼稚園費から項５社会教育費までの

減額は、いずれも不用額でございます。 

 款１０公債費８５７万４，０００円の減

額は不用額でございます。 

 次に、第２条繰越明許費につきまして

は、６ページ、第２表繰越明許費に記載の

とおり、民間保育所等施設整備補助事業な

ど４事業を翌年度に実施するため、繰越明

許するものでございます。 

 次に、第３条地方債の補正につきまして

は、７ページから９ページ、第３表地方債

の補正に記載のとおりでございます。追加

分につきましては、小・中学校空調設備整

備事業及び小・中学校トイレ改修事業に係

る新たな起債の同意が見込まれるものでご

ざいます。変更分につきましては、システ

ム新規構築事業及び消防本部車両整備事業

に係る起債の限度額を変更するものでござ

います。 

 以上、議案第１０号、平成３０年度摂津

市一般会計補正予算（第８号）の内容説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１４号、平成３０年

度摂津市財産区財産特別会計補正予算（第

１号）につきまして、提案内容をご説明い

たします。 

 今回補正の内容につきましては、味舌上

財産区の土地貸付収入の増加に伴う事業交

付金などの追加補正となっております。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１財産収入、項１財産運用収入は、味舌上

財産区における土地貸付収入で、８２万

５，０００円を増額いたしております。 

 次に、歳出についてでございますが、款

１繰出金、項１繰出金１６万５，０００円

の増額は、味舌上財産区から土地貸付収入

のうち２０％分を一般会計に繰り出すもの

です。 

 款２諸支出金、項１地方振興事業費６６

万円の増額は、味舌上財産区からの土地貸

付収入のうち８０％分を味舌上財産区に交

付するものでございます。 

 以上、議案第１４号、平成３０年度摂津

市財産区財産特別会計補正予算（第１号）

の内容説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１９号、摂津市災害

対策基金条例制定の件につきまして、提案

内容をご説明いたします。 

 本件は、震災や風水害などの自然災害に

対する予防と応急対策、また、市外におい

て発生した災害への支援活動を的確かつ迅

速に実施することを目的として、新たに本

条例を制定するものでございます。 

 それでは、議案書の条文に従いまして条

例内容をご説明いたします。 

 第１条、設置につきましては、本基金の

設置目的について規定いたしております。 

 第２条、積立てにつきましては、毎年度

の積立額を一般会計歳入歳出予算で定める

旨を、第３条、管理につきましては、その

積立金の保管方法をそれぞれ規定いたして
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おります。 

 第４条、運用益金の処理につきまして

は、基金収益を一般会計歳入歳出予算へ計

上し、基金に編入する旨を、第５条、繰替

運用につきましては、当基金の繰替運用を

行う場合の要件をそれぞれ規定いたしてお

ります。 

 第６条、処分につきましては、当基金を

処分する場合の要件を規定いたしておりま

す。 

 第７条、委任につきましては、市長が基

金に関し必要な事項を定める旨を規定いた

しております。 

 最後に、附則といたしまして、本条例の

施行日を公布の日といたしております。 

 以上、議案第１９号、摂津市災害対策基

金条例制定の件の内容説明とさせていただ

きます。 

 続きまして、議案第２３号、摂津市税条

例等の一部を改正する条例制定の件につき

まして、提案内容をご説明いたします。 

 今回の改正の主な内容は、平成２８年度

の税制改正の内容のうち、消費税率の引き

上げ時期に合わせて適用することとされて

いた法人市民税及び軽自動車税に関する改

正でございます。 

 議案参考資料（条例関係）の８ページか

ら３２ページの新旧対照表も併せてご参照

願います。 

 それでは、議案書の条文に従いまして改

正内容をご説明いたします。 

 まず、第１条として、第２３条の改正

は、法人市民税法人税割の税率を、現行

「１００分の１２．１」から「１００分の

８．４」に３．７％引き下げるものでござ

います。これは、国が地域間の税源の偏在

性を是正し、財政力格差の縮小を図るため

のものでございます。 

 なお、歳入に影響が出てまいりますのは

平成３２年度からでございます。 

 次に、第９条、第１１条、第８８条から

第９８条までと附則第３５条の３から附則

第３７条までは軽自動車税に関するもの

で、本年１０月１日より都道府県税の自動

車取得税が廃止され、新たに環境性能割が

創設されることに伴い、現行の「軽自動車

税」が軽自動車税の「種別割」に名称変更

されるものでございます。 

 また、この環境性能割につきましては、

三輪以上の軽自動車の取得者に対して、取

得した軽自動車の環境性能の種別に応じて

課税するものでございますが、当分の間

は、大阪府が本市にかわって徴収し、本市

は大阪府に徴収取得費を支払うこととなっ

ております。 

 なお、環境性能割の課税対象につきまし

ては、軽自動車のうち三輪以上のもので、

納税義務者は当該軽自動車を取得した方、

課税標準は軽自動車の取得価格で、免税点

は５０万円、徴収の方法は申告納付となっ

ております。 

 また、軽自動車の環境性能割の税率につ

きましては、燃費性能の基準に対する達成

状況、自家用と営業用の別等により区分さ

れ、当分の間、営業用の税率１％、２％、

３％は０．５％、１％、２％に、自家用の

税率３％は２％にそれぞれ引き下げられる

こととなっております。 

 そのほか、不申告等に係る過料の額や減

免に関する手続なども定められておりま

す。 

 第２条、第３条及び第４条につきまして

は、条例中、軽自動車税に係る条文等の整

備でございます。 

 第１０１条につきましては、加熱式たば

この紙巻きたばこへの換算数値の変更でご
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ざいますが、平成３０年度の税制改正によ

り、平成３０年１０月１日の１回目から５

回かけて、段階的に紙巻きたばこの７割か

ら９割相当の税額にするもので、今回はそ

の２回目の改正でございます。 

 具体的には、旧換算本数を「０．８」か

ら「０．６」に、新換算本数を「０．２」

から「０．４」に改めるもので、平成３１

年１０月１日からの換算数値は、旧換算本

数に０．６を掛けたものと、新換算本数に

０．４を掛けたものの合計となっておりま

す。 

 最後に、附則第１２条は、固定資産税の

償却資産に係る特例措置が平成３１年３月

３１日をもって終了となることに伴い、条

文の繰り上げなどの整備を行うものでござ

います。 

 なお、施行日は、法人市民税、軽自動車

税、たばこ税に関するものを平成３１年１

０月１日からとし、附則第１２条第２項及

び同第１２条の２の特例措置終了に伴う規

定の改定は、平成３１年４月１日からの施

行とするものでございます。 

 以上、議案第２３号、摂津市税条例等の

一部を改正する条例制定の件の内容説明と

させていただきます。 

 続きまして、議案第２４号、摂津市手数

料条例及び摂津市火災予防条例の一部を改

正する条例制定の件につきまして、提案内

容をご説明いたします。 

 議案参考資料（条例関係）の３３ページ

及び３４ページの新旧対照表も併せてご参

照願います。 

 本件は、「工業標準化法」の法律名が

「産業標準化法」に改正され、また、法律

条文の「日本工業規格」が「日本産業規

格」に改められたため、これを引用する条

例について改正するものでございます。 

 それでは、条文に沿ってご説明いたしま

す。 

 第１条として、摂津市手数料条例第２条

第４号の表の備考１中「日本工業規格」を

「日本産業規格」に改め、第２条として、

摂津市火災予防条例第１６条第１項中「日

本工業規格」を「日本産業規格」に改める

ものでございます。 

 なお、附則といたしまして、本条例は平

成３１年７月１日から施行する旨、規定い

たしております。 

 以上、議案第２４号、摂津市手数料条例

及び摂津市火災予防条例の一部を改正する

条例制定の件の内容説明とさせていただき

ます。 

○嶋野浩一朗議長 続いて、上下水道部長。 

  （山口上下水道部長 登壇） 

○山口上下水道部長 議案第２号、平成３１

年度摂津市水道事業会計予算につきまし

て、提案内容をご説明申し上げます。 

 予算書３ページをご覧いただきたいと存

じます。 

 第１条は、本予算の総則を定めたもので

ございます。 

 第２条は、業務の予定量を定めたもの

で、給水戸数は４万５００戸、給水人口は

８万５，８００人、年間総給水量は１，０

０８万６，０００立方メートル、１日平均

給水量は２万７，５５７立方メートルとい

たしております。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額

を定めたもので、収入につきましては、第

１款水道事業収益は２１億６，０２０万

４，０００円で、前年度に比べ２．３％、

５，００９万６，０００円の減額でござい

ます。 

 第１項営業収益は２０億１７３万８，０

００円で、前年度に比べ１．９％、３，６
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６１万８，０００円の増額でございます。

これは給水収益を増額したことが主な要因

でございます。 

 第２項営業外収益は１億５，８４６万

６，０００円で、前年度に比べ３５．

４％、８，６７１万４，０００円の減額で

ございます。これは納付金の減少が主な要

因でございます。 

 次に、支出につきましては、第１款水道

事業費用は２０億１，１７５万６，０００

円で、前年度に比べ２．７％、５，２４５

万１，０００円の増額でございます。 

 第１項営業費用は１９億２，１８３万円

で、前年度に比べ１．５％、２，９０１万

１，０００円の増額でございます。これは

減価償却費の増加が主な要因でございま

す。 

 第２項営業外費用は７，９９２万６，０

００円で、前年度に比べ４１．５％、２，

３４４万円の増額でございます。これは消

費税の増加が主な要因でございます。 

 第３項予備費は１，０００万円で、前年

度と同額でございます。 

 第４条は、資本的収入及び支出の予定額

を定めたもので、収入につきましては、第

１款資本的収入は５億７，１３０万円で、

前年度に比べ３６．５％、３億２，８８６

万円の減額でございます。 

 第１項企業債は５億７，１３０万円で、

前年度に比べ３２．９％、２億８，０４０

万円の減額でございます。これは施設改修

費の減少に伴って企業債を減額するもので

ございます。 

 次に、支出につきましては、第１款資本

的支出は１０億９，６７８万６，０００円

で、前年度に比べ３３．４％、５億４，９

１７万４，０００円の減額でございます。 

 第１項建設改良費は７億７，８７４万

２，０００円で、前年度に比べ４４．

７％、６億２，８６１万６，０００円の減

額でございます。これは施設改修費の減少

が主な要因でございます。 

 第２項企業債償還金は３億９５３万５，

０００円で、前年度に比べ３４．１％、

７，８７６万６，０００円の増額でござい

ます。これは元金償還金の増加によるもの

でございます。 

 第３項交付金返還金は３５０万９，００

０円で、前年度に比べ２３．９％、６７万

６，０００円の増額でございます。これは

交付金により賄われた工事等の課税仕入れ

に係る消費税等相当額を返還するものでご

ざいます。 

 第４項予備費は５００万円で、前年度と

同額でございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額５億２，５４８万６，０００円は、

過年度分損益勘定留保資金４億６，３２８

万９，０００円、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額６，２１９万７，

０００円で補填するものでございます。 

 ４ページ、第５条は、企業債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法を定めたもので、施設改修事業は限度

額を１億２，４１０万円、配水管整備事業

は限度額を４億４，７２０万円といたして

おります。 

 第６条は、予定支出の各項の経費の金額

を流用することができる場合を定めたもの

でございます。 

 第７条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費を定めたもので、

職員給与費３億６，９４２万円といたして

おります。 

 第８条は、たな卸資産の購入限度額を８

７２万円と定めたものでございます。 
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 なお、６ページから１５ページまでは、

平成３１年度摂津市水道事業会計予算実施

計画、平成３０年度摂津市水道事業予定貸

借対照表、平成３０年度摂津市水道事業予

定損益計算書、平成３０年度摂津市水道事

業予定キャッシュ・フロー計算書、平成３

１年度摂津市水道事業予定貸借対照表、平

成３１年度摂津市水道事業予定キャッシ

ュ・フロー計算書、平成３１年度財務諸表

に関する注記を、１６ページから２５ペー

ジまでは給与費明細書、２６ページには債

務負担行為に関する調書、２９ページには

平成３１年度摂津市水道事業会計予算総括

表、３０ページから５３ページまでは平成

３１年度摂津市水道事業会計予算実施計画

説明書、５７ページから５９ページまで

は、参考資料としまして、平成３１年度企

業債元利償還予定表を掲載いたしておりま

すので、ご参照賜りますようお願い申し上

げます。 

 以上、平成３１年度摂津市水道事業会計

予算の提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第３号、平成３１年度

摂津市下水道事業会計予算につきまして、

提案内容をご説明申し上げます。 

 予算書６３ページをご覧いただきたいと

存じます。 

 第１条は、本予算の総則を定めたもので

ございます。 

 第２条は、業務の予定量を定めたもの

で、排水人口は８万５，０００人、排水区

域面積は１，１２１ヘクタールといたして

おります。 

 第３条は、収益的収入及び支出の予定額

を定めたもので、収入につきましては、第

１款下水道事業収益は３７億５，３９７万

５，０００円で、前年度に比べ５．８％、

２億２，９５５万円の減額でございます。 

 第１項営業収益は２７億３，６２７万

３，０００円で、前年度に比べ２．８％、

７，９９３万６，０００円の減額でござい

ます。これは他会計負担金の減少が主な要

因でございます。 

 第２項営業外収益は１０億１，７７０万

２，０００円で、前年度に比べ１２．

８％、１億４，９６１万４，０００円の減

額でございます。これは他会計負担金の減

少が主な要因でございます。 

 次に、支出につきましては、第１款下水

道事業費用は３７億４０万８，０００円

で、前年度に比べ３．１％、１億１，７２

８万３，０００円の減額でございます。 

 第１項営業費用は３０億６，７０１万

７，０００円で、前年度に比べ０．５％、

１，５３１万８，０００円の減額でござい

ます。これは受託事業費の減少が主な要因

でございます。 

 第２項営業外費用は６億２，７３９万

１，０００円で、前年度に比べ１４．

０％、１億１９６万５，０００円の減額で

ございます。これは企業債利息の減少が主

な要因でございます。 

 第３項予備費は６００万円で、前年度と

同額でございます。 

 第４条は、資本的収入及び支出の予定額

を定めたもので、収入につきましては、第

１款資本的収入は４２億５，７９４万６，

０００円で、前年度に比べ３４．６％、１

０億９，４３６万５，０００円の増額でご

ざいます。 

 第１項企業債は２４億１，０３０万円

で、前年度に比べ１４．７％、３億８００

万円の増額でございます。これは主に公共

下水道事業債の増加によるものでございま

す。 

 第２項負担金等は１億６，８５０万６，
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０００円で、前年度に比べ４３．７％、

５，１２３万円の増額でございます。これ

は主に工事負担金の増加によるものでござ

います。 

 第３項国庫補助金は６億４，０００万円

で、前年度に比べ９４９．２％、５億７，

９００万円の増額でございます。これは交

付対象事業費の増加に伴うものでございま

す。 

 第４項他会計負担金は５億１，６３４万

６，０００円で、前年度に比べ６．２％、

３，０１３万２，０００円の増額、第５項

他会計補助金は５億２，２６７万６，００

０円で、前年度に比べ３２．０％、１億

２，６６１万７，０００円の増額で、これ

は資本費平準化債の減少に伴うものでござ

います。 

 第６項長期貸付金償還金は１１万８，０

００円で、前年度に比べ８３．９％、６１

万４，０００円の減額でございます。これ

は水洗便所改造資金貸付金償還金の減少に

よるものでございます。 

 ６４ページ、支出につきましては、第１

款資本的支出は５４億６，２２７万３，０

００円で、前年度に比べ２２．６％、１０

億５８１万９，０００円の増額でございま

す。 

 第１項建設改良費は１６億４，０３８万

９，０００円で、前年度に比べ２１９．

２％、１１億２，６５４万４，０００円の

増額でございます。これは主に公共下水道

整備費の増加によるものでございます。 

 第２項企業債償還金は３８億１，９３８

万４，０００円で、前年度に比べ３．

１％、１億２，０７２万５，０００円の減

額でございます。これは元金償還金の減少

によるものでございます。 

 第３項長期貸付金は２５０万円で、前年

度と同額でございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額１２億４３２万７，０００円は、過

年度分損益勘定留保資金７万円、当年度分

損益勘定留保資金１２億４２５万７，００

０円で補填するものでございます。 

 第５条は、企業債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法を定

めたもので、公共下水道事業は限度額を６

億５，１２０万円、流域下水道事業は限度

額を１億３，４１０万円、資本費平準化債

は限度額を９億円、資本費平準化債の借り

換えは限度額を７億２，５００万円といた

しております。 

 第６条は、一時借入金の限度額を定めた

もので、限度額を２０億円といたしており

ます。 

 ６５ページ、第７条は、予定支出の各項

の経費の金額を流用することができる場合

を定めたものでございます。 

 第８条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費を定めたもので、

職員給与費１億９６２万３，０００円とい

たしております。 

 第９条は、他会計からの補助金を定めた

もので、下水道事業に助成するための一般

会計からの補助金は５億２，２６７万６，

０００円でございます。 

 なお、６６ページから７７ページまで

は、平成３１年度摂津市下水道事業会計予

算実施計画、平成３０年度摂津市下水道事

業予定貸借対照表、平成３０年度摂津市下

水道事業予定損益計算書、平成３０年度摂

津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計

算書、平成３１年度摂津市下水道事業予定

貸借対照表、平成３１年度摂津市下水道事

業予定キャッシュ・フロー計算書、平成３

１年度財務諸表に関する注記を、７８ペー
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ジから８７ページまでは給与費明細書、８

８ページから８９ページまでは継続費に関

する調書、９０ページには債務負担行為に

関する調書、９３ページには平成３１年度

摂津市下水道事業会計予算総括表、９４ペ

ージから１０５ページまでは平成３１年度

摂津市下水道事業会計予算実施計画説明

書、１０９ページから１１５ページまで

は、参考資料として、平成３１年度企業債

元利償還予定表を掲載いたしておりますの

で、ご参照賜りますようお願い申し上げま

す。 

 以上、平成３１年度摂津市下水道事業会

計予算の提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１１号、平成３０年

度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

につきまして、提案内容をご説明申し上げ

ます。 

 今回お願いいたします補正予算の内容に

つきましては、人件費及び年度末見込みに

よる収入及び支出の補正でございます。 

 補正予算書１ページをご覧いただきたい

と存じます。 

 第１条は、総則を定めたものでございま

す。 

 第２条は、収益的収入及び支出の予定額

の補正を定めたもので、収入の第１款水道

事業収益は、既決額２２億１，０３０万円

から９２４万円を減額し、補正後の額を２

２億１０６万円とするものでございます。 

 第１項営業収益は、既決額１９億６，５

１２万円から９２４万円を減額し、補正後

の額を１９億５，５８８万円とするもの

で、これは受託工事収益の減少によるもの

でございます。 

 次に、支出でございますが、第１款水道

事業費用は、既決額１９億５，５８０万

７，０００円から１億３，８６２万４，０

００円を増額し、補正後の額を２０億９，

４４３万１，０００円とするものでござい

ます。 

 第１項営業費用は、既決額１８億８，９

３２万１，０００円から１億４，０７１万

円を増額し、補正後の額を２０億３，００

３万１，０００円とするもので、これは主

に資産減耗費の増加によるものでございま

す。 

 第２項営業外費用は、既決額５，６４８

万６，０００円から２０８万６，０００円

を減額し、補正後の額を５，４４０万円と

するもので、これは支払利息の減少による

ものでございます。 

 第３条は、資本的支出の予定額の補正を

定めたもので、支出の第１款資本的支出

は、既決額１６億４，６０３万５，０００

円から１億１，５０９万円を減額し、補正

後の額を１５億３，０９４万５，０００円

とするものでございます。 

 第１項建設改良費は、既決額１４億７４

３万３，０００円から１億１，５０９万円

を減額し、補正後の額を１２億９，２３４

万３，０００円とするもので、これは主に

施設改修費の減少によるものでございま

す。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額につきましては、既決額７億４，５

８７万５，０００円を６億３，０７８万

５，０００円に改めるとともに、補填財源

は、過年度分損益勘定留保資金６億４，３

８２万５，０００円を過年度分損益勘定留

保資金３億７，８７３万５，０００円、減

債積立金５，０００万円及び建設改良積立

金１億円に改めるものでございます。 

 第４条は、議会の議決を経なければ流用

することができない経費を定めるもので、

職員給与費は、既決額３億６，６５２万円
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から１４６万５，０００円を減額し、補正

後の額を３億６，５０５万５，０００円と

するものでございます。 

 なお、補正予算実施計画は２ページに、

予定貸借対照表は４ページから５ページ

に、予定キャッシュ・フロー計算書は６ペ

ージに、給与費明細書は８ページから１２

ページに、平成３０年度摂津市水道事業会

計補正予算実施計画説明書は１３ページか

ら１４ページに記載いたしておりますの

で、ご参照賜りますようお願い申し上げま

す。 

 以上、平成３０年度摂津市水道事業会計

補正予算（第３号）の提案説明とさせてい

ただきます。 

 続きまして、議案第１２号、平成３０年

度摂津市下水道事業会計補正予算（第４

号）につきまして、提案内容をご説明申し

上げます。 

 今回お願いいたします補正予算の内容に

つきましては、企業債の補正のほか、年度

末見込みによる支出の補正でございます。 

 補正予算書１ページをご覧いただきたい

と存じます。 

 第１条は、総則を定めたものでございま

す。 

 第２条は、収益的支出の予定額の補正を

定めたもので、支出の第１款下水道事業費

用は、既決額３８億１，７１６万円から

７，３８０万３，０００円を減額し、補正

後の額を３７億４，３３５万７，０００円

とするものでございます。 

 第１項営業費用は、既決額３０億８，１

８０万４，０００円から８，２１６万２，

０００円を減額し、補正後の額を２９億

９，９６４万２，０００円とするもので、

これは主に流域下水道管理費の減少による

ものでございます。 

 第２項営業外費用は、既決額７億２，９

３５万６，０００円から８３５万９，００

０円を増額し、補正後の額を７億３，７７

１万５，０００円とするもので、これは消

費税の増加によるものでございます。 

 第３条は、資本的収入及び支出の予定額

の補正を定めたもので、収入の第１款資本

的収入は、既決額３３億４，３５２万９，

０００円から１，６２０万円を減額し、補

正後の額を３３億２，７３２万９，０００

円とするものでございます。 

 第１項企業債は、既決額２１億２，５４

０万円から１，６２０万円を減額し、補正

後の額を２１億９２０万円とするものでご

ざいます。これは公共下水道事業債の減少

によるものでございます。 

 次に、支出でございますが、第１款資本

的支出は、既決額４６億３，１９１万９，

０００円から９７２万２，０００円を減額

し、補正後の額を４６億２，２１９万７，

０００円とするものでございます。 

 第１項建設改良費は、既決額６億８，９

３１万円から９７２万２，０００円を減額

し、補正後の額を６億７，９５８万８，０

００円とするもので、これは主に公共下水

道整備費の減少によるものでございます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額につきましては、既決額１２億８，

８３９万円を１２億９，４８６万８，００

０円に改めるとともに、補填財源は、過年

度分損益勘定留保資金９，５２５万１，０

００円及び当年度分損益勘定留保資金１１

億９，３１３万９，０００円を過年度分損

益勘定留保資金９，５２５万１，０００

円、当年度分損益勘定留保資金１１億８，

９６１万７，０００円及び減債積立金１，

０００万円に改めるものでございます。 

 第４条は、企業債の限度額を改めるもの
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で、公共下水道整備費の減少に伴い、公共

下水道事業債の限度額１億８，８１０万円

を１億７，１９０万円に変更するものでご

ざいます。 

 なお、補正予算実施計画は３ページに、

予定貸借対照表は４ページから５ページ

に、予定キャッシュ・フロー計算書は６ペ

ージに、平成３０年度摂津市下水道事業会

計補正予算実施計画説明書は７ページから

８ページに記載いたしておりますので、ご

参照賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、平成３０年度摂津市下水道事業会

計補正予算（第４号）の提案説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第３０号、摂津市企業

職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例制定の件につきまし

て、提案内容のご説明を申し上げます。 

 本条例は、宿日直業務を委託することに

伴い、企業職員が宿日直業務を行うことは

なくなったことから、宿日直手当を廃止す

るため制定するものでございます。 

 議案参考資料（条例関係）の４３ページ

からの新旧対照表も併せてご参照賜ります

ようお願い申し上げます。 

 それでは、条文に沿って改正内容につい

てご説明申し上げます。 

 第２条第３項の給与の種類から「、宿日

直手当」を削るとともに、宿日直手当につ

いて規定した第１４条を削るものでござい

ます。また、これに伴い生じる条ずれ及び

文言を整備するものでございます。 

 次に、附則でございますが、この条例は

平成３１年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

 以上、議案第３０号、摂津市企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例制定の件の提案内容の説明と

させていただきます。 

 引き続きまして、議案第３１号、摂津市

水道事業の給水等に関する条例及び摂津市

下水道条例の一部を改正する条例制定の件

につきまして、提案内容のご説明を申し上

げます。 

 平成２８年１１月２８日に公布されまし

た社会保障の安定財源の確保等を図る税制

の抜本的な改革を行うための消費税法の一

部を改正する等の法律等の一部を改正する

法律及び社会保障の安定財源の確保等を図

る税制の抜本的な改革を行うための地方税

法及び地方交付税法の一部を改正する法律

等の一部を改正する法律により、平成３１

年１０月１日から消費税及び地方消費税が

８％から１０％に引き上げられることにな

ったことから、本市におきましても、水道

料金、納付金、設計手数料及び下水道使用

料について、当該税率を１０％とするた

め、本条例を制定するものでございます。 

 議案参考資料（条例関係）の４５ページ

からの新旧対照表も併せてご参照賜ります

ようお願いいたします。 

 それでは、条文に沿って改正内容をご説

明申し上げます。 

 第１条は、摂津市水道事業の給水等に関

する条例の一部改正で、第２５条、第２８

条の３第１項及び別表第２の備考２中「１

００分の１０８」を「１００分の１１０」

に改めるものでございます。 

 次に、第２条は、摂津市下水道条例の一

部改正で、第１７条中「１００分の１０

８」を「１００分の１１０」に改めるもの

でございます。 

 次に、附則でございますが、附則第１項

は施行期日を定めたもので、この条例は平

成３１年１０月１日から施行するものでご

ざいます。 



1 － 28 

 附則第２項から第５項までは、摂津市水

道事業の給水等に関する条例の一部改正に

伴う経過措置を定めたものでございます。 

 第２項と第３項では、施行日前から継続

して使用している方の水道料金につきまし

ては、１０月１日以降の最初の検針分は、

従前の１００分の１０８で計算する旨等、

規定したものでございます。 

 第４項は納付金について、第５項は設計

手数料について、施行日前の工事等申し込

みについては従前の１００分の１０８で算

定する旨、規定したものでございます。 

 附則第６項及び第７項は、摂津市下水道

条例の一部改正に伴う経過措置を定めたも

ので、施行日前から継続して使用している

方の下水道使用料につきましては、１０月

１日以降の最初の検針分は従前の１００分

の１０８で計算する旨等、規定したもので

ございます。 

 以上、議案第３１号、摂津市水道事業の

給水等に関する条例及び摂津市下水道条例

の一部を改正する条例制定の件の提案説明

とさせていただきます。 

 続きまして、議案第３２号、摂津市布設

工事監督者を配置する水道の布設工事並び

に布設工事監督者及び水道技術管理者の資

格を定める条例の一部を改正する条例制定

の件につきまして、提案内容のご説明を申

し上げます。 

 本条例は、学校教育法の一部改正によ

り、本年４月から専門職大学が新たに設置

されることに伴い、水道法施行令及び水道

法施行規則も併せて一部改正され、布設工

事監督者及び水道技術管理者の資格要件が

改められたこと、及び、技術士法施行規則

の一部改正により、技術士試験の科目変更

がされたことに伴い、本市におきましても

所要の改正が必要であるため、制定するも

のでございます。 

 議案参考資料（条例関係）の４８ページ

からの新旧対照表も併せてご参照賜ります

ようお願いいたします。 

 それでは、条文に沿って改正内容をご説

明申し上げます。 

 布設工事監督者の資格を規定する第３条

第３号中に、資格要件として専門職大学の

前期課程が含まれるよう文言を整備すると

ともに、同条第８号中「又は水道環境」を

削るものでございます。 

 次に、水道技術管理者の資格を規定する

第４条第２号及び第３号中におきまして

も、専門職大学の前期課程が含まれるよう

文言を整備するものでございます。 

 次に、附則でございますが、第１項は施

行期日を定めたもので、この条例は平成３

１年４月１日から施行するものでございま

す。 

 第２項は、改正後の本条例第３条第８号

の規定の適用についての経過措置を規定し

たものでございます。 

 以上、議案第３２号、摂津市布設工事監

督者を配置する水道の布設工事並びに布設

工事監督者及び水道技術管理者の資格を定

める条例の一部を改正する条例制定の件の

提案説明とさせていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

  （堤保健福祉部長 登壇） 

○堤保健福祉部長 議案第４号、平成３１年

度摂津市国民健康保険特別会計予算につき

ましてご説明申し上げます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ９９億５，２９８万円と定め、

その款項の区分及び当該区分ごとの金額

は、３ページからの第１表歳入歳出予算に
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記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１国民健

康保険料１８億５，４７０万１，０００円

は、前年度に比べ３．５％、６，７１４万

円の減額で、国保被保険者の減少によるも

のでございます。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料４５

万円は、前年度に比べ１０％、５万円の減

額でございます。 

 款３府支出金、項１府補助金７１億８，

８１０万４，０００円は、前年度に比べ

３．６％、２億５，１８４万５，０００円

の増額でございます。 

 款４繰入金８億８，４６７万９，０００

円は、前年度に比べ５．３％、４，９９２

万５，０００円の減額でございます。 

 項１一般会計繰入金８億２，３６７万

９，０００円は、前年度に比べ１１．

９％、１億１，０９２万５，０００円の減

額でございます。これは保険料軽減分等繰

入金の減などによるものでございます。 

 項２基金繰入金６，１００万円は、保険

料激変緩和措置財源として繰り入れいたす

ものでございます。 

 款５諸収入２，４９３万７，０００円

は、前年度に比べ０．７％、１８万５，０

００円の増額でございます。 

 項１雑入は２，３３８万３，０００円

で、第三者行為による納付金等でございま

す。 

 項２延滞金、加算金及び過料１５５万

４，０００円は、前年度に比べ１３％、１

７万９，０００円の増額でございます。 

 款６財産収入、項１財産運用収入１０万

９，０００円は、国民健康保険財政調整基

金の利子でございます。 

 次に、歳出でございますが、４ページ、

款１総務費１億４，４１３万３，０００円

は、前年度に比べ３．９％、５８８万７，

０００円の減額でございます。 

 項１総務管理費１億３，２２７万２，０

００円は、前年度に比べ３．８％、５２４

万６，０００円の減額でございます。 

 項２徴収費１，１３５万２，０００円

は、前年度に比べ５．３％、６４万１，０

００円の減額でございます。 

 項３運営協議会費５０万９，０００円

は、前年度と同額でございます。 

 款２保険給付費７０億５，１９２万１，

０００円は、前年度に比べ３．７％、２億

５，２９２万６，０００円の増額で、一人

当たり医療費の増によるものでございま

す。 

 項１療養諸費６０億３，７３３万８，０

００円は、前年度に比べ２．６％、１億

５，０８６万２，０００円の増額でござい

ます。 

 項２高額療養費９億５，９２９万５，０

００円は、前年度に比べ１３．４％、１億

１，３０５万１，０００円の増額でござい

ます。 

 項３移送費７万円は、前年度と同額でご

ざいます。 

 項４出産育児諸費３，４４５万８，００

０円は、前年度に比べ２２．６％、１，０

０８万５，０００円の減額で、支給件数の

減少によるものでございます。 

 項５葬祭諸費７４５万円は、前年度に比

べ１２．４％、１０５万円の減額でござい

ます。 

 項６精神・結核医療給付費１，３３１万

円は、前年度に比べ１．１％、１４万８，

０００円の増額でございます。 

 款３国民健康保険事業費納付金２６億

６，８０７万２，０００円は、前年度に比

べ４．３％、１億１，９３１万円の減額で
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ございます。 

 項１医療給付費分１８億７，８０８万

６，０００円は、前年度に比べ４．２％、

８，２４９万円の減額でございます。 

 項２後期高齢者支援金等分５億６，９５

３万９，０００円は、前年度に比べ７．

３％、４，４８０万２，０００円の減額で

ございます。 

 項３介護納付金分２億２，０４４万７，

０００円は、前年度に比べ３．８％、７９

８万２，０００円の増額でございます。 

 款４共同事業拠出金３，０００円は事務

費に係る拠出分でございます。 

 款５保健事業費７，９７４万２，０００

円は、前年度に比べ１１．５％、８２０万

１，０００円の増額でございます。 

 項１特定健康診査等事業費５，０８８万

５，０００円は、前年度に比べ０．８％、

４０万９，０００円の減額でございます。 

 項２保健事業費２，８８５万７，０００

円は、前年度に比べ４２．５％、８６１万

円の増額でございます。これは新たに実施

いたします服薬適正化推進事業等によるも

のでございます。 

 款６諸支出金、項１償還金及び還付加算

金９００万円は、前年度に比べ０．２％、

１万５，０００円の減額でございます。 

 款７基金積立金１０万９，０００円は、

国民健康保険財政調整基金に係る財産運用

収入の積立金でございます。 

 次に、１ページに戻りますが、第２条は

歳出予算の流用について定めております。 

 また、給与費明細書を３０ページ以降に

記載いたしておりますので、併せてご参照

賜りますようお願いいたします。 

 以上、平成３１年度摂津市国民健康保険

特別会計予算についての提案説明とさせて

いただきます。 

○嶋野浩一朗議長 説明の途中でございます

が、暫時休憩します。 

（午前１１時５５分 休憩） 

                 

（午後 ０時５９分 再開） 

○嶋野浩一朗議長 休憩前に引き続き再開し

ます。 

 それでは、午前中に引き続きまして、議

案第７号から提案説明を求めます。保健福

祉部長。 

  （堤保健福祉部長 登壇） 

○堤保健福祉部長 それでは、議案第７号、

平成３１年度摂津市介護保険特別会計予算

につきましてご説明申し上げます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧くだ

さい。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６７億５，８８９万６，０００

円と定め、その款項の区分及び当該区分ご

との金額は、３ページからの第１表歳入歳

出予算に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１保険

料、項１介護保険料１４億９，４０７万

４，０００円は、第１号被保険者の保険料

で、前年度に比べ１．５％、２，１９５万

２，０００円の増額で、これは第１号被保

険者の増加によるものでございます。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料１９

万４，０００円は、保険料の督促手数料及

び事業所指定手数料でございます。 

 款３国庫支出金１４億２，２２７万２，

０００円は、前年度に比べ９．４％、１億

２，２３０万１，０００円の増額でござい

ます。 

 項１国庫負担金１１億６７２万７，００

０円は、前年度に比べ７．５％、７，７３

４万９，０００円の増額でございます。こ

れは、介護給付費の増加に伴い、国の法定
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負担分が増加したことによるものでござい

ます。 

 項２国庫補助金３億１，５５４万５，０

００円は、前年度に比べ１６．６％、４，

４９５万２，０００円の増額でございま

す。これは７５歳以上の後期高齢者の増加

に伴う調整交付金の増によるものが主なも

のでございます。 

 款４支払基金交付金、項１支払基金交付

金１６億８，６８４万５，０００円は、社

会保険診療報酬支払基金から交付されるも

ので、前年度に比べ３．３％、５，４５５

万９，０００円の増額でございます。 

 款５府支出金１０億８，３４５万９，０

００円は、前年度に比べ２８．８％、２億

４，２５５万８，０００円の増額でござい

ます。 

 項１府負担金８億３，４０７万９，００

０円は、前年度に比べ７％、５，４４２万

６，０００円の増額でございます。 

 項２府補助金２億４，９３８万円は、前

年度に比べ３０７．２％、１億８，８１３

万２，０００円の増額でございます。これ

は大阪府地域医療介護総合確保基金事業補

助金が皆増したことなどによるものでござ

います。 

 款６繰入金１０億７，１５６万２，００

０円は、一般会計及び基金からの繰入金

で、前年度に比べ１５．１％、１億４，０

７８万７，０００円の増額でございます。 

 項１一般会計繰入金９億７，８２９万

７，０００円は、介護給付費及び地域支援

事業費の法定負担分のほか、職員人件費及

び事務経費などの財源の繰り入れで、前年

度に比べ５．１％、４，７５２万２，００

０円の増額でございます。これは主に介護

給付費の増加により法定負担分が増加とな

ったことによるものでございます。 

 項２基金繰入金９，３２６万５，０００

円は、介護保険事業計画に基づき、介護保

険料の上昇を抑えるために、介護保険給付

費準備基金から財源を繰り入れるものでご

ざいます。 

 款７諸収入３８万３，０００円は、前年

度に比べ５．９％、２万４，０００円の減

額でございます。 

 項１延滞金、加算金及び過料６万円は、

介護保険料の延滞に伴う延滞金でございま

す。 

 項２雑入３２万３，０００円は、要介護

認定業務に係る電子複写機使用料及び成年

後見申し立てに係る本人の費用負担金でご

ざいます。 

 款８財産収入、項１財産運用収入１０万

７，０００円は、介護保険給付費準備基金

の預金利子で、前年度に比べ２０５．

７％、７万２，０００円の増額でございま

す。 

 次に、歳出でございますが、４ページ、

款１総務費３億４，０５３万３，０００円

は、前年度に比べ１１６．１％、１億８，

２９６万６，０００円の増額でございま

す。 

 項１総務管理費２億８，８３０万４，０

００円は、前年度に比べ１８２．４％、１

億８，６１９万７，０００円の増額でござ

います。これは地域密着型サービス施設整

備に係る大阪府地域医療介護総合確保基金

事業補助金の皆増などによるものでござい

ます。 

 項２徴収費４１０万５，０００円は、介

護保険料の賦課徴収に係る事務費で、前年

度に比べ４０．２％、２７６万２，０００

円の減額でございます。 

 項３介護認定審査会費４，８１２万４，

０００円は、前年度に比べ１％、４６万



1 － 32 

９，０００円の減額でございます。 

 款２保険給付費５９億７，１７０万１，

０００円は、前年度に比べ７．３％、４億

５４６万２，０００円の増額でございま

す。 

 項１介護サービス等諸費５３億９，３２

７万円は、要介護者への保険給付に係る費

用で、前年度に比べ７．４％、３億７，３

２２万２，０００円の増額でございます。 

 項２介護予防サービス等諸費２億４７９

万２，０００円は、要支援者への保険給付

に係る費用で、前年度に比べ７．５％、

１，４３７万３，０００円の増額でござい

ます。 

 項３その他諸費５８８万８，０００円

は、国保連合会への審査支払手数料で、前

年度に比べ４．９％、２７万６，０００円

の増額でございます。 

 項４高額介護サービス等費１億５，９７

７万９，０００円は、自己負担の上限額を

超えた方への給付費で、前年度に比べ

５％、７６０万８，０００円の増額でござ

います。 

 項５高額医療合算介護サービス等費１，

８４７万６，０００円は、高額介護合算サ

ービス費及び高額療養費支給後の自己負担

の上限額を超えた方への給付費で、前年度

に比べ５％、８７万９，０００円の増額で

ございます。 

 項６特定入所者介護サービス等費１億

８，９４９万６，０００円は、食費及び居

住費の利用者負担額軽減に係る介護保険施

設への補足給付で、前年度に比べ５％、９

１０万４，０００円の増額でございます。 

 款３地域支援事業費４億２，４７８万

２，０００円は、前年度に比べ２．６％、

１，０８４万円の増額でございます。 

 項１介護予防・生活支援サービス事業費

２億５，５７９万１，０００円は、要支援

者の訪問介護や通所介護に係る費用など

で、前年度に比べ０．６％、１５４万２，

０００円の増額でございます。 

 項２一般介護予防事業費２，００８万

１，０００円は、介護予防事業に係る費用

で、前年度に比べ６．５％、１２１万９，

０００円の増額でございます。これは、つ

どい場づくりの支援、せっつはつらつ脳ト

レ体操の効果測定など、介護予防に係る事

業費の増加によるものでございます。 

 項３包括的支援事業・任意事業費１億

４，８９１万円は、地域包括支援センター

の運営委託経費及び介護用品の給付など任

意事業に係る費用で、前年度に比べ５．

７％、８０７万９，０００円の増額でござ

います。これは、介護事業者、医療機関、

地域活動等に係る情報発信システムの導

入、地域包括支援センターの体制整備など

によるものでございます。 

 款４基金積立金、項１基金積立金１，６

８８万円は、保険給付に係る剰余金等を介

護保険給付費準備基金に積み立てるもの

で、前年度に比べ５０．１％、１，６９７

万７，０００円の減額でございます。 

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算

金５００万円は、過年度分保険料払戻金

で、前年度と同額でございます。 

 次に、１ページに戻りますが、第２条は

歳出予算の流用につき定めております。 

 また、給与費明細書を３２ページ以降に

記載いたしておりますので、併せてご参照

をお願い申し上げます。 

 以上、平成３１年度摂津市介護保険特別

会計予算につきましての提案説明とさせて

いただきます。 

 続きまして、議案第８号、平成３１年度

摂津市後期高齢者医療特別会計予算につき
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ましてご説明申し上げます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１１億３，９６５万１，０００

円と定め、その款項の区分及び当該区分ご

との金額は、３ページからの第１表歳入歳

出予算に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１後期高

齢者医療保険料９億３，４８９万３，００

０円は、前年度に比べ７％、６，１３８万

３，０００円の増額で、被保険者数の増加

に伴うものでございます。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料３万

６，０００円は督促手数料で、前年度と同

額でございます。 

 款３繰入金、項１一般会計繰入金２億４

７１万２，０００円は、事務費繰入金及び

保険基盤安定繰入金で、前年度に比べ２．

６％、５２５万１，０００円の増額でござ

います。 

 款４諸収入、項１延滞金、加算金及び過

料１万円は保険料の延滞金で、前年度と同

額でございます。 

 次に、歳出でございますが、４ページ、

款１総務費５９２万６，０００円は、前年

度に比べ２９．７％、２５０万６，０００

円の減額でございます。 

 項１総務管理費４７５万９，０００円

は、前年度に比べ３４．７％、２５２万

４，０００円の減額で、システム改修費の

減によるものでございます。 

 項２徴収費１１６万７，０００円は、前

年度に比べ１．６％、１万８，０００円の

増額で、保険料収納に関する経費でござい

ます。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金１１

億３，１６３万１，０００円は、前年度に

比べ６．２％、６，６４１万９，０００円

の増額で、本市が徴収しました保険料及び

保険基盤安定繰入金を大阪府後期高齢者医

療広域連合へ納付するものでございます。 

 款３諸支出金、項１償還金及び還付加算

金１３４万４，０００円は、過年度分保険

料還付金等でございます。 

 款４予備費は７５万円を計上いたしてお

ります。 

 以上、平成３１年度摂津市後期高齢者医

療特別会計予算につきましての説明とさせ

ていただきます。 

 続きまして、議案第１３号、平成３０年

度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）につきましてご説明申し上げま

す。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

としましては、一般被保険者に係る保険給

付費の増額に伴う歳入歳出の補正及び事務

費等の精査額を計上いたしております。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ４，０８１万４，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１

０３億４，４９９万５，０００円といたす

ものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページの第１表歳入歳出

予算補正に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款３府支出

金、項１府補助金４，５８３万３，０００

円の増額は、保険給付費及び保健事業費の

補正に伴うものでございます。 

 款４繰入金、項１一般会計繰入金５０１

万９，０００円の減額は、事務費等の精査

額を職員給与費等繰入金から減額するもの
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でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、款１

総務費、項１総務管理費３６９万６，００

０円の減額は、委託料の確定等に伴う不用

額の精査でございます。 

 項２徴収費８８万円の減額は、年度末見

込みによる不用額の精査でございます。 

 項３運営協議会費１６万３，０００円の

減額は、年度末見込みによる不用額の精査

でございます。 

 款２保険給付費、項１療養諸費５，１０

０万円の増額及び項２高額療養費６００万

円の増額は、一般被保険者の給付費の増加

によるものでございます。 

 款５保健事業費、項１特定健康診査等事

業費８４７万７，０００円の減額は、年度

末見込みによる不用額の精査でございま

す。 

 項２保健事業費２９７万円の減額は、委

託料の確定等に伴う不用額の精査でござい

ます。 

 また、給与費明細書を１４ページ以降に

記載いたしておりますので、併せてご参照

賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、平成３０年度摂津市国民健康保険

特別会計補正予算（第４号）につきまして

の提案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１５号、平成３０年

度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４

号）につきましてご説明申し上げます。 

 今回補正をお願いいたします主な予算の

内容としましては、国庫補助金の増額、国

庫補助金精算に伴う歳入歳出の補正及び人

件費等の精査額でございます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ１，１６８万２，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を６

５億５，６０８万２，０００円とするもの

でございます。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額につきましては、２ページの第１表歳入

歳出予算補正に記載のとおりでございま

す。 

 まず、歳入でございますが、款３国庫支

出金、項２国庫補助金１，２２０万４，０

００円の増額は、自立支援・重度化防止等

に関する取り組みを支援するため、国が新

たに設けた交付金額が確定したことに伴う

ものでございます。 

 款６繰入金、項１一般会計繰入金７７万

１，０００円の減額は、人件費等の精査に

伴い、一般会計からの繰入金を減額するも

のでございます。 

 項２基金繰入金１１万５，０００円の増

額は、過年度分の国庫補助金精算に伴うも

のでございます。 

 

 款８財産収入、項１財産運用収入１３万

４，０００円の増額は、介護保険給付費準

備基金利子の精査額でございます。 

 次に、歳出でございますが、款１総務

費、項１総務管理費７７万１，０００円の

減額は、人件費等の精査額でございます。 

 款４基金積立金、項１基金積立金１，２

３３万８，０００円の増額は、介護保険準

備基金利子及び保険者機能強化推進交付金

を介護保険準備基金に積み立てるものでご

ざいます。 

 款５諸支出金、項１償還金及び還付加算

金１１万５，０００円の増額は、過年度分

国庫補助金返還金の確定に伴う返還金を計

上いたすものでございます。 

 また、給与費明細書を１０ページ以降に
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記載いたしておりますので、併せてご参照

をお願いいたします。 

 以上、平成３０年度摂津市介護保険特別

会計補正予算（第４号）につきましての提

案説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第２９号、摂津市国民

健康保険条例の一部を改正する条例制定の

件につきまして、その内容をご説明申し上

げます。 

 本件は、国民健康保険の保険料率を改定

するとともに、国民健康保険法施行令の改

正に伴い、本条例の一部を改正するもので

ございます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）４０ペ

ージからの新旧対照表も併せてご参照賜り

ますようお願い申し上げます。 

 それでは、改正条文につきましてご説明

申し上げます。 

 第１５条は、一般被保険者に係る基礎賦

課額の保険料率について、所得割の率、被

保険者均等割及び世帯別平等割の額をそれ

ぞれ改めるものでございます。 

 １５条の５の５は、一般被保険者に係る

後期高齢者支援金等賦課額の保険料率につ

いて、被保険者均等割及び世帯別平等割の

額をそれぞれ改めるものでございます。 

 第１５条の９は、介護納付金賦課額の保

険料率について、所得割の率及び被保険者

均等割の額をそれぞれ改めるものでござい

ます。 

 第２０条は、保険料の減額につきまし

て、第１項第２号は、５割軽減の所得基準

について「２７５，０００円」を「２８

０，０００円」に、第１項第３号は、２割

軽減の所得割基準について「５００，００

０円」を「５１０、０００円」にそれぞれ

改めるものでございます。 

 次に、今回の条例改正の附則といたしま

して、この条例は平成３１年４月１日から

施行するものでございます。 

 また、適用区分につきましては、改正後

の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成

３１年度以降の年度分の保険料について適

用し、平成３０年度分までの保険料につき

ましては、なお従前の例によるものでござ

います。 

 以上、摂津市国民健康保険条例の一部を

改正する条例制定の件についての説明とさ

せていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 市民生活部長。 

  （野村市民生活部長 登壇） 

○野村市民生活部長 議案第６号、平成３１

年度摂津市パートタイマー等退職金共済特

別会計予算につきまして、提案内容をご説

明申し上げます。 

 それでは、予算書の１ページをご覧いた

だきたいと存じます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額を１，１

１２万１，０００円と定め、その款項の区

分及び当該区分ごとの金額は、３ページ、

４ページの第１表歳入歳出予算に記載のと

おりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款１共済掛

金、項１共済掛金は３７９万２，０００円

の計上で、前年度に比べ２２．９％、１１

２万８，０００円の減額となっておりま

す。これは加入者見込み数の減少に伴うも

のでございます。 

 款２繰入金、項１共済繰入金は６７７万

円で、前年度に比べ２２．８％、２００万

円の減額となっております。 

 項２一般会計繰入金は５５万５，０００

円の計上で、前年度に比べ２４．５％、１

８万円の減額となっております。これはパ

ート共済事務経費と退職金に係る利息を確

保するために一般会計から繰り入れるもの
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でございます。 

 款３諸収入、項１預金利子は４，０００

円で、積立金の定期預金利子として計上し

ております。 

 次に、歳出でございますが、款１共済総

務費、項１共済総務管理費は４万２，００

０円で、前年度と同額を計上しておりま

す。 

 款２共済金、項１共済金は１，１０７万

４，０００円で、前年度に比べ２３％、３

３０万８，０００円の減額となっておりま

す。 

 款３予備費、項１予備費は５，０００円

で、前年度と同額を計上しております。 

 以上、提案内容の説明とさせていただき

ます。 

○嶋野浩一朗議長 建設部長。 

  （土井建設部長 登壇） 

○土井建設部長 議案第２０号、摂津市附属

機関に関する条例の一部を改正する条例制

定の件につきまして、提案内容をご説明申

し上げます。 

 議案参考資料（条例関係）１ページから

２ページの新旧対照表も併せてご参照願い

ます。 

 本件は、ＪＲ千里丘駅西地区の市街地再

開発事業において、都市再開発法に規定さ

れる特定建築者制度の活用に向けて、計画

策定段階より民間活力の導入を図ることを

目的に、本事業に事業協力者を参画させる

ため、事業協力者の選定についての調査、

審議を行う摂津市市街地再開発事業事業協

力者選定委員会を附属機関として設置する

ものでございます。 

 改正の内容といたしましては、別表の

１、市長の附属機関に摂津市市街地再開発

事業事業協力者選定委員会の項を加えるも

のでございます。 

 なお、本条例は、平成３１年４月１日か

ら施行するものでございます。 

 また、本条例制定に伴い、特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の別表に、市街地再開発事業事業協

力者選定委員報酬、日額６，９００円の項

を加えるものでございます。 

 以上、議案第２０号、摂津市附属機関に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

の提案説明とさせていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 選挙管理委員会事務局

長。 

（豊田選挙管理委員会事務局長 登壇） 

○豊田選挙管理委員会事務局長 議案第２１

号、摂津市議会議員及び摂津市長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例の

一部を改正する条例制定の件につきまし

て、その提案内容をご説明申し上げます。 

 本件は、公職選挙法の一部改正に伴い、

市議会議員選挙の候補者の選挙運動用ビラ

の頒布が解禁され、その作成に要する費用

については、市が条例で定めるところによ

り公費負担することができるとされました

ことから、所要の改正を行うものでござい

ます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）３ペー

ジから５ページに記載の新旧対照表も併せ

てご参照賜りますようお願い申し上げま

す。 

 それでは、改正条文につきましてご説明

申し上げます。 

 第６条、選挙運動用ビラの作成の公費負

担におきましては、市長の選挙における候

補者に限るとしていた規定を削除し、市会

議員選挙における候補者についても、７円

５１銭に作成枚数を乗じて得た金額の範囲

内で選挙運動用ビラを無料で作成すること

ができることとするものでございます。市
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議会議員の選挙におけるビラの作成限度枚

数につきましては、公職選挙法に規定され

ております４，０００枚でございます。 

 その他の条文の改正につきましては、第

６条の改正に伴います文言の整備を行うも

のでございます。 

 なお、附則といたしまして、この条例は

公布の日から施行するもので、この条例の

施行日以降にその期日を告示される選挙に

ついて適用し、施行日の前日までにその期

日を告示された選挙については従前の例に

よるものといたすものでございます。 

 以上、議案第２１号の提案内容の説明と

させていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 市長公室長。 

  （山本市長公室長 登壇） 

○山本市長公室長 議案第２２号、一般職の

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例制定の件につきまして、提案

内容をご説明申し上げます。 

 本条例は、一般職の職員の給与に関する

条例第２６条に基づき、危険や困難を伴う

など特殊な勤務に従事する職員に支給され

る手当について、その種類、支給対象職

員、支給額等について規定しているもので

ございます。 

 このたびの一部改正は、市税や国民健康

保険料の実地徴収に従事する職員に対する

手当のうち、滞納繰越分に係る徴収金額の

１，０００分の１０の支給を廃止すること

に伴う所要の改正を行うほか、短時間勤務

職員等の支給に係る文言の整備を行うもの

でございます。 

 それでは、条文に沿ってご説明申し上げ

ます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）の６ペ

ージから７ページも併せてご覧いただきま

すようお願いいたします。 

 第３条は手当の支給範囲及び額を定めて

おり、第３項の再任用の短時間勤務職員の

勤務時間を考慮した減額規定を、第２項に

包含する文言の整備を行い、別表では、滞

納繰越分に係る徴収金額の１，０００分の

１０の支給に係る部分を削るとともに、

「支給額」を「支給限度額」に改める整備

を行うものでございます。 

 なお、附則といたしまして、本条例を平

成３１年４月１日から施行する旨を規定い

たしております。 

 以上、議案第２２号の内容説明とさせて

いただきます。 

○嶋野浩一朗議長 次世代育成部長。 

  （小林次世代育成部長 登壇） 

○小林次世代育成部長 議案第２５号、摂津

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例制定の件につきまして、提案内容を

ご説明申し上げます。 

 このたびの改正は、本条例第１１条第３

項において放課後児童支援員の資格要件を

規定しておりますが、根拠法令である厚生

労働省令、放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準が改正されたことに

伴い、所要の改正を行うものでございま

す。 

 なお、議案参考資料（条例関係）３５ペ

ージの新旧対照表も併せてご参照願いま

す。 

 それでは、条文に沿って内容をご説明申

し上げます。 

 第１１条第３項第５号におきまして、こ

れまで、学校教育法の規定による大学にお

いて、社会福祉学等の一定の学科または課

程を修めて卒業した者を放課後児童支援員

の資格要件として規定しておりました。今

般、学校教育法の一部改正により、本年４
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月から専門職大学制度が創設されることに

なり、専門職大学の前期課程の修了者につ

きましては、短期大学の卒業者と同等の教

育水準を達成することとされることから、

同号におきまして所要の改正を行うもので

ございます。 

 なお、附則といたしまして、本条例は平

成３１年４月１日から施行するものでござ

います。 

 以上、摂津市放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定の件の提案内容の

説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第２６号、摂津市ひと

り親家庭の医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例制定の件につきまして、

提案内容をご説明申し上げます。 

 このたびの改正につきましては、生活困

窮者等の自立を促進するための生活困窮者

自立支援法等の一部を改正する法律等によ

り、児童扶養手当における受給資格者の所

得を確認する期間が変更されるため、ひと

り親家庭医療費助成における所得の確認期

間を同様に改めるものでございます。 

 なお、議案参考資料（条例関係）３６ペ

ージの新旧対照表も併せてご参照願いま

す。 

 それでは、条文に沿って内容をご説明申

し上げます。 

 第２条の２第１項第１号中「６月」を

「９月」に改めるもので、１月から９月ま

での間に認定請求するものについては前々

年の所得、１０月から１２月までの間に認

定請求するものについては前年の所得を確

認することとするものでございます。 

 なお、附則といたしまして、本条例は平

成３１年７月１日から施行するものでござ

います。 

 以上、摂津市ひとり親家庭の医療費の助

成に関する条例の一部を改正する条例制定

の件の提案内容の説明とさせていただきま

す。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部理事。 

  （平井保健福祉部理事 登壇） 

○平井保健福祉部理事 議案第２７号、災害

弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正

する条例制定の件につきまして、提案内容

をご説明申し上げます。 

 本件は、災害弔慰金の支給等に関する法

律等の改正に伴いまして、災害援護資金の

貸付条件の見直しを行うため、条例の一部

改正を行うものでございます。 

 議案参考資料（条例関係）３７ページの

新旧対照表も併せてご参照賜りますようお

願い申し上げます。 

 それでは、改正条文につきましてご説明

申し上げます。 

 第１４条は、災害弔慰金の支給等に関す

る法律等の改正により、これまで３％に固

定されていた災害援護資金の貸付利率につ

いて、市町村が独自の政策判断により３％

以内の率を条例で設定することが可能とな

ったことや、保証人について必置義務が撤

廃されたことに伴い、改正を行うものでご

ざいます。 

 第１項では、必置とされていた保証人に

つきまして、「保証人を立てることができ

る」と規定するものでございます。 

 第２項は、３％に固定していた災害援護

資金の貸付利率を、保証人を立てる場合は

無利子とし、保証人を立てない場合は１％

とするものでございます。 

 第３項では、保証人の保証債務等につい

て規定するものでございます。 

 次に、第１５条は、災害援護資金の貸付

金の償還方法に月賦償還が追加されたた
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め、第１項中「又は半年賦償還」を「、半

年賦償還又は月賦償還」に改めるととも

に、所要の整備を行うものでございます。 

 なお、附則といたしまして、本条例は平

成３１年４月１日から施行するものでござ

います。 

 以上、災害弔慰金の支給等に関する条例

の一部を改正する条例制定の件の内容説明

とさせていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 環境部長。 

  （山田環境部長 登壇） 

○山田環境部長 議案第２８号、摂津市廃棄

物の減量、再生利用及び適正処理に関する

条例の一部を改正する条例制定の件につき

まして、提案内容をご説明申し上げます。 

 本件は、学校教育法の改正により、本年

４月から専門職大学が創設されることに伴

い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行規則の一部を改正する省令により、一般

廃棄物処理施設に置かなければならない技

術管理者の資格要件が追加されましたこと

から、所要の改正を行うものでございま

す。 

 なお、議案参考資料（条例関係）３９ペ

ージの新旧対照表も併せてご参照願いま

す。 

 それでは、条文に沿って内容をご説明申

し上げます。 

 第２８条第６号及び第７号の条文のう

ち、「短期大学」の次に「（同法に基づく

専門職大学の前期課程を含む。）」を加

え、また、「卒業した後」の次に「（同法

に基づく専門職大学の前期課程にあって

は、修了した後）」を加えるものでござい

ます。 

 なお、附則といたしまして、本条例は平

成３１年４月１日から施行するものでござ

います。 

 以上、議案第２８号、摂津市廃棄物の減

量、再生利用及び適正処理に関する条例の

一部を改正する条例制定の件の内容説明と

させていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わりました。質

疑は後日お受けします。 

（「議事進行」と三好義治議員呼ぶ） 

○嶋野浩一朗議長 三好義治議員。 

○三好義治議員 説明のあった議案は付託案

件ですから、この際ですけど、予算概要の

１９７ページの数値だけを確認させていた

だきたいと思うんですが、固定資産税、そ

れから都市計画税の推移ということで、現

年課税分の表が掲載されているんですが、

この中で、固定資産税の平成３０年度決算

見込額と平成３１年度当初予算額、その対

前年度比の比率が、数字だけ見ますと１０

０％を切っているんですが、この表の中で

は１００．３％になっております。単純

に、ここに出てきている数値の中で、平成

３０年度は８６億９，４０８万７，０００

円、平成３１年度当初予算額は８６億８，

１３０万円、対前年度比は９９．８５％な

んですが、この際、この数値の意味合いを

確認しておきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

○井口総務部長 お答え申し上げます。 

 １９７ページの固定資産税、都市計画税

の推移でございますが、ここに挙げさせて

いただいております表の中で対前年度の比

較のパーセントが出ておりますけれども、

平成３１年度当初予算額の欄で１００．

３％となっておりますが、この分につきま

しては、この表の中では出ておりません

が、対前年度の平成３０年度当初予算額と

の比較になりますので、その上の平成３０

年度決算見込額との比較ではございませ
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ん。ここは数字が出ておりませんので、な

かなか比較することができにくくなってお

ります。平成３０年度の予算概要と見比べ

ていただくことが必要になってまいります

ので、この件につきましては、備考欄も活

用しながら、比較ができやすいようなつく

りに改良を重ねていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

○嶋野浩一朗議長 三好義治議員。 

○三好義治議員 今、部長から、急遽、今後

備考欄を設けてということのご答弁やった

んですけど、やはりこういった数値におき

ましては、ここにあらわれている数字の結

果で出すべきやと思います。提案といたし

ましては、この平成３０年度の決算見込額

が、資料を作成したのは１月末ぐらいやの

に、出納閉鎖は５月末なのに、ここで決算

見込額を出しているというのがそもそもの

間違いであって、本来ならば、ここで平成

３０年度当初予算額を入れた中で現年度と

比較する場合、これが一つの提案ですね。

もう１点の提案といたしましては、備考欄

の中で、注記といたしまして「平成３１年

度対前年度比は平成３０年度当初予算とす

る」というようなことを入れれば、より表

がわかるんですね。やっぱり先日の議会運

営委員会の中で、一般会計補正予算（第８

号）で、時間外手当と休日勤務手当の一覧

表の中でも、総務部長のほうから、横の連

携がまずかったとか、見直しができていな

かったとかいう反省の文言もありました。

この件につきましてでも、よりわかりやす

い、より正確な議案書づくりに努めていた

だきたいと。この件については、議長、私

は、次の付託案件で委員会審議のときに

は、その注釈を入れた資料の提案をお願い

したいと議長に対して要望しておきますの

で、よろしくお願いいたします。 

○嶋野浩一朗議長 ただいまの三好義治議員

からのご指摘にあったとおり、常任委員会

で審議をする際には、委員の皆様方にわか

りやすい資料を再度提示していただきます

ように議長からも要請いたします。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、議事を進めてまいります。 

 日程７、議案第９号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （井口総務部長 登壇） 

○井口総務部長 議案第９号、平成３０年度

摂津市一般会計補正予算（第７号）につき

まして提案内容をご説明いたします。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

につきましては、プレミアム付商品券発行

の事務に係ります国の補正予算が去る２月

７日に成立いたしましたので、準備関係の

経費を計上いたすものでございます。 

 この事業につきましては、消費税率の引

き上げによる低所得者、子育て世代の消費

に与える影響を緩和するとともに、地域に

おける消費喚起を目的として実施するもの

で、委託契約等の事務を遅滞なく進めるた

め、準備関係経費を補正予算として計上い

たすものでございます。 

 初めに、補正予算の第１条といたしまし

て、既定による歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ６，２２３万円を追加し、そ

の総額を３４７億４，６６９万７，０００

円とするものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入についてでございますが、款

１４国庫支出金、項２国庫補助金６，２２

３万円の増額は、国の補正予算に伴うプレ
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ミアム付商品券事務費補助金でございま

す。 

 次に、歳出でございますが、款６商工

費、項１商工費６，２２３万円の増額は、

国の補正予算を活用した商品券発行事務に

係る準備関係経費でございます。 

 次に、第２条繰越明許費につきまして

は、３ページ、第２表繰越明許費に記載の

とおり、商品券発行事業について、翌年度

にわたって事業を実施するため、繰越明許

するものでございます。 

 以上、議案第９号、平成３０年度摂津市

一般会計補正予算（第７号）の内容説明と

させていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 議案第９号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○嶋野浩一朗議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程８、議案第１７号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長。 

○嶋野浩一朗議長 建設部長。 

  （土井建設部長 登壇） 

○土井建設部長 議案第１７号、市道路線認

定の件につきまして、提案内容をご説明申

し上げます。 

 議案参考資料３ページから７ページも併

せてご参照願います。 

 本件は、地区内道路９路線、総延長３０

２メートルを市道として道路法第８条第２

項の規定により市道路線の認定を行うもの

でございます。 

 路線認定の区間、敷地の延長、幅員及び

面積につきましては、議案書に記載のとお

りでございます。 

 路線認定の概要といたしましては、９路

線全てが地区内道路で、番号１、一津屋１

１７号線から番号８、鳥飼野々６６号線ま

での８路線につきましては、都市計画法第

４０条第２項の規定により帰属を受けたも

のでございます。また、番号９、東別府８

７号線は、本市の道路整備事業により整備

を行ったものでございます。 

 以上、市道路線認定の件の提案説明とさ

せていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本件につきましては、委員会付託を省略

することに異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 討論なしと認め、討論を

終わります。 
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 議案第１７号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○嶋野浩一朗議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程９、議案第１８号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長。 

  （土井建設部長 登壇） 

○土井建設部長 議案第１８号、市道路線廃

止の件につきまして、提案内容をご説明申

し上げます。 

 議案参考資料８ページから９ページも併

せてご参照願います。 

 本件は、地区内道路２路線、総延長４１

メートルを道路法第１０条第３項の規定に

より市道路線の廃止を行うものでございま

す。 

 路線廃止の区間、敷地の延長、幅員及び

面積につきましては、議案書に記載のとお

りでございます。 

 路線廃止の概要といたしましては、番号

１、一津屋１１６号線、番号２、鳥飼野々

６２号線の地区内道路２路線は、路線の起

終点及び延長に変更が生じましたことから

路線廃止を行うものでございます。 

 以上、市道路線廃止の件の提案説明とさ

せていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 議案第１８号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○嶋野浩一朗議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程１０、報告第１号を議題とします。 

 報告を求めます。教育次長。 

  （北野教育次長 登壇） 

○北野教育次長 報告第１号、損害賠償の額

を定める専決処分報告の件につきまして、

その内容をご説明申し上げます。 

 本件は、公務中に発生いたしました公用

車による物損事故で、平成３０年１２月２

６日に示談が成立いたしましたので、その

損害賠償の額につきまして、地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分した

もので、同条第２項の規定によりご報告申

し上げるものでございます。 

 事故の発生状況、損害賠償の相手方、損

害賠償の額、過失割合は、報告第１号に記

載のとおりでございます。 

 それでは、事故発生の経過についてご説

明申し上げます。 

 本件は、平成３０年５月７日月曜日午後

１時３０分ごろ、摂津市千里丘三丁目１４

番地先におきまして、生涯学習課職員が、

市立千里丘公民館での会議に出席するた

め、公用車を運転しておりましたところ、

左折すべきところを通り過ぎたため、左折

方向に車を切りかえすためバックしたとこ

ろ、車体右側後部が道路標識の支柱に接触

し、標識の基礎部分に損傷を与えたもので
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ございます。 

 示談につきましては、公益社団法人全国

市有物件災害共済会との協議により、過失

相殺率の認定基準に基づき、過失割合を本

市が１００％とし、道路標識の修繕に要す

る費用の全額１０万９，０８０円を本市が

負担することで摂津警察署と合意したもの

でございます。 

 市全体として事故防止に取り組んでいる

中での事故でありますことから、本人に対

し厳しく指導し、摂津市安全運転マニュア

ルを再度確認させるとともに、地図による

事前の運転経路の確認を徹底し、今後の事

故の再発防止に努めてまいります。 

 以上、報告第１号、損害賠償の額を定め

る専決処分報告の件の説明とさせていただ

きます。 

○嶋野浩一朗議長 報告が終わり、質疑があ

ればお受けします。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 日程１１、議会運営委員会の所管事項に

関する事務調査報告の件を議題とします。 

 本件について、議会運営委員長から報告

を行いたいとの申し出がありますので、許

可します。議会運営委員長。 

   （松本暁彦議会運営委員長 登壇） 

○松本暁彦議会運営委員長 ただいまから、

議会運営委員会の所管事項に関する調査に

ついて報告します。 

 去る平成３０年９月２７日の本会議で閉

会中の継続調査となりました所管事項に関

する調査について、１２月１９日の委員会

において調査事項等を決定の上、委員全員

及び議長、副議長参加の中で調査を実施し

ました。 

 その内容は、１月３０日に大分県大分市

の議会ＢＣＰについて、並びに、１月３１

日に山口県山陽小野田市の議員間討議につ

いてであります。 

 なお、その詳細につきましては、議長に

報告しています。 

 以上、報告します。 

○嶋野浩一朗議長 委員長の報告は終わりま

した。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。 

 ２月２１日から３月５日まで休会するこ

とに異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後１時５４分 散会） 
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１ 議　事　日　程

1， 議 案 第　　１号 平成３１年度摂津市一般会計予算

議 案 第　　２号 平成３１年度摂津市水道事業会計予算

議 案 第　　３号 平成３１年度摂津市下水道事業会計予算

議 案 第　　４号 平成３１年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議 案 第　　５号 平成３１年度摂津市財産区財産特別会計予算

議 案 第　　６号 平成３１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議 案 第　　７号 平成３１年度摂津市介護保険特別会計予算

議 案 第　　８号 平成３１年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議 案 第　１０号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

議 案 第　１１号 平成３０年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

議 案 第　１２号 平成３０年度摂津市下水道事業会計補正予算（第４号）

議 案 第　１３号 平成３０年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議 案 第　１４号 平成３０年度摂津市財産区財産特別会計補正予算（第１号）

議 案 第　１５号 平成３０年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号）

議 案 第　１９号 摂津市災害対策基金条例制定の件

議 案 第　２０号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２１号 摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙運動の公費負担
に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２２号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
制定の件

議 案 第　２３号 摂津市税条例等の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２４号 摂津市手数料条例及び摂津市火災予防条例の一部を改正する条例
制定の件

議 案 第　２５号 摂津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２６号 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正す
る条例制定の件
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議 案 第　２９号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　３０号 摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正
する条例制定の件

議 案 第　３１号 摂津市水道事業の給水等に関する条例及び摂津市下水道条例の一
部を改正する条例制定の件

議 案 第　３２号 摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事
監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する
条例制定の件

2， 代表質問

　日本共産党　安藤　薫　議員

　改革クラブ　渡辺　慎吾　議員

　民主市民連合　三好　義治　議員

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程２まで
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（午前１０時 開議） 

○嶋野浩一朗議長 ただいまから本日の会議

を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、森西議員及び

松本議員を指名します。 

 日程１、議案第１号など２８件を議題と

します。 

 本２８件について質疑に入ります。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本２８件のうち議案第１号、議案第１０

号及び議案第２０号の駅前等再開発特別委

員会の所管分については、同委員会に付託

することに異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 ただいま決定した以外については、議案

付託表のとおり常任委員会及び議会運営委

員会に付託します。 

 日程２、代表質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 安藤議員。（拍手） 

   （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 おはようございます。 

 日本共産党議員団を代表いたしまして質

問をしてまいります。 

 最初に、今日の市民生活の実態に対する

認識と地方自治体の役割についてお尋ねを

いたします。 

 新年度の政府予算案は、一旦閣議決定し

たものを、国政を揺るがしている厚生労働

省の毎月勤労統計の不正問題によって修正

されたものです。この前代未聞の政府予算

案に対して、私ども日本共産党は、消費税

増税で暮らしと経済を破綻させ、大軍拡で

憲法と平和を壊し、二重に亡国への道を突

き進む予算案と強く批判をしているところ

です。 

 安倍政権のもとで大企業や富裕層は史上

最高の利益を拡大していますが、日本経済

や国民の暮らしは一層深刻になっていま

す。日本経済は、２０１４年の消費税８％

への増税時に比べ、ＧＤＰは３兆円も落ち

込んでおり、５兆円を超える大増税を強行

すれば破滅的な影響を及ぼすことになりま

す。国民の暮らしは、実質賃金が４年前に

比べ年収ベースで１０万円低下、また、実

質家計消費支出はこの５年間で２５万円も

落ち込んでいます。 

 市長は、こうした市民生活の実態をどの

ように認識されているでしょうか。そし

て、住民の福祉の増進を仕事とする基礎自

治体として役割を果たす立場から、とこと

ん市民の暮らしを守り、支えていくことが

重要だと考えますが、市長の見解を求めま

す。 

 次に、国、大阪府政に対する評価と摂津

市政・市民への影響について、３点質問を

いたします。 

 一つ目は、安倍政権が実行しようとして

いる今年１０月の消費税増税と市民への影

響についてです。 

 今回の消費税増税に対して、増税に賛成

と明言する財界人や、昨年末まで内閣官房

参与を務めた学者など、多くの人たちが今

増税したら大変なことになるという声を上

げています。国内の経済指標、世界の経済

情勢も、とても増税できる状況にないから

です。２０１４年の８％への増税以降の消

費不況は深刻で、今回、さらに１０％に引

き上げられれば、市民の暮らし、市内中小

業者の営業は大損失をこうむることになる

のではないでしょうか。この１０月の消費
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税増税とその影響、とりわけ市民、市内中

小業者への影響をどのように考えておられ

るのか、答弁を求めます。 

 二つ目に、大阪のＩＲ・カジノ誘致、大

型開発などについてです。 

 大阪府、大阪市は、万博開催の１年前の

２０２４年に、大阪湾の人工島夢洲にＩ

Ｒ・カジノの開設を計画し、基本構想案を

先日発表しました。国際会議場や展示場、

ホテルなどを併せたＩＲ施設の中心がカジ

ノです。昨年７月、これまで刑法で犯罪と

されてきた民間賭博、カジノを合法化する

カジノ実施法が、自由民主党、大阪維新の

会、公明党などの賛成によって成立いたし

ました。カジノは紛れもないギャンブル

で、国民、府民の多数が今も反対していま

す。その上、まだ決まってもいないのに、

巨大開発に多額の税金も投入されようとし

ています。消費不況であえぐ市民の暮らし

や中小企業の営業、予想される自然災害へ

の備え、疲弊する地域社会への対応など、

大阪府政には課題が山積みです。ＩＲ・カ

ジノや関連巨大開発に熱中している場合で

はないと思います。摂津市政・市民にも大

きな負の影響があると考えられますが、基

礎自治体としてどのように考えているの

か、ご答弁を求めます。 

 三つ目に、憲法を守り人間を尊重する平

和都市としての取り組みについて、２点お

聞きしておきます。 

 一つは、核兵器禁止条約の早期締結を政

府に求める署名活動です。国連で採択さ

れ、この種の条約では異例のスピードで署

名・批准国が増えている同条約に対して、

日本政府は依然背を向け続けています。こ

れまでの摂津市の取り組みと併せ、今後の

取り組みについてお伺いいたします。 

 もう一つは、安倍首相が、自衛官募集に

ついて、６割以上の自治体が協力拒否とい

う悲しい実態があって、この状況を変える

ために憲法に自衛隊を書き込もうと述べて

いることについてです。実際にはほとんど

の自治体が何らかの協力を行っているにも

かかわらず、憲法遵守義務を持つ総理大臣

が間違った情報で憲法改悪をあおるという

異常な発言は看過できません。摂津市の対

応、市長の認識についてお伺いいたしま

す。 

 第３に、市民生活を支える市の姿勢と取

り組みについて、４点質問します。 

 一つ目は、国民健康保険料の連続値上げ

をやめることについてです。 

 摂津市は、国民健康保険料を２０１８年

度に４，０００万円値上げし、２０１９年

度はさらに１億１，０００万円の値上げを

行う計画です。所得２００万円の４０代夫

婦と子ども２人の４人世帯では２万５，９

５０円引き上がり、年間３９万３，７６１

円となります。約４０万円、所得の５分の

１が国保料で消えてしまう計算です。一

方、摂津市の国民健康保険特別会計は連続

黒字を続けており、２０１７年度の黒字は

５億円を超え、そのうち３億６，０００万

円を基金をつくって積み上げました。市民

の生活が苦しい中で、基金を積み上げなが

ら値上げをするなど、到底理解が得られる

ものではありません。 

 この背景には大阪府の国保統一化があり

ます。大阪府が示している保険料との差額

は２０１９年度で一人当たり７，０００円

もあり、今後、摂津市の保険料をどれだけ

値上げし続けていくのか、見当もつかない

状態です。５年後の統一化に向けて無理や

り値上げをしていくのではなく、市民の暮

らしに寄り添って値下げをすべきだと考え

ますが、いかがでしょうか。 
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 全国知事会や市長会が、国民健康保険の

構造的な課題解決のために公費１兆円を政

府に求めています。しかし、国は３，４０

０億円の措置しかしていません。日本共産

党としても、１兆円の公費負担で平等割、

均等割をなくし、国保料の約半額である協

会けんぽ並みの保険料へ引き下げるよう国

に求めています。また、大阪府市長会は、

大阪府に対して独自の財政措置を求める要

望書を提出しています。摂津市としても、

保険料負担軽減のために国や府に公費投入

を強く求めるべきではないでしょうか。 

 二つ目に、消費税増税による上下水道料

金値上げを抑制することについてです。 

 今議会に出された議案第３１号の条例改

正案の中で、１０月１日から消費税率が引

き上げられることに伴い、水道料金及び下

水道使用料等に乗ずる割合を８％から１

０％に改めることが提案されています。こ

れまでにも多くの市民から近隣市と比べて

も高い上下水道料金の引き下げをという願

いがある中で、増税分をそのまま反映させ

ることは、市民生活にも大きな負担を押し

つけるものです。５％から８％になったと

きにも求めましたが、事実上の料金引き下

げで料金を据え置くことができないもの

か、市長に見解を問います。 

 三つ目に、高齢者・障害者・生活保護世

帯の負担を軽減することについてお聞きし

ます。 

 摂津市は、２０１８年度に介護保険料の

値上げをし、基準額で年額６万９，４８０

円となりました。１か月分の年金が飛んで

しまうほどです。障害者施策では、昨年大

阪府が進めた改悪で、医療費、薬代の負担

が増加しました。さらに、摂津市が入院時

食事療養費を打ち切ったことで、障害者に

さらなる痛みが強いられました。生活保護

世帯は、２０１７年７月から住宅扶助基

準、２０１８年から生活扶助基準の３年連

続引き下げで支給額が減り、これ以上節約

するところがないほどです。摂津市の介護

保険の基金残高は２０１８年度末で約６億

７，０００万円、このうち約３億円は、今

期、使い道の決まっていないお金。財源が

ありますから、介護保険料減免制度の拡充

や利用料減免制度の創設を行うべきではな

いでしょうか。障害者の入院時食事療養費

の復活も必要です。生活保護基準の引き下

げをやめ、もとに戻すよう国に求めるとと

もに、利用者に寄り添い、使える制度の周

知徹底や制度利用についての親身な援助が

求められます。 

 今、年金は下がる、物価は上がる、この

上消費税が増税されたら生活していけない

という市民の悲鳴が上がっています。市長

は常々弱者の視点と言われています。住民

福祉の増進という地方自治体の目的に沿っ

て負担軽減を図るべきではないでしょう

か。答弁を求めます。 

 四つ目に、中小企業・小規模事業者の営

業を守る取り組みについて質問します。 

 中小企業・小規模事業者を取り巻く状況

は大変厳しく、消費税増税でますます経営

は圧迫されます。複数税率やカード決済に

よるポイント還元などの導入は、中小企業

や小規模事業所にとって、営業事務を煩雑

にし、とても対応できないとの声も上がっ

ています。消費税による倒産や廃業の増大

も心配されます。 

 摂津市は、産業振興アクションプランの

見直しのための調査を行いましたが、中小

企業や小規模事業所の実態をリアルにつか

み、新アクションプランの中で事業が継続

していけるような有効な支援策を打ち出す

ことが求められているのではないでしょう
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か。 

 市長は、摂津市について、産業のまち、

中小企業のまちだとおっしゃいます。摂津

市の中小企業・小規模事業所の現状に対す

る認識と市長の見解をお聞かせください。 

 第４に、地域の環境を守る摂津市の姿勢

について、２点お聞きしていきます。 

 一つは、鳥飼野々の外国人技能実習生研

修宿泊施設の建設計画についてです。 

 １２月の第４回定例会、私は一般質問で

当該施設の建設計画に対する地元住民の反

対運動について質問いたしました。当該施

設が、技能実習生に対する深刻な人権侵害

や実習生の失踪、悪質なブローカーの介在

など、大問題となっている技能実習制度の

ものであることを強調しながら、住民の不

安に寄り添う対応を求めました。市長は、

事業者に対して、住民の理解を得るなど摂

津市開発協議基準の諸条件を満たすよう厳

しく指導すると答弁されました。この間、

建設反対の市民の署名は９，３７８筆に達

し、市長にも届けられていると聞いていま

す。市としての対応、市長の認識について

答弁を求めます。 

 もう一つは、ＪＲ東海新幹線鳥飼車両基

地の地下水汲み上げ問題についてです。 

 ＪＲ東海との訴訟が終わり１年、地下水

汲み上げ中止の訴えは退けられたものの、

井戸の場所が茨木市域であっても、摂津市

の環境保全協定は事業所全体に効力を有す

ることは認められました。地下水汲み上げ

による影響チェックはもちろん、環境保全

協定に基づく協力や社会的責任をＪＲ東海

に求めていく必要があると考えますが、こ

の間の取り組み、今後の対応について伺い

ます。 

 第５に、昨年相次いだ災害を教訓にし

た、今後の本市の防災対策の方向性につい

て、４点質問します。 

 一つは、昨年の大阪北部地震の検証結

果、台風２１号の被災状況から何を教訓に

すべきかということです。 

 ２月に大阪北部地震の検証結果がまとま

りました。被害状況の整理と今後の課題を

明らかにされています。今回の震度５強の

地震において、住宅被害として半壊２８

棟、一部損壊２，２８６棟などをはじめと

した被害状況、１月末現在の罹災証明書の

発行は２，６２０件、ブルーシートの配布

などさまざまな対応状況、災害対策本部な

ど庁内の対応、２３班の対応などの検証が

報告されています。２年前の地域防災計画

においては、上町断層帯関係で、震度６弱

が最大ということを前提として見直されて

いました。しかし、大阪北部地震では、震

度５強というレベルでも結果として十分な

対応ができませんでした。この結果を検証

し、今世紀半ばくらいまでに東南海・南海

地震が確実に来るという危機感を再認識し

て、検証とそれに基づく改善を常に繰り返

していくことが重要だと考えます。 

 また、防災の目指すところは、国民の生

命、身体及び財産を災害から守ることであ

り、この原点に立ち返って、予防対策、応

急対策、復旧・復興対策の３点で的確に対

処できる組織、体制、能力を備えていく努

力を、市職員、市民、市内企業が力を合わ

せて行っていくことが求められています。

そのために、市として、危機管理の専門職

の設置を含め、体制の強化、指導力を発揮

すべきではないでしょうか。市長の見解を

求めます。 

 二つ目に、災害被災に対する公的支援に

ついてです。 

 これまでの公的支援の対象は、建物の全

壊、半壊、床上浸水であります。本市は、
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これに加えて、独自の施策として、被災住

宅への住宅修繕支援金制度、ブロック塀等

撤去補助金などを創設しました。しかし、

これで十分なのか、大変疑問です。被災住

宅の多くは一部損壊です。より低額の修繕

まで対象にできないのか。高槻市では実施

されている罹災証明書受給者への国保料の

減免、また、固定資産税の減免など、一部

損壊に対する公的支援の全面的拡充につい

て検討、見直しを行うことを求めますが、

考えをお聞かせください。 

 三つ目に、新年度の防災対策事業につい

てです。 

 今回、新年度予算でさまざまな防災対策

予算が提案されています。新たな取り組み

についてお聞かせください。 

 四つ目に、豪雨・浸水対策です。 

 昨年の西日本豪雨は各地に甚大な被害を

もたらしました。私は、自然災害の原因究

明や再発防止の調査を行う国土問題研究所

の現地調査に同行させていただきました。

５１名の命が奪われた倉敷市真備町では、

想定外の豪雨が長時間降り続き、本流の高

梁川、支流の小田川の水位が上昇、逆流等

により川の水が堤防からあふれ、堤防の外

側から堤防を崩し、決壊に至ったとのこと

です。河川敷に群生する樹木なども水流を

阻害したとも言われていますが、想定外の

豪雨などに際して、住民の命を守るための

対策、備えが重要であることを改めて思い

知りました。 

 北摂で西日本豪雨級の降雨に見舞われた

とき、安威川ダム建設後でも、ダムによる

洪水調整能力を上回り、下流域で浸水被害

が発生する可能性があると、大阪府、茨木

市が見解を示しています。本市は安威川流

域の下流地域に位置し、その危険性を認識

し、市民にも周知を図る必要があると考え

ます。そして、安威川ダムに頼るだけでな

く、安威川とその支流の流域全体で、耐越

水堤防の整備、河床修復、貯留施設整備、

堆積土砂の除去、内水氾濫地域の雨水管整

備など、流域全体の治水対策の強化を強く

大阪府など関係機関に求めるべきです。見

解を問います。 

 第６に、子育て支援施策の公的責任を果

たし、充実を図ることについて、以下４項

目質問します。 

 第１に、幼児教育・保育の無償化による

影響とその対応についてです。 

 今年１０月から政府は、子育て世代の負

担軽減として、幼児教育・保育の無償化を

実施すると言っています。これには期待の

声もある一方で、その期待や願いに応えら

れるような内容で準備が進められていくの

か、不安な要素も多く含まれているのでは

ないでしょうか。現時点での教育委員会と

しての想定している影響、それにかかわる

対応についてお聞かせください。 

 ２番目に、待機児童の現状とその対策に

ついてです。 

 少子化が叫ばれる一方で、保育所を申し

込んでも利用できない待機児童の問題はま

すます深刻化しています。昨年４月、年度

当初４４名だった待機児童の数は、１２月

には１６５名にまで増えました。年度途中

の１１月開所で１５０名定員の民間園が整

備されたものの、保育士の確保ができなか

ったことなどから当面５０名の受け入れに

とどまっているとのことです。保育を必要

とする認定がされながら対応されていない

実態は早急に解決しなければなりません。

子どもの成長を育み、子育てする親を支え

る安全・安心な保育を量と質の両面で確保

していくことを強く求めるものですが、市

としての現状と対策についてお聞かせくだ
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さい。 

 三つ目に、学童保育の充実に対する市の

責任、民間委託計画についてお聞きしま

す。 

 摂津市は、２０１９年４月からの学童保

育民間委託、保護者の方からの反対なども

受け、１年先送りを決定しました。ところ

が、摂津市は、２０１９年度予算案で早く

も委託化のための引継業務委託料、債務負

担行為として２０２０年度から３年間の業

務委託料を計上しました。保護者への十分

な説明と合意がなされたのか、保護者の不

信感が取り除かれ理解が得られたのか、お

答えください。 

 摂津市の学童保育事業が、他市と比べて

も、国の児童福祉法や子ども・子育て支援

法に照らしてもおくれていることは明白で

あり、摂津市みずから子ども・子育て支援

計画において、延長保育などのサービス向

上の実現に向け実施方法の検討を進めると

しています。その検討が民間委託ありきで

進められているのではないでしょうか。学

童保育運営に対する市の主体的責任につい

てお答えください。 

 四つ目に、子どもの貧困対策です。 

 子どもの貧困対策法が施行され５年が経

過しました。２０１６年度には、大阪府と

１３市町が子どもの生活に関する実態調査

を実施しました。大阪府の貧困率は全国の

中でも沖縄県に次ぎ深刻です。昨今の社会

状況の中で、貧困から来る家庭の問題、子

どもが置かれている環境が見えにくくなっ

ています。一人一人の市民、子どもの顔が

見える小規模な自治体だからこそできるき

め細かな貧困対策を全庁的な課題にするこ

とが必要ではないでしょうか。そのために

も、摂津市内での実態把握、実態調査が必

要と考えますが、いかがでしょうか。 

 最後に、子どもの成長・発達を保障する

教育条件の整備について、３点質問しま

す。 

 一つは、教職員を増やし、３５人学級を

小学校３年生以降の学年にも広げていくこ

とについてです。 

 教員の働き方改革が、今、緊急かつ重要

課題として国・自治体を挙げて取り組まれ

ています。教員の多忙化は、教員の命や健

康にかかわる問題であると同時に、子ども

の教育に深刻な影響を与えるものです。教

員を増やして多忙化を解消し、３５人学級

の拡大で一人一人の児童・生徒に向き合え

る時間を保障してこそ、摂津市が目指す生

きる力を身につける必要な教育条件ではな

いでしょうか。私たちは、保護者や教育関

係者の皆さんとともに、何度も３５人学級

など少人数学級を、国や大阪府、摂津市に

求めてまいりました。改めて教育長の見解

を問います。 

 二つ目に、大阪府中学生チャレンジテス

トの中止と高校入試の判定に利用させない

ということについてです。 

 １２月の定例会でも一般質問で取り上

げ、チャレンジテストの問題を質問しまし

た。市教育委員会として認識するチャレン

ジテストの課題は残されたまま。しかし、

その問題があるテストを摂津市の中学生に

このまま参加させていいのかが問われてい

ます。大阪府が問題の改善を行わない状況

で、課題があると認識しながら引き続き参

加するのではなく、府教育庁に対して中止

を求めるべきではないですか。ご答弁を求

めます。 

 最後に、中学校給食です。 

 ２０１５年にスタートしたデリバリー方

式選択制の中学校給食が５年目を迎えよう

としています。毎年数千万円の予算が組ま
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れていますが、利用する生徒はクラスに１

人いるかいないか。とても学校給食と言え

る状況にありません。学校教育の一環とし

て行われる給食をこの状態のままにしてい

ていいのか、改めて答弁を求めたいと思い

ます。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 おはようございます。 

 それでは、日本共産党を代表されての安

藤議員の質問にお答えをいたします。 

 まず、地方自治体の役割についてのご質

問にお答えをいたします。 

 我が国の経済情勢は、戦後２番目となる

景気回復の長さを継続していると言われて

おりますけれども、地方の隅々にまで景気

回復が波及しているとは言い切れない状況

にあると考えております。国の新年度予算

案では、当初予算が初めて１００兆円を超

え、社会保障費は過去最大となっておりま

す。 

 本市におきましても、一般会計当初予算

額は約３４８億円と４年ぶりに増加してお

ります。扶助費では５年連続３％を超える

増額となっております。また、今後に目を

向けますと、人口減少や少子高齢化などの

進展により人口構造が大きく変化し、歳入

歳出ともに大きな影響があることが想定さ

れます。これらにしっかりと対応していか

なければなりません。そのためには、国の

動向を注視しつつ、本市における情勢を正

しく見きわめ、市民ニーズの最大公約数の

実現に向けて取り組んでいくことが重要で

あると考えております。 

 消費税増税とその影響についてでありま

すけれども、消費税等の増税によりまし

て、市の財政では地方消費税交付金の増収

を見込んでいるところでございます。この

増収分は、今後の少子高齢化の進展により

増加が見込まれる社会保障関連経費に充て

るものとされており、市が自由に使える財

源が格段に増加するものではございませ

ん。また、その増収効果は翌年度以降にな

るものでございます。市民生活の影響につ

きましては、消費税等が広く市民の方々に

ご負担いただく税金であることから、多く

の市民に影響があると認識いたしておりま

す。国においては、低所得者に配慮した施

策や景気対策として２兆円規模の予算措置

を講じております。本市におきましても、

国の動向を注視しながら、基礎自治体とし

ての責任を果たしてまいりたいと考えてお

ります。 

 カジノ誘致についてのご質問でございま

すが、平成２８年度にいわゆるカジノ法が

成立いたしました。大阪府などにより、大

阪湾の臨海地帯へ特定複合観光施設の誘致

が打ち出されていることは承知をいたして

おります。今後、カジノを含む施設の設

置・運営に関する必要な規制等については

議論されるとのことですが、実現いたしま

すれば、世界から多くの観光客等が大阪に

訪れ、多大な経済効果を生むとの試算がご

ざいます。現在のところ、本市のまちづく

りへの直接的な影響は想定しておりません

が、カジノにつきましては、多重債務や暴

力団対策の問題など、実に多くの課題をは

らんでいます。とりわけギャンブル依存症

の問題につきましては、新たに依存症に苦

しむ人がないよう、国が中心となった万全

の対策が必要であると考えております。 

 憲法を守り人間を尊重する平和都市とし

ての取り組みについてでありますが、本市

は、昭和５８年に憲法を守り人間を尊重す

る平和都市宣言を行っております。７月、
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８月を平和月間と定め、戦争の悲惨さと平

和の尊さを訴えるさまざまな取り組みを行

ってまいりました。 

 核兵器禁止条約の早期締結を求める署名

活動につきましては、昨年は、世界人権宣

言摂津連絡会議の構成団体にもご協力いた

だき、９００筆以上もの署名を集めること

ができたところでございます。今年も引き

続き署名活動を展開し、平和首長会議を通

じ、国に働きかけてまいります。 

 次に、自衛官の募集につきましては、自

衛隊法第９７条に基づき、法定受託事務と

して市が自衛官の募集事務の一部を行うこ

ととされていることから、募集に対し協力

を行っているところでございます。自衛隊

の憲法への明記に関しては、まずは国会で

しっかりと議論されるべきであると思いま

すので、国の動きを注視してまいりたいと

思います。 

 平成３１年度の国民健康保険料の改定に

ついてでありますけれども、広域化初年度

における国民健康保険事業の運営が進みま

す中、本算定により確定した平成３１年度

の大阪府の統一保険料率が府より示されま

した。 

 本市におきましては、医療費の自然増に

伴う改定と、これまでの市独自の保険料抑

制による差額の解消に向けた改定が必要で

ありましたが、団塊世代の高齢化による医

療費の伸びが大きいことから、被保険者へ

の影響を考慮し、医療費等の自然増分のみ

の保険料の改定にとどめたところでござい

ます。また、持続可能な医療費制度の構築

を目指した広域化に合わせて、国保の構造

的な課題解消に向けて国による公費が投入

されているところでございますが、高齢化

や医療の高度化により保険給付費の伸びな

どが見込まれていることから、大阪府市長

会を通して国及び大阪府にさらなる公費の

拡充を要望してまいりたいと思います。既

に要望しております。 

 上下水道料金についてでありますけれど

も、国において消費税法及び地方税法が改

正され、本年１０月から税率が１０％に改

定されることになっております。税率がア

ップすることに伴い、市民の皆さんの負担

も増加することになりますが、上水道、下

水道とも今後多大な維持・更新費用が必要

となることが予想され、経営状況がより一

層厳しくなる中、上下水道サービスを安定

的かつ継続的に提供するためには、現行上

下水道料金のまま維持することは困難にな

ってまいります。 

 弱者に対する市の考えについてでありま

すが、私は常々、市民目線、弱者の視点を

大切に、市民生活の安定を最大の使命と考

え、施策を充実してきたところでございま

す。しかしながら、急激な高齢化の進行や

医療の高度化に伴う医療費の増加など、社

会情勢の変化に対応し、制度を持続可能な

ものとすることが必要となってまいりま

す。そして、現在の市民の方々に対する責

任とともに、将来にも責任を持たなくては

なりません。 

 今回の介護保険料の改正、障害者の入院

時食事療養費助成の廃止につきましては、

持続可能な制度を構築するために実施した

ものでございます。また、生活保護基準の

改定につきましては、一般低所得世帯での

消費実態との均衡を図ることを目的に見直

されたものと聞いております。今後におき

ましても、市民目線、弱者の視点を大切に

することに変わりはございません。市民生

活の向上に向け、国や府に対しての要望活

動を行うとともに、既存の負担軽減策に関

しましては、これまで以上の周知に努めて
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まいりたいと思います。 

 中小企業・小規模事業者についての質問

でございますが、内閣府の２月の月例経済

報告によりますと、景気は緩やかに回復し

ていると示されておりますが、企業収益で

は高い水準にあるものの、改善に足踏みが

見られるなど、景気への先行きに留意する

必要がある表現となっております。中小企

業においては、いまだ景気の回復を実感す

るには至っておりません。まだまだ厳しい

状況に変わりはないものと認識をいたして

おります。また、大企業との労働生産性の

問題や経営者の高齢化による事業継承問

題、働き手不足など、中小企業の抱える課

題は多岐にわたっております。このような

現状から踏み出せるよう、市といたしまし

ても継続してさまざまな支援を行ってまい

ります。また、産業振興アクションプラン

評価検証の結果を活用し、第２期産業振興

アクションプランを市内企業や関係機関と

連携して策定してまいります。 

 鳥飼野々の外国人技能実習生の宿泊施設

についての質問でございますが、当該開発

計画につきましては、現在、都市計画法及

び摂津市開発協議基準に基づく手続中でご

ざいます。この計画に対しましては、近隣

の住環境が変わることに対する懸念から、

住民の皆さんによる署名活動が行われ、多

くの署名が提出されている状況でございま

す。 

 本市も、開発協議基準に基づき、住民の

理解を得るように住民説明の指導を続けて

おるところでございます。今日まで５回の

説明会があったと報告を受けておりますけ

れども、残念ながらといいますか、開発協

議基準には法的拘束力がございません。現

在、都市計画法にのっとり、開発が可能か

どうかを審査しておりますけれども、法的

に問題がなければ許可をとめる権限がない

のが実情でございます。 

 ＪＲ東海による地下水汲み上げについて

のご質問でございますが、ＪＲ東海との訴

訟が終結し、はや１年が経過しようとして

おります。この間も鳥飼車両基地では地下

水が汲み上げられておりますが、引き続き

水準測量を実施し、地盤の状況を確認して

まいります。今年度の測量結果につきまし

ては、国土地理院の審査が終わり次第、ご

報告させていただきたいと考えておりま

す。 

 なお、昨年の判決以降、ＪＲ東海におか

れましては、地下水汲み上げ量を同社ホー

ムページで公開し、本市の実施する水準測

量では同基地内にある水準点の使用を許可

していただくなど、対応していただいてお

ります。 

 昨年の大阪北部地震の検証結果について

の質問でございますけれども、昨年の震災

と台風２１号の経験から、平時の備えがい

かに大切であるか、また、自助・共助・公

助の強化がいかに重要であるかを改めて認

識いたしました。特に、自助・共助・公助

の強化には、それぞれの担い手となる市

民、地域、行政が災害発生前から災害の想

定をしっかりと行い、みずからの役割を認

識しておく必要がございます。そのため、

まずは基本に立ち返り、自分の命は自分で

守る自助、地域の安全は地域で守る共助の

必要性について、市民お一人お一人にご理

解をいただくことが不可欠でございます。

また、公助につきましては、大阪北部地震

の検証結果を踏まえまして、初動体制の徹

底を図るべく、職員研修や訓練に取り組ん

でまいりたいと思います。 

 災害被災に対する公的支援についてであ

りますけれども、自然災害による私的財産
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の被害復旧につきましては、基本的にはそ

れぞれの自助努力が必要であると考えてお

りますが、しかしながら、その自助努力に

も限界があります。被災の状況によっては

公的支援が求められることも十分に承知を

いたしております。一方で、行政が全ての

被災者を十分に救済することは財政的にも

不可能でございます。限定的な支援になら

ざるを得ません。 

 そのような中、昨年の災害は数十年に一

度あるかないかの記録的な被害を引き起こ

しました。この点を重視いたしまして、自

助努力を後押しし、市民生活の安定を一刻

も早く取り戻すため、半壊世帯だけではな

く、一部損壊世帯にまで踏み込んで、災害

見舞金や住宅修繕支援金という形で支援を

させていただいたところでございます。被

害の現状と比べて本市の支援策は十分であ

ったのか、また、国民健康保険や固定資産

税に関して減免制度の対象者は適正であっ

たのか、さまざまな考え方がございますこ

とは承知をしておりますが、本市の支援施

策は同じく被災をしたほかの自治体と比べ

ても遜色のないものと考えております。 

 新年度の防災対策事業についての質問に

お答えをいたします。 

 新年度には、自助・共助の強化といたし

まして、防災サポーター養成講座の開催や

防災士資格取得の助成などを行い、災害時

に行政や自主防災組織の皆様と協働して避

難所運営など地域の防災活動を担う人材を

養成してまいります。また、昨年の台風２

１号の際、避難所が停電に見舞われた経験

を踏まえ、各避難所に発電機やランタンを

配備してまいります。また、市民から問い

合わせがございましたブルーシートや土の

う袋につきましても備蓄をしてまいりま

す。 

 次に、職員の災害対応力の強化につきま

しては、防災研修の充実や実働的な訓練な

どを通じて、万一の際に全職員が的確な初

動対応が行える体制を整えてまいります。 

 豪雨・浸水対策の必要性についてであり

ますが、昨今の地球温暖化の影響を受け、

関東・東北豪雨、西日本豪雨など、大規模

河川の氾濫で多くの方がお亡くなりになら

れました。これは、淀川、安威川など、市

域に多くの一級河川が流れる本市にとりま

しても決して他人事ではございません。 

 本市では、水害から命を守る取り組みの

一環として、堤防の改修、河川のしゅんせ

つ、安威川ダムの早期完成などを河川管理

者に要望しております。また、洪水で命を

落とさないためには、早い段階で安全な場

所へ避難すること、逃げおくれた場合には

近くの高い建物へ避難することなどが重要

であります。自主防災訓練をはじめ、防災

教育や出前講座などを通じて、市民の皆様

にわかりやすい周知啓発に努めているとこ

ろでございます。また、地域版防災マップ

の作成を通じて、早期避難だけではなく、

災害弱者を地域全体で守る「おねがい会

員」「まかせて会員」の取り組みについて

も支援させていただいております。 

 以上、私からの答弁です。 

○嶋野浩一朗議長 教育長。 

  （箸尾谷教育長 登壇） 

○箸尾谷教育長 それでは、教育委員会所管

分についてのご質問にお答え申し上げま

す。 

 まず、幼児教育・保育の無償化について

でございます。 

 幼児教育・保育の無償化につきまして

は、今年の１０月から実施される予定でご

ざいますが、市町村への影響は少なからず

あるものと考えております。 
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 まず、財政面で申しますと、保育所や幼

稚園などに加え、認可外施設等も無償化の

対象となりますことから、市町村の負担は

確実に増えるものと考えております。ま

た、業務の面で申しましても、幼稚園の預

かり保育や認可外施設を利用する場合に、

保育の必要性について認定する業務などが

新たに発生することから、事務量も増えて

まいります。 

 さらに、無償化の影響は保育ニーズの変

化にも及んでこようかと思います。昨年末

に実施しましたニーズ調査におきまして

も、その変化を捉えるよう努めているとこ

ろではございますが、今後どのように変化

するかにつきましては注視が必要であると

ともに、変化が生じた場合には供給体制な

どの対応が必要になるものと考えておりま

す。いずれにいたしましても、このような

影響を考慮し、遅滞なく実施できるよう万

全の体制を整えてまいりたいと思います。 

 次に、保育所等の待機児童についてのご

質問でございます。 

 本市における厚生労働省定義の待機児童

数につきましては、ここ５年の間、若干の

増減を繰り返しながら５０人未満で推移を

してまいりました。この間、新たな施設整

備や既存施設の建て替え等による定員増な

どにより、供給体制の確保に努めてまいっ

たところです。しかしながら、急激に増大

する保育需要に対し、供給体制の整備が追

いついていないのが現状であります。平成

３１年度につきましても、民間による施設

整備に対する補助金を予算案として計上し

ており、今後の保育需要を的確に捉えなが

ら供給体制の確保に努めてまいります。 

 次に、学童保育についてのご質問でござ

います。 

 摂津市放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例におきま

して、学童保育事業に関する基本理念並び

に設備及び運営の基準が規定されておりま

す。また、国からも放課後児童クラブ運営

指針が示されており、これらに基づき、市

として学童保育室を運営していくことが求

められております。本市におきます学童保

育室のサービス状況は大阪府内自治体と比

べても低いものとなっておりますことは認

識しており、民間事業者の力を活用してサ

ービス向上を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 また、保護者の方々への説明につきまし

ては、延長保育に伴う民間委託に関する保

護者説明会を昨年８月から本年１月にかけ

て延べ１９回開催させていただき、一定の

ご理解は得られたものと考えております。

平成３１年度におきましては、委託候補と

なります事業者の指導員を確保するための

期間等も考慮しながら事業者選定を行って

いく予定でございます。 

 続きまして、子どもの貧困対策について

のご質問でございます。 

 本市独自での子どもに関する実態調査の

実施につきましては、大阪府において平成

２８年度に実施された調査結果をもとに、

平成２９年度には、大阪府子どもの貧困対

策計画に掲げる事業について、国、府、市

町村の役割分担を踏まえながら総点検を行

っているところでありますことから、現在

のところ、本市として同様の調査を実施す

る予定はございません。 

 子どもの貧困対策に関しましては、横断

的な取り組み、とりわけ教育・福祉部門の

連携が必要であると考えております。現在

本市で実施しておりますさまざまな施策を

点検する中で、本市として優先的に取り組

む施策を研究してまいります。 
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 続きまして、小・中学校全学年での３５

人学級についてでございます。 

 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職

員定数の標準に関する法律におきまして、

現在、公立小学校１年生は３５人、２年生

は４０人で学級を編制するとされておりま

すけれども、府の施策によりまして、２年

生におきましても３５人学級が実施されて

いるところです。３５人学級編制の効果に

つきましては、実施されております近隣市

へのヒアリングなどから、子どもの話をゆ

っくり聞くことができるようになった、あ

るいは、より丁寧な指導が行えるようにな

ったなど、定性的な評価は聞いております

が、定量的な評価としては、はっきりとし

た結果が得られている状況ではございませ

ん。しかしながら、少人数学級編制にする

ことは、本市の課題であります個に応じた

きめ細やかな指導の推進に一定の効果が期

待できるものと考え、これまでも都市教育

長協議会の重要項目として３５人学級編制

の拡充を国や府に求めてまいりましたが、

今後も引き続き強く求めてまいりたいと思

います。 

 次に、チャレンジテストに関する質問で

ございます。 

 これまでも申し上げてまいりましたけれ

ども、とりわけ中学３年生を対象としたチ

ャレンジテストにおきましては、チャレン

ジテストで実施する５教科の結果を用いて

残りの４教科を含めた９教科の評定の範囲

が決められる点や、たった一度の調査で、

それまでの複数回のテスト結果、あるいは

日常の活動や頑張りなどの評価が修正され

てしまう点、さらに、実施時期が６月であ

り、それ以降の頑張りや成績の伸びなどが

加味されず評価の範囲が定まってしまう点

などについて、府教育庁に申し入れをして

まいりました。私は、中学校段階では、評

価には、身につけた知識、技能だけでな

く、日々の学習に取り組む意欲や態度も含

まれるべきだと考えております。チャレン

ジテストでは、それらの関心、意欲、態度

について評価することはできず、その結果

を公立学校の入学者選抜に活用されること

については課題であると考えております。

これらの課題については、今後も引き続

き、さまざまな機会を通じて、府教育庁に

対して申し入れてまいりたいと思っており

ます。 

 最後に、中学校給食の現状についてのご

質問でございます。 

 中学校給食につきましては、平成２７年

６月からデリバリー方式選択制でスタート

し、成長著しい中学生に安心・安全で栄養

バランスのとれた食事を提供し、健康増

進、体力向上を図ることを主な目的として

実施をしております。目標喫食率は１０％

を掲げておりますが、直近の平成３０年２

学期末の平均喫食率で申しましても４．

４％となっております。 

 これまで、喫食率の向上に向けまして

は、人気献立キャンペーンの実施や生徒か

らのリクエスト献立、リピート希望料理の

募集、また、中学校入学体験時に小学６年

生を対象とした全員給食試食会の実施な

ど、さまざまな改善策を講じております。

また、新年度の取り組みといたしまして

は、一例として、食育セミナーを開催し、

給食のさらなるＰＲを行ってまいりたいと

も考えております。しかし、目標喫食率か

ら評価いたしますと、まだまだ課題がござ

いますので、引き続き改善、見直しに努め

てまいりますとともに、中長期的には、社

会情勢を踏まえながら、本市にとってより

ふさわしい中学校給食のあり方について検
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討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 今日の市民生活の実態に対す

る認識、地方自治体の役割についてご答弁

いただきました。 

 景気回復は波及するどころか、市民の収

入、所得は下がっています。国の社会保障

費、摂津市の扶助費の伸びは、それだけ市

民の暮らしが大変になっていることをあら

わしていると思います。住民の福祉の増進

を図る役割がますます重要であるというこ

とを初めに申し上げて、項目を絞って２回

目の質問に入っていきたいと思います。触

れなかった項目については、今後の予算委

員会での審議等で深めていただくことを望

みたいと思います。 

 消費税の増税、その影響についてでござ

います。 

 消費税は所得の低い人ほど負担が重くな

るという逆進性のある税金です。増税後の

年収に対する消費税負担率を収入別で見ま

すと、年収２００万円未満の低所得世帯は

２，０００万円以上の高所得世帯の６倍に

もなって、いわゆる軽減税率を実施しても

逆進性はひどくなるものと言われていま

す。また、社会保障の財源とも言われてい

ますが、消費税増税導入以降３０年間、消

費税総額の約８割に相当する額が法人税減

税でのみ込まれてきたという実態もありま

す。仮に政府が言うとおり社会保障の財源

で使われていくとしても、社会保障を必要

としている所得の低い人たちに重い負担を

強いてその財源に充てるというのは本末転

倒と言わなければなりません。深刻な消費

不況のもと、市民の生活を考えるならば、

少なくともこの時期での消費税増税を中止

すべきだという立場に立つべきではないで

しょうか。改めて答弁を求めます。 

 カジノの問題です。 

 そもそも、客のかけたお金を巻き上げて

収益にする、これがカジノです。人の不幸

の上に成り立つ事業がどうして経済振興と

言えるのかが問われています。今でもギャ

ンブル依存症で苦しむ人が全国に３００万

人以上いると言われています。摂津市でも

苦しむ人や家族が多くいらっしゃると思い

ますが、摂津市として把握されているので

しょうか。依存症を克服するための治療や

治療期間についての認識はあるでしょう

か。カジノには反対という立場で協同する

ことが求められていると思いますが、お答

えください。 

 憲法を守る平和都市としての取り組みに

ついてです。 

 核兵器禁止条約の採択を求める署名につ

きましては、引き続き市としても努力して

いただきたいと思います。私どもも一緒に

なって核兵器廃止のために全力を挙げて取

り組んでいきたいということを申し上げて

おきます。 

 自衛官募集の協力についてであります

が、確かに自衛隊法第９７条に募集事務の

一部を行うとされています。しかし、同法

施行令には、自衛官募集の広報を行うと定

めてはいるものの、名簿提供要請にまで応

える義務はありません。個人情報やプライ

バシー権の保護の観点からも抑制的な対応

を求めておきます。 

 問題なのは、自衛隊募集に関してほとん

どの自治体で何らかの協力をしている事実

をねじ曲げて、非協力的な自治体があると

宣伝し、憲法に自衛隊を書き込んで協力を

させるという安倍首相の発言です。専守防

衛を原則とし、災害救助では国民の救助・

救援で活躍している自衛隊が、戦争法など
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によって海外へ戦争に行く自衛隊へと変質

し、そこへ多くの若者を強制的に送り込む

ような恐ろしい日本を危惧するのは私だけ

ではありません。憲法を守り人間を尊重す

る、崇高な理想を掲げ平和を願う摂津市民

の一人として、安倍首相のこの発言に厳し

く抗議をするものであります。 

 国民健康保険料について２度目の質問を

します。 

 他市では、２０１８年度、保険料を据え

置いたところや値下げをしたところもあり

ました。また、２０１９年度、大阪市は保

険料を据え置くとのことであります。摂津

市は、値下げのための財源があるわけです

から、市民生活に寄り添って保険料の据え

置きを続けてきた姿勢に戻るべきではない

でしょうか。お答えください。 

 また、大阪府は、保険料一部負担の減免

制度についても５年後に統一すると言って

います。独自の減免制度を維持している市

も多くある中で、摂津市は、２０１８年

度、早々に市の減免制度を変更しました。

災害減免は、以前は全壊、半壊だけでなく

一部損壊も保険料減免の対象としていまし

たが、変更に伴って全壊、半壊、床上浸水

のみとなりました。従来の減免制度を守っ

ていれば、昨年の災害でこの減免制度を活

用できた市民もいたかもしれません。大阪

府の制度を取り入れるとしても、市の制度

を早急に変更する必要はありませんでし

た。復活させることを含めて見解を求めま

す。 

 中小企業対策でございます。 

 小規模企業振興基本法や小規模企業振興

基本計画では、発展する企業の支援だけで

なく、小規模な事業所が経営を続けていく

ことそのものへの支援も必要としていま

す。摂津市でもこの理念に基づいた産業振

興条例の制定を求めておきたいと思いま

す。意見とします。 

 次に、鳥飼野々の技能実習生の施設建設

計画についてです。 

 聞くところによりますと、事業者は、住

民への説明会を打ち切って建設のための手

続を進めるとのことです。そして、摂津市

の対応としては、手続の書類が整えば、開

発許可をとめる権限がないのが実情という

市長からのご答弁でありました。摂津市の

開発許可という事務的な対応においては、

大変難しい立場にあることは十分理解をい

たしますけれども、今摂津市に問われてい

るのは、住民の福祉の増進、そして住民の

安心できる住環境を保障するという市民に

寄り添った対応ではないでしょうか。地域

の皆さんがみずからの足とつながりで集め

た９，３７８筆の反対署名は大変重いもの

と思います。事業者に対して、引き続き住

民への説明、丁寧な対応をとるよう求め続

けるべきだと思いますけども、市長、改め

てご答弁をお願いします。 

 次に、災害、防災の問題です。 

 昨年の地震、台風では、初動期の市の対

応に大きな混乱が生じました。市民が最も

混乱している初動期に、いかに迅速かつ適

切に対応できるのかが問われています。庁

内の防災体制の強化をどのように図ってい

くのかお答えください。 

 また、住民避難について、昨年の台風２

１号の大災害を教訓に、その後発生した台

風時、多くの市民が避難準備段階に至る前

の早い段階から避難を考えられました。し

かし、自主避難所は市内５か所だけで身近

にはなく、とりわけ高齢者は歩いていくこ

とができず、結局諦めて自宅で待機せざる

を得なくなりました。自主避難所のあり方

について、市民目線、高齢者などの視点で
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見直しが必要だと考えますが、いかがでし

ょうか。 

 公的支援策については他の自治体と遜色

がないというご答弁でありますが、災害か

らの復旧・復興のための支援で不足がなか

ったのかという観点からの検討が必要では

ないでしょうか。被災住宅支援金などで要

件に満たず、支援が受けられなかった市民

が多くおられるのではないでしょうか。被

災者支援法の対象拡大や支給額の増額など

を国や大阪府に求めるとともに、市独自の

支援策について、こちらも市民目線で検

証、見直しを図るべきではないですか。こ

の点も改めてご答弁を求めます。 

 新年度の防災対策事業についてですが、

昨年と同じ規模の災害が起こったときに対

応できるのかという観点で見ることも必要

だと思います。例えば、猛暑の季節の災害

であれば、避難所の中心となっている体育

館にエアコン設置は必須です。また、この

間、各地域でつくられてきた洪水ハザード

マップに基づく避難訓練を繰り返し実施し

ていくことも重要です。これら全ての取り

組みを公助・共助・自助の組み合わせで防

災に強いまちづくりにつなげていくことが

大変重要だと考えています。改めて見解を

求めます。 

 豪雨対策についてです。 

 どんな自然災害でも、住民の命を守ると

いう対策をどのように進めていくのかが本

当に大切だと思っています。真備町の調査

をした国土問題研究所の奥西京都大学名誉

教授らは、この地域が低地で、氾濫して

も、氾濫した水の流速があまり出ないと思

われている地域で５１人もの犠牲者が出た

というところに特別な要因があるのではな

いかと指摘され、犠牲者のうち８割が住宅

の１階で遺体となって発見され、そのうち

の多くが高齢者であったことから、今後ま

すます進行する高齢化社会で起こる自然災

害に対応する避難のあり方、支援が検討さ

れるべきでしょうと問題提起をされていま

す。ハード面での豪雨・浸水対策と同時

に、避難などソフト面での取り組みがます

ます重要だと考えますが、答弁を求めま

す。 

 幼児教育・保育の無償化についてです。 

 財政負担の問題で公立と民間で大きく差

が出ることから、これまで以上に公立保育

所や幼稚園の民営化、民間委託の動きが強

まるのではないかという懸念が広がってい

ます。また、今でも深刻な担い手不足が解

消されないまま、保育のニーズが高まるこ

とで、待機児の受け皿が到底確保できない

ということも予想されます。質の低下を招

くことのないよう、市として果たすべき役

割、責務についてどのようにお考えなの

か、答弁を求めます。 

 待機児童の問題について。 

 ４月からの入所に向けて、２次選考まで

終了している時期だと思いますが、昨年末

の一斉申し込みの状況と、この間の入所調

整の動向も踏まえて、４月１日、全ての子

どもが入所できる見通しであるのか、引き

続き待機児童が残るのか、見込みをお聞か

せください。また、新年度の施設整備の具

体的な予算等についてもお聞かせくださ

い。 

 学童保育についてです。 

 摂津市は、保護者の願いである延長保育

を、民間委託を受け入れることを条件にし

か実施できないと言われています。民間委

託でなければ人材確保ができないのであれ

ば、今後進めていかなければいけない土曜

保育の拡大、高学年の受け入れ、４０人単

位の保育や学童保育利用者増加に対して
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も、民間委託の拡大以外にない、民間に丸

投げということになってしまいます。果た

してそれで摂津市の責任を果たすことがで

きるでしょうか。北摂各市では、お隣の吹

田市以外は公設公営で延長保育や高学年受

け入れなどを実施しています。委託ありき

でなく、公設公営のままサービス向上を図

れるような再検討がなされたのか。再検討

をすべきです。 

 また、委託先について、募集対象を市内

の社会福祉法人、学校法人に絞られていま

すが、その理由についてもお答えくださ

い。１２月の議会の答弁では、今回は初案

件だから、委託先は社会福祉法人、学校法

人に限るけれども、今後は株式会社にも対

象を広げていくことはあり得るとのことで

した。摂津市は保育の質を保つと言うけれ

ども、民間に丸投げしなければ学童保育の

運営ができないという状況であれば、質の

担保そのものも危うくなるのではないでし

ょうか。 

 同時に問題となっているのが、国の学童

保育指導員の配置基準の問題です。１クラ

ス２名以上の配置基準を、従うべき基準か

ら、１名でも構わないとする参酌基準へと

緩和されようとしています。指導員の配置

基準は、児童の安全・安心にかかわる保育

の質の問題です。仮に参酌基準となったと

しても、摂津市として従来の２名以上の配

置基準を堅持すべきと考えますが、その点

についてもお答えください。 

 子どもの貧困対策につきましては、幼児

教育・保育の無償化、医療費助成制度、就

学援助制度の充実、拡大に加え、学校給食

の無償化など経済的支援、子ども食堂や学

習支援、虐待防止など具体的な対策を実施

していくためにも、摂津市の子どもたちの

実態把握は不可欠です。実態調査は行わな

いとのことですが、本気度が問われるとい

うことを申し上げ、今後、引き続き要望と

議論をしていきたいと思います。意見とし

ておきます。 

 ３５人学級についてであります。 

 国や大阪府が住民や教育関係者の願いに

背を向け続けている中で、市町村独自の努

力で３５人以下学級を実施している自治体

も増えています。摂津市でも独自の少人数

学級を検討すべきです。小学校３年生以降

中学校３年生まで３５人以下学級にした場

合、どのような人員配置が必要になるの

か、また、全学年への３５人学級拡大がす

ぐにできない段階においても、現行、支援

学級在籍児童を含め、４０名を超える学級

に対して、ダブルカウントを適用し、少人

数学級編制をしたらどのようになっていく

のかについてお答えください。 

 チャレンジテストについてであります。 

 教育長からご答弁があり、さまざまな課

題があるという認識をお示しいただきまし

た。生徒や保護者にこうした課題を周知し

て理解していただくことも必要であります

し、併せて、課題のあるテストについて、

このまま生徒に受けさせていいのか、教育

庁に少なくともチャレンジテストの結果を

生徒の人生にかかわる高校入試の判定に使

わないように求めるべきではないでしょう

か。この点についてもお聞かせください。 

 最後に、新年度予算に初めて中学校給食

の調査委託料が計上されています。デリバ

リー方式選択制を採用してきた自治体の多

くが全員喫食などに方針を変更してきてい

ます。摂津市としても、どのような方針に

見直していくのか、しっかりとしたビジョ

ンのもとで調査をしていく必要があると考

えますが、調査の中身についてお答えくだ

さい。 
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 ２回目は以上です。 

 それでは、２回目、答弁を求めます。総

務部長。 

○井口総務部長 消費税増税についてのご質

問にお答えをいたします。 

 消費税増税分は、社会保障の充実、安定

化の財源であり、国・地方それぞれの役割

において社会保障の実施の責務を果たすた

めのものでございます。増税の際には、商

品券発行事業などの臨時的事業のほか、幼

児教育・保育の無償化や年金生活者支援給

付金など、恒久的な社会保障充実策が予定

されております。本市におきましても、地

域の実情に応じた魅力あふれるまちづくり

の実現に向けて、将来も見据えながら市と

しての責務を果たしていく必要があると考

えております。 

 次に、災害関係の庁内の防災体制の強化

という点でございます。 

 大阪北部地震の検証結果から明らかとな

りました庁内の課題といたしましては、特

に初動期の役割認識が不足していたこと、

また、情報連携が不十分であったことなど

が挙げられます。そこで、新年度では、改

定いたしました携帯版災害初動マニュアル

を全職員に配布し、初動対応をしっかりと

把握できるよう徹底してまいりたいと考え

ております。 

 次に、初動連携の強化につきましては、

先月に災害情報連携訓練を実施いたしまし

た。災害対策本部会議や災害対策本部運営

の手順について確認を行ったところでござ

います。また、新年度に入りましても、班

単位での役割を確認する訓練、また、初動

対応に特化した訓練を実施する予定でござ

います。また、自主避難所につきまして

は、想定される被害の規模、また、市民の

皆様からのお問い合わせの状況等を勘案し

た上で、地域に偏りがないよう配慮いたし

ながら、早目の開設に努めてまいりたいと

考えております。以上のような取り組みを

通じまして、防災力をしっかりと向上させ

てまいりたいと考えております。 

 次に、甚大な災害被害の場合、もっと国

に対して支援策の拡充であったり、市の独

自支援策も広げていくべきではないかとい

うご質問でございます。 

 甚大な災害被害に対しましては、市が実

施いたします支援策には財政的にも限りが

ございます。市民の皆様がいち早く平穏な

暮らしを取り戻せるように、昨年の震災被

害の際には、府市長会の被災地代表として

市長が国に赴き、緊急支援を要請していた

だきました。また、今後も大規模な災害が

発生した際には、機を逃さず国等に支援を

訴えてまいりたいと考えております。ま

た、市独自の支援策につきましても、災害

の程度や被害の状況に応じたきめ細やかな

対応を心がけてまいりたいと存じます。 

 次に、今回進めている防災対策で、昨年

と同等程度の規模の震災等々が発生した場

合、対応できるのかというお問いでござい

ます。 

 大阪北部地震や台風２１号の経験から、

また、大阪北部地震の検証を通じて、行

政、市民、地域のあるべき役割が見えてま

いったところでございます。すなわち、自

助・共助の担い手は市民の皆様であり、公

助と共助のつなぎ役が必要であるというこ

とも明らかとなってまいりました。このた

め、平成３１年度予算では、自助・共助の

強化、そして公助の支援などを目的に、防

災サポーターの養成や防災士資格の取得費

助成を行うことといたしております。ま

た、これらに併せまして、備蓄品の拡充、

避難所の停電対策、そして、万一備蓄品が
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不足した場合に備えて災害対策基金を積み

立てるなど、我々公助が担う部分につきま

しても対策を講じてまいります。このよう

に、全庁的な初動体制の強化と自助・公助

の強化を併せまして、同程度の災害が発生

した場合にも的確・迅速に対応ができるも

のと考えております。 

 最後でございます。豪雨・浸水対策につ

いてのご質問でございます。 

 河川の大規模氾濫への備えといたしまし

ては、住民みずからが主体的に避難できま

すよう対策を進めていくことが何より重要

だと考えております。そのためには、防災

タウンページ、国土交通省から支援をいた

だき浸水の深さを表示したまるごとまちご

とハザードマップなどを通じまして、市民

一人一人が地域の洪水リスクを把握すると

ともに、洪水発生までに避難行動が迅速に

行えますよう、持ち出し品の用意など、誰

もが備えを万全にしておく必要がございま

す。また、適切なタイミングで避難行動が

とれますよう、行政は、エリアメールや防

災行政無線、広報車などを活用いたしまし

て積極的に情報を発信してまいります。 

 しかしながら、市民の皆様にも主体的に

災害情報を収集していただかなければなり

ません。このことにつきましては、引き続

き、出前講座等を通じまして、情報の入手

方法を案内・周知してまいりたいと考えて

おります。 

 一方、地域におきましては、今年の２

月、香和自治会で災害弱者を緊急避難場所

へ避難させる訓練が実施され、テレビでも

取り上げられました。また、味生小学校区

の自主防災訓練では校舎屋上への避難訓練

が実施されております。このような地域の

取り組みがさらに広がりますよう、引き続

き地域と連携して防災力の向上に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 続きまして、市長公室

長。 

○山本市長公室長 カジノ誘致に対する考え

方についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 大阪府などによります大阪湾の臨海地域

へのカジノを含みます特定複合観光施設の

誘致につきましては、市長からもございま

したように、現在のところ、摂津市のまち

づくりに直接の影響はないものであるとい

う考えでございます。 

 市としてカジノについて反対の立場をと

るべきではないかというご質問でございま

すが、この件も、市長からご答弁申しまし

たように、ギャンブル依存症の問題等につ

きましては、国が中心となり万全の対策を

とっていく必要があると考えているところ

でございます。 

 なお、大阪府におかれましても、ギャン

ブル等依存症対策研究会が設置され、ギャ

ンブル依存症の実態把握や独自の対策など

について議論が進められていると聞き及ん

でおるところでございます。これらのこと

も含め、今後の動向を注視してまいりたい

と考えております。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 基金を活用した保険料の

引き下げにつきましてのご質問にお答え申

し上げます。 

 ６年間の激変緩和期間におきましては、

大阪府国民健康保険運営方針に規定されて

いるものでございます。本市の国民健康保

険料につきましては、５年後の保険料統一

に向けて、激変緩和措置を講じながら設定

しているところでございます。特に本年度

は、市長の答弁にもございましたように、
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本来、医療費の自然増に伴う改定と、市独

自の保険料抑制による差額の解消に向けた

改定が必要でございましたが、団塊世代の

高齢化による医療費の伸びが大きいことか

ら、被保険者への影響を考慮し、医療費等

の自然増分のみの保険料改定にとどめたと

ころでございます。 

 また、保険料減免におきましては、広域

化に伴う共通基準との整合性を図るため、

一部改定しました独自基準を併用しなが

ら、被保険者の状況に合わせた対応をさせ

ていただいているところでございます。災

害減免の規定につきましては、後期高齢者

医療保険制度などの他の医療保険制度との

整合性を図り、共通基準として定められた

ものであるところから、被保険者に一定の

公平性が担保されたものであると理解して

おり、変更については予定いたしておりま

せん。持続可能な医療保険制度の構築を目

指す上で、被保険者への影響に配慮した保

険料改定となるよう、今後の激変緩和措置

の財源として基金を活用させていただきた

いと存じます。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

○北野教育次長 まず、防災対策事業のう

ち、学校の体育館へのエアコン設置につい

てのご質問にお答えいたします。 

 夏場の体育の授業や中学校の部活動及び

学校施設開放による地域住民の活動、ま

た、災害時の避難所としての活用がござい

ますので、体育館へのエアコンの設置は、

必要性は十分認識いたしておるところでご

ざいます。しかしながら、財源等の課題も

ございますことから、今後は、教育事業全

体の中で優先順位を見定め、検討してまい

りたいと考えております。 

 続きまして、３５人学級編制についての

ご質問にお答えいたします。 

 本市で３５人学級編制を実施した場合、

次年度で申し上げますと、小学校３、４年

生で６学級の増、５、６年生で９学級の

増、中学校全学年で１０学級の増、合わせ

まして２５学級の増の見込みでございま

す。増加分の教員を市費で雇用いたします

と、一人当たり年間７００万円程度の費用

が必要になる見込みでございます。さら

に、府内全体で講師が不足している中、人

材の確保が困難であると先進市からも聞い

ております。市独自に毎年採用を行うとな

ると、事務負担も過大となります。 

 また、ご質問の支援学級在籍児童の数を

通常学級の在籍児童・生徒数と合わせて数

えた、いわゆるダブルカウントにした場

合、現在の学級定数を超え、増学級となる

数につきましては、小学校で１６学級、中

学校で６学級、合わせると２２学級増の見

込みでございます。３５人学級とともに、

支援学級のダブルカウントにつきまして

は、国や府に引き続き要望してまいりま

す。 

 続きまして、チャレンジテストに関する

ご質問にお答えいたします。 

 大阪府公立高等学校入学者選抜の実施要

項に、このチャレンジテストを使って調査

書を作成するというルールが定められてい

る以上、生徒への不利益が生じないように

するためにも参加していかなければならな

いと考えております。しかしながら、先ほ

ど教育長も答弁しましたとおり、チャレン

ジテストの結果について、入学者選抜に活

用されていることについては、多くの課題

があると考えております。評定の公平性の

担保というチャレンジテストの目的の一つ

にも一定の理解は必要であるとは考えます

が、やはり課題は課題として、引き続き府

教育庁に対して意見を申し上げてまいりた
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いと考えております。 

 続きまして、中学校給食のご質問でござ

います。 

 これまで、中学校給食のあり方につきま

しては、デリバリー方式選択制を実施して

いる近隣他市の事例や、全員喫食に切りか

えた団体の事例など、研究を行ってまいり

ました。しかしながら、今回、より専門的

な見地から、中学校給食における現状の課

題を整理し、今後の効果的な実施方法等に

ついて調査・研究を進めてまいりたいと考

えております。具体的には、現行のデリバ

リー方式選択制も含め、ほかの自校方式、

親子方式、センター方式の実現可能性や、

各実施方式にかかる費用負担、また、建築

基準法はじめ各種法令上の問題、学校現場

における課題分析等を行い、中長期的に本

市にとって最適な給食実施方式を判断する

上での基礎資料を作成いたします。その資

料をもとに、今後、中学校給食のあり方に

ついて議論を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 次世代育成部長。 

○小林次世代育成部長 幼児教育・保育の無

償化についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 現状といたしまして、本市では、公立の

保育所３園、幼稚園を３園運営しておりま

すが、それ以上に多くの民間保育所・幼稚

園・認定こども園が教育、保育の提供を行

っておられます。いずれの施設も、保育所

保育指針や幼稚園教育要領、幼保連携型認

定こども園教育・保育要領に基づき、それ

ぞれ高い教育・保育水準を保ちながら運営

に当たっていただいております。 

 そのような中、無償化が実施される予定

でございますが、無償化によるニーズの変

化のほか、保護者の働き方の変化などによ

り教育・保育ニーズが多様化しており、そ

のニーズに対応していくことが市の責務で

あると考えております。今後も、民間と連

携しながら、喫緊の課題である待機児童解

消をはじめ、子育て支援の充実に取り組ん

でいくことが重要であると考えておりま

す。 

 続きまして、保育所等の待機児童につい

てのご質問にお答えいたします。 

 平成３１年４月入所の一斉受付につきま

しては、昨年度の入所申し込み人数に比べ

７０名以上増加している状況でございま

す。傾向といたしましては、やはり安威川

以北地域への施設の入所を希望される方が

多く、年齢別に見ますと、１歳、２歳、３

歳が増加しているような状況でございま

す。４月１日の待機児童数の見込みでござ

いますが、施設整備により定員の増加を図

っていることから、昨年の４４名に比べ、

やや減少すると見込んでおります。平成３

１年度の予算案として計上しております待

機児童解消のための施設整備の内容でござ

いますが、せっつ遊育園の分園、とりかい

ひがし遊育園の分園、小規模保育事業を安

威川以北地域に整備し、合わせて５０名ほ

どの定員増を図る予定でございます。 

 続きまして、学童保育についてのご質問

にお答えいたします。 

 延長保育等のサービス向上につきまして

は、民間事業者の力をお借りして進めてま

いりたいと考えております。学童保育事業

につきましては、民間事業者においても実

施できる事業であると考えており、一部の

市立学童保育室の運営業務を委託するもの

でございます。市の責任において、運営業

務の仕様及び事業者選定を行うとともに、

委託後におきましても履行確認を実施いた
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します。 

 次に、公設公営での延長保育の実施を再

検討する考えに関するご質問でございます

が、市の任用する職員における勤務条件面

での課題や慢性的な人員不足の状況の中

で、サービスを向上するための方策として

民間委託を実施するものでございます。し

たがって、公設公営での延長保育実施につ

きましては、人員体制を整えることについ

て課題があると考えております。 

 次に、委託事業者の対象に関するご質問

でございますが、当初の方針では、広く事

業者を募集することも検討しておりました

が、子ども・子育て会議並びに保護者説明

会でのご意見を参考にさせていただき、庁

内で再度検討した結果、これまで本市にお

いては学童保育室運営業務を民間事業者へ

委託した実績がないことから、今回につき

ましては、社会福祉事業を行うことを目的

とされ、本市において保育所、幼稚園等の

運営実績がある社会福祉法人または学校法

人が望ましいと考えたものでございます。 

 次に、指導員の配置に関するご質問でご

ざいますが、地域の実情に応じて指導員の

配置基準を緩和できるよう、国において検

討がなされております。学童保育室におけ

る質の確保は重要なことであると認識をし

ており、今後、国の動向を注視してまいり

ます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 市長。 

○森山市長 再度の質問にお答えをいたしま

す。 

 今までも言ってきたかもわかりませんけ

れども、いろんな開発の場合、民民間での

出来事は多々ございますが、原則、行政

は、その場合、中立であるべきでありま

す。ただ、今回の件につきましては、当初

から、古くからそこにお住まいの方の目線

で業者に対して厳しく指導してきたことは

ご理解をいただきたいと思います。今もそ

の気持ちは変わっておりません。 

 しかし、さっきも言いましたけれども、

一方で法的な手続、これが進んでいること

も事実でございます。好むと好まざるにか

かわらず、仮にですけれども、建築をとめ

ることができない場合、前提にするのは嫌

ですけれども、建設工事中とか、また、施

設の運営開始後の課題への対応とか、そん

なことを協議することが可能であれば、双

方で知恵を出し合うよう再度指導するとい

うようなことも可能ではないか、いろんな

ケースを考えているところでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 国民健康保険料についてであ

ります。 

 今もご答弁いただきましたけど、今回の

値上げは、府統一化に向けた値上げ分と自

然増分の値上げ分、両方が必要だったけれ

ども、これは保険料があまりにも高くなり

過ぎるということで、今回、自然増分だけ

にとどめたというようなご答弁だったかと

思います。そこは努力をしていただいてい

るということなのかと思いますが、これ

は、逆に言うと、今後５年間で統一化に向

けた値上げが一体どのぐらいの負担を市民

に押しつけられてくるのかということも非

常に心配されることだと思います。北摂市

長会として、５年後の統一化に向けた期限

を延長するようにというような要望書も出

しておられることからも、この問題が非常

に深刻だということを示しているんじゃな

いかと思うわけです。また、独自の減免制

度についても、大阪府市長会が大阪府に要

望書で、各市町村の減免制度が歴史的経緯
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を踏まえたものだと、及び、それを統一す

ることの困難性を十分に認識してほしいと

いうようなことも述べているわけですね。

市町村のこうした思いを大阪府に届けてい

るわけですから、統一化のもとに進められ

ている国保料の値上げはもちろんですが、

独自の減免制度の廃止、縮小、押しつけに

ついて、市長会と連携をしながら引き続き

毅然たる態度をとり続けていただきたい、

市民負担の軽減を図るように求めていただ

きたい、これを意見として申し上げて、今

後の議論にまた任せたいと思います。 

 それから、市長からもご答弁がありまし

た研修センターの建設についてでありま

す。 

 この間、開発協議という事務的な問題に

ついて、とめる権限がない中で、丁寧な説

明を指導されて５回説明会を開いてきたと

いうことについては、私も市長の努力とい

うのは評価できるものだと思っています。

ただ、住民として見れば、本当に閑静な住

宅地に突然できる研修センター、住民の不

安というのは、やっぱりこれは理解できる

ものだと思います。テレビの報道があった

後、さらに署名が増えたと。摂津市民の関

心が高まっているわけですね。こういった

声に、そういう開発協議基準という法的な

ものだけでなく、先ほども申し上げました

ように、地方自治体としての本務、住民の

安心できる住環境を保障していくという観

点からの努力というのは続けるべきだと。

かつて摂津市は、学園町でダイエーの配送

センターの進出計画があったときにも、ま

た、千里丘東地域でニッショー駐車場の整

備などでいろいろ住民の反対運動が起きた

ときも、行政が住民の不安に寄り添う姿勢

があったということを先輩からも聞いてお

ります。その立場を堅持していただき、あ

らゆる段階において、市の権限外だからと

言って地域住民と事業者間の問題だけにせ

ずに、市民が安心して暮らせるような立場

で、市長がおっしゃったように市の役割を

今後ももっと果たしていただきたいと、果

たすべきだということを申し上げておきた

いと思います。 

 学童保育についてでありますが、民間委

託によって安心・安全が崩されるんじゃな

いか、これが保護者の皆さんの一番の不安

です。延長保育や高学年受け入れ、安心し

て働きながら子育てがしたい、これは保護

者の皆さんの一番の願いです。どっちか選

べと言われてもこれは無理な話で、自治体

が責任を持って両方をかなえていくという

のが大事なことだと思いますが、わずか１

か月から２か月の間、保護者の皆さんが本

当に理解できたのか、納得したのか、改め

てお聞きしたいと思います。 

 民間委託で起こり得る問題として、私は

これまでも何度も議論してまいりました

が、子どもとの安定的、継続的なかかわり

が重要である指導員や運営主体も、やはり

継続的、安定的なものでなければならな

い、また、公募による業者選定は競争で、

３年から５年という短い期間で業者がころ

ころかわってしまう問題、行政責任の低下

など、いろいろと指摘してきましたが、こ

れまでのご答弁で、こういった不安解消に

至るようなご説明がないのではないかと思

います。社会福祉法人、学校法人に限った

ことについても初年度だけ、株式会社の参

入についての問題意識についても非常に希

薄ではないか、これでは保護者の皆さんの

不安を本当に解消することはできないとい

うことを申し上げて、再検討を改めて求め

ていきたいと思います。 

 ３５人学級拡大については、他市でも子
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育て支援、学校の環境がよくなったとホー

ムページで宣伝している市もあります。市

としての努力を求めます。 

 また、中学校給食も、一日も早く全員で

食べられる給食にかじを切るべきだという

ことを申し上げて私の質問を終わらせても

らいます。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。次世代育成部長。 

○小林次世代育成部長 学童保育についての

ご質問にお答えいたします。 

 保護者の方に対しましては、昨年８月か

ら現在に至るまで、説明会をはじめ、ご質

問に対します本市の考え方の資料の配布等

を行ってきております。保護者のご意見を

いただく機会を十分に確保しながら丁寧に

進めてまいったところでございます。保護

者説明会の中では、民間委託に関する本市

の考え方につきましては一定理解を得られ

たものと考えておりますが、引き続き丁寧

に保護者の方と向き合い、取り組みを進め

てまいりたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 安藤議員の質問が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時３７分 休憩） 

                 

（午後 ０時４３分 再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

 休憩前に引き続き、代表質問を続けてま

いります。 

 次に、渡辺議員。（拍手） 

  （渡辺慎吾議員 登壇） 

○渡辺慎吾議員 それでは、改革クラブを代

表して平成最後の質問をさせていただきま

す。 

 ここ数年、極東アジアの政治状況が揺れ

動いております。過去からの枠組みが大き

く変わろうとしております。特に、日米間

の同盟が崩れかけ、そして、中国の海洋進

出が顕著にあらわれ、南シナ海、東シナ海

の領有権を主張し始め、軍事的な緊張が高

まりつつあります。韓国では文政権が誕生

し、過去の清算として反日活動が目立ち始

め、慰安婦問題や徴用工問題、自衛隊機へ

のレーダー照査問題等で、過去になく日韓

関係が悪い方向に進みつつあります。北朝

鮮には核ミサイル、拉致、経済制裁と、ア

メリカを巻き込んでの先の見えない政治状

況にあります。ロシアとは領土問題と、そ

れぞれの国の思惑が入り乱れ、日に日に不

安定さが増しております。 

 安倍政権は、戦後２番目の長期政権であ

ります。さまざまな批判が安倍政権に向け

られておりますが、この難局を安倍首相以

外のほかに誰がかじ取りすることができる

のか、私の脳裏には浮かばないのでありま

す。 

 平成の３０年間は、私の今までの議員生

活そのものでありました。初当選は平成元

年、バブルの崩壊が始まり、日本は最悪の

経済状況に向かっておりました。前例を見

ないほど企業の業績も悪化し、多くの優良

と言われていた企業も倒産していきまし

た。新卒の求人も減り、就職難民という言

葉ができ、学生たちにとっては就職氷河期

の時代が続きました。そして、経済が上向

きかけたときにリーマンショックが起き、

また経済は下降線をたどっていきました。

乱高下の激しい３０年であったわけであり

ます。 

 摂津市においても、当然、日本経済と連

動し、一時は赤字再建団体一歩手前まで落

ち込んでいましたが、行政改革に次ぐ行政

改革を断行し、危機的状況を回避してまい

りました。 
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 そこで、今後、新年号のもと、国も地方

行政も先行きが予想できない状況の中、ど

のようにかじ取りをしていかれるのか、こ

れから質問していきたいと思います。 

 まず初めに、市民が元気に活動するまち

づくりについて、鳥飼野々一丁目地区にお

ける外国人の研修センター建設問題につい

てであります。安藤議員も質問されており

ましたが、私はもう一歩踏み込んで質問し

たいと思います。 

 今、地域の住民と業者との話し合いは、

どちらの意見も折り合いがつかず、平行線

をたどっているように思います。行政とし

て成り行きを静観していた状況では、いず

れ業者側がしびれを切らし、訴訟が起きた

り、さまざまな問題が起きてきます。そし

て、最後には建設を認めざるを得ない状況

になるのではないかと思われます。 

 この話し合いは、業者側への住民の不信

感から始まっております。最初の段階での

ボタンのかけ違いから折り合いがつかない

ということになっているように思われま

す。 

 そこで、行政が、第三者的な対応に終始

せず、積極的に双方の話し合いの仲裁に入

られるお考えはないのか、お尋ねしたいと

思います。 

 次に、みんなが安全で快適に暮らせるま

ちづくりについて、防災行政無線の音声伝

達区域についてであります。 

 明和池公園に防災行政無線のスピーカー

を設置されるということはいいことだと思

いますが、摂津市域において、千里丘周辺

は高台に位置し、比較的安全な地域と認識

しております。しかし、安威川以南は、ハ

ザードマップでも示されているとおり、ゲ

リラ豪雨等で水没する危険があり、最重要

警戒地域であります。 

 そこで、この防災無線スピーカーを以南

地区の各公園や公共施設に設置し、地域住

民にいち早く避難を促せるようにされるお

考えはないのか、お尋ねしたいと思いま

す。 

 続きまして、防災士資格取得支援制度に

ついてであります。 

 地域の防災活動を担う人を養成すべく、

防災士の資格取得支援制度を創設するとあ

りますが、市内に防災士の資格保有者は一

体何人おられるのか、また、具体的にどの

ような仕事をされているのか、地域ごとに

区分けして資格保有希望者を募集するの

か、摂津市において何人の防災士が必要な

のか、どのように想定されているのかお尋

ねしたいと思います。 

 次に、みどりうるおう環境を大切にする

まちづくりについて、自然エネルギーの活

用について。 

 最近、地方に行った折、空き地や個人宅

にソーラーパネルが設置されている景色を

よく見ます。公園等に植樹をし、まちかど

にフラワーポットを設置することも大切だ

と思いますが、より積極的に自然エネルギ

ーの活用を促すためにも、個人宅にソーラ

ーパネル設置補助金制度を創設されてはい

かがかと思います。また、本市は、現在、

企業等に対してそのような制度を適用され

ているとお聞きしております。お考えをお

聞きしたいと思います。 

 次に、暮らしにやさしく笑顔があふれる

まちづくりについて、認知症施策について

であります。 

 せっつはつらつ脳トレ体操で、体力の向

上と認知機能向上の効果測定を行うとあり

ますが、その対象者はお年寄り全般なの

か、それとも既に認知症を発症されている

方々なのか、見守り体制の充実とあります
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が、一部の職員が養成講座を受講するの

か、職員全員が受講されるのか、また、受

講し、認知症サポーターになった職員が、

認知症を発症している方々をどのようにし

て見守るのか、お尋ねしたいと思います。 

 せっつ服薬適正化プロジェクトについ

て。 

 我々の年齢になると、さまざまな持病が

あり、また、生活習慣に伴う病が懸念さ

れ、複数の薬を服用することが多々ありま

す。お薬手帳を所持して不適合な薬品には

注意している現実があります。また、病院

から調合され、医師の処方箋で服用してい

る薬のほか、サプリメントや民間の薬局等

で買い求めた薬との兼ね合いをどのように

適正化していくのか、対象者は国保の保持

者だけなのか、市民全般なのか、具体的な

対応をお尋ねしたいと思います。 

 続きまして、ＤＶについてであります。

これはちょっと教育委員会にもかかわって

くるかもしれない質問ですが、今、ＤＶ

は、男性、女性に対してだけではなく、全

ての人間関係において発生しております。

先日、千葉県野田市で父親が娘に暴力を振

るい死亡させる痛ましい事件が発生しまし

たが、親子関係、夫婦関係、さまざまな場

面で発生しております。そのような社会状

況からＤＶ全般的な対応が必要と思います

が、お考えをお聞きしたいと思います。 

 次に、誰もが学び、成長できるまちづく

りについて、せっつＳＵＮＳＵＮ塾につい

てであります。 

 以前から摂津市の小・中学校の学力レベ

ルの低さが問題視されており、教育委員会

もさまざまな取り組みをしてこられました

が、これまで目立った効果が得られません

でした。今回、そのような塾を実施し、具

体的に学力向上に向けての取り組みをどの

ようにされるのか、また、実際、摂津市内

にある小学校では、学力が日本全体の平均

以上に達したと聞いておりますが、その小

学校ではどのような取り組みがなされてお

るのか、お尋ねしたいと思います。 

 最後に、活力ある産業のまちづくりにつ

いて、販路開拓の支援について。 

 資本主義国家においては、民間企業がそ

れぞれの自社製品を開発し、その製品の優

秀さを競い合い、そして、その製品を宣伝

し、消費者に販売する手法をさまざまな方

法で競い合うことが是とされております。

そういう観点から、行政という公がどのよ

うにして販路の開拓の支援をされるのか、

それはある意味ルール違反ではないかと思

いますが、お尋ねしたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 それでは、改革クラブを代表し

ての渡辺議員の質問にお答えをいたしま

す。 

 まず最初に、鳥飼野々一丁目地域におけ

る研修センターに関しての質問でございま

す。先の答弁と少し重なるかもわかりませ

んが、ご理解をいただきたいと思います。 

 摂津市では、年間を通して１００件近

く、いろんな建築関係等々の申請がござい

ます。その規模にもよりますけれども、建

築の場合は都市計画法、そして建築基準

法、これをクリアしていただくことになり

ます。それに加えまして、当市では、将来

的に公共施設等々への不都合があってはい

けませんので、独自で開発協議基準という

のを設けております。これは法的な拘束力

はないんですけれども、できるだけこれを

遵守していただくよう指導しておるところ

でございます。 
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 先にも述べましたけれども、民民間で１

年を通じてさまざまな問題がございます。

その場合は、原則、我々行政は中立の立場

でいなければなりません。けれども、今回

のこの施設の件につきましては、当初か

ら、そこに古くから住まわれる住民の皆さ

んの目線で厳しく行政指導に取り組んでき

たことは事実でございまして、今もその思

いは変わっておりません。 

 ただ、これも言いましたけれども、一方

で、法律はもちろんですけれども、この協

議基準もクリアされ、手続が進んでいる事

実もございます。開発協議基準の中の一つ

の項目に地元の説明会というのがございま

す。この説明会を５回されたという報告を

受けております。それから、その後少し時

間がたっておりますけれども、いまだなか

なか地元の皆さんの理解が得られるような

着地点が見出せてないように思っておりま

す。 

 今後は、再度といいますか、地元の皆さ

んの理解が得れるような何か着地点を見出

すことができないか、双方に呼びかけてま

いりたいと思います。この件については、

現時点ではご提案にお応えして呼びかけて

いくということでございます。 

 それから、防災行政無線の音声伝達区域

についてでございますけれども、大規模災

害時、市民の皆様への避難情報の提供な

ど、迅速に災害関連情報を伝達することは

大変重要でございます。その伝達手段の一

つといたしまして、本市では、市内の１６

か所の公共施設に防災行政無線のスピーカ

ーを設置し、音声放送を実施いたしており

ます。この防災行政無線につきましては、

以前はアナログ回線でございましたが、昨

年、デジタル回線に変更するとともに、ス

ピーカーの位置の見直しや増設によりまし

て、音声の伝達エリアを従前より約４倍拡

大させることができました。 

 ただ、防災行政無線は文字ではございま

せんで、音声で情報をお伝えいたしますの

で、多くの情報をお伝えすることは困難で

ございます。また、豪雨時や雨戸を閉めた

室内では聞こえにくい場合もございます。

このため、市のホームページやエリアメー

ル、地上波デジタル放送による情報提供な

ど、防災行政無線に限定せず、さまざまな

媒体を活用し、迅速、正確に市民の皆様に

必要な情報をお届けできるよう鋭意努めて

いるところでございます。 

 続いて、防災士の資格取得支援制度につ

いてでございますが、私は、各地の相次ぐ

災害報道に加え、昨年の大阪北部地震や台

風２１号の被災経験から、市民の皆様の防

災意識は格段に高まっているように感じて

おります。明らかに災害を我が事として捉

える意識が芽生え始めたことは確かであり

ます。こうした我が事意識をさらに広め、

防災力を高めていくために、新年度から防

災士の資格取得を支援する制度を創設いた

します。 

 現在、本市には４０名の防災士がおられ

ます。災害ボランティアとして自発的に活

動されておられるようでございます。今後

は、市が資格取得に要する費用の約半額を

支援させていただくことで、自主防災訓練

への積極的な参加や、万一の際には避難所

運営のサポート役を担っていただける実践

的な防災士を一人でも多く養成してまいる

所存でございます。また、２８か所ござい

ます各公的避難所に防災サポーターとして

登録していただいた防災士を１０名程度ず

つ配置してまいりたいと考えております。 

 自然エネルギーの活用についてのご質問

でありますけれども、太陽光発電をはじめ
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とする自然エネルギーは、安定供給面やコ

スト面でさまざまな課題があるものの、温

室効果ガスを排出せず、国内で生産できる

ことから、環境負荷の低減に寄与するエネ

ルギー源でございます。本市におきまして

は、これまで、コミュニティプラザ、別府

コミュニティセンターなど、公共施設に太

陽光発電システムを率先導入しているとこ

ろでございます。また、企業立地等促進条

例を設け、事業所に太陽光発電装置を導入

する法人に対し、償却資産の固定資産税相

当額を補助しております。 

 しかしながら、一般住宅等につきまして

は、対象が土地や建物の所有者に限られる

ことや、個人の資産形成への補助になるこ

とから、平等性に欠けるとの考え方もあ

り、現在、補助制度は設けておりません。

環境負荷の軽減に関する最近の動向としま

しては、太陽光発電設備の単独設置ではな

く、蓄電池や高効率給湯器などの省エネル

ギー設備、高断熱構造の外壁などを組み合

わせたエネルギー使用実質ゼロ住宅の普及

を促進する観点から、補助制度を設ける傾

向がございます。今後、自然エネルギーの

普及促進がさらに図れるよう、国の動向や

他市の先進事例等を研究しながら、補助制

度の創設について検討してまいりたいと思

います。 

 認知症施策と見守り体制についてのご質

問でございますが、認知症高齢者は高齢化

の進展とともに増加しております。本市で

は、第７期せっつ高齢者かがやきプランの

重点施策に認知症施策の充実を掲げ、認知

症についての啓発、認知症の予防と早期対

応、認知症高齢者や家族への支援に取り組

んでいるところでございます。認知症予防

の観点から平成２９年度に制作いたしまし

たせっつはつらつ脳トレ体操につきまして

は、高齢者のグループを対象に実施する介

護予防講座で、脳トレ体操や健康体操に取

り組んでいただき、その効果測定により認

知症予防、介護予防を推進するものでござ

います。 

 次に、認知症サポーター養成講座につき

ましては、認知症についての正しい知識と

理解を深め、認知症高齢者やその家族の方

への接し方を学んでいただくもので、これ

まで約３，４００人の市民の方にサポータ

ーになっていただいております。さらに、

全ての職員が認知症について理解を深め、

日常業務等に生かしていけるよう、今年１

月には市の管理職を対象に講座を実施して

おり、順次全ての職員を対象に実施してま

いります。市民一人一人が認知症への正し

い知識を持ち、理解を深めるとともに、認

知症の人の意思が尊重され、できる限り住

み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ま

ちぐるみでの見守り体制の充実を図り、み

んなで支える社会を実現してまいりたいと

思います。 

 せっつ服薬適正化プロジェクトについて

の質問にお答えをいたします。 

 本市の高齢化率は、平成１２年度の１

１．９％から平成２９年度には２５．４％

に突入するなど、高齢化が急速に進む中、

さまざまな課題への対応が迫られている状

況であります。医療、とりわけ服薬の分野

で申しますと、高齢になればなるほど服薬

するお薬の種類も増え、高齢化に伴う臓器

機能の低下により薬が効き過ぎる状況が考

えられるなど、多剤を服用することで生じ

る健康へのリスクは高くなると言われてお

ります。 

 そこで、高齢化が加速する本市の状況を

鑑み、着目した取り組みがせっつ服薬適正

化プロジェクトでございます。内容としま
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しては、国民健康保険被保険者の方で、複

数医療機関を受診され、６剤以上服薬され

ている方を基本に対象者の抽出を行い、服

薬履歴を載せた通知書を市から送付いたし

ます。その後、通知を受けられた方が、そ

の通知をお近くの薬局に持参し、ご相談い

ただくことで、薬局にて残薬調整やアドバ

イスをしていただくものでございます。併

せて残薬袋もお渡しし、ご活用いただくこ

とで、全体として健康リスクを軽減する取

り組みとなっております。実施に当たりま

しては、丁寧な制度の説明、周知を行い、

市民の健康増進を力強く推進してまいりた

いと考えております。 

 ＤＶに対する質問でございます。 

 ＤＶは、男女問わず、配偶者やパートナ

ー、恋人など、親密な関係にある、または

あった者から繰り返し振るわれる暴力でご

ざいます。あらゆる暴力は、人権を侵害

し、決して許されないものとの認識を広く

社会に徹底するとともに、その防止に向け

て取り組んでおります。被害者に対する相

談窓口の開設や各種法律相談、カウンセリ

ング等を実施しております。さらに、命の

危険があるような緊急性の高いものにつき

ましては、一時保健所への入所措置を行っ

ております。また、夫婦間だけでなく、ご

質問にある親子関係、特に子どもたちへの

虐待事案につきましては、教育委員会、福

祉部門との連携を図りながら対処している

ところでございます。年々複雑・複合化の

傾向にございますので、今後とも連携して

しっかりと対応してまいりたいと思いま

す。 

 販路開拓の支援についてでございます

が、ご質問のとおり、企業が自社製品の販

売先を確保するには、みずからの努めで行

っていくものと考えております。摂津優品

（せっつすぐれもん）につきましては、市

内の事業所等で生産・製造・加工され、一

定の基準を満たすすぐれた商品を摂津ブラ

ンド認定委員会にて認定しているものでご

ざいます。販路開拓の支援につきまして

は、摂津優品（せっつすぐれもん）をＰＲ

していくことで、ものづくりのまち摂津市

の知名度向上、産業振興と地域活性化を図

っていくことで支援につながるものと考え

ております。 

 以上、私からの答弁とさせていただきま

す。 

○嶋野浩一朗議長 教育長。 

  （箸尾谷教育長 登壇） 

○箸尾谷教育長 教育委員会所管分のご質問

にお答えいたします。 

 せっつＳＵＮＳＵＮ塾の取り組み及び学

力向上に成果のあった学校の取り組みでご

ざいます。 

 私は、毎年学校を訪問し、学校の雰囲気

や、あるいは子どもの授業の様子等を拝見

しておりますけれども、今年は、どの学校

も、非常に落ちついた環境の中で子どもた

ちが生き生きと授業に取り組んでいると感

じております。これは、児童・生徒の問題

行動件数におきましても、ピーク時から件

数が７割減となる劇的な改善をしておる状

況が裏づけていると思います。また、各種

の学力調査でも学力向上の成果が見られて

おりますことから、私としては非常に明る

い希望を持って学校を見ております。 

 それでは、ご質問のせっつＳＵＮＳＵＮ

塾の取り組み及び学力向上に成果のあった

学校の取り組みについてお答えします。 

 まず、せっつＳＵＮＳＵＮ塾の取り組み

でございますけれども、学力調査等により

まして、本市児童・生徒の学力の課題とし

て、学力低位層の割合が高いこと、そして
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また、学校の授業以外で学習することが全

くないと回答した児童・生徒の割合がどの

学校にも多いことが明らかとなっておりま

す。 

 そのため、教育委員会としましては、平

成２９年度からせっつＳＵＮＳＵＮ塾をス

タートさせました。せっつＳＵＮＳＵＮ塾

は、今年度から市内５か所、全中学校区の

公共施設等を会場として、１会場当たり定

員２５名で開催をしております。内容とし

ましては、四則演算や分数、小数など計算

の基礎となる小学校６年生及び正負の数や

関数などといった数学の基礎となる中学１

年生に限って開講しております。 

 その成果といたしましては、受講者に対

して学期ごとに行っております習熟確認テ

ストにおきまして、受講者の平均点と全国

の受講者の平均点の差が、１学期よりも２

学期のほうが小学生、中学生ともに約６点

縮まるなどの学力の向上が見られ、参加児

童・生徒の基礎的な計算力の定着に成果が

あったものと捉えております。また、家庭

学習の時間につきましても、ＳＵＮＳＵＮ

塾受講中の中学生のうち、平日の学習時間

が毎日１時間以上と答えた生徒が１学期に

は半数に満たなかったものが、３学期にな

りますと６割近くになるなど、学習習慣の

定着にも効果があったものと捉えておりま

す。 

 次に、議員がお示しの、本市小・中学校

の中で、とりわけ今回国語の調査で成果を

上げた学校での取り組みですが、その学校

では、子どもたちの課題が語彙や表現の力

が乏しいことであると捉え、学校全体で言

葉を大切にする取り組みを行っておりま

す。具体的には、授業の中で問題が解け

る、解けないといったことだけで終わらせ

るのではなく、なぜそうなったのかを根拠

や理由をもとに自分の言葉で表現させるよ

うに取り組んでおります。また、教員は、

授業の中で複数の子どもたちの発言を取り

上げ、それをつなぐことでさらに子どもた

ちに深く考えさせるなど、言葉にこだわっ

た指導をしております。このように、単に

教員が教えるだけではなくて、子どもたち

の主体的な活動を重視する指導方法の工夫

改善が成果につながってきているものと考

えております。 

 そして、さらに重要なことは、これらの

取り組みが特定の教員だけでなく学校全体

で取り組まれていることです。校長のリー

ダーシップによりまして、学校全体でこう

した授業改善の機運が高まり、公開研究授

業等の機会を少しずつ積み重ねてきた成果

であると教育委員会としては捉えておりま

す。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 まず、研修センターについてですけど、

これも今後はずっと市長と私の議論になっ

ていくと思いますが、市長、この運営業者

の方というのは、僕が市長の秘書をやっと

ったときからの旧知の仲ですよね。これ

は、青年会議所、ロータリークラブを通じ

て市長との関係が非常に深い方々ですし、

ある意味、政治家森山一正を支えてきた

方々と私は受けとめております。 

 そこで、先日、さまざまな局がいろんな

方向からマスコミ報道されておったんです

けど、「とくダネ！」、これはフジテレビ

系ですかね。私はその報道を見ておったと

きに、そこで住民と、それから業者側との

やりとりが映されとったんです。で、土地

を取得して研修センターをつくるまでのプ
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ロセスが完全に間違うとったというような

ことがよく理解できたんです。まさに住民

と業者側の不信感、最初言うとることと後

ほど言うとることが違うやないかというこ

とで非常に激論が交わされとったわけです

よね。そこで一人の住民の方が、これは道

徳観の欠如やという形で発言されておりま

した。そのことが非常に私の耳に残ったん

ですけど、市長は、人間基礎教育、私がこ

れを何回か質問させていただいたときに、

人間基礎教育とは何ぞやという中で、世の

中、法律さえ守っとったらいいんではなく

て、やっぱり人間と人間のきずなとか道徳

意識が必要や、法律を守るんは国民として

最低限のことであって、そういう道徳心を

持った市民を、また子どもたちをつくるた

めにも私はこの人間基礎教育を提唱したん

やというようなご答弁をいただいた、そう

いう記憶があるわけですけど、そういう意

味で、今回、現場の担当部長に間に入れと

いうことになってきたら、やっぱしそれは

建設ありきの話し合いしかできないような

状況ということ、とりあえず条件闘争にな

ってしまうんじゃないかということを言う

ておられました。そのとおりやと思うんで

す。しかし、法律を守っとるからええやな

いかというような形で業者が進めていくこ

とに関して、私は、担当部長が入るんでは

なくて、人間基礎教育を提唱されている市

長みずからがその業者との間に入って、何

とか丸くおさめられるような一つの手段を

講じるお考えがないのか、そのことをお聞

かせ願いたいと思います。９，３７８筆の

署名を集めた。署名を集めて、市民は市長

室にその署名を持っていって、それを市長

が受け取ったということは、やっぱり市民

の皆さんはそれを期待されとると思うんで

すが、その点お聞かせ願いたいと思いま

す。 

 次に、例のスピーカー設置ですけど、市

内に１６か所、公共施設にスピーカーを設

置してあるとご答弁いただきましたけど、

その存在、どこにそのスピーカーがあるの

かということ、また、これは騒音問題もか

かわるかもしれませんけど、非常事態が起

きましたということのスピーカーの呼びか

けを地域住民にされるような訓練はしたこ

とがあるのかどうか、それも２回目、お聞

かせ願いたいと思います。 

 次に、防災士の件ですけど、防災士と私

が所属しておる消防団、そして地域の自治

会と連携して、何かそういう災害が起きた

ときにその連携がしっかりと生きるような

方法を考えることはないのか、それも２回

目、お聞きしたいと思います。 

 続きまして、３の（１）環境問題です

ね。これは、個人の家やったら利益を誘導

するんで、ちょっと無理かなというような

ことを答弁されとったんですけど、ＣＯ２

削減は、これは国家の責務であって、地方

自治体がその責務の一端を担うのは当然で

すし、それから、市民一人一人の意識がや

っぱり重要です。公平性に欠けるというこ

とはちょっと違うのではないかと私は感じ

るんですね。現実に個人の家にソーラーパ

ネルを置くことに関して補助金制度をつく

っている地方自治体もあるということなの

で、これは要望にしておきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 それから、認知症の件ですけど、私も実

際９２歳の母親がおりまして、少し認知症

が入っておりまして、症状が出たり出なか

ったりするんですけど、認知症ということ

に関して、自分も何か非常に鬱病みたいな

感じでお年寄りがなってしまう。それは、

周りが認知症であっても人間の尊厳を守ろ
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うという、そういう配慮がやっぱり必要だ

と思うんであります。その点、認知症を見

守るということなんですけど、しっかりと

認知症患者に対しての人権、そして人間の

尊厳を大切にするよう、これも要望をお願

いしたいと思います。 

 次に、せっつ服薬適正化プロジェクトに

ついてですけど、これは新聞にも掲載され

ておりましたけど、画期的な施策やという

ことで評価されておったんですけど、当

然、医療機関からそういうふうにして薬の

情報をいただいて、私もそういうのをいた

だいておるんですけど、ただ、民間の薬局

とか、それから、今は非常にさまざまな企

業がサプリメントの販売促進をしているわ

けですけど、それと併用して飲まれる方も

多いということなんですけど、そういうこ

とで、本当に医療機関からの薬だけを対象

にするのか、また、全てそういう形で提出

されて、それをさまざまに精査しながら薬

の適応性を指導するのか、その辺をお聞か

せ願いたいと思います。 

 続きまして、ＤＶの件ですけど、最近で

は千葉県の野田市で子どもが父親に暴行さ

れて亡くなって、これは社会的に非常に衝

撃を受けたんですけど、昨日も、大やけど

を負った女の子がそのまま放置されておっ

て、母親はパチンコに行っとったというこ

とで非常に報道されとったんですけど、特

に子どもたちに対してのＤＶ、これは親子

関係ですから非常に難しいと思います。し

つけということで私も自分の子どもに手を

上げたこともあるわけですけど、その辺の

ことは非常に難しいんですけど、それをい

ち早く察知して、それに対する対応ができ

るような、そういう連携をしっかりととれ

るような組織が必要と思いますし、地域社

会の構築が必要と思いますが、警察とも連

携をとりながらやることも必要やと思いま

すので、そういうことを構築するお考えは

ないのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 それから、学校教育の件ですけど、よく

わかりました。これは何十年間も、私が議

員になってからずっとやと思うんですけ

ど、小・中学校の成績、学力を何とか上げ

たいということで、非常にさまざまな取り

組みをされておりました。大阪は、全国で

ブービーといいますか、最下位かブービー

を争っていたわけですけど、その中で摂津

市はまだ下のほうやと、その辺の底辺をず

っと何十年間も移動しとったわけです。さ

まざまな取り組みをされとったし、私はよ

く質問の中で、学校の先生だけの問題じゃ

ない、これはやっぱり家庭環境の状況とか

さまざまな問題が影響して、子どもたちの

学力に影響するんじゃないかという形で質

問しとったんですけど、でも、現実に摂津

市のある小学校では、国語に関しては全国

平均以上の成績を上げたということで、こ

れは本当に驚きというか、びっくりしまし

た。これは、家庭環境とか地域社会とかい

う問題じゃなくて、明らかに校長はじめ、

それから教員の指導力、その成果が出てき

たと思うんです。ほんなら、逆に言ったら

今まで一体何をしとったんということにな

るんですけど、しかし、これは過去のこと

を言うより、まずそういう結果がでたわけ

ですから、しっかりとその辺を分析して、

これは希望の星ですよね。そういう形で、

しっかりと教育委員会としてそのような前

例を分析して、ほんで議論して、そのこと

を生かせるようにやっていくべきと思いま

す。 

 教育長とも過去において沖縄県の話をさ

せていただいたと思うんですけど、沖縄県

は日本でも大阪府と争うような学力の低い
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県だったんですけど、もう１０番ぐらいに

なったとお聞きしました。それは、やっぱ

りその辺の現実をしっかりと分析して学力

向上に向けたということを聞いておりまし

たので、そういう点も踏まえてこれからや

っていただきたいと思いますし、その点に

関して次長のほうからご答弁いただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 それから、例の販路開拓のことなんです

けど、どうもひっかかるんですよ。例え

ば、摂津優品（せっつすぐれもん）はどう

いう基準で審査されたのか。約４，０００

の事業所が摂津市にあるんです。その中か

ら選ばれた企業、１０社か２０社か知りま

せんけど、ちょっと今数字は把握してない

んですけど、その企業が行政とともにＰＲ

されていく。ほんなら、そこに残された企

業には非常に不公平感ができるのではない

か、選ばれた会社だけが行政とともにＰＲ

されるというのは非常に不公平感があると

いうようなことを感じる企業も出てくるの

ではないかと思います。その点に関して、

どのような基準で摂津優品（せっつすぐれ

もん）の審査をされるのか、それから、そ

の不公平感の是正をどういうふうにされる

のか、お聞きしたいと思います。 

 ２回目の質問はこれで終わります。 

 それでは、まず、せっつＳＵＮＳＵＮ塾

につきまして、教育次長、お願いいたしま

す。 

○北野教育次長 せっつＳＵＮＳＵＮ塾をは

じめ、学力向上への取り組みについてのご

質問にお答えいたします。 

 教職員や子どもたちを含めた学校全体を

動かすためには、やはり校長のリーダーシ

ップが重要でございます。各校では校長は

じめ教頭が学力向上担当教員等を中心に学

力調査等の結果分析を行っておりますが、

課題解決のためには、学力調査を受ける学

年のみならず、全体で取り組むことが非常

に重要でございます。 

 まず、全体にリーダーシップを示す校長

の勢いといいますか、目標が大事でござい

ます。そんな中で、教育委員会といたしま

しては、毎年度、年度初めに教育委員の中

で学校経営計画を作成いただいておりま

す。そこで校長のビジョンをしっかり明確

にさせるとともに、教職員、保護者、地域

に対するプレゼンテーション能力を養うよ

うに行っております。 

 また、経営計画をつくった中で、ＰＤＣ

Ａを回すために、夏場に私も含めて教育委

員会事務局の職員が学校に赴きまして、サ

マーレビューということでその経営計画の

進捗を見ております。それとともに、教育

長みずから学力向上担当者と校長にヒアリ

ングをいたしまして、しっかり助言・指導

を行っております。 

 このように、今後も学校変革の原動力と

なる素養、力量、統率力にあふれた管理職

の育成に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 市長。 

○森山市長 再度の質問にお答えをいたしま

す。 

 外国人の施設に関する質問でございます

けど、言うまでもありませんが日本は法治

国家でございます。私はいつも言っている

とおり、法律を守ったら何でもええんかと

いうわけではありません。特に建築に関し

ては。でありますから摂津市独自の少し厳

しい基準をつくっておるわけでありまし

て、まさにご指摘のことがここにあるわけ

でございます。 

 事業主と私の関係についておっしゃいま

したけど、これは全くの別もんでありまし
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て、そのことでどうこうということは全く

なく、逆に厳しいわけでありまして、私が

話をするのはいつでもできる。やぶさかで

はございません。決して避けていることで

はありませんが、現在、担当で５回の説明

会が終わった後、また鋭意引き続いて地元

の皆さんの理解が得られるように先ほどの

ご指摘に対して促す場面でありますから、

今少し見てまいりたいと思っております。 

 それから、スピーカーの件でございます

けれども、１６か所の位置は、もうご案内

のとおりですけれども、小・中学校の校庭

と公共施設にあります。知らせてなかった

ん違うかというようなお話だったと思いま

すけれども、広報等々でやっていると私は

認識しておりますけども、もしお知らせが

行き渡ってないようであれば意味がありま

せんので、徹底をしていきたいと思いま

す。 

 それから、これの訓練といいますか、こ

れは私も自主防災訓練にしょっちゅう参加

をいたします。そのとき、始まる前に一番

大きくサイレンを鳴らして呼びかけていた

だいて、音の調整とか、風向きとかビルが

あったりとかで完璧に伝わっているか、私

自身もその場で自分自身の訓練をしている

ような状況でございますので、アナログか

らデジタルに変えて、やっぱりその経緯を

もう少し検証しながら次の手も打っていけ

たらと思います。 

 それから、防災士との連携ですけど、今

までの４０名の方、これは単独で皆さん行

動されております。市に協力していただけ

る場合もあるし、単独での場合もありま

す。これからは、市のカリキュラム等々を

受講していただいて、そして、防災サポー

ターとして協働して取り組んでいくことに

なります。 

 それから、せっつ服薬適正化プロジェク

トについてでございますけれども、ご意見

のとおり、お薬手帳を必ず提示して、その

方の服薬情報が医療機関、薬局で共有され

ている状態であれば、健康リスクは生じに

くいものと考えております。一方で、複数

の医療機関、複数の薬局に行かれている場

合には、お薬手帳を複数冊所持されている

ケースや、急患の場合などでお薬手帳の提

示忘れがあるなど、医療機関や薬局間で服

薬情報の共有化が図れていない状況がある

のも事実でございます。そのため、情報を

一元的に把握している保険者として、多剤

を服用されている方へ服薬履歴を載せた通

知書を送付する取り組みを実施するもので

ございます。 

 それから、子どもへの虐待についてのご

質問でございますけれども、具体的には、

不安を抱える子育て中の保護者が気軽に相

談できる体制づくりといいますか、保育所

や幼稚園、学校など、子どもからのサイン

を見つけやすい機関による早期発見、事案

が発生した場合には関係機関の連携による

的確な対応、家庭への働きかけをした後の

再発防止のための見守りなど、子どもの安

全を第一に考える中で実施してきておりま

す。取り組みに当たりましてはオール摂津

の体制が必要でありますことから、市の関

係各課のみならず、大阪府の子ども家庭セ

ンター、摂津警察署、民生児童委員協議会

など、子どもに関するさまざまな機関から

構成される要保護児童対策地域協議会など

のネットワークを設置して、啓発活動、情

報の共有、意識の向上を図っているところ

でございます。 

 摂津優品（せっつすぐれもん）について

の再度のご質問でございますけれども、こ

の認定後の支援内容等々につきましては、
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広報とかホームページにて周知を図ってお

ります。しかしながら、本制度はまだ２年

目ということで日の浅い制度でございます

ので、今後、多数の企業の応募があるよう

に周知に努めていきたいと思っています。 

 摂津優品（せっつすぐれもん）の認定に

関しましては、摂津ブランド認定委員会に

て認定をしております。ブランド認定委員

会の委員として、中小企業の専門職や行政

機関職員及び学識経験者など幅広い人材か

ら委員を構成いたしております。具体的な

審査基準につきましては、摂津らしさ、コ

ンセプト、信頼性・安全性、独自性・新規

性、市場性・将来性、この５点で審査をし

ております。公平性にもしっかりと配慮を

しておるところでございます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 ちょっと答弁漏れがありま

したけど、また質問させていただきます。 

 まず、市長、鳥飼野々の研修センターで

すけど、ここにもたくさんの傍聴者が来ら

れています。今の状況でしたら、物別れで

これで終わってしまって、法的に問題はな

いということで建設が始まったときに、そ

こでさまざまな新たな問題が惹起してくる

ような、そういう予感がするんです。やっ

ぱし建てるからには、気持ちよく地域との

しっかりとした合意があってこそ、その研

修センターも生きてくるし、そして、地域

の方々も落ち着いて生活ができると思うん

ですけど、今の状況やったら、あのむしろ

旗が立った状況で研修センターが建設さ

れ、また開設されるということになった

ら、非常に交通の問題やらさまざまな地域

住民とのあつれきが生じる可能性があるわ

けです。それが非常に私は懸念されるんで

すけど、私、提案として、これはきのう部

長を通して市長も聞いてはると思うんです

けど、行政であの土地を買いはったらどう

ですか。これは当然、業者の意向はあると

思うんですけど、そういう点で、市長は人

間関係はこれとは別やと言うかもしれませ

んけど、この状況で強引に業者がやって

も、非常に不都合も出てきたりするという

ようなことを今先ほど言いましたけど、そ

ういう意味で、あの土地を行政が買う。 

 よく僕もこれは以前に質問したことがあ

るんですけど、やっぱり安威川以南と安威

川以北では、安威川以南の方々は非常に不

公平感がある。安威川以北に公共施設が集

中して、安威川以南には公共施設が非常に

少ない、以前からそういう議論がなされと

ったわけです。市長もその点は非常に問題

意識を持っておられました。例えば総合体

育館の問題とか、それからコミプラ、別府

コミユニティセンターのような、そういう

ものをやっぱし安威川以南につくるべきや

という問題意識は市長も持ってはったわけ

でしょう。それで、私が質問したときに、

ご答弁は、そう思っても、やっぱり土地の

確保が非常に難しいということを市長は言

っておられたわけです。そういうことから

考えますと、研修センター建設予定地を市

が取得して、そして、これは時間をかけな

がら地域の人々と話し合って、それは体育

館は無理にしても、別府コミュニティセン

ターなりコミプラなり、その地域の人々が

喜ぶような施設を建てる、私はそういうよ

うな一つの提案をしたいと思うんですよ。 

 これは当然、何遍も言うようやけど、業

者がおることですから、そういう点で、市

長がしっかりとその間に入っていただい

て、そのような説得をしていただいて、市

が取得するようなことになりますと、ある

意味、３者とも丸くおさまるのではないか
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と私は勝手に思っているんですけど、その

提案をさせていただきたい。市長から、最

後の答弁になると思うんですけど、そうい

う形のご答弁をいただきたいと思うんで

す。 

 これは、何回も言いますけど、相手がお

ることやから、そんなにスムーズにいきま

せんけど、僕はその方法が一番いいんでは

ないと思うんです。安威川以南の施設の問

題も解決するし、地域住民の悩みも解決す

るし、そして、業者も、このまま押し切っ

ていったら、それとマスコミがこれを全国

報道しとるわけですから、当然マスコミ

は、その業者の名前は出ていないにして

も、多分いろんな方々はその名前を知って

いると思いますので、そういう面から、市

長、一遍胸襟を開いて話し合いをしてほし

いということを思いますので、その辺のご

意見を聞きたいと思います。 

 あとは、防災無線に関してはわかりまし

た。私もちょっと耳が遠くなったかなと思

うことがあるんですけど、なかなか高齢の

方というのは音声に対して鈍くなっている

わけです。スピーカーがええのか、また、

デジタルにしても、なかなかご高齢の方は

それを聞き取ることもできないんですけ

ど、一応緊急事態において、公共施設もそ

うなんですけど、公園等にもそういうスピ

ーカーを配置されて、そういう危険の周知

徹底を促すようなスピーカーを置くという

こと、これも要望しておきますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それから、防災士のことなんですけど、

これは、消防団とか地域住民との連携をと

って、その辺の連携を密にして、いざ災害

のときに対応されるお考えはないのかとい

うことで先ほど私は質問したんですけど、

ちょっとそのご答弁が漏れていましたの

で、これは３回目でご答弁いただきたいと

思います。 

 それから、ソーラーパネルは要望しまし

た。それから、認知症の件も要望としまし

た。 

 それから、薬の適正化の問題ですけど、

これは画期的なことですので、非常に薬の

過剰摂取というのは逆に命にかかわること

もあるかもしれません。薬剤師会、また医

療機関と十分連携をとりながら進めていた

だきたいと思います。 

 それから、ドメスティック・バイオレン

ス、いわゆるＤＶの件ですけど、これも親

子関係、そして家族関係、それからさまざ

まな関係でＤＶが起きます。当然、私も行

政も考え方は一緒で、ＤＶは最大の人権侵

害と思いますので、これを防ぐために、し

っかりと連携をとりながら、アンテナを張

って、そのことを感知して対応していただ

くように、これも要望しておきますので、

よろしくお願いします。 

 それから、教育委員会の件ですけど、一

つのいい見本ができましたので、今後とも

しっかりと努力して分析してやっていただ

きたいと思います。 

 それから、販路の拡大についてですけ

ど、学識経験者とかさまざまな小売店の代

表の方とか、いろんな方々がそういう審査

に向けてやられるということなんですけ

ど、そういう摂津優品（せっつすぐれも

ん）に選ばれなかった企業に対しても、例

えば期限を切って、また次の段階、次の段

階という形で、できるだけ公平にされるよ

うにする、それから、販路拡大の支援とい

うのは、非常に私は抵抗があるんですよ。

行政としてそれをやってええのか。その辺

のことは、やっぱりちょっと文言を変えな

がら対応していただくことがベストではな
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いかと思いますので、これも要望しておき

ます。 

 以上、３回目、終わります。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、２点につきま

して答弁をお願いいたします。市長。 

○森山市長 防災士の件、消防団との連携が

ちょっと漏れておりましたけれども、もち

ろん消防団の皆さんも自主防災訓練等々で

いろいろご苦労いただいておりますので、

より密に連携できるようにしていきたいと

思います。 

 それから、今ご提案がありましたけれど

も、研修センターの開発の申請以来といい

ますか、今のご提案があったような件

等々、いろんな方からいろんな意見がある

ことも事実でございます。私は、それぞれ

の意見を一つの案としてしっかりと受けと

めているつもりでございます。もちろん、

私の地元の話でありますから、よそごとで

はございませんので、いいかげんに考えて

いることはありません。何かしっかりとし

た着地点を見つけられへんか、これはもう

毎日のように考えておるわけでございま

す。 

 さっきも話がありましたけど、これから

もう一度双方との接点、これを探るわけで

ありますけれども、その上で今いろんな具

体的なご提案がございました。私は今まで

いろんな答弁をしたと思いますけれども、

総合体育館については、確かに広大な敷地

が要りますので、これは今後の全体のまち

づくりの中で云々の話をしておりますけ

ど、コミュニティ施設につきましては、用

地が見つからないということではないんで

すね。ただ、今、具体的な提案をいただき

ました、例えばコミュニティセンターとす

るならば、コミュニティセンターの場合

は、恐らく集客施設として、例えば人、

車、自転車等、今の計画以上の不特定多数

の人が毎日のように行き交うことにもなる

こともあります。そういう意味からいう

と、狭隘道路の件が今問題になっておりま

すけれども、それから、新しくコミセン

等々をつくる場合は、やっぱり避難所機能

を備えなあかんと思うんですね。そうする

と日影規制というのがあるんですね。で、

高さ制限というのがあるんですね。これに

ひっかかるおそれがあるんですね。等々、

非常にいろんなハードル、諸条件がありま

すので、そんなんで、何もそれがだめとか

言うてんのと違いますけれども、非常にす

ぐに云々とはなりにくいということで、ご

提案の一つとしてとめておきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 渡辺議員の質問が終わり

ました。 

 次に、三好義治議員。（拍手） 

  （三好義治議員 登壇） 

○三好義治議員 それでは、民主市民連合を

代表して質問を行います。 

 昨年は、もう何回も言うてますけど、大

阪北部地震、北海道胆振東部地震、西日本

豪雨、台風２１号、異常とも言える猛暑な

どで、日本列島はたび重なる災害に見舞わ

れました。 

 昨年、２０１８年、ドイツのある調査会

社が世界で最も安全な場所ランキングをラ

ンキング形式で発表されました。世界１７

１か国を対象に行ったデータに基づき導き

出され、さらにそこから旅行者に人気の世

界２０か国に絞られ、それぞれ暴力的犯罪

の危険性と自然災害のリスクが高い順にラ

ンクが作成されました。犯罪リスクのラン

キングでは日本は７位となっております。

日本は治安がよい国と世界から称賛されて
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いたと思っておりましたが、治安が悪くな

っているのが現状でございます。 

 現状、摂津市は大阪府下でも犯罪件数は

少ないと聞いておりますが、気を緩めるこ

となく、地域コミュニティを築きながら、

摂津警察とも連携を図りながら治安向上に

努めていただきたいと思います。 

 次に、災害リスクのランキングでは、旅

行者に人気の世界２０か国では２０位と最

下位であります。最下位となった理由とい

たしましては、マグニチュード６以上の地

震発生件数が全世界における総数の２０％

にも達する地震大国という点、さらに、津

波、台風、洪水、熱波、寒波など多種多様

な災害リスクが総合的に考慮された結果だ

という報道がなされました。これらの調査

結果を総合すると、日本は治安に関しては

そこそこよいが、自然災害のリスクは極め

て高い国となっていると報道されておりま

す。 

 昨年の自然災害で、我々は多くのことを

体感し、災害時における対応の未熟さも学

びました。災害はいつやってくるかわから

ない状況の中で、市民の安全・安心のまち

づくりに行政がいち早く行動を起こさなけ

ればならないと思います。今年度の安全・

安心、健康・医療、子育てに対する行政の

対応に期待するものであります。 

 それでは、市政運営の基本方針に基づき

質問を行います。 

 第１に、市民が元気に活動するまちづく

りのうち、１点目の市民活動施策について

ですが、平成２４年に摂津市における協働

と市民公益活動支援の指針を策定し、みん

なが育むつながりのまちの実現のために、

市民活動を応援し、多様な人たちの連携・

協力による協働のまちづくりを進めており

ますが、今回提案されております、市民の

皆さんと職員の合同研修を実施し、協働の

ネットワーク強化に取り組むとあります

が、どのような研修を行うのか、お聞かせ

ください。 

 ２点目の市の魅力・イメージに関する調

査をもとに、シティプロモーション戦略を

策定し、ＳＮＳ等のさまざまな情報ツール

を活用して情報発信していくと言われてお

りますが、シティプロモーションは、今あ

る地域資源に磨きをかけることも大事です

が、将来を見据えて新たなまちの魅力を創

造するシティアイデンティティの考え方が

重要と思いますけど、どうでしょうか。お

聞かせをください。 

 第２に、みんなが安全で快適に暮らせる

まちづくりのうち、１点目の災害対策につ

いて。 

 昨年の大阪北部地震、台風２１号の強風

被害を踏まえて、災害対策の見直しと風害

対策を重点に研究を進めていくと言われて

おりますが、高槻市では、市民関係団体、

行政が一体となって既に総合訓練がなされ

ております。摂津市は職員の初動体制の訓

練のみに終わっていますが、災害はいつや

ってくるかわからない状況で対策について

研究をしていくとは、あまりにも認識にギ

ャップがあるのではないでしょうか。早急

に対策を検討し、オール摂津で訓練を行う

気はないのか、お聞かせください。 

 ２点目の消防・救命救助の施策について

ですが、増加する救急需要への対応及び現

場到着時間の短縮に向けて専任救急隊を増

隊されるとありますけども、本市の救急体

制の現状と目指すべき救急体制についてお

聞かせいただきたいと思います。 

 また、救急要請から病院収容までの時

間、特に現場滞在時間の長さが課題となっ

ておりますが、現状はどのようになってい
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るのか、お聞かせください。 

 ３点目の都市基盤整備についてです。 

 千里丘西地区まちづくり事業で、特定建

築者制度の導入に向けた事業協力者の募集

要項の作成を行っていくとありますけど

も、特定建築者制度についてと、これに関

連して先進の事例も含めて説明をお願いし

たいと思います。 

 ４点目の安全で便利な道路整備について

ですが、鳥飼大橋は、守口市方面から摂津

市にかかわる拡幅工事が現在中断され数年

になります。鳥飼大橋拡幅工事計画は現在

どのようになっているのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 ５点目の雨水排水対策についてですが、

昨年は地震や台風など自然災害が相次いで

発生いたしました。現在、三箇牧鳥飼雨水

幹線や東別府雨水幹線の整備が進められて

おりますが、現在の雨水整備についてどの

ように認識しているのか、お聞かせくださ

い。 

 ６点目の安全な水の安定供給についてで

すが、水道事業について、水道ビジョンの

見直しと上下水道の経営戦略を策定してお

りますけども、経営健全化に向けた今後の

取り組みについてお聞かせください。 

 第３に、みどりうるおう環境を大切にす

るまちづくりのうち、環境負荷低減に向け

た取り組みで、京都議定書決議後、摂津市

では、１９９０年をベースといたして、２

０２０年にはＣＯ２削減量２０％を削減目

標と定められました。摂津市地球温暖化防

止地域計画の進捗状況についてお聞かせく

ださい。 

 ２点目のごみ処理の広域連携で、環境セ

ンターの焼却炉の寿命を見据え、広域連携

が確認されました。摂津市のごみ焼却課題

は大きく前進したと思います。そこで、広

域連携のメリットと実施までのスケジュー

ルについてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 大きな４といたしまして、暮らしにやさ

しく笑顔があふれるまちづくりのうち、１

点目の福祉施策についてですが、地域、暮

らし、生きがいを共に創り高め合う地域共

生社会の実現に向け、第４期地域福祉計画

を策定するとありますが、現状の課題をど

う認識しているのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

 ２点目の高齢者施策についてですが、独

自のポータルサイトを構築し、医療機関や

介護事業者、地域活動などの情報を発信し

ていくと言われておりますが、従来の高齢

者を支援する社会資源の情報発信をどうさ

れるのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ３点目の子育て支援施策についてです

が、子育て支援については、子育てに対す

るさまざまな相談や、課題対応や、安心し

て子育てができる環境づくりも大事です

が、出生率が何ゆえ伸びないのか、子育て

に対する費用負担、住宅課題の解消が必要

と思いますが、どのように認識しているの

か、お聞かせいただきたいと思います。 

 ４点目の待機児童についてですが、先の

質問で詳しく答弁なされておりました。こ

れは要望とさせていただきますが、待機児

童は、２０１６年には「保育園落ちた日本

死ね！！！」と題した匿名のブログが反響

を呼ぶなど、社会問題となっております。

待機児童が減らない原因といたしまして、

共働き世帯の増加、女性の社会進出などか

ら女性の就業率が上がり、保育ニーズが高

まったこと、次には、核家族化により祖父

母が面倒見てくれなくなったこと、定義の

変更で、今まで待機児童としてカウントさ
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れてなかった隠れ待機児童が明るみに出た

こと、保育士の確保が追いつかず、保育所

を整備しても定員を減らすなどのケースの

ためと分析されております。 

 摂津市も、待機児童解消のため施設整備

に取り組んではきておりますが、担い手の

保育士確保についても、民間保育所に委ね

ることだけでなく、この問題を真摯に受け

とめ取り組んでいく必要があります。保育

士の担い手は、安威川以北・以南の区別な

く保育士等が不足しております。待機児童

が発生している現状において、施設はある

が入所できないという状況にならないよ

う、民間事業の保育士の確保に尽力してい

ただくよう要望しておきます。 

 ５点目の学童保育についてですが、これ

も要望にとどめさせていただきたいと思い

ます。学童保育は、子どもたちは学校での

一日が終わり、開放感あふれ、遊ぶにし

ろ、しゃべるにしろ、走り回るにしろ、と

にかく活気あふれた時間を過ごすようで

す。中には、真面目に宿題をする子ども、

ゆったり本を読む子ども、まずはおやつを

楽しみにしている子どもというように、自

由に過ごせるという時間、空間、仲間が保

障されていることが重要とされておりま

す。委託事業者選定については、このよう

なことを取り入れていただき、選定をお願

いいたします。また、民間事業者における

指導員を確保するための期間等も考慮した

上で、できるだけ早期に事業者を選定し、

保護者への説明、業務の引き継ぎ等を行う

ようお願いして要望とさせていただきま

す。 

 ６点目の健康づくりの受動喫煙防止の取

り組みについてですが、受動喫煙について

は、紙巻きたばこの煙に含まれるニコチ

ン、タールなどが原因で他人に危害を及ぼ

すと言われております。そのほかにも、に

おい、灰、吸い殻等、過去から指摘もさ

れ、愛煙家のマナーが指摘されてきまし

た。たばこについては、現在、紙巻きたば

こから加熱式たばこに進化してきているこ

とから、今後の対応が気になるところです

が、加熱式たばこの対応はどうされていく

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

 大きな５点目、誰もが学び、成長できる

まちづくりについて、第１点目の学力向上

施策について。 

 摂津市内小・中学生全体の学力向上の現

状はどうなっているのか。また、第五中学

校の価値語運動については、学力向上に寄

与し、全国からの視察を受け入れ、その取

り組み内容が評価されていると聞いており

ます。また、教育長がみずから文部科学省

で講義されることも聞いておりますが、こ

の取り組みについて、教育長の思いをお聞

かせいただきたいと思います。 

 ２点目の教職員の校務支援についてです

が、昨今、教職員の残業が多く、健康管理

の点でもマスコミに多く取り沙汰されてお

ります。本市の教職員の勤務実態はどのよ

うになっているのか、現状をお示しいただ

きたいと思います。 

 ３点目の生涯学習施策についてですが、

市政運営の基本方針にある社会教育施設の

今後のあり方及び公民館のバリアフリー化

や老朽化対策について、どのように検討し

ていくのか、お聞かせください。 

 ４点目の屋外スポーツ施設の整備につい

てですが、青少年運動広場の全面リニュー

アルの工事工程及びリニューアル内容につ

いてお聞かせください。また、旧味舌小学

校跡地の体育施設の構想は、どのような施

設を計画しているのか、お聞かせくださ

い。 
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 活力ある産業のまちづくりの１点目、商

工業支援施策について。 

 第２期産業振興アクションプランの策定

については、どのような思いでどのように

取り組んでいるのか、お聞かせいただきた

いと思います。 

 ２点目の健都イノベーションパークへの

企業誘致についてですが、摂津市及び関連

する団体のコンセプトに合った企業等をど

のように誘致するのか、お聞かせくださ

い。 

 ７番目の計画を実現する行政経営につい

てですが、１点目の行政経営戦略ですが、

戦略策定に当たっては、財政状況をどう見

通し、将来的な課題に対していかにして財

源を確保するかが重要となってきます。そ

のための有効な手段として、財政調整基金

のほか、目的基金の活用が挙げられます

が、基金の活用に関する考え方についてお

聞かせください。 

 ２点目のファシリティマネジメントの推

進についてですが、公共施設の維持管理に

ついて、公共施設等総合管理計画を策定

し、ファシリティマネジメントを推進され

ておりますが、老朽化している施設対応方

針や将来負担の軽減、市民サービスの質の

向上にどのように取り組まれるのか、ま

た、平成３１年度の取り組みはどのような

内容なのか、お聞かせください。 

 これで１回目、終わります。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 民主市民連合を代表しての三好

義治議員の質問にお答えをいたします。 

 まず、市民活動施策及び市民と職員の合

同研修についてのご質問でございますが、

少子高齢化や社会構造の変化や価値観の多

様化により、地域でのつながり、地域コミ

ュニティが希薄化している中、本市のまち

づくりは、市民、事業者、行政が協働で取

り組むことが大切だと理解し、進めてまい

りました。 

 合同研修につきましては、市職員が協働

の必要性をしっかりと理解し、担当する業

務を協働の視点から取り組む意識が持てる

よう、さらに、市民と一緒に研修を受ける

ことで、お互い顔の見える関係をつくり、

意識の共有を図ることにより、協働のネッ

トワーク強化を目的とした研修会でござい

ます。 

 次に、シティプロモーションについての

質問でございます。 

 シティプロモーションは、私が常々申し

上げております夢づくりの視点が非常に重

要であると認識しております。その夢づく

りといたしましては、平成２２年に大規模

な企業の跡地にコミュニティプラザの建設

や阪急摂津市駅の誘致が実を結び、また、

昨年は吹田操車場跡地に新たなまち健都が

誕生するなど、ここ１０年の間でまちの顔

はすっかりさま変わりしたと思います。人

口減少社会の中におきましても、新たな地

域資源の創造により、まちのにぎわいを取

り戻してきていると実感いたしておるとこ

ろでございます。 

 しかし、ここで慢心してはいけません。

今後も発展し続ける持続可能なまちへとは

なりいかなくなってしまいます。そこで、

新たな魅力を創造するシティアイデンティ

ティの考え方も取り入れながら、これまで

以上に個性豊かなまちが形成できるような

シティプロモーションを展開し、多くの方

から選ばれる魅力ある都市を目指してまい

りたいと考えております。 

 災害対策への取り組みについてでありま
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すが、昨年の大阪北部地震や台風２１号の

被害経験から、職員の初動体制や長期間の

避難所運営など多くの課題が表面化してま

いりました。これらの課題を解決するため

に、今我々は何をすべきか、その解決策の

一つとして、実践的な訓練を積み重ねるこ

とが必要であると考えております。 

 昨年の災害時には、災害対策本部の運営

だけではなく、避難所運営や市民からの問

い合わせの対応、また、電力やガスなどの

ライフライン会社との情報連携など、非常

に多くの業務がふくそういたしました。こ

のことを踏まえまして、先月、本部運営の

図上訓練と班長レベルでの初動訓練を実施

し、職員一人一人が災害時に迅速・的確に

行動できるよう、初動期の行動手順を再確

認したところでございます。まずはしっか

りと庁内で足元を固めた後、市民の皆様を

はじめ、各関係機関やライフライン会社等

にもご参加をいただき、より実践的な訓練

の実施につなげてまいりたいと考えており

ます。 

 救急体制についてのご質問ですけれど

も、全国的に救急需要が高まり、本市にお

きましても昨年は５，０００件の大台を突

破いたしました。今後も救急需要はますま

す増加すると見込んでおります。平成３０

年度に消防職員定数を改定いたしました。

これまで専任救急隊１隊と兼任救急隊３隊

で運用してまいりましたが、２０１９年の

秋ごろから専任隊２隊と兼任隊２隊の救急

体制とし、より迅速・適切な救急サービス

を提供いたしてまいります。 

 また、救急車の現場滞在時間につきまし

ては、全国的に現在も深刻な問題となって

おります。本市におきましては、近年、国

や大阪府の動きも後押しし、大阪府救急搬

送等の支援システム、通称ＯＲＩＯＮが救

急現場で有効に活用できており、また、ふ

だんからの医療機関との良好な情報共有等

により、現場滞在時間は若干でありますが

改善の方向となっております。 

 都市基盤整備についてのご質問にお答え

をいたします。 

 ＪＲ千里丘駅の西地区におきましては、

平成３０年度から市施行による再開発事業

の取り組みを始め、現在、計画の策定を進

めているところであります。この再開発事

業は、土地の有効活用を図るとともに、駅

前交通広場の整備など、安全・安心のまち

づくりを進めてまいります。事業を進める

に当たりましては、特定建築者制度を活用

し、再開発ビルの建築工事費の一時負担や

保留床処分リスクの軽減を図ってまいりた

いと考えております。 

 また、この制度の活用に先立ち、事業計

画の段階から民間事業者のノウハウを取り

入れるため、平成３１年度に事業協力者を

選定する委員会設置のための条例改正を本

会議に提案させていただいております。事

業協力者の募集準備も進めてまいりたいと

考えております。 

 安全で便利な道路の整備についてであり

ますが、鳥飼大橋は、かけかえのため、平

成２２年春には暫定３車線の新橋が完成

し、旧の橋を撤去してから歩道整備を行う

予定でございましたが、守口市側も含め

て、取りつけ道路の地元調整や河川協議等

に時間を要しておりました。本市としまし

ては、早期完成に向け要望を続けておりま

したが、平成３０年度に予算を確保されま

したことから、橋梁部分の工事を発注され

ております２０２０年度の完成を目指して

いると聞いております。 

 雨水排水対策についての質問であります

が、本市の雨水整備については、これまで
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汚水の整備を先行的に進めてまいりました

ことから、特に分流地域であります安威川

以南地区の整備がおくれております。現

在、安威川以南地域の雨水排除工事に向け

た三箇牧鳥飼雨水幹線、東別府雨水幹線の

二つの幹線管路の整備を進めております

が、引き続き着実に雨水整備を進めてまい

ります。 

 水道事業の経営見通しについてでありま

すが、水道事業は、施設の老朽化や大規模

地震に備えた耐震化など、今後、投資に対

する増加要因がある中で、給水収益が減少

傾向にあり、経営環境は厳しさを増してお

ります。現在、水道ビジョンの見直しを行

うとともに、経営戦略を策定し、今後の進

むべき方向性を見定めております。水需要

の減少を踏まえた計画的取り組みを推進し

てまいりたいと思います。 

 摂津市の地球温暖化防止地域計画につい

てでありますが、同計画につきましては、

２０２０年度の二酸化炭素排出量を１９９

０年度と比較して２０％削減させることを

目標とし、地球温暖化対策を推進するた

め、市民、事業者、行政それぞれが環境問

題への認識を深め、相互に連携・協力を図

り、主体的かつ積極的に取り組むものとし

ております。 

 本市における２０１５年度の二酸化炭素

の排出量は、１９９０年度と比較し１０．

６％増加しております。目標に対する進捗

状況は芳しいものではございません。二酸

化炭素の排出量は、発電方法や経済情勢に

大きく左右され、また、猛暑や暖冬などに

よる影響もございます。これまで、市役所

庁舎でのＥＳＣＯ事業や、防犯灯、道路照

明灯のＬＥＤ化など、二酸化炭素排出量削

減に取り組んでまいりましたが、目標達成

には厳しい状況でございます。しかしなが

ら、気候変動による日常生活への影響は

年々深刻さを増しており、地球温暖化防止

の取り組みを緩めることはできません。目

標年度に向け、改めて計画や施策について

周知を図ってまいります。 

 ごみ処理の広域連携についてのご質問で

ございますが、ごみ処理施設の課題解決は

自治体にとって大きなテーマであります。

本市にとっても重要案件であると考えてお

ります。国におきましては、ごみ処理の効

率化やダイオキシンの発生抑制などの観点

から、一定規模以上の炉への集約化、広域

化を推進しております。本市では、平成２

３年に茨木市と広域化の協議を開始し、平

成２６年からは正式に広域ごみ処理連絡調

整会議を立ち上げ、具体的な課題検討と調

整を進めてまいりました。その結果、広域

処理施設の場所や広域連携の手法、経費負

担などについて、両市にとってメリットが

確認され、協議が整いましたことから、昨

年１２月、基本合意を締結したものでござ

います。 

 今後のスケジュールにつきましては、施

設整備の関係では、本市におきまして平成

３１年度から搬入経路となる橋梁や専用道

路の設計と施工を行い、平成３２年から茨

木市におきまして広域処理施設の長寿命化

工事を開始する予定でございます。また、

事務的なスケジュールといたしましては、

広域ごみ処理連絡調整会議を継続し、２０

２０年度以降に連携協約や事務委託契約を

締結しますとともに、本市の収集体制の見

直し、周辺地域をはじめとした市民への説

明、周知などに取り組み、２０２３年度を

目途に広域処理の開始を予定しておりま

す。 

 地域福祉計画についての質問であります

が、近年の社会情勢の変化等により、地域
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住民同士のつながりが薄れていく中、自治

会への加入者数の減少やボランティアなど

の地域の担い手不足が深刻な課題となって

おります。こうした課題は、高齢者などの

社会的弱者にかかわる問題をさらに深刻化

させる一つの要因となっているところでご

ざいます。 

 こうした中、地域共生社会の実現に向

け、昨年の４月に社会福祉法が改正されま

した。地域福祉計画が実質的に高齢者、障

害者、児童の福祉などの各福祉計画の上位

の計画として位置付けられることになりま

した。今後は、地域住民が抱えるさまざま

な分野にわたる課題を地域住民がみずから

把握し、関係機関と連携して解決に取り組

んでいけるよう、いま一度、地域の力を育

んでいくとともに、地域生活課題の解決支

援を包括的に提供できる体制の整備などに

努めてまいりたいと考えております。 

 高齢者を支援する社会資源についての質

問でありますが、本市では、高齢者が可能

な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができるよ

う、地域包括ケアシステムの構築を進めて

おります。その中で、市民や支援者に特に

必要とされているものは社会資源の情報で

ございます。高齢者を支える仕組みやサー

ビス、相談窓口や社会参加の場など、多種

多様な社会資源が存在しておりますが、実

際の利用につなげるためには、それらを知

っていただくことが重要でございます。引

き続き、広報誌への掲載や、冊子、パンフ

レットなどの配布、支援者への情報提供な

どを行っていくとともに、いつでもどこで

も社会資源の情報がリアルタイムで得られ

るよう、新たにインターネットを活用した

ポータルサイトの構築に取り組み、より一

層の情報発信に取り組んでまいります。 

 加熱式たばこの対応についてであります

が、昨年７月、健康増進法が改正され、来

年４月までに段階的に受動喫煙防止対策が

強化されていくことになりますが、本年７

月には、行政機関の庁舎に位置付けられる

施設については原則敷地内禁煙とすること

が求められております。先般、この市役所

本庁舎においても、７月以降、敷地内禁煙

を実施することといたしております。 

 議員がご質問の加熱式たばこにつきまし

ては、その受動喫煙における健康の被害に

ついて、現時点では明確にされておらず、

国において引き続き研究・調査されること

となっておりますが、行政機関の庁舎のほ

か、学校や児童福祉施設等は、法律上、第

一種特定施設に位置付けられており、加熱

式たばこも例外ではないため、紙巻きたば

こと同様に扱う必要があるものと考えてお

ります。 

 屋外スポーツ等の施設の整備についての

質問でございますが、青少年運動広場の全

面リニューアルの工程内容、そして、味舌

小学校跡地の計画についてお答えをいたし

ます。 

 青少年運動広場の改修につきましては、

現在、実施設計を行っているところでござ

います。実施設計完了後に改修工事に着手

し、２０１９年度末の完成を目標に進めて

まいります。改修内容の主なものは、管理

棟及び倉庫の集約化、駐車場台数の確保、

照明のＬＥＤ化等を考えております。管理

棟に更衣室の整備やトイレの洋式化など施

設の充実を図るほか、一時避難場所に指定

されていることから、防災備蓄用品を置く

スペースの確保についても検討していると

ころでございます。 

 旧味舌小学校跡地の体育館施設の計画に

つきましては、平成３１年度に実施設計を
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済まし、次年度、工事に着手する予定でご

ざいます。内容は、既存の市立の体育館と

ほぼ同規模の体育館を考えておるところで

ございますが、市民ニーズを踏まえまし

て、体育館機能といたしましては、バスケ

ットボールやバレーボールといった球技が

できる第１体育室、武道やダンスなどで利

用できる第２体育室、トレーニングルー

ム、ロビーでの交流機能や避難所としての

機能、消防分団の屯所も同敷地内での設置

を検討しているところでございます。 

 商工業の支援施策についてのご質問でご

ざいますが、製造業や流通業を中心とした

４，０００を超える事業所の集積は本市の

大きな強みでございます。この特性を最大

限に伸ばし、さらなる産業の活性化を図っ

てまいります。 

 現行計画の評価・検証結果を踏まえ、摂

津優品（せっつすぐれもん）の認定制度や

生産性特別措置法の導入促進基本計画など

新たな事業も加え、平成３１年度に市内企

業や関係機関と連携を図りながら、今後５

年間の産業振興施策の実施計画である第２

期産業振興アクションプランを策定してま

いります。 

 健都イノベーションパークについてであ

りますが、健都におきましては、健康・医

療関連企業などの集積による世界的な複合

医療産業拠点の形成を目指し、現在、大阪

府や国立循環器病研究センターなど関係機

関との連携を図りながら企業誘致活動を進

めております。循環器疾患分野の予防医療

研究で世界をリードする地域となるよう、

その発展に寄与していただける企業等に進

出していただくことは簡単なことではござ

いませんが、本年７月には健康・医療の核

となる国立循環器病研究センターの移転が

完了、また、国立健康・栄養研究所の健都

移転が決定しております。これらの機関と

さらなる連携を図ることで、健都のまちづ

くりの魅力を発信しつつ、誘致活動を進め

てまいりたいと考えております。このよう

な考えのもと、単に産業用地の創出を中心

とする従来の企業誘致策にとどまらず、健

都の魅力を高めるまちづくりと一体となっ

た取り組みを推進してまいります。 

 行政経営戦略策定についてであります

が、今後の財政状況を見ますと、税制改正

による市税収入の減少に加え、少子高齢化

による市税収入の減少、社会保障関連経費

の増加が想定され、行政経営は容易ではご

ざいません。そのような厳しい状況におき

ましても、摂津市の未来を見据え、夢のあ

るまちづくりも推し進めていかなければな

りません。特に、大規模事業の実施に当た

っては、国や府の補助金獲得を図った上

で、市債残高と基金残高のバランスを見な

がら市債を発行し、公共施設整備基金を活

用することが必要となってまいります。通

常、財政調整基金は年度間の財源不足に対

処するために、減債基金は元利償還金の財

源とするために設置しており、それぞれの

目的に沿った活用を行うとともに、新たな

基金の設置に当たっては、その目的と原資

を勘案し、無理、無駄のない健全な財政運

営を行ってまいります。 

 次に、人材の育成についてですが、本市

が直面するさまざまな行政課題を迅速・的

確に対応していくために避けては通れませ

ん待ったなしの課題であります。人材の育

成に当たっては、人材育成実施計画に「自

ら前例をつくる」職員を目指す職員像とし

て加え、人を育てる職場、研修制度、人事

制度、この３本柱について進行管理をしっ

かりと行いながら取り組んでいるところで

ございます。 



2 － 47 

 ファシリティマネジメントの推進につい

てでありますが、公共施設等が老朽化し、

今後一斉に更新の時期を迎えますことか

ら、それを利用される市民の方々の安全・

安心を担保しながら利用環境の質的向上を

図っていくことは市の責務であります。そ

のため、一昨年策定いたしました公共施設

等総合管理計画に基づき、維持管理運営を

行うとともに、将来の負担と施設の有効活

用について長期的視点に立って検証してい

く必要があります。現有施設の計画的な改

修等により長寿命化を図りながら、将来世

代に負担を先送りすることなく、本市の公

共施設等マネジメントの基本理念でありま

す高質で持続可能なサービスの提供に向

け、オール摂津で推進してまいります。 

 平成３１年度の取り組みといたしまして

は、将来発生する修繕・更新費用の精緻

化、長期修繕計画の策定、公共施設の将来

的方向性の検証を行い、用途ごとの個別施

設計画を作成してまいります。 

 以上、私からの答弁といたします。 

○嶋野浩一朗議長 教育長。 

  （箸尾谷教育長 登壇） 

○箸尾谷教育長 教育委員会所管分について

ご答弁申し上げます。 

 まず、子育て支援施策についてでござい

ます。 

 昨今の子育てに関する社会的背景としま

して、結婚、出産への意識の変化や、子育

てに対する負担感の増加、経済的な不安

感、地域コミュニティの希薄化など、多く

のものがございます。これまで、本市にお

きましても、安心して子育てができる環境

づくりとしまして、家庭・家族・地域で子

ども・子育てを支援する環境づくり、子ど

もの健やかな成長を支える環境づくり、子

育てと仕事を両立できる環境づくり、子ど

もが学び・育つ環境づくりを柱とし、教

育・保育事業の充実、地域における子育て

支援の充実、親育ちへの支援の充実、ひと

り親家庭への多面的な支援、子育てに伴う

経済的負担の軽減などに取り組んでまいり

ました。今後も、教育、福祉など、総合的

に施策を推進していくことで、仕事と子育

ての両立の負担感や子育ての不安感を緩

和・除去し、安心して子育てができるよ

う、さまざまな環境整備のため関係機関と

の連携を図ってまいります。 

 続きまして、市内小・中学校全体の学力

状況についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 今年度の全国学力・学習状況調査の市全

体の平均正答率は、小学校では国語、算数

とも全国平均に近付きましたが、中学校で

はおおむね横ばいの状況となっておりま

す。 

 学力向上のためには、まず、新しい学習

内容を授業を通じて子どもたちに理解させ

ること、そして、次に理解した内容を定着

させることが必要だと考えております。そ

のため、教育委員会では、教員がわかる授

業を実践できるよう、教員の授業力向上を

目的に、研修会や研究発表会等に指導主事

等を派遣するなどして各校の授業改善のた

めの取り組みを支援しております。また、

学習内容の定着に向けては、子ども一人一

人の定着の度合いを測定し、子どもの支援

に結びつけるための学力定着度調査等も併

せて実施をしております。 

 しかし、私は、学力向上のためには、子

どもたちが授業や家庭学習に嫌々ではなく

積極的に取り組むことが必要であり、その

ための意欲、やる気こそが最も大切である

と考えます。この意欲ややる気は、子ども

自身が持つ自己有用感や自分に対する自信
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などから醸成されるものであり、自己有用

感と学力との相関は文部科学省の分析から

も明らかにされているところです。しか

し、残念ながら、本市の子どもたちに対す

る質問調査では、「自分にはよいところが

あると思いますか」の質問で「当てはま

る」と答える割合が全国と比べても低く、

集団の中で自分が役に立つと感じる自己有

用感の低さが課題となっております。 

 議員がご指摘の価値語運動は、文部科学

省の調査研究事業により、現在、第五中学

校区で取り組まれているものですが、その

内容は、まさしくこの子どもの自己肯定

感、自己有用感の向上を目的とした取り組

みであります。具体的には、掃除の際に

黙々と黒板の溝掃除を続ける児童・生徒

や、学級文庫の本をいつもきれいに片づけ

る児童・生徒、異学年交流の際に優しく丁

寧に話しかける児童・生徒など、ふだんか

ら真面目にこつこつ頑張っている子どもた

ちの様子を写真にして切り取り、そこに教

員からその行為を評価し価値づける言葉を

添えて廊下や踊り場などに掲示すること

で、子どもたちに自己有用感や自信を持た

せることを目的としております。また、校

内に大きく掲示することで、ほかの子ども

にもその評価を伝え、集団としてその行動

を認め合い、互いにつながりを持つことに

つなげてまいります。 

 この取り組みは、先日、文部科学省から

の依頼を受け、私自身が文部科学省でこの

取り組みについて講演してまいりました

が、今年度だけでも３道県から、来年度も

現時点で既に２県から視察の申し込みがあ

るなど、全国的にも評価をされている取り

組みであります。来年度は、この取り組み

を全小・中学校に広げるなどして、子ども

たちの学力向上が図られるよう支援してま

いります。 

 続きまして、教員の勤務実態についての

ご質問にお答えします。 

 教員の時間外勤務の現状につきまして

は、公表されております全国の状況と同

様、本市におきましても看過できない状況

にございます。そこで、本市では、是正に

向け、教員の印刷業務や授業準備などの事

務負担の軽減を図るスクールサポーター、

不登校や問題行動等の事案に対する見立て

や関係機関との連携を図るスクールソーシ

ャルワーカー、部活動の技術指導や大会へ

の引率等を行う部活動指導員などの支援人

材を配置してまいりました。これらの取り

組みを今後さらに拡充していきたいと考え

ております。 

 また、次年度からは、部活動ガイドライ

ンを改訂し、部活動の活動時間等の軽減を

図ります。また、教員が一定時間までに退

校する一斉退校日を週１回設けるととも

に、勤務時間外の電話対応の負担軽減を図

るため、自動音声応答での対応を始めま

す。さらに、校務支援システムの機能拡張

により、各種の名簿作成、成績処理や出席

管理が簡易にできる環境整備を進めます。 

 以上のように、教員の事務処理の軽減、

情報管理の効率化等を進め、学校業務全体

の時間短縮、負担軽減を図ってまいりま

す。 

 最後に、社会教育施設の今後のあり方及

び公民館のバリアフリー化や老朽化対策に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 市立公民館におきましては、各種講座の

開催や学習団体の育成、また、公民館まつ

りをはじめとするさまざまなイベントなど

を通じて、地域における社会教育活動の拠

点としての役割を果たしてまいりました

が、施設の老朽化やバリアフリーへの対応
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に合わせ、より地域に密着し、また、誰も

が使いやすく、誰からも親しまれる新しい

施設となりますよう、ソフト・ハード両面

からの施設のあり方を検討すべき時期に来

ていると考えております。見直しにつきま

しては、社会教育としての役割や機能はも

とより、地域コミュニティの拠点、子ども

から高齢者まで多世代の交流が促進される

施設、地域防災の拠点などの今後求められ

る役割や機能を含め、周辺施設の状況、市

民ニーズ等を慎重に見きわめ、ソフト面、

ハード面の両面から施設のあり方について

検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 暫時休憩します。 

（午後２時３８分 休憩） 

                 

（午後３時１０分 再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

 ２回目の質問からお願いいたします。三

好義治議員。 

○三好義治議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １点目の市民活動施策について、研修の

目的は協働のネットワーク強化を目指して

実施されるとのことですが、地域を見渡し

ますと、自治会、老人クラブ及びこども会

など、各種団体の組織率が非常に低下して

おります。自治会につきましては、会員数

の減少、高齢化で役員のなり手がいないな

どでの自治会の解散、自治会のメリット、

魅力がないなどで退会する自治会会員、老

人クラブでは、老人人口が増えているにも

かかわらず会員数が増えていない理由とい

たしまして、自治会と同じように役員のな

り手がいないなどが言われております。こ

ども会につきましては、少子高齢化のあお

りを受けておりまして、子どもの減少でこ

ども会が運営できないなど、それぞれの団

体によって事情は異なっていますが、総体

的に言えるのは、役員のなり手がいないの

が実態であります。今回研修をされる団体

は、市民活動ガイドブックに掲載されてい

る団体を中心に行われると思いますが、こ

のような団体のリーダーが地域に帰ったと

きに、より一層リーダーシップが図れるよ

うな研修はできないものか、お聞かせいた

だきたいと思います。 

 ２点目、情報発信の強化についてです

が、私はかねてから人口減少時代が到来す

ると発信してまいりました。その対応策と

して、定住意識を持っていただくために、

平成１０年に改正された公営住宅法の改正

に合わせて、住宅の床面積の確保、都市基

盤整備、環境整備、教育の向上など、住ん

でよかったまち、住み続けたいまちの構築

のために、議員の立場で本会議、委員会な

どで提案もしてまいりました。今回のシテ

ィプロモーションは、まさに現時点での市

の魅力を発信していく取り組みですが、将

来に向けて全市的なシティアイデンティテ

ィが必要と思います。その中でも、安威川

以南はもとより、とりわけ人口が減少して

いる鳥飼東部のシティアイデンティティが

必要と思いますが、どのような見解を持っ

ているのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 次に、災害対策についてですが、地震は

予知報が難しく、地震発生後の災害対策本

部と現地避難場所、協力事業者との連携、

市内災害状況の把握、救援・救出活動、他

府県への応援体制等々が肝要だと思いま

す。また、水害対策につきましては、風水

害はある程度は事前に把握できるために、

事前の災害対策、避難場所の開設、資機材

の確保、事後の対応と訓練はさまざま地震
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とは変わってまいりますけども、青少年広

場で行っている総合防災訓練も重要です

が、冒頭申し上げましたように、より実践

に近い災害対策本部を設置し、そして各地

域の避難場所の開設を行った実践的な訓練

が必要だと思いますが、本部と避難場所と

の連携訓練、協力事業者などの災害訓練を

今後どのようにやっていくのか、再度お聞

かせいただきたいと思います。 

 次に、消防救急援助の対策についてです

が、消防本庁に専任隊２隊と兼任隊２隊が

置かれますが、より時間短縮を図るために

は出張所への配置も必要と思いますが、将

来的な救急車の適正配置及び予備の救急車

配備の考え方はどのようになっているの

か、また、大阪府救急搬送等の支援システ

ム、通称ＯＲＩＯＮの効果はどうなってい

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ３点目の都市基盤整備のうちの千里丘西

地区の再開発ですが、過去を振り返れば、

ＪＲ千里丘駅周辺整備では、ＪＲ千里丘駅

東口の再開発事業、フォルテ摂津が完成

し、その後、千里丘ガード拡幅が完成いた

しました。そして、今か今かと待っていた

のが千里丘西地区まちづくり事業です。駅

は、言わずともわかりますが、そのまちの

玄関口です。早期完成を期待しますが、特

定建築者制度の活用は手法として最善の手

法なのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ４点目の鳥飼大橋拡幅計画は、車道３車

線、下流部に歩道を設置することは先ほど

の答弁でも言われておりますが、計画が確

定してから、それに合わせて鳥飼和道二丁

目において歩道の整備もされてまいりまし

た。当初予定から８年から１０年、計画が

おくれていますが、鳥飼大橋拡幅工事計画

の内容と完成までの工程について伺いたい

と思います。 

 ５点目の雨水排水対策の整備についてで

すが、地域性、事業の難易度もあります

が、一津屋地区においては、雨水排水能力

は本来市の基準６０ミリを確保しなければ

ならないところを、現状では４６ミリの雨

水排水能力です。一津屋地区は、治水、環

境保全のために、市民と事業者が協働で年

２回清掃を行って今年で１０年になりま

す。いつかは治水も整備され、水路がせせ

らぎに変わり、水辺環境がビオトープにな

ることを目標に水路清掃を行っておりま

す。当時の担当者からは、二線水路の矢板

の耐用年数が間近なので、次は一津屋の公

共下水道と言われて数年経過いたします。

一津屋の水路を守る意識はなえていません

が、いつまでも現状の組織が維持できると

は思えません。治水面から、現状は本線水

路の自然流下と二線水路の流末から味生水

路へのポンプアップによる内水排除による

ものです。最近のゲリラ豪雨を見ています

と、現状の排水能力ではとても対応でき

ず、一津屋地区は公共下水による内水排除

がぜひ必要な地域だと思っております。一

津屋地域において早期に計画を立案し、進

めていく必要があると思いますが、今後の

整備計画はどのようになっているのか、お

聞かせいただきたいと思います。 

 ６点目の安全の水の安定供給についてで

すが、水道事業については施設の老朽化が

進行していると推測いたします。今後の施

設更新計画と経営計画はどのような状況か

お聞かせください。 

 次に、大きな３点目の（１）といたしま

して環境負荷低減に向けた取り組みです

が、摂津市温暖化防止地域計画は、地球温

暖化対策地方公共団体実行計画策定マニュ
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アルに基づき策定されました。目標は、市

域の温室効果ガスの排出に関する削減でし

た。温室効果ガス削減のうち、フロンは目

標達成されましたが、摂津市地球温暖化防

止地域計画の個別施策１０項目がなかなか

進んでいないと認識しております。取り組

み状況と二酸化炭素吸収源としての植樹の

現状についてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 ２点目のごみ処理の広域連携についてで

すが、広域連携にかかわる摂津市、茨木市

両市の効果について詳しくお聞かせいただ

きたいと思います。 

 次に、大きな４の（１）といたしまし

て、福祉施策についてですが、地域の力を

取り戻すためには、しっかりとした目標を

持って事業に取り組んでいく必要がありま

す。また、地域の団体等に加入していない

市民に対してどのようにアプローチしてい

くのか、次期計画の取り組みについてお聞

かせいただきたいと思います。 

 高齢者施策についてですが、平成３１年

度に構築される市独自のポータルサイトと

はどのようなものか。介護事業でのニーズ

は、ポータルサイトによるサービス内容の

情報入手もありますが、入所希望者は施設

の空き状況を知りたい方が多くいると思い

ます。摂津市の施設は満室で、待機者が多

くいるのが現状でございます。このような

状況で、摂津市以外の情報の発信も必要と

思いますが、ポータルサイトに掲載される

医療機関や介護事業の情報はどの地域まで

広げていくのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

 ３点目の子育て支援についてですが、昨

今、少子高齢化が極めて重要な社会問題と

位置付けられている中、諸外国での合計特

殊出生率の回復傾向にある子育て支援施策

の特徴を見てみますと、児童手当等の経済

支援と、出産、子育てと就労に関して幅広

い選択ができるような環境整備、すなわち

両立支援を強める方向で施策が進められて

おります。摂津市においての子育てに対す

る経済的負担の軽減の現状と他市の取り組

みについてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ６点目の受動喫煙防止の取り組みです

が、加熱式たばこについては、受動喫煙の

リスクも低く、紙巻きたばこよりも安全だ

という見解もあります。近年急速に普及し

ているものでありまして、改正健康増進法

においては、第一種特定施設においても適

正な処置を講じた場合での喫煙が認められ

ております。たばこは、国の法律で税が徴

収されております。摂津市も、財政危機の

折に、たばこ税で現在の市政運営が成り立

っていると言っても過言ではありません。

現在におきましてでも、７億円を超えるた

ばこ税の税収でもって市政運営をしている

のが実態であります。時代の流れは健康志

向になっているというのはわかりますけど

も、愛煙家の嗜好品として好まれてきたた

ばこを吸う人は悪のような風潮になってい

て、まるで迫害を受けているような現状で

ございます。加熱式たばこを愛用している

市民については救済措置を講じてもいいの

ではないかと私は思います。愛煙家の声に

耳を傾ける必要があり、こういったことに

つきましては、愛煙家の声をいかに拾って

いくかも検討していただきたいと思いま

す。また、市には、本庁舎のほか、多くの

公共施設がありますが、市が所管する施設

に対する方針についてもお聞かせいただき

たいと思います。 

 次に、１点目の学力向上背景で、教育長

の熱い思いを聞かせていただきました。こ
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れはまた全小・中学校に展開していただく

ことを要望しておきたいと思います。 

 次の２点目の教職員の校務支援について

ですが、公立学校の教育公務員の勤務時

間、その他の勤務条件は、一部の規定を除

き労働基準法が適用されるとなっておりま

す。公立の教育公務員に対する時間外勤務

を命ずる場合は、臨時または緊急のやむを

得ない必要があるときに限られていると言

っておりますが、公立の教育公務員は、時

間外勤務手当及び休日給を支給せず、勤務

時間の内外を問わず包括的に評価して、教

職調整額が給料月額４％、それと同じよう

に期末勤勉手当、退職手当、年金等にも支

給されております。いわゆる時間管理を要

しない勤務体系になっていることから、

今、社会問題となっておる過労死ラインと

言われる１か月の時間外勤務時間８０時間

を超えている全国の教職員は、小学校で３

４％、中学校で５８％、月１１０時間以上

は、小学校で１７％、中学校で４１％とな

っております。これにつきましては、９

月、１０月、１１月の統計で調査をした結

果でございます。摂津市の小・中学校教員

の勤務実態の現状と時間外勤務の主な内容

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 ３点目の生涯学習施策について、地域コ

ミュニティや地域防災拠点としての機能充

実が求められる中、特に味生公民館につい

ては、単なるバリアフリー対応ではなく、

建て替えを検討すべきだと考えております

が、市の考えをお聞かせいただきたいと思

います。 

 屋外スポーツ施設の整備については、計

画どおり行うよう要望しておきます。 

 次に、商工業支援施策については、摂津

優品（せっつすぐれもん）や商品券事業を

充実していく上で、中小企業振興条例など

を考えていく必要があると思うんですが、

この見解についてお聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、健都イノベーションパークの企業

誘致についてですが、企業誘致のこれまで

の進捗状況と今後の取り組みについて、改

めてお聞かせいただきたいと思います。 

 大きな７の計画を実現する行政経営につ

いてですが、１点目の行政経営戦略で、今

回提案されております補正予算（第８号）

において、減債基金の取り崩しを行って、

土地開発基金への積立を実行されておりま

す。先ほど答弁でありましたように、基金

には目的がありまして、財政調整基金なら

ばいろんな財政支援に使用できますけど、

この減債基金につきましては、もともと元

利償還の財源として設置されている財源で

ございます。本来ならば、公債費の穴埋め

とか、そういったところに使うのが減債基

金でありますけども、今回の取り崩しにつ

きましては、私は合点がいかない点があり

まして、答弁をお願いしたいと思っており

ます。 

 また、当初予算においては、災害対策基

金を創設して１，０００万円の積立を計上

しておりますけども、災害への対応に係る

予算措置の手法を考えた場合に、本来なら

ば、予備費の充当、それから専決処分によ

る補正予算並びに債務負担行為、いろんな

財政手法がありますが、こういった基金の

考え方についてもお聞かせいただきたいと

思います。 

 それから、人材育成については、将来の

幹部候補の育成、専門技術者の育成などの

取り組みが必要と思いますけども、考え方

をお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、ファシリティマネジメントの推進
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については、行政経営の手法としては大変

重要な課題と思っております。現状の進捗

状況と今後の取り組みについてお聞かせく

ださい。 

 ２回目は以上です。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。市民生活部長。 

○野村市民生活部長 市民活動団体のリーダ

ーから地域のリーダーへの役割を担う研修

会についてのお問いでございます。 

 市内には、文化的な活動や公共性の高い

活動など、さまざまな活動を行っておられ

る市民活動団体がございます。その団体の

代表や中心となって活動されている方々

は、その分野において高い専門性や知識を

お持ちの方々であり、その経験などを地域

のコミュニティに生かしていただけるよう

な取り組みは必要だと認識しております。

例えば、自治会のお祭りや老人クラブの催

し物などで演技や技術指導を行っていただ

いたり、イベントの企画等に携わっていた

だければ、より楽しいイベントとなり、参

加者も増え、団体間の交流も図られ、地域

の活性化にもつながると考えます。 

 ただ、このような協働事業はまだまだ少

なく、団体同士を結びつけるパイプ役とし

て中間支援組織が必要となってきます。こ

のことからも、この中間支援を担える人材

の育成、発掘、また組織化を視野に入れな

がら、合同研修会や市民活動支援講座を開

催するとともに、他市の中間支援について

も今後調査・研究を行ってまいりたいと考

えます。 

 続きまして、摂津優品（せっつすぐれも

ん）や商品券事業を行っていく上で中小企

業振興条例を考えるべきではないかという

お問いについてでございますが、第２期の

産業振興アクションプランにつきまして

は、今後５年間の産業振興施策の実施計画

であり、市内企業や関係団体と連携し、平

成３１年度に作成をしてまいります。この

策定の中で、これまでの取り組みを踏まえ

た、今後の企業活動にとって何が必要なの

か、どのような支援が求められるのかを議

論する中で、産業施策を支える理念として

中小企業振興条例についても検討してまい

りたいと考えます。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 続きまして、市長公室

長。 

○山本市長公室長 １点目といたしまして、

情報発信関連のうち、鳥飼東部の魅力発信

についてのご質問にお答えをいたします。 

 鳥飼東部におきましては、大阪府がまち

の魅力を紹介いたします大阪ミュージアム

に取り上げられておられます銘木団地のほ

か、多くの都市公園やユニークな事業所、

また、先ほど教育長からご答弁がありまし

た第五中学校区の取り組みなど、さまざま

なものが本市の魅力としてなり得るという

ことが期待できる状況にあると考えており

ます。 

 現在、部局横断的な組織を立ち上げまし

て、鳥飼東部地域の特性を踏まえたまちづ

くりを検討しているところであり、今後、

鳥飼東部のシティプロモーションにもつな

がるような形で研究ができればと考えてい

るところでございます。そのために、ま

ず、市民の方々や市外の在住の方々に本市

の魅力に関する調査を行い、行政が気づい

ていないまちの魅力、また、何か不足して

いるものがあるのかないのかなど、地域ご

とにおけるさまざまな強みや弱みを明らか

にして、議員がご提案の本市全体のシティ

アイデンティティを模索しながら、シティ

プロモーション活動の柱となるシティプロ
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モーション戦略を立案していきたいと考え

ております。 

 続きまして、企業誘致の進捗状況と今後

の取り組みについてのご質問にお答えいた

します。 

 健都イノベーションパークにおきまして

は、これまで、健康と医療をキーワードに

先端的な研究開発を行う企業等の誘致に向

け、金融機関やデベロッパー等に対するヒ

アリングや市場調査等を通じ、土地の市場

性をはじめ、健康・医療関連分野に係る企

業の洗い出しなどを行ってきたところでご

ざいます。 

 しかしながら、企業にとって、認知度と

いう点では、健都での取り組みや将来性な

どでなかなか見えにくい部分があるように

感じております。まちづくりが着々と進む

中、改めて認知度向上の取り組みが必要で

あると考え、現時点では、効果的な誘致対

象となります企業の発掘に向け、大手ゼネ

コン等に対し企業進出に係る案内チラシを

配布するなど、ＰＲ活動に取り組んでいる

ところでございます。既にお問い合わせも

数件ございます。今後も、デベロッパー等

との対話を通じ、有効となります健康・医

療分野での企業誘致の方策を探ってまいり

たいと考えております。 

 また、大阪府や吹田市をはじめ、関連機

関との連携・協力をしながら、情報収集に

努めるとともに、各種業界にＰＲすること

や、国立循環器病研究センターや国立健

康・栄養研究所の移転に伴う市場の反応も

見きわめながら、できるだけ早い段階での

事業者募集を検討してまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、人材育成等々についてのご

質問にお答えをいたします。 

 中堅層の職員の人材育成が重要課題であ

るということは、人事を所管する立場とし

て認識をいたしているところでございま

す。ご質問にございました管理職候補者及

び技術系の職員につきましては、業務関連

研修の実施、派遣を毎年計画的に行ってお

り、マネジメントに関する知識、また、技

術的な進歩にも対応できる知識の習得と情

報の共有に努めるほか、それぞれの職場で

のＯＪＴも含め、全職員に導入してまいり

ました業績評価、目標管理を効果的に活用

できているとも考えているところでござい

ます。 

 採用試験にも工夫を凝らしておりまし

て、応募者数の確保等々に関しましては、

今年度も、新たに技術系に特化した車両広

告掲載や試験日程の選択など、周知方法、

試験方法等の見直しを行うほか、各地域の

学生に向け募集内容の発送を行っていきた

い、そのことにより結果的に応募数の増加

につなげていきたいと考えております。 

 今後とも、さらに効果的な手法、取り組

みを検討するとともに、技術系の学歴や資

格を持つ事務職の配属・育成も検討してい

きたいと考えております。 

 ファシリティマネジメント、いわゆるＦ

Ｍに関しての進捗状況と今後の取り組みに

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 現在の進捗状況といたしましては、全庁

的な人材育成及び情報共有の取り組みとし

て、施設所管管理者を中心としたＦＭ連絡

会を設け、さらに、コンピューターの地図

上に公共施設の位置を表示し、施設の基礎

的な情報、電子化した図面など、公共施設

に係る情報を一元管理するためにＦＭポー

タルサイトを構築してまいりました。ま

た、基本方針でございます長寿命化への対

応として、全ての公共施設の棟ごとに耐用

年数を踏まえた長期修繕計画及び施設カル
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テの作成などを鋭意進めているところでご

ざいます。 

 平成３１年度は、施設所管課長級を中心

といたしました策定会議を設置し、計画策

定に向け全庁的に取り組んでまいります。

策定会議におきましては、これまで策定し

てまいりました基礎データを活用し、分析

評価の上、施設の更新等の時期や利用者の

ニーズを反映しながら、市長からもご答弁

がございましたように、施設用途ごとの個

別施設計画を作成してまいりたいと考えて

おります。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

○井口総務部長 防災訓練についてのご質問

にお答えをいたします。 

 災害経験を踏まえまして、まずは、庁内

においては職員の初動体制を強化すること

が必要でございます。そこで、先月実施い

たしました本部運営訓練を年度初めにも継

続して行う予定でございます。また、班ミ

ーティングを開催し、全職員が災害発生時

において迅速な行動がとれるよう、班ごと

の手順確認も行いたいと考えております。 

 さらに、市全体の防災力を向上させるに

は、市民の皆様による共助も不可欠でござ

いますので、各校区ごとの自主防災訓練の

際には、地域の皆様と行政が一緒になって

避難所の開設、運営訓練などを行っていた

だくよう、自主防災会の皆様にも働きかけ

てまいります。 

 このような取り組みを重ねまして、準備

が整い次第、本部運営、避難所運営、ライ

フライン会社との連携など、総合的により

実践的な訓練へと発展させてまいりたいと

考えております。 

 次に、基金についてのご質問にお答えを

いたします。 

 まず、減債基金に関しましては、今回、

阪急京都線連続立体交差事業や千里丘三島

線改良事業に係ります用地先行取得の対応

策として、土地開発基金の増額が必要とな

り、その原資として減債基金の取り崩しを

予算計上させていただいたところでござい

ます。具体的には、阪急京都線連続立体交

差事業、千里丘三島線改良事業、それぞれ

の実施予定状況から、今回１０億円の積立

を行いたいと考えております。 

 その原資といたしまして、議員がご指摘

の財政調整基金の取り崩しについて検討い

たしましたが、今後、市税収入の減少が想

定されますことから、財政調整基金は各年

度の財源不足全般に対応するため温存して

おくべきとの結論に至りました。同様に、

公共施設整備基金は、阪急京都線連続立体

交差事業等に加え、将来予定されておりま

す千里丘西地区再開発や旧味舌小学校跡地

体育館整備等の財源として確保しておく必

要がございまして、やむなく減債基金の取

り崩しを行うものでございます。 

 減債基金は、平成２９年度末現在高で約

４０億５，５００万円となっております

が、そのうちの約４０億４，２００万円

は、操車場関連事業債及び赤字地方債の償

還財源として、平成２７年度に操車場跡地

の用地売却収入を原資として積み立てたも

のでございます。平成２７年度から平成２

９年度にかけまして対象といたしました元

利償還金の財源として約１７億円の取り崩

しを予定しておりましたが、市税収入の増

加などにより、取り崩しを行うことなく各

年度の決算において実質収支の黒字を確保

できたところでございます。そのため、取

り崩しを予定していたものの未執行となり

ました約１７億円のうち１０億円を活用さ

せていただき、土地開発基金に積立を行う

こととしたものでございます。 
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 次に、災害対策基金に関しましては、災

害応急対策等を的確かつ迅速に実施するた

め、新規設置を提案させていただくもので

ございます。議員がご指摘のとおり、被災

市民への支援策実施に係ります予算措置と

いたしましては、予備費充当、補正予算の

専決処分等がございます。種々検討いたし

ました結果、予備費充当につきましては、

災害対応に限らず突発的な事項に対処する

ため、多額の支出に対しましては慎重に行

う必要がございます。また、予算専決処分

につきましては、災害発生から一定の期間

をかけ被災市民等の状況を把握した後、災

害減債基金を上回る規模の緊急支援を行う

際には専決処分で対応させていただきたい

と考えております。 

 先般の災害を受け、痛感いたしましたこ

との一つに、発災直後の支援に係る備えが

不足していたことがございます。これを教

訓といたしまして、従来の備蓄に加え、基

金による備えを行う必要があると考え、新

たに災害対策基金を創設するものでござい

ます。この災害対策基金は、発災直後の緊

急支援、初動期支援に主眼を置くものでご

ざいまして、復旧段階での支援実施の際に

は補正予算を計上していただくことを想定

いたしております。 

 また、先般の災害後、大阪府市長会・市

議会議長会をはじめ各種団体、個人の方々

からお見舞い金の申し出がございまして、

今回は一般会計で収納させていただきまし

たが、災害対策基金の設置によりまして、

今後は、同様のお見舞い金や災害対策を使

途目的とする寄附金の受け皿としても活用

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 消防長。 

○明原消防長 救急車の配置についてのご質

問にお答えをいたします。 

 ご指摘のとおり、出張所に救急車を配備

いたしますことは、現場到着時間の短縮を

図る有効な手段の一つであるということは

十分に認識をいたしております。２０１９

年秋、千里丘出張所に救急車を配備いたし

ます。健都エリアを含む本市北部エリアの

大幅な到着時間の短縮が図れるもので、ひ

いては市域全体の到着時間の短縮も期待で

きるものであります。 

 他の出張所への救急車の配備につきまし

ては、千里丘出張所への救急車配備の実

績、効果の検証を行い、全体的な救急車の

配備を検討いたします。 

 予備の救急車につきましては、高速道路

等の大事故など多数傷病者発生事案や、車

両検査・整備等を考慮いたすものでござい

ますが、現在、円滑に運用できている消防

指令センターの共同運用をはじめ、近隣市

との水平連携を活用することにより、予備

車は配備せず対応いたしております。当面

は、現有４台の救急車を最大限有効に運用

しながら、近隣市との水平連携をさらに強

化する一方、♯７１１９、救急安心センタ

ーおおさかをより広く啓発するなど、救急

車の適正利用をお願いいたしながら、本市

の総合的な救急力の維持・向上を図ってま

いります。 

 次に、大阪府救急搬送等の支援システ

ム、通称ＯＲＩＯＮについてでございます

が、平成２１年１０月、消防法が一部改正

され、これに伴い、大阪府の救急実施基準

が策定され、府下各医療圏におきまして、

この基準に基づいた救急活動が行われてき

ました。この基準をさらに強化させるため

には、継続的な調査、分析等が重要である

ことから、ＯＲＩＯＮが開発され、平成２

５年１月からスマートフォンを活用しての
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試行運用が開始されました。 

 本市におきましては、指令共同運用の開

始に合わせまして、平成２８年４月に導入

いたしまして、救急隊員が救急現場におい

て有効に活用をいたしております。現場で

救急搬送に必要な情報をリアルタイムで得

ることができ、そのことにより病院連絡回

数も減ることなどから、現場滞在時間の短

縮が図れるものでございます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 建設部長。 

○土井建設部長 それでは、特定建築者制度

についてのご質問にお答えいたします。 

 本制度は、再開発ビルの建築工事を民間

事業者に行わせる制度で、昭和５５年の都

市再開発法の改正により創設され、その

後、平成１１年の法改正により、ＪＲ千里

丘駅西地区のように権利床を含む再開発事

業にも活用が可能となったものでありま

す。この制度により、特定建築者にみずか

らの資金、ノウハウによる再開発ビルの建

築や保留床処分を行わせることができるよ

うになります。 

 また、この特定建築者制度の活用に先立

ち、平成３１年度の都市計画決定後、事業

協力者を参画させ、事業計画の策定段階か

ら民間のノウハウを生かした市場性の高い

施設計画を策定してまいりたいと考えてお

ります。そのため、平成３１年には、事業

協力者選定委員会を設置し、募集要項の作

成など、準備作業も都市計画手続に合わせ

て進めてまいります。 

 都市計画決定後は、事業協力者のノウハ

ウを取り入れ、事業認可及び権利変換計画

の認可を取得し、その後、特定建築者の募

集を行ってまいります。事業期間はおおむ

ね１０年間を予定しておりますが、できる

限り早い完成に向け取り組んでまいりたい

と考えております。 

 なお、本制度につきましては、財政負担

や保留床処分のリスクを軽減するととも

に、市場性の高い事業計画の策定が可能と

なるなど、再開発事業を進める上で最善の

制度であるものと考えております。 

 続きまして、鳥飼大橋のかけかえについ

てのご質問にお答えいたします。 

 鳥飼大橋の拡幅の事業内容といたしまし

ては、古い橋の撤去部分に１車線分の道路

拡幅を行い、車線を上流側に振りかえるこ

とで、下流側の１車線を幅員４メートルの

歩道として整備されるものであります。現

在、橋梁の工場製作を進められており、１

０月ごろから年度末にかけ、拡幅工事が行

われる予定であります。その後、下流１車

線を歩道として整備し、併せて鳥飼大橋北

詰の交差点改良及び取りつけ道路の歩道整

備を行い、２０２０年度末には完成の予定

と聞いております。大阪府に対しまして

は、計画どおりに完成するよう求めるとと

もに、工事に際しましては、周辺地域への

影響もありますことから、十分な周知と説

明を行うよう求めてまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、環境負荷軽減の取り組みと

して、二酸化炭素の吸収源である植樹の取

り組みについてのご質問にお答えいたしま

す。 

 市内の樹木緑化につきましては、さくら

づつみ事業におきまして、新幹線公園から

鳥飼八町地区までの区間において１４９本

の桜を植栽してまいりました。民有地緑化

におきましては、開発面積が１，０００平

方メートル以上の開発事業者に対しまし

て、大阪府自然環境保全条例に基づき、一

定規模の緑地を適正に整備するよう、樹木

の配置などが義務づけされております。ま
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た、大阪府の緑化事業におきましては、自

治会、事業者などを対象に樹木の配布を行

っており、ちびっこ公園などの公共空間や

企業の事業用地などへの植栽も実施されて

おります。 

 過去５年間の取り組みといたしまして

は、千里丘新町地区のまちづくりにおい

て、建築物の緑化率を２５％以上とし、Ｊ

Ｒ貨物線沿いの緑の遊歩道におきまして

も、１．１キロにわたり桜を植えるなど、

緑の確保を図っているところでございま

す。また、その他の緑化事業では、企業用

地などに合計１８５本が植樹されており、

市民、事業者が主体となった緑化施策も進

めております。 

 今後、市内の植樹につきましては、緑化

スペースの問題もありますが、市民、事業

者に積極的な働きかけを行い、地域の意見

も聞きながら、可能な限り樹木の配置に努

めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 上下水道部長。 

○山口上下水道部長 今後の雨水整備につい

てのご質問にお答え申し上げます。 

 現在、三箇牧鳥飼雨水幹線は、２０１９

年度末の完成に向けて工事を進め、東別府

雨水幹線につきましては、昨年１２月に日

本下水道事業団と工事委託に係る協定を締

結し、現在、日本下水道事業団において、

２０２１年度末の完成を目指し、工事発注

に向けた手続が進められているところでご

ざいます。東別府雨水幹線完了後、幹線の

機能が発揮できるように、遅滞なく周辺の

枝線整備を推進してまいります。 

 今後の雨水整備につきましては、浸水被

害発生箇所や内水ハザードマップにおける

浸水想定箇所であります一津屋地域、別府

地域、鳥飼地域などにつきまして、地域特

性等、さまざまな状況を考慮した上で整備

の優先順位を検討してまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、水道事業の経営計画と更新

計画についてのご質問についてでございま

す。 

 節水型機器の普及等に伴いまして、給水

収益が減少傾向にある中、資産の老朽化に

伴う施設や管路の更新を控えているため、

経営環境は厳しさを増しているところでご

ざいます。施設の老朽化の進行により、９

４％台で推移しておりました有収率が低下

しておりますとともに、不明水量が増加し

ておるのが実情でございます。 

 水道事業が平成２９年度末で保有する固

定資産約４１８億円のうち、法定耐用年数

どおりに更新いたしますと、２０２８年度

までに約３００億円もの更新需要に対応し

なければなりません。現状の組織体制や経

営面において、このような更新需要に対応

することは極めて困難であるため、現在、

重要度、優先度を加味し、効率的な更新計

画を策定しているところでございます。 

 また、給水原価抑制に向けた取り組みと

いたしまして、有収率向上策の検討や高効

率ポンプの導入、また、省エネルギー型機

器への更新等、コスト縮減に向けた取り組

みとコスト意識を持った職員の育成に努め

ておるところでございます。 

 今後につきましては、経営基盤の強化を

図ることが最重点課題と認識をしておりま

して、あらゆる企業努力を行うことはもち

ろんのこと、基盤強化策を検討する中で

は、適切な料金水準についても検討し、投

資と財源との収支均衡を図り、持続可能で

安定的な給水の確保に努めてまいりたいと

考えております。 

○嶋野浩一朗議長 環境部長。 
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○山田環境部長 摂津市地球温暖化防止地域

計画の個別施策の取り組み状況についてお

答えいたします。 

 同計画では、１０項目にわたる施策を掲

げ、具体的なメニューとしまして、市役所

庁舎へのＬＥＤ照明の導入、環境家計簿や

せっつこどもエコノート、グリーンカーテ

ンのほか、ノーマイカーデー、ごみ減量な

ど、さまざまな温暖化対策に取り組んでま

いりましたが、各施策の取り組みに濃淡が

あることは否めません。同計画におきまし

て、計画の推進に当たっては、市、事業

者、行政それぞれが環境問題への認識を深

め、相互に連携・協力を図り、主体的かつ

積極的に取り組むとしておりますとおり、

目標を達成するためには市民、事業者の協

力が不可欠でございます。目標年度まで残

された時間は多くありませんが、各施策の

取り組みを継続いたしますとともに、市

民、事業者、行政職員のそれぞれが地球温

暖化問題を意識し、二酸化炭素排出量の削

減に向けたそれぞれの役割を理解できるよ

う、情報発信に力を入れてまいります。 

 続きまして、ごみ処理の広域連携に係る

両市にとっての効果についてお答えいたし

ます。 

 本市が現状の焼却炉の運転を継続した場

合は、２０２８年度には耐用年限を迎え、

現地での建て替えも非常に困難な状況か

ら、茨木市の施設での広域処理について協

議を重ね、今回、茨木市の理解を得て合意

に至ったものでございます。 

 茨木市の炉は、長寿命化工事により２０

３８年度ごろまで使用できるようになりま

すことから、広域ごみ処理連絡調整会議に

おきまして、２０２３年度から２０３８年

度の１６年間について試算を行いました。

この試算による本市の負担額としまして

は、施設整備費では、単独維持の場合が５

１億２，０００万円、広域処理の場合が２

２億４，２００万円、差額２８億７，８０

０万円となります。また、維持管理費につ

きましては、単独維持が９１億８，６００

万円、広域処理が７４億２，２００万円、

差額１７億６，４００万円となります。合

算いたしますと、この１６年間で総額４６

億４，２００万円の経費が節減できるもの

と試算しております。本市が単独で整備す

ることになります搬入路の整備費、収集車

両の保管場所及び事務所の整備費などを差

し引きましても、広域連携は有効なものと

考えております。 

 また、茨木市にとりましても、広域連携

により施設の効率的な運転ができ、本市か

ら負担割合に基づいた一定の収入が得られ

るようになりますことから、単独で維持す

るよりもメリットがあるものと考えており

ます。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部理事。 

○平井保健福祉部理事 次期福祉計画におけ

る取り組みについてのご質問にお答えいた

します。 

 地域福祉を推進するには、地域を支える

各種団体の存在が重要であり、こうした団

体の会員数を増加させていくことは大変重

要な課題であると認識しております。この

ようなことから、新たな会員を獲得してい

く必要がございますが、そのためには、地

域団体等とのつながりの薄い方々へ、あら

ゆる手段でアプローチを実践していくこと

が重要でございます。こうした中、これま

で、校区等福祉委員会や民生児童委員協議

会などの福祉関係団体等と協力し、各種の

取り組みに努めてきたところでございま

す。 

 次期福祉計画では、こうした取り組みを
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さまざまな分野で積極的に進めていくとと

もに、数値目標なども掲げつつ、より実効

性のある計画となるよう検討を進めてまい

りたいと考えております。 

 続きまして、加熱式たばこに関しますご

質問でございます。 

 加熱式たばこにつきましては、紙巻きた

ばこよりも安全だという見解もございます

が、ＷＨＯも含め、多くの機関で加熱式た

ばこも例外なく規制の対象とすべきとの見

解を出しており、安全性も確認されていな

いことから、基本的には加熱式たばこも健

康に好ましくないものと考えております。 

 また、改正健康増進法におきましては、

議員がご指摘のとおり、第一種特定施設と

される施設では原則敷地内禁煙としながら

も、例外規定としまして、一定の適切な措

置がとられた喫煙場所を屋外に設けること

ができると定められております。 

 一方で、大阪府が来年４月の施行を目指

しております受動喫煙防止に関する条例案

におきましては、例外規定により、喫煙場

所を設けることのできる施設としまして、

精神科や終末期医療を提供する病院などに

限るなど、改正健康増進法よりも厳しい運

用が示されているところでございます。 

 今後、府内の多くの自治体で同様の取り

扱いを行うことが予想されることから、健

康・医療のまちづくりを標榜する本市にお

きましても、大阪府に準じた取り扱いとす

べきと考えているところでございます。 

 なお、市役所本庁舎以外の市の施設につ

きましては、現在、灰皿を設置している施

設等を調査しているところであり、今後、

速やかに、その利用状況等の分析や、施設

が第一種特定施設に該当するかどうかなど

を整理した上で、全庁的に公共施設等の喫

煙に関する方針について決定していく予定

としております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 高齢者支援のための市独

自のポータルサイトについてのご質問にお

答え申し上げます。 

 本市が構築いたしますポータルサイトで

は、医療機関や介護保険事業者、介護保険

サービスの空き情報、高齢者の生活を支援

する地域活動などが検索できるよう情報を

発信してまいります。いつでもどこでもタ

イムリーな情報を得られることがインター

ネットの強みであり、市民も医療・介護関

係者も、ともに利便性が高まるという効果

が期待できます。また、事業者間の連携や

情報共有にも役立つものと考えておりま

す。 

 さらに、介護事業者向けのサイトでは、

国の最新情報や市からの通知など、介護に

関するさまざまな情報をケアマネジャー等

の介護職員が容易に得ることができ、業務

の効率化やスキルアップの支援ができま

す。 

 次に、本市の特別養護老人ホームの入所

希望者でございますが、平成３０年４月１

日現在、実申込者数が１１１人となってお

り、うち緊急を要する入所希望者数は４３

人でございます。入所を希望する人やその

家族にとって医療・介護サービスの情報は

重要であり、必要性が高いものであると考

えております。 

 ポータルサイトで掲載する情報には、現

在、摂津市内の医療機関、介護事業者を想

定いたしておりますが、近隣他市の情報に

つきましてもニーズが高いと思われること

から、今後、掲載方法を検討してまいりた

いと考えております。本市の地域包括ケア

システムを推進していく手段の一つとしま
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して、このポータルサイトを効果的に活用

してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 次世代育成部長。 

○小林次世代育成部長 子育て支援施策につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 現在、子育てに伴う経済的負担の軽減と

いたしましては、１８歳までの子ども医療

費助成、２２歳の学生を扶養しているひと

り親家庭への医療費助成や、社会保障制度

としての児童手当や児童扶養手当の支給を

行っております。児童手当の支給額は、所

得制限内であれば、ゼロ歳から３歳までが

毎月１万５，０００円、３歳以上から小学

校修了までは毎月１万円、ただし、第３子

以降は毎月１万５，０００円、中学生が毎

月１万円、所得制限を超える場合は一律毎

月５，０００円となっております。また、

保育所の保育料につきましては、国基準の

保育料に対して約７割の設定としており、

保護者の負担軽減を図っております。ま

た、失業などにより給与が著しく減少した

方、災害や不慮の事故により多大な出費を

要した方で保育料の納付が困難な場合につ

いては、減免の制度を設けております。 

 他市町村における子育て支援の取り組み

といたしましては、出生児のお祝い金制度

や第３子以降のお子さんが生まれた世帯へ

のお祝い金制度などがございます。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

○北野教育次長 教員の勤務実態の現状と時

間外勤務の主な業務内容についてお答えい

たします。 

 教員の勤務時間が長い傾向にございます

９月から１１月の３か月で申し上げます

と、昨年の月平均時間外勤務は、小学校で

約４８時間、中学校が約６４時間でござい

ました。また、過労死ラインとされている

月８０時間を超えた教員は、小学校が全体

の２７．７％、中学校が４１．９％でござ

いました。とりわけ、８０時間を超えた教

員のうち、小学校では６８％、中学校では

７３．１％が教職経験５年以下でございま

した。これは、経験が浅い分、授業準備や

学習評価等に時間を要していると考えられ

ます。 

 次に、全体的な時間外勤務の内容といた

しましては、いじめや暴力行為等の問題行

動への対応、授業の教材研究や準備、成績

処理や事務処理、中学校の部活動などが挙

げられます。 

 今後は、ＩＣカードによる出退勤管理シ

ステムのデータで勤務実態を分析し、業務

の見直しと効率化、負担軽減を進めてまい

ります。何よりも、まずは教員の心身の健

康を守ることが重要であり、子どもと向き

合う時間を確保し、子どもたちの健やかな

成長を育むことを学校現場と共有してまい

ります。 

 続きまして、地域防災拠点としての公民

館についてのご質問にお答えいたします。 

 昨年６月に発生いたしました大阪北部地

震におきましては、摂津市全域で避難所を

開設したほか、地震発生から３週間にわた

り避難所を開設するなど、公共施設におけ

る避難所機能の重要性を再認識いたしまし

た。また、市民の防災意識の高まり、今年

度におきましては、台風の際に高齢者が自

主的に避難するケースも増えておりますこ

とから、避難所になっている施設のバリア

フリー化など、避難所としての機能向上が

求められているところでございます。現

在、安威川以南地区の味生・新鳥飼・鳥飼

東公民館は、エレベーター設置等のバリア

フリー改修が行われておらず、また、築年

数も古く手狭となっておるところから、防
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災施設としての機能向上に加え、子どもか

ら高齢者までの多世代が気軽に集い、交流

し、学ぶための地域コミュニティの拠点施

設とするために、施設の建て替えや複合

化、多機能化などを含めて検討する必要が

あると考えております。 

 ご質問にございます味生公民館につきま

しても、教育長からの答弁にもございまし

たように、周辺施設の状況、市民ニーズ等

を慎重に見きわめ、ソフト面、ハード面の

両面から施設のあり方について検討してま

いりたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 三好義治議員。 

○三好義治議員 それでは、３回目、要望と

質問になりますけども、まず１点目の市民

活動施策についてですが、研修もさること

ながら、いきいきカレッジの中で、やっぱ

り地域活動の必要性を訴えていただいて、

いきいきカレッジに参加される方は意識の

高い人なので、そういった取り組みもお願

いしておきたいと思います。 

 それから、たばこの件なんですが、言っ

てましたように、禁煙してる人たち、たば

こを吸わない人たちの要望も大事ですけど

も、やっぱりたばこというのは、日本の昔

から、世界の昔からなんですが、いろいろ

な歴史もあります。私自身もたばこは吸い

ますけども、禁煙に挑戦したのが３回ほど

ありまして、全て失敗してきました。今は

紙巻きたばこから加熱式たばこに変えてお

りますけど、実際に個別の喫煙場所で加熱

式たばこを採用していただけるんやったら

我々も了解できるんですけども、それと、

今、加熱式たばこにかわる禁煙パイポの外

観が、加熱式たばこみたいな色になってい

るんですね。だから、そういったことで、

禁煙パイポを吸うてても、たばこを吸うて

るような意味合いで見られる可能性もあり

ます。こういったことを十分整理した上

で、税も納めてもらっていることですか

ら、十分に検討をしていただきたいとお願

いしておきます。これは委員会でもまた話

をしたいと思います。 

 それから、財政運営の関係なんですけど

も、もともと、災害が起きたときには、基

金が云々よりも、摂津市のあらゆる財源を

もって救済していくのが僕は基本的な考え

だと思っているんですね。そういった中

で、今回、災害対策基金が当初予算で１，

０００万円組まれておりますけど、もとも

とこの１，０００万円で何ができるんです

かというのが昨年の災害を体験した我々の

気持ちだと思うんです。この１，０００万

円とは何に使うんですかと。この話を進め

ていったら、災害対策基金は５，０００万

円まで積み上げたいということも聞きまし

た。５，０００万円積み上げるんやった

ら、それこそ災害はいつやってくるかわか

らないんやったら、当初予算から５，００

０万円を積んどくべき違うんかというのが

本音の質問なんです。だから、悠長なこと

を言うておれないのがこの自然災害なんで

すね。昨年いろんな体験をしてきたじゃな

いですか。だから、この点について、もう

一度考え方をお聞きしたいと思います。 

 それから、基金の活用についてですけど

も、市長、減債基金というのは、今回、４

０億円から１０億円切り崩して、今３０億

円になっております。財政調整基金に関し

ては、平成３１年度末でもう二十数億円に

なっておりますけど、やっぱり適切な基金

の活用というのは、僕は基本的な財政運営

の中では必要だと思うんですね。当初予算

で、減債基金を切り崩さずに、先に当初予

算はもう１月末ぐらいで確定しているか

ら、第８号の補正でやむなく減債基金を切
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り崩して土地開発基金に組み込んだという

この手法がね。だから、もともとやった

ら、当初予算の中で、土地開発基金が必要

だという年間計画を組むんやったら、そこ

で土地開発基金に繰り入れとくべきやと。 

 これで終わります。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、１点答弁をお

願いいたします。総務部長。 

○井口総務部長 災害対策基金の積立額に関

しますご質問にお答えをいたします。 

 今回提案しております条例では、災害対

策基金は１，０００万円といたしておりま

すが、最終的には、先ほど議員からもご紹

介ありました５，０００万円とさせていた

だきたいと考えております。平成３１年度

当初予算におきましては、基金積立金も含

め、災害対策に係ります予算として総額１

億５，０００万円を計上させていただいて

おります。総額として多額の予算となりま

したことから、基金については、まず１，

０００万円から始め、今後、決算剰余金等

を原資に積立金の増額予算を計上してまい

りたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 三好義治議員の質問が終

わりました。 

 お諮りします。 

 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後４時１１分 延会） 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 
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（午前１０時 開議） 

○嶋野浩一朗議長 ただいまから本日の会議

を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、光好議員及び

福住議員を指名します。 

 日程１、代表質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 光好議員。（拍手） 

   （光好博幸議員 登壇） 

○光好博幸議員 おはようございます。 

 それでは、順位に従いまして、自民党・

市民の会を代表して質問させていただきま

す。先日の質問と似通った点もあろうかと

存じますが、よろしくお願いいたします。 

 １、市民が元気に活動するまちづくりに

ついて、１の（１）市民活動施策について

でございます。 

 市民の方々と協働のまちづくりを推進す

るためには、市と行政それぞれが、その特

性や役割を認識し、まちづくりを進めてい

くことが重要です。改めて本市の協働のま

ちづくりに対する思いと市民活動施策に関

する方針についてお聞かせください。 

 １の（２）情報発信の強化について。 

 会派として、情報発信の強化のためのシ

ティプロモーションについては、ふるさと

納税や健都との連携などで提言してまいり

ましたが、今回、シティプロモーション戦

略策定を進められることを高く評価いたし

ます。そこで、本戦略について、具体的に

どのように策定するのか、そして、どのよ

うな効果、目標を想定しているのか、お聞

かせください。 

 ２、みんなが安全で快適に暮らせるまち

づくりについて、２の（１）大規模災害の

備えについてでございます。 

 昨年は、大阪北部地震をはじめ、西日本

豪雨、台風２１号などの自然災害によって

本市は大きな被害を受けました。南海トラ

フ地震もいつ起きるかわからない中で、大

規模災害の備えというものは、本市の安

全・安心のまちづくりの根本であり、具体

的行動をもって市民の信頼に応える必要が

あります。本年度、防災士資格取得支援、

災害対策基金、備蓄品の増加など、多くの

災害施策に取り組まれることを高く評価い

たします。そこで、改めて、「まちごと・

丸ごと」防災体制の実現のために、自助・

共助・公助それぞれをどのように強化さ

れ、そして、有機的に連携して大災害にお

ける被害の最小限化を図るのか、具体的に

お聞かせください。 

 ２の（２）消防・救急救助施策につい

て。 

 今回、市民の命を守る消防・救急救助体

制を強化されることは、安全・安心のまち

づくりへの取り組みとして高く評価いたし

ます。そこで、強化される救急救助施策に

ついて、どのような効果を得ることができ

るのか、お聞かせください。 

 ２の（３）都市基盤整備について。 

 本年度は、ＪＲ千里丘駅西地区再開発事

業の推進、阪急京都線連続立体交差事業で

の用地取得開始など、多くの事業が予想さ

れ、本市の一層の発展の基礎を築くもので

あります。この基礎を築くに当たり、市政

方針のまちごとの視点を軸とした安全・安

心のまちづくりをどのように反映されてい

るのか、お考えをお聞かせください。 

 ２の（４）市民を支える上下水道につい

て。 

 上水を安定的に供給することは、行政の

極めて重要な責務であります。また、下水

道についても、昨今の降雨状況を踏まえ、

安威川以南の雨水対策など、その重要性は

ますます高まっています。上下水道ともに
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施設や管路の老朽化による事故やトラブル

が社会的な問題となっておりますが、本市

の上下水道施設や管路の状況をどのように

捉えられているのか、お聞かせください。 

 ２の（５）多世代での同居・近居につい

て。 

 本件につきましては、会派として以前か

ら繰り返し提言してまいりました。その実

現に向け、本年度の方針に掲げられたこと

を高く評価いたします。核家族化や地域の

つながりの希薄化がより一層進んでいる状

況において、改めて家族が果たすべき役割

が重要であると強く認識しており、多世代

での支え合いを行政として推進することは

非常に大きな意義があると考えておりま

す。 

 そこで、多世代での同居・近居推進に対

する期待と本市の思いをお聞かせくださ

い。 

 ３、みどりうるおう環境を大切にするま

ちづくりについて、３の（１）環境問題に

ついてでございます。 

 環境問題には、地球温暖化やごみ問題、

大気汚染、生物多様性の喪失などがあり、

最近では海洋プラスチックごみ問題の深刻

化も取り上げられておりますが、それぞれ

の問題は決して無関係ではありません。そ

こで、環境問題の対策を推進する上での本

市の課題についてお聞かせください。 

 ３の（２）ごみ処理の広域連携につい

て。 

 ごみ処理の茨木市との広域連携について

は、会派としても推進しており、今回、茨

木市との基本合意書を締結されたことを高

く評価いたします。改めて広域連携の効果

についてお聞かせください。 

 ４、暮らしにやさしく笑顔があふれるま

ちづくりについて、４の（１）地域福祉施

策についてでございます。 

 近年、高齢化の進展に伴う介護ニーズが

増大し、核家族化の進行や介護する家族の

高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家

族をめぐる状況も変化してきております。

さまざまな課題が顕在化しておりますが、

本市の福祉のまちづくりに対する思いと方

針についてお聞かせください。 

 ４の（２）子育て支援について。 

 千葉県野田市の悲惨な女児虐待事件な

ど、児童虐待の増加は本市においても大き

な問題となっております。それには、親の

子育てでの不安を解消し、孤立家庭を防

ぎ、さまざまなアプローチで地域でともに

育てる地域教育で子どもとその家庭を支え

ることが必要です。そこで、本市の地域教

育の観点での取り組みについてお聞かせく

ださい。 

 ４の（３）健康寿命の延伸の取り組みに

ついて。 

 本市は、これまで、ウオーキングコース

の増設や健康器具の設置、健幸マイレージ

事業の推進など、市民の方々の健康づくり

に対し、鋭意取り組まれてきていることを

高く評価いたします。本市は健康都市宣言

をしており、これからも健康づくりという

大きな目標に向かってオール摂津で取り組

む必要がありますが、改めて健康づくりに

対する本市の思いをお聞かせください。 

 ５、誰もが学び、成長できるまちづくり

について、５の（１）児童・生徒の学力向

上についてでございます。 

 本件は、本市にとって長年の課題であ

り、これまでさまざまな取り組みがなされ

てきましたが、思うような結果につながっ

ていないのが現状であると認識しておりま

す。改めて現在の本市の児童・生徒の学力

の状況についてお聞かせください。 
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 ５の（２）スポーツ環境の充実につい

て。 

 スポーツは、市民の健康づくりや仲間づ

くり、あるいは社会性や協調性を培う、青

少年の育成にも重要な位置付けとなりま

す。本市としてスポーツ環境の充実につい

ては継続して取り組んでおられますが、改

めてスポーツに期待する可能性や思いをお

聞かせください。 

 ６、活力ある産業のまちづくりについ

て、６の（１）産業活性化についてでござ

います。 

 本市は、４，０００を超える事業所が存

在し、その多くを中小企業が占めていま

す。この産業集積は本市にとって大きな強

みであり、生かしていかなければなりませ

ん。既に摂津市産業振興アクションプラン

に基づく効果を検証されているかとは思い

ますが、改めて産業活性化に対する本市の

思いと方針についてお聞かせください。 

 ６の（２）健都イノベーションパークに

ついて。 

 本年度７月に国立循環器病研究センター

が移転を迎え、吹田市、摂津市の両市にま

たがって開院する予定であり、健都は一層

の注目を浴びることは言うまでもありませ

ん。この健都イノベーションパーク企業誘

致には、国際級の複合医療産業拠点の形成

を目指すために、ハードルの高い条件が設

定されています。このコンセプトに合致し

た企業誘致の実現には各種支援策が必要に

なりますが、どうお考えかお聞かせくださ

い。 

 ７、計画を実現する行政経営について、

７の（１）持続可能な行政経営についてで

ございます。 

 （仮称）行政経営戦略は、今まで羅針盤

としてきた第４次摂津市総合計画や第５次

行政改革実施計画にかわるものであり、本

市の今後のまちづくりの指針となる重要な

位置付けとなります。加えて、的確に将来

を見据え、持続可能なものにしなければな

りません。改めて当該戦略の位置付けと策

定に向けた決意をお聞かせください。 

 ７の（２）公共施設等の管理運営につい

て。 

 本市は、昨年の自然災害によって多くの

公共施設が被害を受け、その修繕事業は多

くの財政支出を伴い、そして、老朽化など

も相まって、公共施設等の管理運営は大き

な転換期を迎えております。そこで、これ

らの現状への対応について、ＦＭ、公共施

設等総合管理計画とどのように整合性を図

っているのか、お考えをお聞かせくださ

い。 

 ８、鳥飼地域の活性化について。 

 本件は、会派としてこだわって取り組ん

でいる事案でございます。昨年、鳥飼地域

の魅力づくりを目的とした２０４０年に向

けた魅力ある地域づくり研究会が発足しま

した。部局横断的に進めるべく、計１８課

から選ばれし１９名の職員の方々で鋭意取

り組んでおられることに対し、高く評価い

たします。人口が激減している鳥飼地域に

とって大きな意義のある重要な研究会であ

り、鳥飼地域の未来を左右するものである

と受けとめております。そこで、当該研究

会にかける本市の思いと鳥飼地域の現状を

踏まえた今後の方向性についてお聞かせく

ださい。 

 １回目は以上です。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 おはようございます。 

 それでは、自民党・市民の会議員団を代
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表されましての光好議員の代表質問にお答

えをいたします。 

 まず最初に、協働のまちづくりと市民活

動の方針についてでございますが、本市に

おきましても、少子高齢化、価値観の多様

化など、社会構造の変化により地域のつな

がりが希薄化しておる中、まちづくりに重

要なのが協働の取り組みと認識をいたして

おります。本市が目指します協働とは、み

んなが摂津市に住み続けたい、また、住み

たいと思えるまちへの実現に向け、さまざ

まな課題に対し、行政はもちろん、市民、

事業者、団体がお互いに自主性、自発性、

対等な立場で連携・協力をしながら、共通

の目標に向かい取り組むことと理解し、推

進しているところでございます。 

 その一環といたしまして、市民活動施策

につきましては、市民活動に関する研修会

や、つながりのまち摂津の活動を継続して

行いながら、新たに市民公益活動補助金の

拡充やＮＰＯ法人を対象とした交流会を実

施し、地域のネットワーク強化、多様な市

民活動の活性化を図ってまいりたいと思い

ます。 

 シティプロモーションについてのご質問

でございますが、今日の人口減少社会にお

きましては、多くの市町村が生き残りをか

けた、いわゆる都市間競争が既に始まって

いるものと認識をいたしております。その

ため、市民や市内で活動している人たち

が、本市の魅力に誇りや愛着を持っていた

だき、そこで住み続ける、活動し続ける、

ひいては他市から移り住んでもらえるよう

な本市独自の都市プランを構築することが

重要であると考えております。今後、力を

入れてまいります健都のまちづくりを踏ま

えた健康・医療も、本市のブランドの一端

を担っていくものと考えておりますが、ま

ずは、本市のまちの印象を、市民や市外の

方にアンケート調査を行い、本市の強みや

弱みをしっかりと分析した中で、民間の専

門機関の知恵もお借りしながら、シティプ

ロモーション戦略を検討してまいりたいと

考えております。 

 自助・共助・公助の強化についてであり

ますが、本市は、「まちごと・丸ごと」防

災体制を目指しておりますが、自助・共助

の強化につきましては、市民の皆様に、み

ずからがみずからの命を守る自助と、地域

の安全を地域住民が互いに助け合って守る

共助の大切さをご理解いただくとともに、

災害が発生した際に的確かつ迅速な行動が

とれるよう、日ごろからの備えをしっかり

と行っていただくことが肝要であります。

昨今の風潮といたしまして、公助への過度

な依存が取り沙汰されておりますが、公助

には一定限界がございます。自助・共助な

くして防災力の強化は望めません。また、

行政と地域の防災活動のパイプ役も必要と

なっておりますことから、新年度は防災サ

ポーターを募り、自助・共助を牽引し、公

助を支援する人材を養成してまいります。

さらに、防災士の資格取得費の一部を補助

し、資格取得後は防災サポーターとしてご

活動いただく制度も創設してまいります。 

 次に、自助・共助・公助の有機的な連携

についてでございますが、大規模災害時の

被害軽減には、何よりも市民、地域、行政

が互いに連携・協働して災害対応に当たる

必要がございます。これを踏まえて、新年

度は、自主防災訓練への支援だけではな

く、（仮称）せっつ防災サミットを開催す

るなど、地域と行政の連携強化や自助・共

助の取り組みの啓発と支援に努めてまいり

ます。 

 救急救助施策についてでありますが、増
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加の一途をたどります救急需要に的確に対

応するとともに、現場到着時間を短縮する

ため、本署配備の専任救急隊を１隊増隊い

たしますとともに、千里丘出張所に救急車

を配備し、救急体制を強化していきたいと

思います。これら救急車の運用は、ＧＰＳ

を活用した車両出動システムに更新いたし

ますことにより、現場到着時間の短縮に大

きく貢献できるものでございます。千里丘

出張所に配備いたします救急車は、消防車

との乗りかえ運用といたしますが、阪急京

都線以北に救急車を配備することにより、

大阪北部地震で経験したような踏切の長時

間閉鎖時にも、健都エリアを含む本市北部

の救急事案への適切な対応が可能となるも

のでございます。また、千里丘出張所につ

きましては、耐震改修の実施に合わせて庁

舎機能の維持・強化を行うことにより、引

き続き北部エリアの拠点として有効に活用

していきたいと思います。 

 都市基盤の整備についてでありますが、

昨年の大阪北部地震は、建物の損壊による

道路の通行どめや鉄道の緊急停車に伴う長

時間の踏切遮断などにより、緊急車両の通

行をはじめ、道路交通に大きな支障が出る

など、阪急京都線連続立体交差事業の重要

性を改めて認識したところでございます。

安全・安心なまちづくりには、防災、交通

安全を踏まえた都市基盤整備は不可欠であ

ると考えております。現在、阪急京都線連

続立体交差事業をはじめ、ＪＲ千里丘駅西

地区の再開発、千里丘三島線の歩道拡幅な

どの事業に取り組んでいるところでありま

すが、いずれの事業も長期間にわたる事業

であります。少しでも早く完成できますよ

う着実に進めてまいりたいと思います。 

 上下水道施設の状況についてであります

が、水道事業は昭和３１年度より市内給水

を開始しております。水道管については、

法定耐用年数を超えた管路は平成２９年度

末で全体の４割を超え、年々増加する状況

にあります。現在、老朽管について耐震管

への更新を進めており、併せて耐震化率向

上を目指しております。 

 水道施設につきましては、配水池の耐震

化に努めております。平成３１年度より中

央送水所１号配水池の実施設計を行う予定

でございます。 

 下水道事業は、昭和４０年度より事業を

開始しており、優先的に大口径の管渠内の

状況を調査しております。市内には、法定

耐用年数に達した管渠はまだありません。

これまでの調査結果からも、改築が必要な

損傷の発生は見受けられず、顕著な劣化は

進んでいないと考えております。各地で大

雨による被害も多発しておりますことか

ら、現在進めております雨水の幹線工事を

含め、雨水対策を着実に進めてまいりたい

と思います。 

 多世代での同居・近居についてでありま

すけれども、近年、核家族化や夫婦共働き

世帯の増加などによりまして、家庭をめぐ

るさまざまな社会問題が顕在化いたしてお

ります。家族での支え合いやコミュニケー

ション不足などの背景を踏まえ、問題解決

の糸口を探る一つの方策として、親、子、

孫の３世代家族の同居や近居により、家族

同士のきずなを深め、日ごろからお互いの

顔が見え、声をかけ合える関係づくりを目

指し、世代間相互の助け合いや交流を通じ

て家族みんなで安心して暮らせるよう、三

世代ファミリー住まいるサポート制度を新

たに創設するものでございます。 

 環境問題についてでありますが、一口に

環境問題と申しましても、非常に多岐多様

にわたるものでございます。世界的な規模
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で考えますと、地球温暖化の問題や海洋プ

ラスチックごみの問題、身近なところに目

を向けますと、地域の美化や食品ロスの問

題等々がございます。 

 本市では、平成２９年４月に摂津市環境

の保全及び創造に関する条例を改正いたし

ました。改正条例には、地球温暖化への適

応、環境教育、環境学習の推進、環境美化

の推進の視点を盛り込み、さまざまな施策

を展開しておるところでございます。市政

方針でも述べましたが、環境問題は一朝一

夕に解決できるものではございません。た

とえ小さな取り組みでありましても、その

一つ一つを根気強く積み上げていかなけれ

ばなりません。そのような意味では、すぐ

に効果があらわれることではなくても、そ

れぞれの施策を根気強く実行し続けること

が環境問題対策を推進する上での課題にな

ってくるのではないかと考えております。 

 ごみ処理の広域連携の結果についてであ

りますが、ごみ処理の広域連携につきまし

ては、本市の焼却施設の老朽化が進み、将

来のごみ処理のあり方を検討する中で、現

在の環境センターの敷地が狭隘で住宅地に

近いことから、現地での建て替えは困難と

考え、その解決策の一つとして、茨木市の

施設での広域処理について協議を重ねてき

たところでございます。また、２０３８年

度までの１６年間の試算では、本市単独処

理を継続する経費と比較いたしまして、長

寿命化のイニシャルコストで約２８億円、

ランニングコストで年間約１億１，０００

万円の経費削減が図れるものと見込んでお

ります。本市といたしましては、将来にわ

たりごみ処理が継続できますとともに、ス

ケールメリットを生かして処理経費の削減

にもつながりますことから、昨年の１２月

２５日に基本合意書の締結をいたしたもの

でございます。 

 本市における福祉のまちづくりへの思い

と方針についてでありますが、近年、少子

高齢化や核家族化、単身世帯の増加などの

家族構成の変化などにより、地域のつなが

りが薄れ、地域を取り巻く環境はますます

厳しいものになってきております。こうし

た中、本市では、「みんなで支え合い、誰

もが健康で安心して暮らせる人権と福祉の

まちづくり」を基本理念として、全ての市

民が地域福祉の主役であること、そして、

行政がその支援を行うことにより、地域福

祉の推進に努めてまいりました。地域福祉

を安定し持続的に推進するためには、市民

一人一人が地域社会の一員として、子ども

から高齢者まで、年齢や職業、ライフスタ

イルなどの違いを超えて交流し、みずから

地域課題の解決に向けて、触れ合い、助け

合い、支え合う活動を行うことが重要でご

ざいます。再び地域のつながりを取り戻す

べく、各組織の連携を図り、オール摂津で

地域住民の活動の支援に努めてまいりたい

と考えております。 

 本市における健康づくりへの思いについ

てでありますが、近年、団塊の世代が７５

歳以上の後期高齢者となる２０２５年問題

に見られるように、今後、医療や介護にか

かわる社会保障費の増大が見込まれます。

健康寿命の延伸にかかわる取り組みは最も

重要なものと認識をいたしております。全

ての市民が健康への理解と関心を深め、健

康づくりに取り組み、健やかで生き生きと

暮らせる健康寿命の社会を実現するため、

今年度、まちごと元気！健康せっつ２１の

中間見直しを行い、今後、同計画に掲げま

す四つの活動指針に基づき、各取り組みを

推進してまいります。 

 また、本年７月に国立循環器病研究セン
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ターが移転するに伴い、同センターや国立

健康・栄養研究所などの関係機関との連

携・協働をさらに促進し、市民の疾病予

防、健康づくりを進めてまいります。 

 スポーツに期待する思いについてであり

ますけれども、スポーツは、健康及び体力

の保持・増進などといった役割だけでな

く、例えば、昨年６月に開催されましたサ

ッカーワールドカップでの本市出身の本田

圭佑選手の活躍によって、地震で被害を受

けた多くの方々が元気づけられるという効

果をもたらしたことがございました。この

ように、スポーツには、人々に感動や希望

を与えたり、ルールを守ることや他者を思

いやる心を養うなど、次代を担う子どもた

ちの成長によい影響を及ぼしてくれる力が

あると思っております。また、スポーツが

持っている可能性として、人と人、地域と

地域の交流を促進し、地域の一体感や活力

を醸成し、人間関係の希薄化などが問題と

なっている地域社会の再生にも寄与するこ

とができると考えております。 

 産業活性化についてでありますが、４，

０００を超えます事業所の集積は、本市の

特徴であり、強みでございます。先日も、

企業間の交流・連携を図る取り組みである

市内企業を対象にいたしましたビジネスマ

ッチングフェアを開催いたし、多くの企

業、関係者にご参加をいただき、大変活発

な交流がございました。また、産業振興ア

クションプラン評価検証を踏まえ、中小企

業のすぐれた商品を摂津優品（せっつすぐ

れもん）として新たに認定するなど、新た

な産業の活性化を図りながら、第２期産業

振興アクションプランを市内企業及び関係

機関と連携し、策定していきたいと思いま

す。 

 コンセプトに合致した企業誘致の実現性

についてでありますが、健都イノベーショ

ンパークにつきましては、ライフサイエン

ス産業の新たな拠点として位置付けており

ます。企業などの集積を図る上で、魅力の

ある企業を誘致することは非常に重要であ

ると考えております。そのため、ライフサ

イエンスに関する事業に対し、大阪府税が

最大ゼロとなる大阪府成長産業特別集積税

制などが設けられております。また、本市

におきましても企業立地等促進奨励金制度

がございますので、健都イノベーションパ

ークへの進出企業にとりましては、税制優

遇、補助金を受けることができるメリット

があると考えております。これら制度も最

大限活用いたしまして、今後も大阪府、吹

田市等と連携しながら、さらなる周知を行

うとともに、健都という立地を生かしたイ

ノベーションを創出する環境づくりを進

め、企業等にとって最大の魅力につなげる

よう着実に取り組んでまいります。 

 仮称の行政経営戦略でありますけれど

も、市政運営をしていくに当たり、限られ

た財源の中、基礎自治体としての責務を全

うし、いかに市民の皆様の思いを形にして

いけるか、その最大公約数を的確に導き出

すことが大変重要であります。特に、人口

減少や超高齢社会など、これまで経験した

ことがない難局を迎えようとしている今、

将来を見据え、時代に即した行政サービス

を提供する行政経営を進めていかなければ

なりません。本年は、総合計画や行政改革

をはじめとする計画行政の見直しを進め、

今後のまちづくりの指針となります（仮

称）行政経営戦略の考え方をまとめてまい

りたいと思います。 

 公共施設等総合管理計画についてのご質

問でございますけれども、公共施設等総合

管理計画は、不断の見直しを実施すること
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としております。地震や台風など突発的な

事案に関しても、施設の被災状況や対策を

図るための基礎的データ等を取りまとめ、

計画に反映させてまいります。 

 公共施設等の管理運営につきましては、

本市のまちづくりの方向性を踏まえまし

て、高質で持続可能な行政運営を実現する

ため、長期的かつ経営的な視点で施設を評

価し、更新等に際しましては、常にファシ

リティマネジメント的な観点を持って取り

組んでまいります。 

 研究会に対する鳥飼地域の今後の方向性

についてのご質問でございますが、人口減

少は全国的な課題でございます。本市にお

きましても決して例外ではございません。

特に鳥飼地域では、人口減少のスピードが

速く、今後さまざまな行政課題が生じるも

のと予想されます。 

 そのような中、昨年、２０４０年に向け

た魅力ある地域づくり研究会を部局横断的

な体制で設置し、地域課題を整理するとと

もに、魅力ある地域づくりに向け研究を進

めているところでございます。また、鳥飼

地域は、淀川など貴重な自然環境が魅力の

一つであり、地域の活性化につなげてまい

りたいと考えております。 

 以上、私からの答弁とさせていただきま

す。 

○嶋野浩一朗議長 教育長。 

  （箸尾谷教育長 登壇） 

○箸尾谷教育長 それでは、教育委員会所管

分についてご答弁申し上げます。 

 まず、子育て支援についてでございま

す。 

 本市総合計画では、児童虐待防止体制の

充実の項目を設けており、関係機関の連携

強化等により、未然防止、早期発見、的確

な対応に取り組んできております。 

 議員がお示しの子育てを地域の方々の協

力をいただきながらともに行う地域教育の

観点のように、保護者が子育てで孤立しな

いようにすることは、虐待予防に有効であ

ると認識しており、子どもにかかわる関係

課、関係機関等が、子どもとその家庭を見

守り、迅速に対応できるように、要保護児

童対策地域協議会や子育て支援ネットワー

ク推進会議などの会議を設置し、日ごろか

らネットワークの構築に努めているところ

でございます。また、新たな支援策とし

て、次年度から子育てに不安感の強い保護

者への訪問看護を実施し、孤立化の防止に

さらに努めてまいります。 

 続きまして、本市の児童・生徒の学力の

状況についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 今年度の全国学力・学習状況調査結果に

ついて、中学校では、全国平均と比較する

と、おおむね昨年度並みの結果でございま

したが、小学校では、全教科、全区分で全

国平均に近付いております。具体的には、

小学校国語では、全国平均を１としたと

き、主に知識を問うＡ問題で０．９８に、

また、過去に０．７９であった主に活用を

問うＢ問題でも０．９１になるなど、全国

平均に近付いてまいりました。また、算数

でも両区分において昨年度よりも向上し、

調査開始の平成１９年度以降、どの年度よ

りも全国平均に近付いてきております。こ

のように、一部成果があらわれてきてはお

りますものの、市全体の平均としては依然

として全国平均に及ばず、課題であると捉

えております。 

 教育委員会といたしましては、今後も、

学校の教員の指導力の向上や特色ある取り

組み、また、全小・中学校の校長と担当教

員を対象とした学力向上ヒアリングやせっ
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つＳＵＮＳＵＮ塾などの教育委員会の事業

等について、その効果検証を行い、必要に

応じて指導・助言や事業の見直し等を行い

ながら、子どもたちが進路選択の際に自分

が希望する進路が選択できるよう、子ども

たち一人一人の学力の向上に努めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 光好議員。 

○光好博幸議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １の（１）市民活動施策についてです

が、協働のまちづくりに対する思いと市民

活動施策の方針について理解いたしまし

た。 

 現在、住民同士の交流やつながりが希薄

化するなど、地域コミュニティの衰退が懸

念されており、全国的に自治会の加入率低

下が問題となっております。しかしなが

ら、昨年本市を襲った自然災害の際には、

地域の方々がお互いに励まし合い、支え合

っておられ、これこそ常日ごろから培った

近隣同士のつながりやきずながあってこそ

なせることであり、改めて地域コミュニテ

ィの重要性を実感した次第でございます。 

 平成３０年度第１回摂津市市政モニター

アンケート集計結果によりますと、自治会

に加入していない理由として、「何をして

いるかわからない」、「加入メリットを感

じないから」との回答が最も多い一方で、

自治会に期待することの回答は、防災・防

犯活動が最も多い結果となっております。

これは行政に期待することとも一致してお

ります。 

 そこで、今、市民の方々の関心が最も高

い防災という視点を切り口に施策を講じる

ことで、自治会の加入率低下に歯どめをか

ける、あるいは、地域コミュニティの活性

化につなげることも手段の一つであると考

えますが、どう捉えられているのか、ま

た、今後の取り組みについても併せてお聞

かせください。 

 １の（２）情報発信の強化についてです

が、都市ブランドの構築という目的に基づ

き、しっかりと進められていることと理解

いたしました。そのためには、シティプロ

モーションの魅力づくりを担う各部署との

連携がこれまで以上に必要となりますが、

どう具現化されるのか、また、これまで幾

度となく取り上げられたＳＮＳやＰＲ冊子

などの情報発信媒体の強化が必須ですが、

具体的にどう考えているのか、併せてお聞

かせください。 

 ２の（１）大規模災害の備えについてで

すが、自助・共助・公助、三助のそれぞれ

の強化並びに密接に連携していくことを理

解いたしました。 

 危機管理には、災害発生時に予想される

被害に対して、いかに予防し、被害拡大を

最小限化するためのリスク管理が基本とな

ります。自助・共助の強化はもちろんのこ

と、昨年１２月議会及び大阪北部地震の検

証報告において、公助の最も大切な指揮系

統、内部統制などのリスクが明らかになり

ました。そして、検証報告には「何々につ

いて検討する」というような文章が散見さ

れ、最終的な結論は出ていない状況であり

ます。 

 昨年１２月議会において、市長は、「全

庁的に今回の震災の検証の真っ最中で、そ

の結論を待ちまして、そういったところも

含めて具体的方針をお示ししたい」と言わ

れております。ゆえに、この結論を明確に

し、対応する責任を果たすことが公助強化

での最優先事項であります。検証報告の検

討事項の結論は、引き続き防災対策検討委
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員会が責任を持って実施することが適切で

あると考えております。なぜなら、検討項

目は多岐にわたり、全庁での調整が必要不

可欠であり、かつ検証業務の継続性も必要

だからです。そこで、防災対策検討委員会

が結論を出すことの責任について、いつま

でにどのようにして処置されるのか、お考

えをお聞かせください。 

 ２の（２）消防・救急救助施策について

ですが、多くの効果が見込まれることを理

解いたしました。今、平時においても有事

においても、消防の水平的な広域連携が重

要であります。特に、近接している吹田市

や茨木市、高槻市との緊密な連携は不可欠

と考えますが、現状、そして今後の水平的

な連携の取り組みについてお聞かせくださ

い。 

 ２の（３）都市基盤整備についてです

が、しっかりと安全・安心のまちづくりを

具現化していることと理解いたしました。

都市基盤整備において、特に設計段階であ

るＪＲ千里丘駅西地区再開発は、南海トラ

フ大地震などの大災害にも備え、そして、

２０年、４０年先まで考慮した安全・安心

のまちづくりとなるよう努力すべきです。

そこで、この再開発について、どのように

安全・安心を計画策定に反映していくの

か、お考えをお聞かせください。 

 ２の（４）市民を支える上下水道につい

てですが、上下水道施設の状況について理

解いたしました。 

 まず、上水道については、施設や管路の

耐震化、更新を進めているものの、まだ多

くの課題が残されています。本年度の事業

として、中央送水所１号配水池での建て替

えや管路の更新が予定されていますが、今

後の対策についてお聞かせください。 

 また、下水道につきましては、下水道ビ

ジョン策定に向け管渠の実態調査をされて

いますが、その調査結果を踏まえ、今後の

方向性についてお聞かせください。 

 ２の（５）多世代での同居・近居につい

てでございます。 

 市長の思いを理解いたしました。本年

度、新たな制度として三世代ファミリー住

まいるサポート制度が創設されますが、具

体的な内容についてお聞かせください。 

 ３の（１）環境問題についてですが、対

策を推進する上での課題についてお聞かせ

いただき、理解いたしました。本市では、

ご答弁にもありましたように、環境保全条

例が改正され、さまざまな施策を展開され

ていると認識しております。当該条例を改

正したことに伴う具体的な取り組みについ

てお聞かせください。 

 ３の（２）ごみ処理の広域連携について

ですが、この広域連携により、市民への将

来的な負担を避け、持続可能なごみ処理事

業になることを理解いたしました。しか

し、茨木市との広域化後の業務調整や、ご

み運搬の長距離化への対応など、解決しな

ければならない諸課題が多々あります。安

定した制度確立のための課題認識及びその

リスク削減について、どうお考えかお聞か

せください。 

 ４の（１）地域福祉施策についてです

が、福祉のまちづくりに対する市長の思い

と方針について理解いたしました。本年度

は、地域共生社会の実現に向け、第４期地

域福祉計画が策定されることとなっており

ます。本市において地域福祉を推進してい

くためには、行政と地域の距離をさらに縮

め、地域課題を適切に把握していくことが

重要ですが、本市として方策をお聞かせく

ださい。 

 ４の（２）子育て支援についてですが、
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ぜひ地域教育の観点で、地域で子育て家庭

を支え合うよう要望いたします。 

 また、子育て支援においてもう一つ重要

なことは、女性の活躍できる社会基盤の整

備であります。共働き家庭が増える中で、

幼児の保育ニーズ、学童保育のニーズがま

すます高まっている中、その対応はまさに

喫緊の課題であり、いつまでも先延ばしに

することはできません。保育ニーズは昨日

取り上げられておりましたので割愛させて

いただき、学童保育ニーズへの課題解決に

ついて、どうお考えかお聞かせください。 

 ４の（３）健康寿命の延伸の取り組みに

ついてですが、健康づくりに対する市長の

思いを理解いたしました。本年度は、市民

の健康寿命の延伸に向け、フレイル予防プ

ログラムを策定する計画となっておりま

す。本市は、吹田市、高石市とともに事業

モデル地区となっておりますが、今後の本

市におけるフレイル予防の取り組みについ

てお聞かせください。 

 ５の（１）児童・生徒の学力向上につい

てですが、現在の状況を理解いたしまし

た。これらの数字は、あくまでも対象とな

る全児童・生徒の平均値であり、学校や学

年ごとに抱えている課題やその対策につい

ても異なると理解しております。児童・生

徒の学力の向上という点において、実際に

成果を上げられている学校の取り組みはど

のようなものがあるのか、事例があればお

聞かせください。 

 また、深刻な社会問題の一つとなってい

る保護者の過度な要求やクレームが増加傾

向にあり、教員がその対応で苦労されてい

るという状況を耳にすることがあります。

本市において、そのような状況が実際に起

こっているのかについても併せてお聞かせ

ください。 

 ５の（２）スポーツ環境の充実について

ですが、市長のスポーツに対する思いを理

解いたしました。本年度、旧味舌小学校跡

地での体育施設建設が実施設計の段階に入

りますが、本件は、スポーツ環境を充実さ

せるという市民ニーズに応えられる可能性

を秘めております。市政方針において、市

内スポーツ施設全体のあり方について調

査・研究を進めるということがうたわれて

おりますが、そういった観点から、本市と

しての位置付けと構想を改めてお聞かせく

ださい。 

 ６の（１）産業活性化についてですが、

市長の思いと方針について理解いたしまし

た。本市の中小企業事業者の声に耳を傾け

ますと、産業のまちとうたっているもの

の、中小企業への支援が少ないという話も

時折耳にします。本市は、摂津優品（せっ

つすぐれもん）認定制度をはじめとする産

業振興に取り組んでおられますが、その一

方で、実際に働いている方々の感じている

ことと本市の認識にギャップがあるのでは

ないかと懸念しております。本市として、

もっと能動的に企業とかかわり、事業者の

ニーズや実態を把握する必要があると考え

ますが、今後、どのように考え、取り組ま

れようとしているのか、お聞かせくださ

い。 

 ６の（２）健都イノベーションパークに

ついてですが、最適な企業を誘致するには

大きな努力が必要であると改めて認識する

ものであります。本市は、健康福祉施策に

おいて、エーザイ株式会社との連携や、タ

ニタ株式会社のＩＣＴ機器を活用する施策

を実施しております。このように、本市の

健康施策との連携も健康・医療の企業にと

っての魅力となり、企業誘致の際、決定的

な判断にならなくとも、それを促すという
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点において大いに貢献するものと考えてお

ります。本市のより一層の健康寿命の延伸

の取り組みと、その情報発信強化が、健都

イノベーションパーク、企業誘致に必要不

可欠でありますが、どうお考えかお聞かせ

ください。 

 ７の（１）持続可能な行政経営について

ですが、（仮称）行政経営戦略の位置付け

と市長の決意について理解いたしました。

行政経営のかなめとなる総合計画は、平成

３２年度までの計画となっており、各分野

別の計画も複数策定されていることから、

これらを着実に進めながら（仮称）行政経

営戦略へ移行しなければなりません。現在

進行中の各種計画との整合性をどのように

図っていくのか、また、具体的にどのよう

に移行していくのか、お聞かせください。 

 ７の（２）公共施設等の管理運営につい

てですが、現在進行中の公共施設、そし

て、地震などの突発的事案についても、Ｆ

Ｍと整合性を図り、マネジメントすると理

解いたしました。実際に本庁舎西別館につ

いては、老朽化に伴い本年度に解体すると

のことですが、この跡地について、ＦＭの

観点も踏まえて、どのように活用するの

か、お考えをお聞かせください。 

 ８、鳥飼地域の活性化についてです。 

 市長の思いと今後の方向性について理解

いたしました。引き続き、鳥飼地域の魅力

化に向け、侃侃諤諤議論されることと思い

ます。今年度末には、当該研究会でのアウ

トプットとして調査研究報告書が提出され

ますが、机上の空論で終わらせてはなりま

せん。さらに議論を深める必要があると考

えますが、当該報告書はどのように扱われ

るのか、また、具現化に向けどのように進

めていくのか、お聞かせください。 

 ２回目は以上です。 

○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁を求めま

す。市民生活部長。 

○野村市民生活部長 市民活動施策に関連し

まして、防災の観点から、自治会への加入

世帯増加への取り組みについてということ

でございます。 

 ご質問の中にもございましたように、第

１回市政モニターアンケート調査を平成３

０年８月に行いました。この調査の中で、

自治会や行政に期待することとして、防

災・防犯活動が高い数値となっておりまし

た。これは、昨年ございました地震や台風

災害に対する防災意識の大きなあらわれだ

と思われます。 

 このことからも、議員がご指摘のとお

り、地域のきずな、つながり、コミュニテ

ィの活発化を進める上で、防災への取り組

みが重要であり、この視点での取り組みが

自治会の組織力向上につながるものだと考

え、自治連合会定例会での講演会や、つな

がりのまち摂津連絡会議主催の地域交流研

修会で、防災と地域でのつながりの大切さ

を取り上げた講演会を行ったところでござ

います。 

 今後とも、さまざまな機会を捉え、地域

や市民ニーズを踏まえながら事業を展開

し、自治会加入率・組織率向上につなげて

まいりたいと考えております。 

 続きまして、旧味舌小学校跡地に建設予

定の体育館の現在の位置付けと構想につい

てお答えいたします。 

 現在、市立体育館は、鳥飼体育館、正雀

体育館、味生体育館の３館がございます。

いずれも、バスケットボールのコート１面

が入る規模の第１体育室を備えている地区

体育館となっております。旧味舌小学校跡

地に新しく建設を予定しております体育館

につきましても、同規模の第１体育室を備
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える体育館を考えております。 

 また、新しい体育館では、団体利用だけ

ではなく、個人の体力づくり、健康増進の

観点の運用ができるように、個人で参加で

きるスポーツ教室やトレーニング機器の整

備等も検討しているところでございます。 

 平成２９年度の体育館の稼働状況は、３

館とも７０％を超えており、体育館の需要

は高いことがうかがえますので、新しい体

育館が加わることによって、より多くの方

にスポーツに親しんでいただける環境を提

供できるものと考えております。 

 この新しい体育館を加え、グラウンドも

含めた本市のスポーツ施設全体の配置等に

ついて、先進事例等の視察を行い、よりよ

いスポーツ環境の整備を行うための調査・

研究を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、産業活性化におきまして、

中小企業の支援について、もっと行政とし

て能動的なかかわりが必要ではないかとの

お問いでございます。 

 本市の中小企業の支援策では、中小企業

事業融資資金など、府下でもトップレベル

の水準の事業もございます。また、摂津優

品（せっつすぐれもん）の認定制度によっ

て販路拡大の手助けとなったとの声もいた

だいております。しかしながら、中小企業

育成事業補助金の活用に当たって、利用希

望の展示会が補助対象でなく、利用ができ

なかったなどのお声があったこともござい

ました。 

 本年度から、中小企業経営改善支援コン

サルタント派遣事業など、既存の事業の活

用の方法を見直し、国の補助金を積極的に

活用するための支援事業と位置付け、商工

会と連携し、活用いたしました。その結

果、国の補助金を認定される事例が５件中

３件あり、大変喜んでもらっております。

今後は、商工会で開催される各種補助金の

説明会等にも同席し、より積極的にコンサ

ルタント派遣事業をＰＲしてまいります。 

 このように、中小企業事業者の実情を機

会があるごとにできるだけ捉え、活用しや

すい事業支援を心がけてまいります。 

○嶋野浩一朗議長 次に、市長公室長。 

○山本市長公室長 シティプロモーションに

関しての各部署との連携方策、ＳＮＳなど

情報発信媒体の具体的な活用方法について

のご質問にお答えをいたします。 

 議員がご質問のように、シティプロモー

ションを進めるに当たりましては、広報課

だけではなく、全庁的に取り組む必要があ

るということを認識いたしております。そ

のために、部局横断的なワーキンググルー

プを設けるなど、シティプロモーション戦

略の構想段階から各課が関係に加わるよ

う、仕組みを検討してまいりたいと考えて

おります。また、シティプロモーションの

方向性を定めた後は、それぞれ事業課ごと

に効果検証を行う、いわゆるＰＤＣＡサイ

クルの仕組みも構築してまいりたいと考え

ております。 

 これまで実施ができておりませんでした

ＳＮＳなどによります情報発信や、ＰＲ冊

子の作成におきましても、イベントなどを

実施する事業課との連携を図りながら、全

庁的に取り組んでいく仕組みを構築いたす

とともに、市長からもございました民間の

専門機関のご意見等も参考にしながら、市

内外へ効果的でタイムリーな情報が発信で

きるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、健都イノベーションパーク

への企業誘致についてのご質問にお答えを

いたします。 
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 健康と医療の核となります国立循環器病

研究センター及び健都イノベーションパー

クへの移転が決定いたしております国立健

康・栄養研究所とも連携調査し、健都なら

ではの健康寿命の延伸施策の取り組みを一

層進めていくことが、健都の魅力、ひいて

は摂津市全体の魅力を高めていくものと考

えているところでございます。これらの取

り組みを通じまして、健都のまちづくりを

市内外に広く周知されるよう、効果的な情

報発信に努めるとともに、事業者間の連携

によりますイノベーションが生まれる環境

づくりに関係機関と一体となって取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 続きまして、（仮称）行政経営戦略への

移行等についてのご質問にお答えをいたし

ます。 

 第４次総合計画では、その目標年次を２

０２１年までとしておりますが、このた

び、（仮称）行政経営戦略への段階的な移

行を進めるに当たりまして、基本構想の計

画期間を５年間延長させていただいたとこ

ろでございます。この間、第４次総合計画

の基本計画をはじめ、実施計画、分野別計

画の関係性等を整理いたしたいと考えてお

ります。 

 （仮称）行政経営戦略では、総合計画や

行政改革等の理念も踏まえながら、今後の

まちづくりの方向性を定めた行政経営方針

のもと、主要施策の推進に重点を置きまし

た進行管理の仕組みを構築し、本市計画行

政の最適化を図ることで、時代に即した行

政サービスの実現につなげてまいりたいと

考えております。 

 ２０２０年に向けた魅力あるまちづくり

研究会等々についてのご質問にお答えをい

たします。 

 同研究会の報告書につきましては、今後

想定されます地域課題を分野別で整理する

とともに、先進事例等も踏まえ、課題解決

に向け複数の方策について記載していくこ

とを想定いたしております。また、平成３

１年度中に調査研究報告書の取りまとめを

行い、２０２０年度から、各所管部署にお

いて、地域の実情や法的制約等も踏まえ、

具体的な方策の実現に向けた詳細な検討へ

とつなげてまいりたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

○井口総務部長 震災の検証結果に挙げられ

た諸課題の処置についてのご質問にお答え

をいたします。 

 大阪北部地震の検証を通して洗い出され

た課題につきましては、市全体として解決

する課題、本部として解決する課題、班ご

とに解決する課題など、さまざまございま

す。災害は待ったなしで、いつ何が起こっ

ても不思議ではない状況の中で、我々はそ

れぞれの役割をしっかりと認識し、できる

ものから鋭意取り組んでいるところでござ

います。 

 その一例といたしまして、先月、庁内に

て初動期情報連携訓練を実施いたし、災害

対策本部と各班の初動手順を確認いたしま

した。また、新年度には、全職員に初動マ

ニュアルを配布し、初動期の具体的な行動

の徹底を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 さらに、市民生活に欠くことのできない

電気やガスの供給に関しましても、関西電

力及び大阪ガスとのホットラインを確保

し、緊急時の情報連携体制を再構築しまし

たほか、阪急電鉄と踏切開放の協議もおお

むね整ったところでございます。 

 最後に、庁内のリスク管理や班体制組織

の大きな課題につきましては、引き続き防

災対策検討委員会を中心に改善策等を議論
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いたし、その結果を新年度に改訂予定の地

域防災計画の中に盛り込んでまいりたいと

考えております。 

 次に、西別館跡地の今後の活用について

のご質問でございます。 

 西別館跡地の有効活用につきましては、

ＦＭの観点を踏まえ、新たな公共施設の建

設を検討するのではなく、民間活力等を活

用させていただき、有効利用を図る方向で

検討を進めております。具体的には、サウ

ンディング調査等の業務を委託いたしまし

て、民間企業から広く意見や提案を求め、

対話を通して市場性の有無や活用のアイデ

ア等を把握することにより、跡地活用の検

討を進めていくことといたしております。

現在、意見聴取いたしました企業の業者別

に、また、そのニーズや実現可能性につい

て整理をいたしている段階でございまし

て、今のところ跡地の具体的な活用の方向

性につきましては未定となっております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 消防長。 

○明原消防長 消防の水平連携の取り組みに

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 平成２８年度から、吹田市と共同で消防

指令センターを運用いたし、災害情報の広

域一元管理が可能になったことにより、水

平連携が強化され、応援出動が円滑に実施

できております。 

 昨年の大阪北部地震の発生時におきまし

ても、１１９番通報内容を指令センターで

トリアージし、出動の優先順位づけを行う

ことで、迅速・的確な現場対応が行われた

ところでございました。この事例は、まさ

に水平連携としての指令共同運用における

メリットを生かせた効果そのものであった

と感じております。 

 また、昨年発生いたしました鳥飼地区で

の大規模倉庫火災におきましては、近隣市

との消防相互応援協定に基づき、各市から

迅速かつ効果的に応援出動を受けたことも

水平連携の大きな成果の一つでございまし

た。 

 なお、大規模災害発生時におきまして

は、大阪府下広域消防相互応援協定等によ

り、他市消防から応援を受けることとなっ

ておりますが、南海トラフ巨大地震をはじ

め、甚大な被害をもたらす大規模災害への

対応も見据え、今後におきましても、近隣

市とのさらなる水平連携を強化することで

効果を見出していくことが重要であると考

えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 建設部長。 

○土井建設部長 ＪＲ千里丘駅西地区におけ

る再開発事業計画についてのご質問にお答

えいたします。 

 ＪＲ千里丘駅西地区の現状は、道路が狭

く、古い木造建物が密集しており、今回の

地震では家屋の一部損壊などの被害も発生

しております。一方では、空地や駐車場が

見られるなど、土地の有効利用が図られて

おらず、また、駅前では歩行者と通行車両

がふくそうするなど、交通安全上危険な状

況も見られます。 

 今回計画しております再開発事業では、

建物の更新により耐震化と土地の高度利用

を図り、さらに、駅前交通広場の整備や歩

行者空間の確保による歩車分離と交通結節

機能の強化を図るなど、災害に強いまちづ

くりを進めてまいります。 

 続きまして、三世代ファミリー住まいる

サポート制度についてのご質問にお答えい

たします。 

 本制度は、多世代で同じ家に同居または

市内で近居するために、住宅の取得、住宅
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のリフォーム、または市内への引越しを行

う親世帯または子世帯に対し、これらの費

用の一部を補助するものでございます。対

象者は、子世帯では、中学校修了までの子

どもを養育されている世帯、または夫婦と

もに４５歳未満の世帯としており、また、

親世帯では、子世帯夫婦のどちらかの父母

または祖父母を対象としております。 

 補助金の額につきましては、住宅取得補

助では、市外からの転入による同居などで

新たに住宅を購入取得される場合に上限４

０万円を、住宅リフォーム補助では、市外

からの同居などでお住まいの住宅を改修リ

フォームされる場合に上限２５万円を、住

宅転居補助では、市外からの同居などで引

越しされる場合に上限５万円を補助するも

ので、これら三つの補助は併用できないも

のとしております。 

 また、本市の特徴といたしましては、近

隣市と比較して住宅取得補助を手厚くして

おります。 

 実施時期につきましては、４月から広報

誌やホームページなどにより制度の周知を

始め、７月より受付を開始してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 上下水道部長。 

○山口上下水道部長 上下水道施設の今後の

対策と下水道管の調査結果からの今後の方

向性についてのご質問にお答え申し上げま

す。 

 初めに、上水道についてでございます。 

 中央送水所１号配水池は、昭和４６年よ

り供用を行っておりますが、この配水池

は、平成２５年度に実施をいたしました耐

震調査におきまして、耐震補強工事を行う

ことで所定の耐震性を確保することができ

ないとの結果となったため、一旦取り壊し

を行い、新たに同じ場所で築造を行うもの

でございます。スケジュールといたしまし

ては、２０１９年度に実施設計を行い、２

０２０年度に工事発注、竣工は２０２１年

度中の予定にしております。 

 水道管路につきましては、破損すると影

響の大きい基幹管路と言われます３００ミ

リ以上の管路を中心に、耐震管への取りか

えを現在鋭意進めておりますが、法定耐用

年数で更新を行いますと、今後１０年間で

約３００億円が必要になってくるとの試算

が出ております。しかし、資金も限られて

おりますことから、適切なアセットマネジ

メントを実施することにより、トータルコ

ストの縮減や平準化等、費用負担を軽減し

つつ、更新投資を着実に進めてまいりたい

と考えております。 

 次に、下水道についてでございます。 

 下水道管渠につきましては、現状では比

較的健全な状況にございますが、法定耐用

年数であります５０年に近付いております

ことから、本年度より、布設後３０年を経

過し、かつ破損時に大きな被害が想定され

ます８００ミリ以上の管渠、約７０キロメ

ートルにつきまして、５年間で完了できま

すよう、カメラによる管渠の劣化状況の確

認調査を集中的に実施しておるところでご

ざいます。 

 引き続き、良好な管渠施設を維持してい

くため、調査を進めますとともに、今後、

ストックマネジメントの計画を策定し、予

防保全の実施など計画的かつ効率的な施設

管理を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 環境部長。 

○山田環境部長 摂津市環境の保全及び創造

に関する条例改正に伴います具体的な取り
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組みについてのご質問にお答えいたしま

す。 

 同条例の改正のポイントといたしまして

は、地球温暖化への適応、環境教育、環境

学習の推進、環境美化の推進の３点がござ

います。 

 地球温暖化への適応に関しましては、平

成３０年度は、６月と１０月に適応に関す

る講座を開催いたしましたほか、１１月の

環境フェスティバルでは、気象予報士の蓬

莱大介氏を招き、「お天気キャスターが伝

える！地球温暖化教室」と題した講演会を

開催いたしました。また、ドライ型ミスト

発生機をコミュニティプラザや各種イベン

ト会場に設置し、地球温暖化への適応をＰ

Ｒいたしました。 

 環境教育・学習の推進につきましては、

講座、講演会のほか、ごみ減量化・リサイ

クル絵画展をごみ減量化・環境絵画展にリ

ニューアルし、環境に関する幅広い作品を

募集いたしました。 

 環境美化の推進につきましては、ＪＲ千

里丘駅及び阪急摂津市駅周辺と両駅を結ぶ

千里丘三島線を環境美化推進地区に指定

し、清掃活動や啓発活動を行ってまいりま

した。また、環境美化ボランティア制度を

創設し、自主的な美化活動の促進と美化意

識の醸成を図っております。 

 続きまして、ごみ処理の広域連携に関し

て、安定した制度確立のためのリスク削減

と課題認識についてのご質問にお答えいた

します。 

 ごみ処理行政は、日々の生活などから排

出されますごみを停滞なく確実に処理して

いくことが求められる事業でございます。

広域処理の開始に伴い、本市の焼却炉は停

止となりますことから、将来にわたって広

域処理が続きますよう、両議会の承認が必

要となります地方自治法に定める連携協約

の制度を取り入れますことでリスクを軽減

し、安定性と継続性を確保してまいりま

す。 

 また、広域処理の開始に当たっての課題

といたしましては、茨木市との関係では、

事務委託の範囲、負担金の支払い方法、搬

入路の整備などがあり、また、本市独自の

問題といたしましては、収集エリアや収集

時間の見直し、また、現在環境センター内

にあります収集業務の事務所や車両保管場

所、それから、リサイクルプラザ周辺をは

じめとしました市民への説明、周知など、

多くの課題があるものと認識しておりま

す。広域連携が円滑に開始できますよう、

今後、これらの課題の解決に順次取り組ん

でまいります。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部理事。 

○平井保健福祉部理事 地域福祉を推進して

いくための方策についてのご質問にお答え

いたします。 

 地域住民の活動を支援するためには、地

域の状況を適切に把握し、支援することが

重要であり、全てを自治体だけで対応する

ことは困難であると認識しているところで

ございます。このようなことから、本年度

から、地域住民の困り事について包括的に

支援することを業務とするコミュニティソ

ーシャルワーカーを、地域に身近な組織で

ある摂津市社会福祉協議会に事業移管させ

ていただいております。社会福祉協議会に

つきましては、これまでも、校区等福祉委

員会などでの取り組みなどを通じまして、

地域に強固につながり、地域住民や関係団

体と行政の間の調整役として活躍しておら

れる組織であり、地域福祉において最も重

要な組織の一つであると考えております。

次期地域福祉計画におきましては、こうし
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た地域に身近な組織に対しまして、具体的

な行動計画を求めていくとともに、こうし

た組織が地域福祉の推進にみずから計画・

実行できる力を獲得できるよう、組織の強

化を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、今後の本市におけるフレイ

ル予防の取り組みについてのご質問にお答

えいたします。 

 先月２２日から今月５日にかけまして、

国立健康・栄養研究所により、４０歳以上

の市民約１万名を対象にフレイルに関する

アンケート調査が実施されました。これ

は、大阪府、本市、国立健康・栄養研究所

が連携し、働く世代から実践できる効果的

な生活習慣改善プログラムを開発すること

を目的としたものでございます。 

 フレイルとは、加齢とともに運動機能や

認知機能等が低下した状態でございます

が、フレイルが進行しますと、転倒、骨

折、閉じこもり、認知機能の低下等から要

医療や要介護状態に陥る一方で、適切な支

援を行えば、生活機能の維持・向上を図る

ことが可能でございます。 

 本市の要介護認定率でございますが、６

５歳から７４歳までの前期高齢者で約５％

であるのに対しまして、７５歳以上の後期

高齢者では約３０％と大きく増加してお

り、市民に対しましてフレイルに関する知

識を広め、その予防に努めていただくこと

が重要であると考えているところでござい

ます。 

 今後、フレイルに関するアンケート調査

の結果を分析し、生活習慣改善プログラム

が作成されることとなりますが、本市とい

たしましては、引き続きこうした取り組み

に積極的に関与し、健康・医療のまちづく

りに努めてまいりたいと考えております。 

 なお、新年度におきましては、国立健

康・栄養研究所と連携し、体組成計等によ

る測定会の実施など、フレイルの啓発等に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 次世代育成部長。 

○小林次世代育成部長 子育て支援について

のご質問にお答えいたします。 

 学童保育ニーズへの対応についてでござ

いますが、優先的に取り組む課題といたし

ましては、平日における延長保育の実施と

考え、この間、取り組んでまいりました。

共働き世帯が増えてきている社会情勢の中

で、開室時間を延長することは、利用者ニ

ーズに応える時期が一致しているものと考

えております。延長保育等のサービス向上

につきましては、一部の学童保育室運営業

務を民間事業者へ委託することにより実施

していく予定でございます。これまでの直

営の運営体制では、延長保育の実施には課

題がございましたが、民間事業者を活用す

ることにより、全ての学童保育室で延長保

育を実施するものでございます。民間事業

者への委託につきましては、先進自治体に

おける取り組み事例もございますことか

ら、好事例や課題点を確認した上で取り組

んでまいります。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

○北野教育次長 学力向上に成果を上げてい

る学校の取り組みについてお答え申し上げ

ます。 

 具体的な学校の取り組みといたしまして

は、学力調査等の結果分析を授業に生かし

ていることが挙げられます。当該校では、

年３回、教員と児童双方に授業についての

アンケートを行い、わかりやすく工夫され

た授業が行われているかどうかを、児童の

声と教員の意識を比較して、学年・学校全

体で組織的に検証いたしております。この
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ように、学期ごとにＰＤＣＡを行うことに

加え、教員同士で授業を参観し、評価し合

うことにより、授業する力を高め、効果を

上げております。 

 次に、保護者対応のご質問でございます

が、学校では、保護者から相談や要望があ

った場合は丁寧に対応いたしております。

ご質問いただきました保護者からの過度な

要求の事例は年々増加する傾向にございま

す。とりわけ、その要求があまりに過度な

ケースは、大阪府のスクールロイヤー相談

制度を活用し、弁護士からの助言をいただ

くことで解決に至ることができました。今

後とも、このような事例に対しても、教員

の本来業務に支障が出ないように学校を支

援してまいります。 

○嶋野浩一朗議長 光好議員。 

○光好博幸議員 それでは、３回目の質問を

させていただきます。 

 １の（１）市民活動施策についてです

が、防災の観点からの今後の取り組みにつ

いて理解いたしました。アンケート結果や

地域の抱えている課題を洗い出し、今まで

とは違った切り口で分析・考察することで

効果的な取り組みが見えてきます。また、

地域コミュニティの形成力が防災と減災を

実現する鍵だと考えます。市民活動の活性

化と協働のまちづくりの推進に向け、鋭意

取り組んでいただきますよう要望いたしま

す。 

 １の（２）情報発信の強化についてです

が、各部署との連携及び情報発信媒体の強

化について理解いたしました。特に、ＳＮ

Ｓなど情報発信媒体を増やすことは、防災

対応での情報発信不足の解消にも大きく寄

与し、安全・安心のまちづくりとも連携し

ます。シティプロモーション戦略策定で

は、情報発信強化への大きな前進であり、

専門的見地をしっかりと活用し進めるよう

要望いたします。 

 ２の（１）大規模災害の備えについてで

すが、大阪北部地震の検証報告の検討事項

を速やかに結論まで導き、具体的に反映さ

せることが本年度の大きな責務でありま

す。経験者がいなくなったとき、そのノウ

ハウが全て失われる事態にならぬよう、文

章化し、組織体制を見直し、行動すること

が必要です。三助を強化するという安全・

安心のまちづくりの言葉を責任を持って行

動するよう強く要望しておきます。 

 ２の（２）消防・救急救助施策について

ですが、水平連携の取り組みについて理解

いたしました。この水平的な連携について

は、高規格特殊車両の共有や研修の統一な

ど、まだまだ検討すべきものがあり、引き

続き取り組むよう要望いたします。 

 さらに、南海トラフ地震などの大災害に

も備えて、より広域での連携強化が必須で

あり、そのためには庁内の意思統一も必要

です。最後に、災害時における関係機関な

どの連携及び地域防災計画への反映につい

て、どうお考えかお聞かせください。 

 ２の（３）都市基盤整備についてです

が、ぜひともＪＲ千里丘駅西地区再開発が

安全・安心のまちづくりの旗印となるよ

う、引き続きしっかりと取り組むよう要望

いたします。 

 また、同様に、都市基盤整備である空き

家対策につきましても、防犯・防災の両面

からも、その対策は重要な課題でありま

す。これら多くの課題を一つ一つ丁寧に克

服し、本市のさらなる発展につなげていた

だきますよう併せて要望しておきます。 

 ２の（４）市民を支える上下水道につい

てですが、上下水道施設の今後の取り組み

について理解いたしました。昨年６月の大
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阪北部地震では、本市の多くの地域で停電

し、鶴野地域ではガスの供給も滞りまし

た。太中水系では、水道水の濁りが発生し

たものの、断水には到らず、水道水を供給

し続けられたことは高く評価すべきものと

考えております。上下水道事業ともに、耐

震化、老朽化対策を引き続き鋭意進めてい

ただきますよう要望しておきます。 

 ２の（５）多世代での同居・近居につい

てですが、具体的な内容について理解いた

しました。本市にとって当該制度創設は非

常に大きな意義があります。しかし、その

一方で、制度開始当初はなかなか制度の趣

旨が浸透せず、その利用率が少ないことも

予想されます。まずは、この制度の意義を

広く周知し、今後の市民ニーズに応えられ

る制度としてしっかり構築するよう要望い

たします。 

 ３の（１）環境問題についてですが、条

例改正に伴う具体的な取り組みについて理

解いたしました。市政運営にも掲げており

ます環境美化の推進や緑化活動の推進は、

市民主導による活動であり、市民と行政が

協働で推進することが不可欠であります。

環境を大切にするまちの実現に向け、ぜひ

実りのある活動を展開していただきますよ

う要望いたします。 

 特に緑化は、単にまちの美観としてでは

なく、見る人の心を和らげ、市民の憩いの

場を形成するなど、生活環境を良好にする

役目を果たすものでもあります。緑化活動

の推進として摂津市緑の基本計画が策定さ

れていますが、最後に、緑化推進に向けた

活動状況についてお聞かせください。 

 ３の（２）ごみ処理の広域連携について

ですが、茨木市、そして、庁内での課題、

対応がまだまだ山積みであることは理解い

たします。しかしながら、期限は決まって

おりますので、それまでに着実に課題を克

服・処理するよう、そして、将来にわたっ

て本市と茨木市がウイン・ウインとなるよ

い環境を構築するよう強く要望しておきま

す。 

 ４の（１）地域福祉施策についてでござ

います。 

 方策について理解いたしました。地域福

祉の実現には、地域住民やボランティア、

行政や社会福祉関係者がお互いに協力し

て、地域社会の福祉課題を解決していかな

ければなりません。ご答弁にもありました

ように、社会福祉協議会との連携が不可欠

ですので、ぜひ精力的に取り組んでいただ

きますよう要望しておきます。 

 ４の（２）子育て支援についてですが、

学童保育について鋭意取り組まれているこ

とを理解いたしました。ぜひ、児童虐待防

止、幼児の保育、学童保育などの子育て支

援を、時代ニーズに応じ、また、民間委託

も含めてしっかりと進めるよう要望いたし

ます。 

 また、子育て支援では、家庭での経済的

負担を減らすことも重要であると考えてお

ります。例えば、宮崎県椎葉村では出生の

お祝い金を支給する制度がございます。出

生から５年後に２人目までおのおの１０万

円、３人目は５０万円、４人目以降は何と

１００万円がそれぞれ支給されます。この

ような施策もまた研究対象としていただき

ますよう要望しておきます。 

 ４の（３）健康寿命の延伸についてです

が、本市におけるフレイル予防の取り組み

について理解いたしました。フレイルと

は、健康から要介護へ移行する中間期間の

段階とも言われており、高齢者の多くの場

合、フレイル時期を経て徐々に要介護に陥

ると考えられております。しかしながら、
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ご答弁にもございましたように、適切に支

援を受けることで健常な状態に戻ることが

できる時期ともされておりますので、早期

発見、早期支援に努めていただきたいと考

えております。 

 また、健都には、本年７月の国立循環器

病研究センターに続いて、国立健康・栄養

研究所の移転も今後予定されております。

これらの関係機関と連携・協働するととも

に、市民参加型で健康づくりに取り組む必

要があり、成果や健診結果をしっかりと検

証し、効果的に進めていただきますよう要

望いたします。こうした取り組みを、市民

のみならず、市外から注目される絶好の機

会として捉え、健康寿命の延伸をリードす

るまちとして積極的に取り組んでいただき

ますよう併せて要望します。 

 ５の（１）児童・生徒の学力向上につい

てですが、学校、学年によっては学力向上

の成果が上げられていることを高く評価い

たします。これからも、個々の学校や学年

ごとに精査に分析し、児童・生徒の学力向

上に向け、さらに充実した取り組みをお願

いいたします。 

 一方、なかなか成果が上がらない学校が

あることも事実であります。そこで、最後

に、このような学校に対して、今後どのよ

うに支援していくのか、方策についてお聞

かせください。 

 また、保護者への対応についてですが、

大阪府のスクールロイヤーに相談せざるを

得ない状況が実際にあることを理解いたし

ました。教員が児童・生徒と向き合い、本

来なすべき職務に差しさわりのある状況は

何としても解消しなくてはなりません。本

市として独自にスクールロイヤー制度を設

けることの必要性や方策を検討していただ

き、学校現場における教員を支える体制を

充実させていただきますよう強く要望して

おきます。 

 ５の（２）スポーツ環境の充実について

ですが、旧味舌小学校跡地での体育施設建

設の位置付けと構想について理解いたしま

した。当該体育館の建設予定地は、阪急正

雀駅にも近く、利便性もよいので、本市の

スポーツ施設の象徴として、例えば三島地

区大会を開催するなど、本市の魅力をＰＲ

することや市民の満足度を向上させること

ができると考えます。また、市内スポーツ

施設のあり方については、現段階におい

て、ＦＭと連携させ、近接する体育館との

統廃合も視野に入れた構想にすべきと考え

ます。そうすることで当該体育館の位置付

けも変わってくるのではないかと考えてお

ります。本市のスポーツ施設のあるべき姿

を早々に描き、市民ニーズに応えるべく、

今後もスポーツ環境の充実を図っていただ

きますよう要望いたします。 

 ６の（１）産業活性化についてですが、

今後の取り組みについて理解いたしまし

た。本市の事業者支援制度を理解していな

い、あるいは、うまく活用できていない中

小企業事業者も多々存在すると考えます。

行政がもっと能動的にかかわり、企業との

距離を縮めることで本質的な課題が見えて

きます。また、商工会や関係機関とさらな

る連携を図ることで、本市の強みを生か

し、本当の意味での産業で活気あふれるま

ち摂津に結びつくものと考えます。本市の

企業が自律的に発信・発展していける基盤

を整え、さらなる産業活性化を図っていた

だきますよう要望いたします。 

 ６の（２）健都イノベーションパークに

ついてですが、企業誘致の成功には、本市

全体での取り組みが必要であることを再認

識いたしました。健都まちづくり担当が一
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致団結し、リーダーシップを発揮して、各

事業を連携させ魅力を構築していくこと

が、結果として誘致成功につながるものと

確信しております。本市の目指す方向性で

ある中心に、健康づくりと医療イノベーシ

ョンの好循環の創出による健康寿命の延伸

をリードするまちづくりのために、産業面

からも鋭意努力し、しっかり実現するよう

要望いたします。 

 ７の（１）持続可能な経営戦略について

ですが、（仮称）行政経営戦略への移行プ

ロセスについて理解いたしました。総合計

画や各種計画を棚卸しし、市民ニーズや課

題をしっかりと整理した上で移行していた

だきますよう要望いたします。 

 これからは、成果を上げ続けられる仕組

みを構築し、経営組織運営のあり方を見直

す必要があると考えております。ぜひ、持

続可能な行政経営とはどういったことなの

か、これまでの一連の改善や改革、各制度

の成果と問題点を検証・考察しながら取り

組んでいただきますよう併せて要望いたし

ます。 

 ７の（２）公共施設等の管理運営につい

てですが、西別館跡地の利用については、

民間活力を活用し、事業者に委託する方向

であると理解いたしました。本庁舎前とい

う特性もあり、ぜひ有効に活用するよう要

望いたします。 

 また、先ほども申し上げましたが、現在

進行中の旧味舌小学校跡地での体育館・体

育施設建設計画なども、ＦＭと連携させ、

マネジメントをしっかりと行うよう併せて

要望しておきます。 

 ８、鳥飼地域の活性化についてですが、

研究会終了後の進め方について理解いたし

ました。次年度の市政方針に反映させると

ともに、各所管にてさらに議論を進め、目

標に織り込んで進めていただきますよう強

く要望しておきます。 

 この鳥飼地域の活性化の取り組みは、人

口減少に歯どめをかける、あるいは地域活

性化の先進事例となり得る非常にすばらし

い取り組みであり、先進モデル地域として

ぜひ成功させていただきたいと考えており

ます。 

 一方、地域の魅力についてという枠組み

の中で、平成３０年度第１回摂津市市政モ

ニターアンケート集計結果を確認してみま

すと、今住んでいる地域に住み続けたい理

由として、「交通の利便性」が最も多い回

答となっており、また、子育て環境につい

て、地域の居住環境に求めることの回答と

しては、「学校の教育環境がよい」が最も

多い結果となっておりました。鳥飼地域の

魅力化、活性化を進める上では、この交通

の利便性向上と学校教育環境の向上、それ

ぞれがキーになると考えておりますが、最

後にどのように捉えられているかお聞かせ

ください。 

 最後に、これまでの市政方針には、１１

年間にわたって小さくともキラリと光るま

ちの実現とうたわれ続けてこられました

が、本年度はつながりのまち摂津の実現が

掲げられております。これは、昨年、本市

が大きな自然災害に見舞われ、改めて人と

人とのつながりの大切さを再認識し、新た

な決意を胸に掲げられたものと捉えており

ます。本年度も多くの重要な施策を行うこ

とに対し、高く評価するとともに、その努

力に敬意を表します。会派としましては、

まちづくりは人づくり、人づくりは心づく

りに加えて、心づくりは健康づくりという

認識に立ち、今後もしっかりと市政を支え

てまいります。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 
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○嶋野浩一朗議長 それでは、答弁をお願い

いたします。消防長。 

○明原消防長 災害時における関係機関との

連携等につきましてのご質問にお答えをい

たします。 

 大規模災害発生時に的確に消防力を発揮

するためには、ふだんから関係機関との連

携強化を図ってまいる必要がございます。

また、災害発生時には、市災害対策本部、

関係機関、警察、自衛隊及び他市消防等と

情報を共有し、一体的な応急対策を実施す

ることが重要となってまいります。現在、

緊急消防援助隊の合同訓練をはじめ、他消

防と合同で訓練を実施する機会は多く、そ

の成果も多くございます。今後、引き続

き、関係機関との合同訓練等を継続的に実

施し、より一層の連携強化につなげてまい

る考えでございます。 

 また、摂津市地域防災計画の修正に際し

ましては、消防本部の既存計画も精査いた

しながら、地域防災計画と全体的な整合

性、統一性を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 建設部長。 

○土井建設部長 市内の緑化活動についての

ご質問にお答えいたします。 

 市内の緑化活動につきましては、鶴野苗

圃を緑化の拠点として、花壇や苗圃におい

て、自治会などの市民団体が主体となって

活動されており、各地域の花壇６２か所に

おいて、草花の植栽、水やり、除草などの

管理を行われております。鶴野苗圃では、

年間１１回、花と木の実践養成教室を開催

しており、草花の育成に興味のある市民を

募集し、１年を通じて、種まきから草花の

育て方や、実際に市内の花壇で草花の管理

を体験してもらうなど、人材育成に努めて

おります。 

 また、教室の卒業生が緑化活動グループ

を立ち上げられ、現在、５団体が市内の花

壇４か所を管理されており、市の直営的な

花壇管理を提言しながら、市民主体の花壇

が進展しているところでございます。 

 今後の緑化施策といたしましては、鶴野

苗圃でのビニールハウスの整備など、施設

の充実を図りながら、より多くの市民が緑

化活動に参画いただけますよう、さまざま

な形での緑化意識の醸成を図ってまいりま

す。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

○北野教育次長 学力向上の成果を上げるに

至っていない学校への支援というご質問で

ございますが、まず、教育委員会が個別の

学校の状況について詳細に分析を行い、課

題解決への必要な取り組みを指導・助言い

たしてまいりたいと考えております。加え

て、指導主事が直接学校を訪問し、授業の

参観指導を行ってまいります。また、成果

を上げている学校の取り組みの情報共有を

進め、教員の授業力向上や人材育成方法な

ど、その効果を数値で裏づけながら、校長

や学力向上担当者に働きかけてまいりま

す。 

○嶋野浩一朗議長 市長公室長。 

○山本市長公室長 調査結果から見えてくる

鳥飼地域の課題についてのご質問にお答え

をいたします。 

 鳥飼地域におきましては、平成２７年に

実施いたしました市民意識調査からも、教

育及び交通利便性への関心が高くなってい

る状況にございます。本研究会でも重点的

に研究すべきテーマであると位置付けてい

るところでございます。 

 教育に関しましては、小・中一貫教育の

さらなる推進でございますとか、児童・生
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徒数の減少に伴う特色ある教育づくりな

ど、魅力ある教育環境のあり方について現

在議論を進めているところでございます。 

 また、交通の利便性につきましては、３

月下旬に次回研究会の開催を予定いたして

おります。既存の地域交通資源の活用も含

めまして、公共交通だけに頼らない方策の

検討など、地域の利便性について議論を行

ってまいりたいと考えております。 

 今後も、部局横断的で知恵を絞り、地域

活性化に向けた具体的な方策を検討してま

いります。 

○嶋野浩一朗議長 光好議員の質問が終わり

ました。（拍手） 

 暫時休憩します。 

（午前１１時４０分 休憩） 

                 

（午後 ０時４５分 再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

 代表質問を続けてまいります。 

 中川議員。（拍手） 

  （中川嘉彦議員 登壇） 

○中川嘉彦議員 それでは、大阪維新の会を

代表いたしまして、平成３１年度市政運営

の基本方針について質問させていただきま

す。 

 昨年、この大阪は激動の年でした。私た

ちは、大阪北部地震、台風２１号と連続し

て被害に遭い、いま一度災害対策について

考えを改めなければいけないという危機意

識を覚えました。今後予想される大地震、

集中豪雨、異常気象等にも安全・安心で暮

らせるまちづくりをしていくことは急務と

考えます。 

 教育に目を向けると、今年の１０月から

幼児教育無償化が全国で一斉に始まりま

す。少子高齢化が進む中、国や市が行う子

どもたちを育てる環境づくりは、一昔前よ

りも重要さが増していると感じています。

摂津市におきましても、人口は微増してい

るとはいえ、働く世帯の人口は他市に移住

される割合が多く、今後数年、より一層他

市間競争が進むと考えられます。そんな

中、摂津市が目指すのは、他市に負けない

教育環境、独自の目線での有益性、大都市

ではできない施策を次々打ち出していく必

要があります。教育は、誰もが平等に受け

る権利です。都市により差異が生まれる状

況は打破していかなければなりません。 

 財政状況に目を向けますと、我が国は、

確かに一時期に比べると就職率も上がり、

デフレと呼ばれた時代からは脱却し、一定

の安定度を感じている方も多いと思いま

す。本市においても、数年前の状況から比

べると、かなりの改善と評価されるべきか

と感じます。しかしながら、本市は、去年

に続き主要基金残高が減少しております。

我々議員は、今できることを、予算のある

うちに未来へ向けた投資をしっかりと行

い、摂津市の未来を担保することが重要だ

と考えます。 

 それでは、平成３１年度、市長の市政運

営の基本方針について質問していきたいと

思います。多分、かぶる質問が幾つかある

と思いますが、よろしくお願いいたしま

す。 

 まず、第１に、市民が元気に活動するま

ちづくりについて、シティプロモーション

戦略、ＳＮＳの活用についてお聞きいたし

ます。 

 摂津市は、大阪府の中でも人気のある北

摂地域にあり、大阪の中心部に車や電車で

行くには便利なまちです。立地条件は抜群

かと考えます。そんな中、シティプロモー

ション戦略と銘打って新たに動き出すとの

ことですが、具体的にどういったことを考
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えておられるのか、お教え願います。 

 次に、第２に、みんなが安全で快適に暮

らせるまちづくりについて、二つ質問させ

ていただきます。 

 一つ目、災害対策基金創設についてで

す。 

 先日、民主市民連合の三好義治議員から

も質問がありましたが、今回、防災対策基

金の設立が提言されました。去年、本市は

多くの災害に見舞われ、その対策としての

基金創設と考えられますが、改めまして、

その創設目的をお伺いいたします。 

 また、二つ目、三世代ファミリー住まい

るサポート制度創設についてです。 

 自民党・市民の会の質問とかぶる内容も

ありますが、創設の目的について、もう一

度お聞きいたしたいと思います。 

 第３に、みどりうるおう環境を大切にす

るまちづくりについて、二つ質問をさせて

いただきます。 

 一つ目は、今回、摂津市と茨木市とごみ

処理における広域連携が行われることが決

定いたしました。今後は、摂津市で出たご

みの処理は、摂津市ではなく茨木市で摂津

市のごみを燃やすことになっていくことに

なります。そこで、ごみ処理における広域

連携のメリットについてお伺いいたしま

す。 

 二つ目は、広域連携後の環境センターの

跡地についてです。 

 現在の環境センターは、茨木市と広域連

携することになっていくと、使用すること

がなくなり、解体に向けた動きになるはず

です。そこで、跡地についてはどのような

活用を考えているのか、お考えをお教え願

います。 

 第４に、暮らしにやさしく笑顔があふれ

るまちづくりについて、四つ質問をさせて

いただきます。 

 一つ目、高齢者施策についてです。 

 市民の健康寿命を延ばすためには介護予

防が重要であると思います。市の考え方を

お教え願います。 

 二つ目、子育て支援施策についてです。 

 市長は、重要テーマの中で、子どもに関

することを述べられています。そこで、今

後、未来ある子育て支援施策について、ど

のようにしていこうとお考えなのか、今後

の展望について教育長からお願いいたしま

す。 

 三つ目、待機児童対策についてです。 

 摂津市は、ホームページでも書いてあり

ますとおり、保育所の整備率は北摂１位と

のことです。ここから考えると待機児童の

数が少ない印象を受けます。しかしなが

ら、摂津市の待機児童の数は年々増加傾向

にあり、幼児教育無償化が解禁されます

と、ますます厳しい状況になる可能性があ

ります。そこで、待機児童対策についてど

のようにお考えなのか、お教え願います。 

 四つ目、２０２５年国際博覧会について

です。 

 ２０２５年の国際博覧会が大阪で開催さ

れることが決定いたしました。本当に喜ば

しいことです。国際博覧会のテーマは、

「いのち輝く未来社会のデザイン」、「多

様で心身共に健康な生き方、持続可能な社

会・経済システム」です。人間の健康につ

いて触れられています。今、社会全体に健

康への関心が高まってきていると思いま

す。このような中、本市では、健都のまち

づくりを中心に健康長寿社会の実現を目指

しています。そこで、国際博覧会まで６年

に迫った中、国際博覧会とリンクさせて、

摂津市としてどのような取り組みを行って

いこうとお考えなのか、お教え願います。 
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 第５に、誰もが学び、成長できるまちづ

くりについて、三つ質問をさせていただき

ます。 

 一つ目、学力向上の取り組みについてで

す。 

 摂津市は、大阪府中学生チャレンジテス

ト等の結果を見る限り、必ずしも学力が高

いとは言いづらい状況が続いております。

北摂の市町村と比べると、その差はかなり

感じられます。そこで、摂津市における学

力の現状について、改めてどのように感じ

られているのか、課題などをお教え願いま

す。 

 二つ目、中学校給食についてです。 

 今までも我が会派の三好俊範議員が幾度

となく質問させていただいておりますが、

改めて中学校給食の現状と今後のあり方に

ついてお教え願います。 

 三つ目、旧味舌小学校跡地の活用につい

てです。 

 歴史ある旧味舌小学校が解体されまし

た。跡地については、市長もいろいろお考

えがあったと思いますが、最終的に、現

在、売却案が凍結され、土地の一部は新た

な保育園ができ、利用目的が示されまし

た。そこで、残りの土地活用についてどの

ようにお考えなのか、お教え願います。 

 第６に、計画を実現する行政経営につい

て、三つ質問させていただきます。 

 一つ目、冒頭でも述べさせていただきま

したが、今後厳しい財政状況が予想される

中、本市の行政経営戦略を策定する上で、

どのような見通しを立てていくのかが重要

だと考えます。楽観的な財政見通しに基づ

いた戦略では、想定外の状況、例えば景気

が悪化した場合に、軌道修正が容易ではな

いため、最悪のことも想定しておくべきだ

と考えますが、今後の財政見通しに係る基

本的な考え方についてお教え願います。 

 二つ目、人事施策についてです。 

 現在、摂津市では、昔に比べ少数精鋭の

職員体制をとっていますが、人材確保につ

いてのお考えをお教え願います。 

 三つ目、電子自治体の推進についてで

す。 

 こちらについては、まず、電子自治体実

現に向けての実施状況をお教え願います。 

 これで１回目、以上で終わります。 

○嶋野浩一朗議長 市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 大阪維新の会を代表されての中

川議員の質問にお答えいたします。 

 まず、シティプロモーションの具体的な

柱についてでございますが、シティプロモ

ーションを進めるに当たりましては、市の

イメージをブランド化し、効果的に情報発

信することが必要不可欠であると考えてお

ります。それに加えまして、市のブランド

を訴えかけるターゲット層を絞ることも重

要であろうかと考えております。シティプ

ロモーションは、平成２８年３月に策定し

ました摂津市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の四つの基本目標とも密接に関係して

まいるものと考えております。その中で

も、特に健康寿命の延伸に寄与する健康・

医療のまちづくりや、次世代を担う子育て

層をターゲットにした子育て支援施策が本

市のブランドの一端を担うものであると考

えております。まずは、市の魅力やイメー

ジを調査し、本市の強み、弱みを十分に分

析した上で、全庁一丸となってシティプロ

モーション戦略を検討してまいりたいと考

えております。 

 災害対策基金についてのご質問でござい

ますが、まず、この基金の創設目的でござ

いますが、南海トラフ巨大地震や上町断層
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帯地震など広域大規模災害が発生した場

合、国や府なども混乱し、市町村への支援

がおくれることも想定されます。そこで、

昨年の大阪北部地震や台風２１号同様に、

市がみずから救済活動、生活支援を迅速に

進めるため、必要な物資の購入資金として

災害対策基金を創設するものでございま

す。また、この基金は、他自治体が災害に

見舞われた際、本市が緊急に用意する支援

物資や装備品等の購入費に充てることも想

定いたしております。災害はいつ何どき発

生するかわかりません。あらかじめ基金を

用意しておくことで、スピーディーに必要

な物資を迅速かつ確実に手配できる体制を

整え、市民の安心・安全の一層の向上に役

立ててまいりたいと考えております。 

 三世代ファミリー住まいるサポート制度

の創設についてでございますが、近年、人

口減少や少子高齢化の進展に伴い、報道等

でも家庭をめぐるさまざまなトラブルが報

じられております。そこで、本市では、こ

れらの問題解決に向けての一つの取り組み

といたしまして、今回、新たに三世代ファ

ミリー住まいるサポート制度を創設するも

のであります。この制度によりまして、親

と子や孫の３世代での同居や近居を通じ、

家族同士のきずなを深め、世代間で相互に

見守り、安心して暮らせるよう応援するも

のであります。 

 ごみ処理における広域連携のメリットに

ついてのご質問にお答えをいたします。 

 国におきましては、ごみ処理などによっ

て発電するサーマルリサイクルの効率化や

安定稼働によるダイオキシン対策などの観

点から小規模処理施設の集約化を推進して

おり、茨木市の施設での広域処理は、この

方針に沿ったものであります。また、広域

連携による本市のメリットとしまして、施

設整備費及び維持管理費は、２０３８年度

までの１６年間で、本市単独処理と比較し

て総額約４６億円の削減効果があるものと

試算しております。搬入路の整備や収集車

両や事務所の整備費は未定でありますが、

差し引きいたしましても財政的メリットは

得られるものと考えております。さらに、

将来にわたって両市が責任を持ちながら、

簡便で負担もない効率的な相互協力の仕組

みである連携協約を活用するため、一部事

務組合とは異なり、新たな運営組織を設立

する必要がなく、人件費の抑制などのメリ

ットも期待できるものでございます。 

 環境センターの跡地についてのお問いで

ございますが、昨年の１２月に廃棄物の広

域処理に関する基本合意書を締結いたしま

したことから、今後は、２０２３年度を目

途に、搬入路の整備や長寿命化工事の調

整、事務手続の構築、収集体制の見直し、

地元説明など、多岐にわたる重要な課題に

取り組んでまいります。これらの課題を解

決した後に広域処理を開始することにな

り、環境センターの跡地の活用につきまし

てはさらにその後となりますが、広域処理

開始までの課題と並行して検討すべきもの

と認識をいたしております。 

 介護予防に対する考え方についてであり

ますが、現在進めております第７期せっつ

高齢者かがやきプランの重点施策の一つが

介護予防と健康づくりでございます。いつ

までも介護が必要とならないよう、また、

介護が必要になっても重度化しないよう、

市民一人一人が介護予防と健康づくりに取

り組むことが重要であります。市はその支

援に力を入れてまいります。いつまでも元

気で長生きすることは全ての人の願いであ

り、高齢者の豊かな知識と経験が社会に還

元・継承されることは、まちの活性化にも
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つながると思います。いつでもどこでも介

護予防と健康づくりに取り組めるよう、多

彩な事業を展開し、そのＰＲに努めてまい

りたいと考えております。 

 国際博覧会と本市の健康づくりの取り組

みについてでありますが、２０２５年の開

催が決定いたしました大阪・関西万博で

は、「いのち輝く未来社会のデザイン」が

テーマとして掲げられております。本市が

取り組む健都を中心とした健康づくりと医

療イノベーションの好循環の創出による健

康寿命の延伸をリードするまちづくりのコ

ンセプトに合致するものと認識をいたして

おります。大阪・関西万博のインパクトを

最大限に生かすことは、健都の取り組みを

市域全体に広げていく上で、市民の健康と

長寿への意識の醸成を図ることができる大

きなチャンスであると捉えております。こ

のような考えのもと、健康・医療のまちづ

くりにかかわる取り組みを加速化させると

ともに、国立循環器病研究センターをはじ

め、関係機関とのさらなる連携のもと、国

内外に健都の魅力を発信してまいりたいと

思います。 

 旧味舌小学校跡地の活用につきまして

は、ご承知のとおり、旧味舌小学校は、校

舎等の撤去を完了した後、隣接する私立の

こども園建設の資材置き場として、また、

今後は体育施設建設に伴う資材置き場とし

て活用を予定いたしております。体育施設

完成後につきましては、引き続き防災空地

として利活用してまいりたいと考えており

ます。 

 （仮称）行政経営戦略についてでありま

すが、行政経営戦略は、これまでを振り返

り、現状把握、的確な課題認識とともに、

今後の財政状況を見通した上で策定してい

く必要があるものと考えております。財政

状況の見通しにつきましては、毎年１０月

に中期財政見通しを作成し、お示ししてま

いりました。これまでの中期財政見通し

は、数年先に主要基金の枯渇が想定される

ものとなっており、見通しと決算に乖離が

あります。想定が厳し過ぎるのではないか

とのご意見もいただいております。これま

で幸いにして中期財政見通しで想定した状

況に陥らなかったのは、議員各位とも議論

し実施してまいりました行革の取り組み

や、さまざまな経費節減努力に加え、臨時

的な収入があったことによるものでござい

ます。今後も税制改正による税収の減など

が確実視される状況であります。楽観視で

きないと考えております。さらに、人口減

少、少子高齢化等による歳入歳出両面での

影響を適切に捕捉した上で、財政状況を見

通し、行政経営戦略策定につなげてまいり

たいと思います。 

 人事施策についてでありますけれども、

組織は人なりと言われるように、職員一人

一人の資質、能力によって組織は大きく左

右されます。およそ９００名の職員が在籍

していた時代とは異なり、現在における行

政運営を着実に実行していくためには、職

員一人一人が高い能力を発揮することが求

められます。このことから、職員個々の能

力をより向上させる人材育成はもちろんの

こと、成長が期待できる優秀な人材を確保

することは、少数精鋭の職員体制を構築す

る上で欠かすことのできない重要な要素で

あります。危機感を持って取り組まなけれ

ばならないと考えております。人材は本市

にとっての大きな財産であるとの認識のも

と、優秀な人材の確保と育成にしっかりと

取り組んでまいりたいと思います。 

 電子自治体の実現に向けてのご質問であ

りますが、近年、コンピューター関連の技
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術開発は目覚ましいものがあります。スマ

ートフォンやインターネットなどのＩＣＴ

は、今や市民生活の一部として欠かせない

ものとなってきております。また、これに

呼応して市民の皆様の行政ニーズもますま

す多様化、高度化してきております。ＩＣ

Ｔを活用した行政事務の電子化が急務とな

ってきております。そこで、本市は、コン

ビニでの市税等の収納や証明書の発行、ま

た、公共施設のオンライン予約など、市民

サービスの質的向上に取り組んでいるとこ

ろでございます。今後も、ＩＣＴを活用し

た行政サービスのあり方についてさらに研

究を深め、市民の皆様がその利便性を実感

していただけるよう、より質の高いサービ

スの提供に努めてまいりたいと思います。 

 私からのご答弁は以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 教育長。 

  （箸尾谷教育長 登壇） 

○箸尾谷教育長 続きまして、教育委員会所

管分についてご答弁申し上げます。 

 まず、子育て支援施策についてのご質問

でございます。 

 本市におきましては、平成２８年３月に

策定いたしました摂津市まち・ひと・しご

と創生総合戦略におきまして、四つの基本

目標の一つに子育て・教育への願いをかな

えるまちを掲げております。さらに、平成

３１年度の市政運営の基本方針におきまし

ても、引き続き「こども」を重点テーマに

掲げております。多くの市町村が子どもを

重点施策として位置付け、子育て世帯の増

加を図っておりますが、本市におきまして

も、多くの子育て世帯に定住の地として選

んでもらえるよう、魅力あるまちづくりを

進める必要があると考えております。みん

なが安心して子どもを産み育てることがで

きるとともに、子どもの最善の利益を確保

しながら、子どもが育つことができる環境

づくりに取り組んでまいります。 

 次に、待機児童対策についてのご質問に

お答えいたします。 

 これまで、増加する保育需要に対して、

この５年間で５００名以上の定員増を図っ

てまいりましたが、待機児童の解消には至

っていない状況でございます。これは、供

給量を増加させることで新たな保育需要が

掘り起こされるという側面もあるように思

います。私は、この待機児童対策をはじめ

とする子育て支援施策は、本来、国による

育児休業などの労働施策なども含めた総合

的な政策として取り組まれるべきものであ

るとは考えております。しかしながら、

今、我々にできることは供給体制の確保で

ございます。保育所に預けたくても預ける

ことができない、そのような方がなくなる

よう、施設整備とともに保育の担い手確保

支援を行うなどの供給体制の整備に努めて

まいります。 

 続きまして、摂津市における学力の現状

や課題についてでございます。 

 全国学力・学習状況調査や大阪府中学生

チャレンジテスト、摂津市学力定着度調査

等の平均正答率は、全国や府平均に近付い

てはおりますが、依然として差があること

も事実であり、まだまだ課題として捉えて

おります。各調査の結果分析からは、全国

や府に比べて本市では低位層の割合が多

く、高位層の割合が少ない状況が明らかに

なっており、それぞれの層に合わせた取り

組みが求められております。そこで、多く

の学校では、低位層の児童・生徒には、家

庭での学習時間を確保し、学習意欲を育む

ため、保護者と学校が家庭での子どもの頑

張りを認め、励ましながら行う家庭学習習

慣の取り組みを進めております。また、高
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位層の児童・生徒には、自主的に学習課題

を設定し、その内容をノートにまとめ、そ

れに教職員が児童・生徒の努力を認めるコ

メントを添えることで次の学習意欲へとつ

なげていく自主学習の取り組みを行ってお

ります。今後は、どの層の児童・生徒でも

積極的にやる気を持って学習に取り組むこ

とができるような方策を各学校に広めてま

いりたいと考えております。 

 次に、中学校給食の現状と今後のあり方

についてでございます。 

 中学校給食につきましては、平成２７年

６月からデリバリー方式選択制を導入し、

成長著しい中学生に安心・安全で栄養バラ

ンスのとれた食事を提供することを目的に

実施しておりますが、直近の平成３０年２

学期の平均喫食率は４．４％となっており

ます。これまで、喫食率の向上に向けて

は、人気献立キャンペーンの実施や、生徒

からリクエスト献立を募集したり、また、

給食費払込票の金額単位に少額の３，００

０円を追加するなど、少しでも利便性が高

まるような改善を行ってまいりました。し

かし、喫食率をはじめ、まだまだ多くの課

題がございますので、さらなる改善、見直

しを行うとともに、中長期的には、本市に

とってより適切な中学校給食のあり方につ

いて検討してまいります。 

 今回、より専門的な見地から、他の自校

方式や親子方式、センター方式の費用負担

や、法令上の課題など分析調査を行い、今

後の給食実施方式を判断する上での基礎資

料を作成し、中学校給食のあり方について

議論を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 中川議員。 

○中川嘉彦議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 まず、シティプロモーション戦略、ＳＮ

Ｓの活用についてです。 

 市長の答弁では、健康・医療のまちづく

り、子育て施策がメインテーマ、そして、

それをブランド化することだと答弁いただ

きました。ブランドというのは、発信者側

が幾ら認識していても、受け手側が価値の

あるものだと認識してもらわなければ全く

意味のないことです。例えば、幾らよい施

策でも、市民の方に全く認知されず利用さ

れなければ存在していない施策と変わらな

いのです。シティプロモーションを進める

には、市民の方々に、また、当然ながら市

外の方々にも摂津市の魅力を認知してもら

わなければなりません。そのためには、や

はり情報発信というものはかなりの重要度

を占めると考えます。そこで、ＳＮＳの活

用やこれまでの情報発信手段を全て改良す

る気持ちで、あらゆる手段による情報発信

を講じるべきだと考えますが、市の認識に

ついてお教え願います。 

 次に、災害対策基金についてです。 

 迅速な物品購入に使用されるとのことで

すが、いわば有事の際にすぐに引き出せる

小口現金のような扱いかと認識しました。

では、具体的にどのようなものに使われる

想定なのか、今お考えの想定されることを

お教え願います。 

 次に、三世代ファミリー住まいるサポー

ト制度についてです。 

 市長の思いは理解いたしました。大変す

ばらしい制度だと感じました。では、こう

いった制度は、近隣他市ではどういう状況

なのか、お教え願います。 

 次に、ごみ処理の広域連携についてで

す。 

 広域連携が現実のものになるとすると、
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かなりの財政メリットがあるということは

わかりました。しかしながら、今後の運用

について、摂津市では人口減が予想される

中、こちらの負担割合が増えるだけでは継

続的な運営が見込めないのではと危惧いた

します。そのあたりも踏まえ、広域処理経

費の算出方法について、どのようになって

いるのか、お教え願います。 

 次に、広域連携後の環境センター跡地に

ついてです。 

 まず、ごみ処理場跡地なので、解体する

にしても大変慎重な作業が必要なことが考

えられます。今、市長もおっしゃられたよ

うに、跡地活用は並行して解決していかな

ければならないと思います。旧味舌小学校

跡地、旧三宅小学校跡地、今年は市役所の

西別館が解体されますが、その跡地につい

ては、運営方法も完全にはまだ定まってい

ない状況かと思います。ぜひとも、解体は

したが活用方法がまだわからないといった

状況にならないよう、並行して考えていっ

てもらうよう改めて要望して、この質問は

終わります。 

 次に、高齢者施策についてです。 

 市長の思いは理解いたしました。では、

市民が気軽に介護予防と健康づくりに取り

組めるよう、市として重点的に実施してい

ることは何があるのか、具体的にお教え願

います。 

 次に、子育て支援施策についてです。 

 教育長は、市町村競争に勝ち抜くという

ような強い思いがあることはわかりまし

た。今までもそうですが、これからの時

代、子どもたちは財産です。市の宝物で

す。しっかりと育てていかなければなりま

せん。そこで、市として、重点テーマであ

る次期子ども・子育て支援事業計画につい

て、今後のスケジュールと、どのようなこ

とを重点施策として取り組んでいくのか、

お教え願います。 

 次に、待機児童についてです。 

 施設整備と保育の担い手の確保のための

支援を行っていき、供給体制を整えていく

とのことでした。今回、保育士就職支援補

助金を実施されますが、この効果について

どのように考えておられるのか、加えて他

市の状況もお教え願います。 

 次に、２０２５年国際博覧会についてで

す。 

 こちらは、健都の魅力を発信していくと

のことでした。以前、三好俊範議員も言っ

ていましたが、今後、この摂津市は、万博

のインバウンドの確保、そして、摂津市を

知ってもらうためのＰＲ材料として利用し

ていかなければなりません。今、国は、イ

ンバウンド、訪日外国人の数を２０２０年

までに４，０００万人にしようと躍起にな

っています。そういう国の方針がある中

で、摂津市として何ができるのか、何をし

ていくのか、真剣に考えていかなければな

りません。万博において、全国から大阪に

来る人について、どうやって万博会場まで

来てもらうか、交通手段の確保は課題だと

言われています。そこで、思い切って、摂

津市では淀川河川を利用した船便の検討を

してはどうでしょうか。これは、私が一般

質問でもさせていただきました。淀川河川

公園を整備し、期間限定の駐車場として利

用してもらい、船で万博会場までつなぐの

です。夢のある話だと思いませんか。摂津

市に、鳥飼地域に人が集まり、活性化が見

込まれると思います。こういったことに対

する取り組みが市にとって重要だと考えま

すが、お考えをお教え願います。 

 次に、学力向上についてです。 

 学校以外の学習機会の提供及び学力向上
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に向けて、せっつＳＵＮＳＵＮ塾の取り組

み、教員の事務負担軽減のために、スクー

ルサポーターの配置等の取り組みがありま

すが、それらの取り組みの成果についてお

教え願います。 

 次に、中学校給食についてです。 

 喫食率１０％を目指しているにもかかわ

らず、いまだ４．４％の横ばいとのことで

す。毎日喫食すれば月６，０００円の負担

が生じます。例えば１食当たり給食費単価

を下げるなど、一人でも多くの生徒に利用

してもらえるような改善策を実施すること

はできないものなのか、市のお考えをお教

え願います。 

 次に、旧味舌小学校跡地についてです。 

 体育館建設の後、隣の約５，０００平米

の跡地は、防災空地として活用するとの答

弁をいただきました。確かにこども園建設

の資材置き場や体育館建設の資材置き場と

して空き地を利用するのですから、今後４

０年、５０年たったときに建て直しが必要

になった際、資材置き場がなくなるなども

見越してのことだと思います。これは要望

としたいのですが、防災空地としての利用

のみならず、駅から近い立地の好条件を生

かし、例えば野球ができる広場にすると

か、せっかくガンバ大阪のホームタウンな

のですから、サッカーができる施設にする

など、空地としても利用し、他市から人が

集まる仕組みをつくってはいかがでしょう

か。サッカークラブチームや大学と連携し

て行えば不可能ではないはずです。これは

要望として、この質問は終わります。 

 次に、行政経営戦略についてです。 

 想定が厳し過ぎるという意見もあるとの

ことですが、市の経営ですから失敗が許さ

れないわけです。２００７年には北海道の

夕張市が財政破綻いたしました。だから、

一つかじ取りを誤れば摂津市もなる可能性

があるのです。だから、財政見通しは重要

な要素を持つのです。さまざまな状況、パ

ターンを分析し、どんな状況でも対応でき

るツーパターンの財政見通しを作成し、対

応してもらうよう要望して質問は終わりま

す。 

 次に、人事施策です。 

 市長の人を育てる思いは十分理解できま

した。では、今までの応募者数の推移と、

少子化等の影響を踏まえた今後の対策につ

いてお教え願います。 

 次に、電子自治体についてです。 

 第４次摂津市総合計画において取り組ん

でいた内容から、時代の流れにより、さら

なる電子化のシステムが加速化してきまし

た。行政手続のペーパーレス化やＲＰＡ等

の取り組みについてお教え願います。 

 以上で２回目を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 市長公室長。 

○山本市長公室長 シティプロモーションに

係るご質問にお答えをいたします。 

 議員がご質問のように、さまざまな情報

発信手段を用いながら、市民の方々のみな

らず、市外の方々にも効果的な情報発信を

行う必要があることは認識をいたしており

ます。 

 現状の情報発信媒体といたしましては、

広報誌をはじめホームページ、パンフレッ

ト、チラシ、広報板などを活用しておりま

すが、近年ではスマートフォンが普及し、

いつでもどこでも気軽に情報が収集できま

すことからも、ＳＮＳによります情報発信

を実施している自治体が増加してきており

ます。特にＳＮＳの利用頻度が高いと思わ

れる若い世代には、市の施策やイベントな

どに関心を持っていただく手段として有効

であるということも認識しており、プッシ
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ュ型によります情報発信は、情報伝達の迅

速性が求められる災害時にも役立つもので

あるとの考えもございます。 

 さまざまな媒体による情報発信を行うに

当たりましても、積極的に情報を発信しよ

うとする各職員の意識改革も必要であると

考えており、シティプロモーション戦略の

検討におきまして、効果的な情報発信のあ

り方についても、いま一度しっかりと庁内

議論を深めてまいりたいと考えておりま

す。 

 続きまして、大阪万博にかかわるご質問

にお答えをいたします。 

 ２０２５年の開催が決定いたしました大

阪・関西万博は、地域経済活性化の起爆剤

として約２兆円の経済波及効果が見込まれ

るとともに、大阪という都市の魅力向上が

期待されます。開催に伴い、直接、間接で

はございますが、さまざまな波及効果が期

待される中、本市においてもその好機を少

しでもまちづくりに生かす施策を検討する

必要があるということを認識はいたしてお

ります。今後、大阪・関西万博の開催に向

けた準備等の進捗を確認しつつ、健都のま

ちづくり以外の分野においてもさまざまな

検討をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、職員採用についてのご質問

にお答えいたします。 

 採用試験におけます応募数の推移は、平

成２６年度から独自試験に切りかえてまい

りました。それ以降、それ以前を比較いた

しますと、以前は年間で合計約２５０名程

度であったものが、切りかえ後は平均で約

９００名の応募数というような状況になっ

ております。この間、車内広告でございま

すとか試験内容の見直し等々の取り組みを

行ってきており、職種や募集人数による変

動を考慮いたしましても、確実に応募数の

増加につながっていると考えております。 

 今後の対応につきましては、労働人口の

減少も考慮しながら、就職活動等の傾向分

析を踏まえた試験内容でございますとか、

周知の方法の見直し等を継続的に行ってい

く必要があるとも考えており、できる限り

多くの募集者の中から、意欲や能力の高い

人物をしっかりと見きわめ、優秀な人材の

確保に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

○井口総務部長 災害対策基金の具体的な活

用についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 この基金は、災害対応の初期段階で必要

となります物品等の追加購入の財源に充て

るものでございまして、具体的には、被災

者へ配布する非常食、飲料水、ブルーシー

ト、土のう袋のほか、避難所運営に係りま

す発電機用ガスボンベ、毛布、段ボールベ

ッド、仮設トイレなどを想定いたしており

ます。また、他自治体からの応援職員の受

け入れに要します経費等にも活用させてい

ただく予定でございます。 

 なお、今後の予定といたしましては、毎

年、予備費の剰余金の一部を基金に積み立

てさせていただき、５，０００万円程度の

基金としてまいりたいと考えております。 

 次に、行政手続のペーパーレス化等につ

いてのご質問でございますが、官民データ

活用推進基本法により、地方公共団体等に

係る申請、届け出、処分の通知、その他の

手続につきまして、オンライン利用を原則

とすることが定められており、本市は、文

化・スポーツ施設等の利用や図書館の図書

貸し出しなどのオンライン予約を導入して

おります。手続のペーパーレス化を図って

きたところでもございます。 
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 そのような中、国は、昨年５月に、地方

公共団体におけるオンライン利用促進指針

を策定し、行政手続のオンライン利用のさ

らなる促進を図るとしております。本市に

おきましても、オンライン利用によります

利用者の利便性向上とメリット拡大に取り

組んでまいりたいと考えております。 

 次に、ＡＩ、ＲＰＡの活用につきまして

は、近年のＩＴ技術の急速な進展に伴い、

企業や自治体が実証的にこれらの導入を進

めてきております。また、国におきまして

も、地方自治体におけるＡＩ等の活用に関

する研究会を立ち上げ、活用に向けた実務

上の課題を検討している状況でもございま

す。本市は、こうした動向を注視しなが

ら、ＡＩ等の導入につきまして、庁内横断

的に調査・研究を進めてまいる所存でござ

います。 

○嶋野浩一朗議長 建設部長。 

○土井建設部長 多世代の同居・近居補助に

対します他市の状況についてのご質問にお

答えいたします。 

 北摂の状況につきましては、高槻市と茨

木市において住宅取得や住宅リフォームに

対する補助を実施されており、平成２９年

度の実績としましては、高槻市で１００

件、茨木市で９件となっております。な

お、両市ともに引越しに対する補助は実施

されておりません。 

○嶋野浩一朗議長 環境部長。 

○山田環境部長 ごみ処理の広域連携に関し

まして、今後、本市が負担していくことに

なります経費と財政的メリットの算出方法

についてお答えいたします。 

 まず、現施設で単独処理を継続した場合

の経費につきましては、施設整備費は、平

成２８年度に行いました環境センター精密

機能検査結果を活用し、現施設の基幹改修

工事費用を算出しております。また、維持

管理費は、本市の人口ビジョンをもとにご

み量を推計し、現状の処理経費をベースに

算出しております。 

 一方、広域処理を行った場合の経費の総

額につきましては、施設整備費は、茨木市

の炉の長寿命化工事及び一定年数後の大規

模改修工事の費用、並びに国からの交付金

の見込み額をもって算出しております。ま

た、維持管理費は、両市のごみ処理量推計

と茨木市の処理経費の実績をもとに算出し

ております。 

 このうち、広域処理を行った場合の本市

の負担額につきましては、基本合意いたし

ました内容に基づき、施設整備費は総経費

の４０％を均等割、６０％を人口割とし、

維持管理費は総経費の３３％を均等割、６

７％をごみ量割として算定し、年度ごとに

積み上げて１６年間の総経費を試算したも

のでございます。 

 なお、均等割を取り入れない場合は、本

市の負担はいずれもおおむね総経費の約４

分の１となりますが、均等割を取り入れる

ことによりまして、おおむね３分の１を負

担することで茨木市と基本合意に至ったも

のでございます。 

 これらの条件によりまして、本市の負担

額を算出いたしましたところ、２０３８年

度までの１６年間で、本市単独処理を継続

した場合と比較して、総額で約４６億円の

削減効果が得られるものと試算したもので

ございます。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 市民が気軽に取り組める

市が重点的に実施している介護予防事業に

つきましてお答え申し上げます。 

 自立支援や介護予防重度化防止の重点的

な取り組みとしまして、本市のオリジナル
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体操でございます摂津みんなで体操四部作

とせっつはつらつ脳トレ体操の普及に取り

組んでおります。体操を収録したＤＶＤを

作成し、市内在住・在勤者に無料で配布し

ているほか、ホームページでも配信する予

定にしております。 

 また、自主的な健康づくり活動を行うグ

ループに対して、体操の技術指導を行う講

師を派遣するはつらつ元気でまっせ講座を

実施しているほか、健康づくりに取り組む

団体には、体操で利用するＤＶＤを貸与

し、活動を支援いたしております。 

 平成３１年度には、せっつはつらつ脳ト

レ体操につきまして、介護予防講座等の参

加者に対し、体力や認知機能の効果測定を

行い、体操を継続的に実施することによ

り、認知症や介護予防の効果を明らかにす

ることで、さらなる普及を図ってまいりま

す。 

 今後も、さまざまな機会を捉え、介護予

防の大切さや取り組みにつきまして、あら

ゆる方法により周知を図り、健康寿命の延

伸を目指してまいります。 

○嶋野浩一朗議長 次世代育成部長。 

○小林次世代育成部長 次期子ども・子育て

支援事業計画についてのご質問にお答えい

たします。 

 今年度、計画策定のため、子ども・子育

て支援ニーズ調査を実施しております。現

在、調査結果を分析中でございまして、３

月中に調査結果報告書を作成する予定でご

ざいます。来年度は、骨子案を作成し、子

ども・子育て会議においてご意見を伺いな

がら計画案を作成してまいります。その

後、広く市民の方の意見を聴取するため、

パブリックコメントを実施し、策定という

運びになります。 

 現行計画の成果と課題を踏まえた上で、

また、他市の好事例も参考にした上で計画

を策定いたしますが、重点的に取り組む施

策といたしましては、やはり教育・保育事

業の環境づくりがその一つになろうかと思

います。適切な保育の量を確保するととも

に、質の確保も重要であります。施設整備

とともに、保育の担い手の確保、併せて大

阪府と連携した指導監査、研修の実施など

により、保育の質も担保してまいります。 

 続きまして、保育士就職支援補助金につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 保育士就職支援補助金につきましては、

これまでの保育士宿舎借り上げ支援事業に

加え、民間事業者が新たに保育士等として

採用した場合に、就職支援金として１０万

円を支給するという制度でございます。 

 他市における同様の事業の実施状況でご

ざいますけれども、北摂地域におきまして

は、池田市で同程度の補助、箕面市では、

宿舎借り上げ支援事業は実施されていない

ものの、月に２万円の補助を３年間実施す

るという事業を実施されており、保育士の

確保につながっているとお聞きをしており

ます。 

 本市といたしましても、ホームページの

掲載や近隣の大学へ掲示依頼をするなど、

積極的にこの制度をアピールしてまいりま

す。民間事業者におかれましても、この事

業のアナウンスをしながら、保育士等の採

用につなげていただきたいと考えておりま

す。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

○北野教育次長 せっつＳＵＮＳＵＮ塾やス

クールサポーターの成果についてご答弁申

し上げます。 

 せっつＳＵＮＳＵＮ塾は、地域や家庭の

事情により、学校以外で学ぶ機会や時間が

少ない児童・生徒に学習支援を行い、基礎
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的・基本的な知識、技能と学習習慣の定着

を図ることを目的としております。 

 せっつＳＵＮＳＵＮ塾の成果でございま

すが、受講しております児童・生徒は、習

熟度確認テストの成績や家庭での学習時間

が上昇傾向にございます。学習時間で申し

上げますと、平日１時間以上学習する児

童・生徒の割合は、今年度１学期から３学

期にかけて、小学校で６ポイント、中学校

で１２ポイント向上いたしております。今

後も、より多くの児童・生徒へ、学習機会

や進路保障のために、実施学年や教科の拡

充を検討してまいります。 

 続きまして、スクールサポーターの件で

ございますが、業務内容は、教員の印刷業

務や授業準備などの補助を行っておりま

す。本年度配置したモデル校では、教員の

時間外勤務時間が小学校で前年度比約４

７％の減、中学校で約１８％の減となり、

特に小学校教員の時間外勤務の短縮につな

がっております。業務改善・効率化によっ

て、教員が児童・生徒と向き合う時間を確

保し、児童・生徒の学力向上につなげるた

め、今後も拡充に努めてまいります。 

 続きまして、中学校給食改善策について

のご質問にお答えいたします。 

 現在、中学校給食は、御飯またはパンと

おかず、汁物に牛乳をつけて、１食当たり

３００円で提供いたしております。安心・

安全で栄養バランスがとれた給食を一人で

も多くの生徒に利用していただけるよう、

先ほど教育長が答弁いたしました改善策を

実施してまいりました。しかしながら、喫

食率向上には結びついていないのが現状で

ございます。 

 来年度、新たな取り組みといたしまして

は、保護者や児童・生徒を対象に食育セミ

ナーを開催し、成長著しい時期にいかに食

が大切かといった観点から、給食のさらな

るＰＲを進めてまいります。また、喫食促

進キャンペーンの一環として、例えば、月

間を通して毎日喫食すれば給食費を割引す

るような取り組みが可能かどうか、検討し

てまいりたいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 中川議員。 

○中川嘉彦議員 それでは、３回目の質問を

させていただきます。 

 シティプロモーション戦略、ＳＮＳの活

用についてです。 

 今後、各職員で意識改革を進め、庁内議

論を深めていくと答弁いただきました。現

在、市で新たな試み、施策ができるたび

に、各課がどうやって周知していくのか、

頭を悩ませているのが現状だと思います。

今回、シティプロモーション戦略を機に、

広報課にもっと活躍していただき、各課が

周知の仕方で悩むのではなく、広報課もし

くはプロジェクトチームを発足し、そこが

周知の仕方については一括して対応する広

報活動のプロになるべきではないでしょう

か。例えば、災害対策のハザードマップに

しても、全市民が理解しているとは言いが

たく、周知の改善が必要です。そのために

は、例えば自治会等に配っている議会だよ

りに毎月ハザードマップをつけておく等の

工夫も考えられますが、そのためには、課

を、いわゆる縦割りではなく、それを飛び

越えて横の連携が必ず必要です。広報もし

くはプロジェクトチームを使うことで、各

課に左右されることなく、よりよい摂津市

のブランド化、さまざまなことの周知がで

きると考えます。こちらは要望とさせてい

ただき、この質問を終わります。 

 次に、災害対策基金についてです。 

 災害時の食料購入や物品購入費に充てる

とのことでしたが、南海トラフ地震が起こ
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ると、関西一円の交通、配送のための流通

が麻痺することが予想されます。購入ルー

トの確保、こちらについては綿密な事前の

準備が必要かと思います。この基金が存在

はするが実際は使えないということになら

ないため、しっかりとした準備をしていた

だくようお願いして、要望として終わりま

す。 

 次に、三世代ファミリー住まいるサポー

ト制度についてです。 

 この制度は人口対策や家庭トラブル対策

について大変効力があるものと理解いたし

ました。しかしながら、高槻市では１００

件の限度いっぱいまで、一方の茨木市では

９件の実施状況となっているとのことでし

た。やはりいいものでも、周知の仕方、利

用の仕方が重要になります。先ほども申し

上げましたが、広報活動に力を入れ、対応

していくよう要望して終わります。 

 次に、ごみ処理広域化についてですが、

負担割合については理解いたしました。今

後、さまざまなことで広域化が推奨されて

きます。恒久的に運営できるよう、しっか

りと議論をしていただいて進めてもらうよ

う要望して終わります。 

 次に、高齢者施策についてです。 

 さまざまな同時施策を実施し、お年寄り

も健康的な老後を過ごせるよう模索しても

らっていることがわかりました。しかしな

がら、やはりこちらについても周知の徹底

を課題としていることがわかりました。若

者とお年寄りでは周知の仕方が変わりま

す。摂津市がどんなことをしているのか、

摂津市に住めば老後は楽しく健康に過ごせ

ると思ってもらえるよう、市民にはもちろ

ん、他市にもＰＲしていくよう要望して、

この質問は終わります。 

 次に、子育て支援施策についてです。 

 ニーズ調査に対して、新たな試みも考え

ていく、質も担保したいとの答弁をいただ

きました。昨今、教育ニーズの需要は本当

に多様化してまいりました。近隣他市を見

ていきますと、予算の教育費にかける比重

というのは年々増加傾向にあります。代表

質問の冒頭でも述べましたが、子どもの教

育を受ける環境は、ある程度平等でなけれ

ばなりません。摂津市は、これまで、限ら

れた予算の中で試行錯誤し、いろいろな施

策を実施してきました。しかし、これまで

なかなか成果が上がっていないのも確かな

わけです。こうなってくると、やはり今後

は教育予算の割合を増やしていかなければ

ならないのではないでしょうか。「こど

も」を重点テーマに掲げているのであれ

ば、そういった抜本的解決を考えてもらう

よう要望して、教育、子育ての関連の質問

を終わります。 

 次に、待機児童対策についてです。 

 保育士に対し就職支援補助金を出し、摂

津市において保育士の雇用を増やし、待機

児童対策とする、これは大変すばらしいこ

とだと思います。まだまだ実施市町村も少

ないとのことなので、これは、保育士のな

り手が少ない中、一定の効力を示すのでは

ないかと思います。しかしながら、恐らく

今年の１０月から、幼児教育無償化に対し

ての需要と供給のバランスを保つことは難

しいのではないかとも思います。 

 そこで、他市でもやっています待機児童

在宅子育て世帯への給付金を検討してはど

うでしょうか。誰もが無償で教育を受ける

権利があるのに、定員という枠のため保育

園に預けることができなくなるのは不公平

感を感じます。そして、無償化を既にして

いる市の例を見ていくと、やはり前年度に

比べ希望者は急増しております。ニーズに
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応えるには、整備投資、建設が間に合わな

いこともありますが、費用がかなりかかり

ます。むしろ給付金を出したほうが予算的

にも有益になるのでないでしょうか。ぜひ

検討してもらうよう要望して、この質問を

終わります。 

 次に、国際博覧会についてです。 

 確かに河川は国の管理下です。しかしな

がら、要望しなければ、国からどうですか

などと絶対言われません。大阪万博も国の

事業ですが、国から大阪府、大阪市に対し

て、やったらどうかなどの打診はなかった

だろうと思います。淀川については、摂津

市以外も、大阪市、寝屋川市、守口市、高

槻市などさまざまな市でできる可能性があ

ります。他市が行った後ではいけないんで

す、遅いんです。思い切って検討してもら

うよう要望させていただきます。 

 また、健都に関しても、吹田市の事業だ

からというのではなく、健都近くの公園を

利用したミニパビリオン建設等を検討する

価値はあるかと思います。併せて要望いた

します。 

 さらに、ここで、市長は、今回の市政運

営の基本方針の中で地下鉄の話は触れられ

ていません。いろいろ思いがあると思いま

すが、残念です。 

 摂津市の交通手段を考えると、鳥飼地域

は公共交通が脆弱です。だから、私は

常々、旧大阪市営地下鉄、今はＯｓａｋａ

 Ｍｅｔｒｏですが、地下鉄の延伸が必要

だと言い続けています。延伸されれば、ど

れだけの経済波及効果があるかははかり知

れません。まちづくりが変わるんです。と

にかく便利になり、摂津市民の生活が飛躍

的に向上することは間違いないでしょう。

大日駅でとまっている谷町線を摂津市に、

鳥飼に延伸させると、御堂筋線とも連絡し

ているので、そうなれば、鳥飼の方々が大

阪市内の中心部、キタやミナミに出るのに

３０分かからなくなるんです。すごいこと

なんです。つけ加えておけば、東淀川区の

井高野駅でとまっている今里筋線を、阪急

正雀駅、ＪＲ岸辺駅、そしてモノレールの

万博記念公園駅まで延伸する構想もありま

す。また、去年の４月、大阪市営バスも民

営化されました。大阪シティバスになりま

した。これも私が一般質問させていただき

ましたが、鳥飼は、大阪中心部に行くの

に、一般的に最寄りのバス停からバスに乗

り、モノレールの南摂津駅か阪急摂津市

駅、ＪＲの千里丘駅まで行き、電車に乗り

ます。それが、大阪シティバスが摂津市、

鳥飼まで来ていただければどうでしょう。

最寄りのバス停からＪＲ大阪駅まで行けた

ら、少しぐらい時間がかかっても乗りませ

んか。乗りかえなしで行けるのですよ。一

津屋の渋滞の問題も解消しなければなりま

せんが、高齢者の方は特に楽になるのでは

ないでしょうか。 

 何が言いたいのか。前回、大阪万博が開

催された際には、大変大きな交通網の整

備・開発が進みました。今回、大阪・関西

万国博覧会を機に、とにかく鳥飼地域の交

通手段の確保を要望しておきます。 

 これで国際博覧会の質問は終わります。 

 次に、学力向上についてです。 

 せっつＳＵＮＳＵＮ塾、スクールサポー

ターの成果については理解いたしました。

今回、日本共産党の代表質問において、３

５人学級のコストについても質問がありま

した。そして、民主市民連合からは教員の

働き方改革の質問がありました。この二つ

に共通する話は何か、それは教員の数が必

要なのです。教員に児童に向き合ってもら

うゆとりが必要なのです。こういった観点
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からも、先ほど子育て支援施策のときにも

申し上げましたが、今後、教育予算を上げ

てもらい、対応してもらうようお願いし

て、要望として質問を終わります。 

 次に、中学校給食についてです。 

 本年、平成３１年度予算案に中学校給食

の調査費用が３００万円組み込まれていま

す。これは中学校完全給食に向けた調査と

聞いております。また、今回の中学校給食

の業者との契約は平成３２年までとなって

おります。以前、何度も委員会等で理事者

側から聞いておりますが、いま一度言わせ

てもらいますと、最初の３年間では３０％

が目標だったものを、次の契約では１０％

に下方修正されております。その更新の時

期に中学校完全給食を提案いたしました

が、そのときの回答では、１０％が達成で

きない場合は見直しが必要だと答弁をいた

だきましたので、我々も待ちました。しか

しながら、今回、給食の調査結果が出るの

は恐らく平成３２年になってからでしょ

う。新しい更新の平成３３年度までには、

とても中学校完全給食を導入することは難

しいと思います。恐らくこのままいけば契

約更新が行われます。そのときの喫食率の

目標は幾つになるのでしょうか。こちらに

ついては質問いたしませんが、今後しっか

りとした対応をしてもらうよう要望して、

この質問を終わります。 

 次に、人事施策についてです。 

 少数精鋭の中、優秀な人材を確保してい

くことに対して大変努力をしていただいて

いるのは理解いたしました。今年２０１９

年４月から有給休暇取得が義務化されま

す。本市は少数精鋭の中で有給休暇の消化

を促していかなければならないんです。昨

年の有給休暇の消化率６５．５％をさらに

伸ばしていかなければなりません。公務員

は社会の模範なので、１００％を目指して

いけばよいのではないでしょうか。こうな

ってくると、考えられるのが管理職の有給

休暇消化率です。今、平均有給休暇取得率

は１３．１日と聞いています。地方のほか

の自治体が１０日前後、それに比べると摂

津市は先進的に有休を取得しているとはな

りますけれども、そういうことを考えて、

これから、部下が休むのでかわりに上司が

仕事をする、そういった環境を一度つくっ

てしまうと、誰も管理職になりたがらない

と思います。そういったことにならないよ

う、円滑に進めてもらうよう要望して終わ

ります。 

 次に、電子自治体についてです。 

 ＲＰＡ、いわゆるロボティック・プロセ

ス・オートメーションは、去年、総務省か

ら利用促進の通達が出されました。このシ

ステムは、いわゆるコンピューターが人の

かわりに仕事をするシステムです。主に帳

簿入力、伝票作成、ダイレクトメールの発

送業務、経費チェック、顧客データ管理と

いった事務作業を人のかわりにしてもらう

ことができます。人件費、時間を大幅に削

減することができるのです。 

 この施策は、既に去年、奈良市や愛知県

一宮市では先行導入済みです。一定の成果

も公表されております。昨年末には数あま

たの市が試行導入に踏み切りました。実例

を挙げますと、つくば市の市民税課では、

電子申告の印刷作業や新規事業者登録など

の全部で五つの業務でＲＰＡを導入しまし

た。その結果として、３か月で作業時間を

約１１６時間削減に成功し、年間換算では

約３３６時間の削減をできるとしていま

す。市民窓口課では、異動届受理通知業務

にＲＰＡを導入した結果、３か月で約２１

時間の削減に成功、年間換算で７１時間の
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削減を見込むそうです。今年度は、市民税

課、市民窓口課に加えて、納税課、資産税

課へも導入し、来年度以降に効果が見込ま

れる部署を対象に順次導入を行う予定のよ

うです。市民税課における業務全体の５％

にＲＰＡを適用できれば、作業時間を年間

で約１，４００時間削減でき、約３７０万

円相当の時間外勤務手当が削減できる計画

だといいます。 

 和歌山県と大阪府では、富士通と共同で

ＲＰＡを活用した自治体職員の業務効率化

の有効性を実証しています。大阪府では、

所属別職員の時間外勤務の集計や報告作業

などの確認作業が大量に発生する業務にＲ

ＰＡを導入しました。これにより、職員の

作業負担軽減やヒューマンエラー防止の効

果を検証しているそうです。さらに、この

ＲＰＡ導入費が安く、費用対効果がかなり

期待できます。 

 本市は、少数精鋭の中、有給休暇の消

化、労働者の権利を守っていかなければな

りません。その救世主になり得るＲＰＡ、

ぜひとも早期導入の検討をしてもらうよう

要望して質問を終わります。 

 最後に、今までいろいろ質問させていた

だきましたが、総括して少しお話をさせて

いただきます。 

 私は、我がまち摂津市は、ポテンシャ

ル、つまり潜在力のある魅力あるまちだと

信じています。だからこそ、市長にはもっ

と大胆に夢のある施策を出していただきた

い。近未来の１年、２年先のことも大事で

す。でも、１０年、２０年、３０年先の摂

津市の未来を大きく語っていただきたい。

特に、公共交通の問題、地下鉄の延伸、新

幹線鳥飼車両基地の利活用、グローバル化

によるインバウンドの取り組みなど、どれ

一つ早期に実現できれば摂津市は変わりま

す。それに福祉、教育が充実したら、こん

な素敵なまちはないと思います。そういう

摂津市になることを信じて、大阪維新の会

の代表質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。（拍手） 

○嶋野浩一朗議長 中川議員の質問が終わり

ました。 

 次に、南野議員。（拍手） 

  （南野直司議員 登壇） 

○南野直司議員 それでは、６番目の質問と

なりました。答弁が重なる部分もあると思

いますけども、ご理解をいただきたいと思

います。 

 初めに、今年の春には皇位継承が行わ

れ、３０年続きました平成の歴史に幕が閉

じ、新たな元号が始まる大きな節目の年と

なります。また、２０２０年東京オリンピ

ック・パラリンピック、そして、２０２５

年に開催が決定しました大阪万博に向け

て、本年は、日本が初めて議長国を務める

Ｇ２０サミットが大阪で開催され、そし

て、アジア初となるラグビーワールドカッ

プ日本大会が東大阪市でも開催されるな

ど、大阪をはじめ、我が国にとって新しい

時代の到来を告げる歴史的な重要な年とな

ります。 

 一方で、２０２０年代には、本格的な人

口減少、少子高齢化社会を迎え、国難とも

言われる社会構造の変化にどう備えるかが

重要な課題であり、最優先で取り組むべき

は、将来にわたって活力ある経済社会を築

き、社会で暮らすお一人お一人が社会で活

躍し、互いに支え合う、人と地域を生かす

共生社会の構築が不可欠であると確信する

ところでございます。 

 そんな中、本市における新年度の予算編

成は、将来を見据えた財政健全化、夢づく

り、人づくりを念頭に置きつつ、未来を支
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える「こども」、市民の「健康」、そし

て、まちづくりの基礎となる「安全・安

心」を重点テーマに据え、特に、昨年の自

然災害で経験した教訓を心に刻み、つなが

り、きずなを礎に、災害に強いまちづくり

へとつなげる方針が示されました。摂津市

が目指しますまちづくりの将来像、みんな

が育むつながりのまち摂津の実現を目指

し、市民の皆さんお一人お一人の声を市政

運営に反映できるよう、公明党を代表いた

しまして質問をさせていただきます。 

 １、市民が元気に活動するまちづくりに

ついて、１の（１）「みんなが育むつなが

りのまち摂津」の実現を目指した協働のま

ちづくりについてでございます。 

 昨年の６月の大阪北部地震、そして、９

月の台風２１号を経験し、私自身、何より

も感じたことは、それぞれの地域におい

て、励まし合いや瓦れきの撤去、また自動

車の誘導など、共助の観点から復旧活動に

奔走していただきました自治会を中心とし

た市民の皆さんの勇敢な姿でありました。

また、この未曾有の自然災害を経験し、地

域のつながり、そしてきずな、協働のまち

づくりの大切さを改めて認識させていただ

きました。この協働のまちづくりについ

て、新年度の取り組みと市長の思いをお聞

かせください。 

 １の（２）シティプロモーション戦略と

迅速な市政情報の発信についてでございま

す。 

 行ってみたい、住んでみたい、住み続け

たいまちを目指して、摂津市の魅力を市内

外へ積極的にアピールする取り組みを推進

するに当たるには、やはり市民の皆さんに

市の魅力を改めて再認識していただき、摂

津市への愛着度をさらに高めていただき、

市民との協働でシティプロモーション戦略

をつくり上げることが大事であると考えま

す。また、ＳＮＳなどを活用した情報や魅

力発信の手法につきましても、市民の皆さ

んとの協働でつくり上げることが大事であ

ると思いますが、考えをお聞かせくださ

い。 

 ２、みんなが安全で快適に暮らせるまち

づくりについて、２の（１）大規模災害の

経験を踏まえた災害対策の向上についてで

ございます。 

 近年、世界的にも、地震や台風など自然

のなすわざとしての被害が発生している状

況下において、摂津市は比較的被害が少な

い地域でしたが、昨年は大きな被害を受け

ました。今後、この教訓を生かさなければ

なりません。市民の命と財産を守ることへ

の防災・減災のまちづくりが重要であると

考えますが、新年度における公助としての

取り組みについてお聞かせください。 

 ２の（２）（仮称）せっつ防災サミット

の実施についてでございます。 

 有事の際に被害を最小限にすることはも

とより、防災・減災の取り組みを平時から

行うことが大切であると思います。防災サ

ミット創設の目的についてお聞かせくださ

い。 

 ２の（３）「まちごと・丸ごと」防災体

制の構築に向けた防災士の資格取得支援制

度の創設についてでございます。 

 防災には、みずからの身を守る自助、近

隣や地域で助け合う共助、行政など公的機

関による公助の三つがあります。この割合

は、自助が７、共助が２、公助が１と言わ

れております。昨年の災害を通して、いざ

というときの自助、共助が肝要になると実

感されたのは、多くの市民の皆さんも同じ

であったと認識します。そこで、地域にお

けるさらなる防災力の向上が必要と考えま
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すが、市長の考えをお聞かせください。 

 ２の（４）千里丘駅西地区の再開発及び

阪急京都線連続立体交差事業についてでご

ざいます。 

 まず、千里丘駅西地区まちづくり事業

は、市施行でスタートして２年を迎えま

す。魅力的なまちづくりの推進に向けての

市長の思い、また、阪急京都線連続立体交

差事業につきましては、いよいよ用地交渉

が始まりますが、関係市民に対する心がけ

について、それぞれお聞かせください。 

 ２の（５）空家対策の取り組みについて

でございます。 

 空き家により引き起こされるさまざまな

問題に対し、関係機関等と連携し、総合的

かつ計画的に取り組むための考えや方向性

を示した空家等対策計画における基本方針

と新年度の主な取り組みについてお聞かせ

ください。 

 ２の（６）三世代ファミリー住まいるサ

ポート制度の創設についてでございます。 

 先の質問された中でのご答弁において一

定の理解をしましたので、要望とさせてい

ただきます。 

 内閣府の意識調査では、理想の家族の住

まい方として、全体の３１．８％が親との

近居、２０．６％が親との同居との回答で

した。同居や近居における家族同士の安心

感の向上や経済的な協力にも関係してくる

と思います。市外への転出減少や他市から

の転入など、人口増につながることを期待

したいと思いますので、制度の創設につき

ましては、しっかりと全国への情報発信を

お願いし、要望といたします。 

 ３、みどりうるおう環境を大切にするま

ちづくりについて、３の（１）地球温暖化

対策と環境負荷低減に向けた取り組みにつ

いてでございます。 

 近年の猛暑や集中豪雨などにより、日常

の生活に与える影響は深刻さを増してきて

おります。地球温暖化をはじめとする環境

問題は一朝一夕に解決できるものではあり

ませんが、「たとえ小さな取組みでも、一

つ一つ丁寧に積み上げていくことが後世に

大きな成果を残すことにつながってまいり

ます」と市長は市政方針で述べられまし

た。私自身も同じ思いであります。本市に

おける地球温暖化対策の取り組みについて

お聞かせください。 

 ３の（２）環境美化ボランティアの取り

組みについてでございます。 

 市民の皆さんとの協働事業の一つとし

て、一昨年から登録制度を創設し、美しい

まちづくりを合言葉に、散歩途中や諸団体

の清掃活動に取り組んでいただき、非常に

すばらしい取り組みであると思います。新

年度は３年目となりますが、今後の方向性

についてお聞かせください。 

 ３の（３）茨木市との廃棄物処理の広域

連携についてでございます。 

 長年努力されての大きな一歩となる基本

合意書の締結は高く評価するものでありま

す。昨年からも経費的な論点などでの質疑

がなされておりますが、環境面という観点

も深めて、広域連携による効果の認識につ

いてお聞かせいただきたいと思います。 

 ４、暮らしにやさしく笑顔があふれるま

ちづくりについて、４の（１）第４期地域

福祉計画の策定についてです。 

 これまで行政が取り組んできた福祉に対

する各施策を地域という横軸でつなぎ合わ

せてきましたが、急速な少子高齢化や核家

族化が進み、例えば災害時において支援を

必要とされる方への対応など、多種多様化

する市民ニーズに今後どのように応えてい

くのか、お聞かせください。 
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 ４の（２）安心して介護を受けながら生

活できるまちづくりについてでございま

す。 

 ６５歳以上の人口が増える中で、介護が

必要になっても地域の中で安心して暮らせ

るためには、身近にいる地域の方の見守り

は貴重な存在でございます。高齢者を支え

る今後の展開についてお聞かせください。 

 ４の（３）第２期子ども・子育て支援事

業計画の策定についてでございます。 

 ４年連続「こども」を重点テーマに据え

られたことを踏まえ、摂津市の魅力創出の

観点からの教育長の子育て施策に対する理

念についてお聞かせください。 

 ４の（４）国立循環器病研究センターを

中心とした健康・医療のまちづくりについ

てでございます。 

 これまで、さまざまな健康づくり施策に

取り組まれる中、いよいよ国立循環器病研

究センターが開業します。４年連続「健

康」を重点テーマに据えられたことを踏ま

え、摂津市の魅力創出の観点から、市長の

健康に対する理念についてお聞かせくださ

い。 

 ４の（５）薬剤師会と連携したせっつ服

薬適正化プロジェクトの取り組みについて

でございます。 

 このプロジェクトに対する市長の思いと

薬剤師会に対する期待についてお聞かせく

ださい。 

 ４の（６）受動喫煙防止の取り組みにつ

いてであります。 

 健康づくりの観点での理念と今後の方向

性についてお聞かせください。 

 ４の（７）「まちごとフィットネス！ヘ

ルシータウンせっつ」の推進についてで

す。 

 今月２１日に目標であったウオーキング

コース１０コース目がオープンいたしま

す。これまでいろいろと試行錯誤しながら

つくってこられたと思います。携わってい

ただきましたうきうきせっつ健歩会をはじ

め、関係者の皆さんに感謝を申し上げま

す。 

 身体活動、運動量の多い人は、運動量の

少ない人に比べて循環器疾患やがんにかか

りにくいとされており、運動習慣を身につ

けるための支援がまちごとフィットネス！

ヘルシータウンせっつ事業であると思いま

す。これまでの実施状況と今後の方針につ

いてお聞かせください。 

 ４の（８）感染症対策についてでござい

ます。 

 首都圏を中心に風疹患者が急増し、平成

３０年は２，８０６人で、前年の３０倍ま

で拡大いたしました。今年に入っても全国

で５００人を超える患者が確認されてお

り、インフルエンザよりも蔓延リスクが高

いウイルス性の感染症で、私たち公明党は

風疹対策の強化を国に対して強く求めてま

いりました。本市における新年度の風疹対

策についてお聞かせください。 

 ５、誰もが学び、成長できるまちづくり

について、５の（１）未来の学びプログラ

ミング教育と学力向上に向けた取り組みに

ついてであります。 

 ２０２０年より小学校ではプログラミン

グ教育が必須化され、ＡＩなどを利活用し

た取り組みについて、また、学力向上に向

けての今後の方向性についてもお聞かせく

ださい。 

 ５の（２）教職員の校務支援及び相談支

援の充実に向けたスクールソーシャルワー

カーの配置についてでございます。 

 近年、教育現場における業務は、本来の

業務以外のさまざまな対応が多くなってい
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ると認識しております。そんな中、スクー

ルソーシャルワーカーを増員されたことは

高く評価をするところでございます。若手

の教員への支援や教員の働き方改革など多

くの課題がある中で、教員の負担を軽減

し、子どもたちに向き合える時間を確保し

ていくために、今後どのように取り組まれ

るか、お聞かせください。 

 ５の（３）特別教室へのエアコン設置及

びトイレのリニューアルについてでござい

ます。 

 新年度の取り組み内容と今後の年次計画

について、また、児童・生徒の熱中症対策

や災害時の避難場所となる体育館へのエア

コン設置の必要性についてお聞かせくださ

い。 

 ５の（４）地域における子ども見守りボ

ランティアの活動支援についてでございま

す。 

 子どもたちの笑顏によって摂津のまち全

体が笑顏に包まれます。子どもたちの元気

な挨拶が摂津のまち全体の活気を生み出し

ます。希望に満ちた子どもたちの健やかな

成長は市民みんなの願いです。子どもたち

が安心して暮らせるまちづくりを推進する

ため、地域の子どもたちをみんなで心をつ

ないで、そして力を合わせて守ることを理

念とし、平成１８年４月に子どもの安全・

安心を守る都市を宣言されました。この

間、こども１１０番の家の取り組みなど、

さまざまな取り組みを実施していただいて

おりますが、新年度、新たに子どもの見守

りボランティアの活動支援に取り組まれる

ことは高く評価をいたします。教育長の思

いをお聞かせください。 

 ５の（５）子どもたちが読書に親しめる

環境の充実及び公民館のバリアフリー化に

ついてでございます。 

 市政方針で、公民館のバリアフリー化や

老朽化対策につきましては、周辺施設の状

況、ニーズ等を慎重に見きわめ対応される

と述べられました。また、一人でも多くの

子どもたちが読書に親しめる環境づくりを

進める観点から、子ども読書活動推進計画

の見直しについて、併せて、公民館など社

会教育施設を活用した地域における子ども

読書活動の推進の考え方についてお聞かせ

ください。 

 ６、活力ある産業のまちづくりについ

て、６の（１）第２期産業振興アクション

プランの策定についてでございます。 

 本市は工業と準工業地帯が市域の半数以

上となっており、立地的な背景には、交通

アクセスに大変すぐれていることが挙げら

れると思います。これまで、中小企業事業

資金融資や企業立地等促進制度も含めて五

つの施策の展開など、事業者支援を行って

こられた現アクションプランの総括と今後

の産業振興の方向性についてお聞かせくだ

さい。 

 ６の（２）セッピィスクラッチカード及

びプレミアム付商品券の取り組みについて

でございます。 

 消費税率引き上げに対する最大の負担軽

減策は軽減税率制度でございます。制度の

対象とならない生活必需品などにかかる消

費税負担を一定期間において軽減する商品

券発行ですが、消費者と中小・小規模事業

者への支援について、市長の考えをお聞か

せください。 

 ７、計画を実現する行政経営について、

７の（１）将来を見据えた指針（仮称）行

政経営戦略及び摂津市まち・ひと・しごと

創生総合戦略についてでございます。 

 摂津市が目指すまちづくりの将来像を示

した総合計画及び総合戦略を基礎とした今
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後の考え方についてお聞かせください。 

 ７の（２）ＩＣＴを活用した行政サービ

スの向上についてです。 

 本年４月より働き方改革の法律が施行さ

れます。本市におきましても、市民サービ

スの向上の観点から、ＩＣＴの利活用によ

る業務の効率化をどのように進められる

か、今後の方向性についてお聞かせくださ

い。 

 ７の（３）平成３１年度予算と今後の財

政見通し及び新地方公会計制度の推進につ

いてでございます。 

 新年度予算の総括的評価及び中期財政見

通しを踏まえた本市の財政認識についてお

聞かせください。 

 以上で１回目を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 答弁を求めます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 公明党を代表しての南野議員の

質問にお答えをいたします。 

 まず最初に、協働に対する思いでござい

ますが、昨年の６月の大阪北部地震発生時

の支援物資配布の連絡におきまして、９月

の台風２１号の強風時には、散乱したごみ

の収集について、特に自治会の強いきずな

を再認識させていただいたところでござい

ます。しかし、その自治会の加入率が低下

し、地域力の低下が危惧されております。

現在、自治連合会などの４団体で組織され

ておりますつながりのまち摂津連絡会議に

本市も参画し、協働のまちづくりを推進す

るため、啓発活動や研修会を開催していた

だいております。この活動が各団体の活性

化につながるものと考えております。 

 また、協働の推進には、ＮＰＯ法人をは

じめ、さまざまな市民活動の活性化が不可

欠でありますことから、団体等にアンケー

ト調査を実施し、市民公益活動支援補助金

制度をより活用できるよう拡充を行ってま

いります。 

 今後は、行政４団体、市民活動団体等と

の協働や中間支援が肝要であると考えてお

ります。その取り組みや他市の状況を調

査・研究してまいりたいと思います。 

 シティプロモーションについてのご質問

でございますが、シティプロモーションを

進めていくに当たり、市民や本市で活動さ

れている方に共感してもらい、市の魅力を

ともに磨き、つくり上げることが重要であ

ると考えております。市民とともにシティ

プロモーションに取り組んでいくことで、

新たな魅力の発見や地域の自慢の掘り起こ

しによる地域の活性化も期待できますし、

何よりも本市に対する愛着度が形成される

ものであると考えております。また、ＳＮ

Ｓや口コミにより、市民みずからが市の魅

力を広く発信していただくことが期待でき

ます。市民参画型のシティプロモーション

の手法についても、先進事例を踏まえなが

ら検討してまいりたいと考えております。 

 昨年の大規模災害を教訓とした取り組み

についてでありますが、昨年の災害は、平

時からの備えの大切さを改めて認識する機

会となりました。いつ発生するか予測のつ

かない次なる災害に備え、大阪北部地震の

検証結果をもとに、また、台風２１号での

風害を教訓に、全庁体制で職員の災害時の

対応力の強化に向けた研修、訓練を充実さ

せるとともに、必要な防災資機材、備蓄用

品の追加配備など、公助の充実に努めてま

いります。また、これまで手薄でありまし

た風害対策につきましても研究を進めてま

いりたいと思います。 

 （仮称）防災サミットについての質問で

ありますけれども、このイベントは、日ご

ろから熱心に防災活動に取り組んでおられ
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る市内の学校、地域、企業などの各団体が

集まり、それぞれの活動を発表し、情報を

共有し合うことで、相互連携や防災・減災

の意識高揚を図るとともに、災害現場での

対応力の強化を目的としております。ま

た、これが契機となって、これまで独自に

防災活動に取り組んでこられた各団体に新

たな横のつながりが生まれ、市域に芽吹い

た防災活動は大きくしっかりと根づいてい

くものと考えております。そして、この取

り組みを通じて、地域防災力のさらなる向

上を目指してまいりたいと思います。 

 防災についての質問でございますが、大

阪北部地震や台風２１号の経験、また、今

後起こり得る南海トラフ地震や上町断層帯

地震の備えから、市民一人一人に防災に関

する知識や技能を身につけていただき災害

に備える、そして、万が一災害に遭ったと

きには、地域で協力して被災した人の救助

や避難が困難な方の支援を行うなど、地域

全体で支え合うことが被害を最小限に食い

とめる有効な手だてであると考えておりま

す。そのため、地域の防災活動を担う人材

の養成が不可欠でございます。新年度に

は、防災サポーター制度の運用と併せて、

防災士の資格取得支援制度を創設するな

ど、市全体の防災体制の強化に努めてまい

りたいと思います。 

 ＪＲ千里丘駅西地区の再開発及び阪急京

都線連続立体交差事業についてのご質問で

ありますが、ＪＲ千里丘駅西地区につきま

しては、長年の課題でありました再開発事

業を進めることとなりました。駅前交通広

場や歩行空間の確保と交通結節機能の強

化、土地の高度利用による商業・業務の機

能を充実し、駅前にふさわしい魅力あるま

ちづくりを進めてまいります。 

 次に、阪急京都線連続立体交差事業につ

きましては、用地境界が確定しましたこと

から、順次用地交渉を進めてまいります。

用地交渉におきましては、一人一人それぞ

れに事情がありますことから、しっかり相

手の話を聞き、丁寧な説明を行い、ご理解

をいただきたいと考えております。 

 空き家対策についてでありますが、平成

３０年度策定予定の空家等対策計画におき

ましては、空き家対策の基本的な方針を三

つ掲げております。空き家をつくらない、

管理不全の空き家をつくらない、そして、

空き家や跡地の活用の三つの方針に基づき

施策を展開することとしており、関係団体

などと連携を図りながら取り組んでまいり

たいと考えております。 

 平成３１年度からは、法律に基づき特定

空き家等の指定を行い、所有者に対し助

言、指導など改善措置を求めてまいりま

す。また、空き家の適正管理は所有者の責

任でありますことから、啓発パンフレット

を配布するなど、空き家をつくらないため

の啓発にも努めてまいりたいと思います。 

 地球温暖化対策の取り組みについての質

問でありますけれども、大阪の気温は過去

１００年で約２度上昇しており、２１世紀

末には２０世紀末に比べて３度近く上昇す

るものと言われております。次世代に豊か

な地球を引き継ぐため、地球温暖化対策は

必要不可欠な取り組みであります。地球温

暖化対策につきましては、温暖化の原因と

される温室効果ガスの排出を減らすための

緩和に加え、気候変動適応法が施行され、

気候変動の悪影響に備える適応の取り組み

の強化が求められているところでございま

す。 

 本市では、平成２９年４月に改正いたし

ました環境保全条例において、適応の考え

方を取り入れ、適応に関する講座や講演会
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を開催するとともに、広報誌やホームペー

ジへ掲載することにより、市民への周知と

啓発を図っております。今後とも、緩和策

と適応策を両輪とし、地球温暖化対策に取

り組んでまいります。 

 環境美化ボランティアの取り組みについ

てでありますけれども、市民の自主的な環

境美化活動を促進し、環境美化に対する意

識高揚を図ることを目的に創設いたしまし

た環境美化ボランティアにつきましては、

２年弱の間で約１，３００人の方にご賛

同、ご登録をいただきました。摂津のまち

をきれいにしたいという気持ちの集まりで

あります。非常に心強く感じております。

平成３１年度は、環境美化ボランティアに

向けた情報誌を発行するとともに、環境美

化推進地区において定期的な清掃活動を実

施し、美化ボランティア制度のさらなる普

及に向け、引き続き取り組んでまいりたい

と思います。 

 茨木市との廃棄物処理の広域連携による

効果の認識についてでありますが、ごみ焼

却処理は市民生活にとって欠かすことはで

きない重要な事業であります。また、今後

の人口減少や廃棄物減量の取り組みなどを

踏まえますと、自治体が単独で焼却施設を

維持するには負担が大きいことから、広域

処理は有効な選択肢であります。本市で

は、茨木市との長年の協議の結果、このほ

ど広域ごみ処理の基本合意に至ったもので

ありますが、これにより、ランニングコス

トで比較いたしますと、年間約１億１，０

００万円の経費節減が見込まれておりま

す。 

 また、本市では、これまでから資源ごみ

の分別収集とリサイクルによる環境負荷の

軽減に取り組んでおりますが、広域処理を

行う茨木市の施設では、焼却灰の再利用や

熱回収による発電もできるなど、環境面で

の効果も期待できるところでございます。 

 多種多様化する市民ニーズへの対応につ

いてでございます。 

 近年、高齢化や核家族化など、地域を取

り巻く環境は大きく変化しており、多種多

様化する市民ニーズや、それに伴い複雑化

する地域生活課題への対応が強く求められ

ているところでございます。 

 このような中、地域福祉計画を中心とし

て、地域の課題を包括的に捉え、行政のみ

ならず、関係団体や地域住民が一体となっ

て地域福祉を推進していくことが重要であ

ると考えております。昨年の大阪北部地震

におきましては、災害時における要援護者

の安否確認など、さまざまな課題も見えて

きたところでございますが、一方で、地域

の力の大きさ、重要性について再認識させ

る出来事もございました。こうした地域の

力をうまく活用できるよう、引き続き地域

福祉の取り組みに努めてまいりたいと考え

ております。 

 高齢者を支える今後の展開についてであ

りますが、現在取り組んでおります第７期

せっつ高齢者かがやきプランでは、高齢者

が要介護状態になっても、住み慣れた地域

で自分らしい生活を最期まで送れるよう、

地域包括ケアシステムを推進し、住民がお

互いに支え合って暮らせるつながりのまち

を目指しております。７５歳以上の高齢者

数が増加し、ひとり暮らし高齢者や高齢者

のみの世帯が増加する中、介護保険や高齢

福祉のサービス提供に加えて、地域住民な

ど多様な主体の活動による支援が求められ

ております。高齢者のひきこもりや孤立死

を防止するとともに、自立支援、介護予

防、重度化防止を推進するため、地域にお

いて高齢者を支える担い手や体制づくりに
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取り組むことが必要であると考えておりま

す。 

 「健康」を重点テーマに据えていること

を踏まえて、魅力創出の観点からの質問で

ありますけれども、現在、高齢化が急速に

進展する中、人生の最期まで健康に過ごせ

るよう、健康寿命の延伸を図ることが重要

なテーマとなっております。 

 このような中、いよいよ本年７月には国

立循環器病研究センターが健都に移転して

まいります。また、国民の健康の保持や増

進及び栄養や食生活に関する調査・研究な

どを行う国立健康・栄養研究所が健都イノ

ベーションパークに移転が予定されており

ます。これら医療や健康に関する国立の高

度医療機関や研究機関が健都に集積するこ

とは、「健康」を重点テーマに掲げる本市

にとりまして大変大きな魅力であります。

また、好機でもあります。医療や健康をテ

ーマとしたまちづくりを行い、世界的に注

目される健都があるまちとして、引き続き

予防医療や健康施策の推進にオール摂津で

取り組み、先進的な健康・医療のまちづく

りを目指してまいりたいと思います。 

 薬剤師会と連携したまちづくりについて

でありますが、平成３１年度は、国立循環

器病研究センターの移転をはじめ、国立健

康・栄養研究所との連携事業の展開など、

まさしく本市における健康・医療のまちづ

くりの飛躍の年でございます。この契機を

好機と捉え、これまで府内自治体が取り組

めていなかったポリファーマシー対策とブ

ラウンバッグ運動を合わせた新たな服薬適

正化の取り組みにチャレンジする、それこ

そが健康づくりへの私の思いのあらわれで

ございます。このプロジェクトは、被保険

者と薬局をつなぐ循環の輪を創出する取り

組みであることから、薬剤師会が市内各所

に持つ薬局・薬店ネットワークを存分に生

かしていただき、来る超高齢社会に向けた

地域ぐるみで健康づくり土壌を醸成する一

翼を担っていただくことを期待するととも

に、本市の健康づくりを推進するパートナ

ーとして、鋭意力を合わせ、市民の健康増

進に取り組んでまいりたいと思います。 

 本市の受動喫煙防止の理念と今後の方向

性についてでありますが、本市の受動喫煙

防止の取り組みといたしましては、健康づ

くり推進条例に基づき、健康づくりの観点

から路上喫煙禁止地区を指定したことが、

全国的にも珍しく、特色ある取り組みであ

ると考えております。その健康づくり推進

条例には、市民がみずから健康意識を高

め、積極的に健康づくりに取り組むことが

市民の役割として明記されております。今

後も、受動喫煙防止の取り組みを進めつつ

も、市民がみずからの健康について意識

し、日々の生活習慣を変えていこうとする

機運をつくることが最も重要であると考え

ております。本年７月には、国立循環器病

研究センターが北大阪健康医療都市に移転

し、いよいよ健都が本格稼働することにな

りますが、この機会を的確に捉え、オール

摂津で市民の健康づくりに取り組んでまい

りたいと考えております。 

 まちごとフィットネスについての質問で

ございますが、まちごとフィットネス！ヘ

ルシータウンせっつにつきましては、まち

全体をフィットネスの場として捉え、新た

なウオーキングコースの設定や健康器具の

設置、ウオーキングリーダーの養成など、

市民がみずからの健康づくりに取り組みや

すい環境の整備やイベント開催等に取り組

んでまいりました。今月２１日には、事業

目標に掲げていた市内１０コース目となる

ウオーキングコースのオープニングイベン
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トを開催することとなっております。 

 今後は、ウオーキングコースや健康器具

をそれぞれの地域において市民に気軽に利

用していただくことが重要であると考えて

おります。また、健康・医療のまちづくり

を目指す本市としましては、オール摂津で

健康づくりに取り組んでいく必要があると

考えており、今後も市民に健康を意識して

いただけるようなさまざまな取り組みを進

めてまいりたいと思います。 

 風疹対策にかかわる本市の状況について

でありますが、今般、風疹の患者数の増加

に伴い、国より、平成３１年から約３年

間、抗体価が特に少ない世代の方を対象

に、原則無料で抗体検査、予防接種を提供

する方針が示されております予防接種法施

行令の改正等がなされたところでございま

す。風疹につきましては、妊婦に感染する

と胎児に影響が及ぶ可能性がある大変危険

な感染症であります。本市におきまして

も、新年度に抗体検査や予防接種にかかわ

る予算を計上し、適切に対応してまいりた

いと思います。 

 第２期産業振興アクションプランについ

ての質問でありますが、本市は、製造業や

流通業を中心とした４，０００を超える事

業所がございます。現行計画期間の製造品

出荷額は毎年増加しております。比較でき

る５年では１７％もの増加が見られまし

た。また、法人市民税も高い水準を示して

おります。今後の産業振興をさらに活性化

するため、現行計画の評価検証も踏まえな

がら、この間、本市が誇る商品を摂津優品

（せっつすぐれもん）として認定していく

取り組みも加え、市内企業や関係機関と連

携し、産業振興施策の実施計画であります

第２期産業振興アクションプランを策定し

てまいります。 

 セッピィスクラッチカード及びプレミア

ム付商品券についてでありますが、本年１

０月に予定されております消費税率の改定

に伴い、消費に与える影響を抑えるため、

低所得・子育て世帯向けに１０月からプレ

ミアム付商品券を販売してまいります。市

内店舗での利用を予定しておりまして、地

域における消費を喚起してまいりたいと思

います。さらに本年は、本市独自の取り組

みでありますセッピィスクラッチカードを

例年より時期を早めて実施することで、地

域の商店会などの小規模事業者への消費需

要も促進してまいります。 

 今後の摂津市まち・ひと・しごと創生総

合戦略と行政経営についての質問でありま

すが、人口が右肩上がりであった時代は終

えんを迎え、本市におきましても、近い将

来、人口減少に転じることが想定されてお

ります。このような背景を踏まえ、国が掲

げる地方創生のもと、平成２８年３月に摂

津市人口ビジョン、摂津市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定し、四つの基本目

標を軸に施策を展開してまいりました。ま

た、地方分権の流れの中、総合計画の策定

義務がなくなり、今後は、より一層自治体

みずからが知恵を絞り、地域の実情に適し

た計画行政のあり方を構築することが必要

であると認識をいたしております。そこ

で、これまでの総合計画、総合戦略の取り

組みを基礎としながら、時代に見合った行

政経営を実現していくため、（仮称）行政

経営戦略の考え方をまとめ、まちづくりを

進めていきたいと思います。 

 市民サービス向上の視点からのＩＣＴに

ついての質問でありますが、本市では、第

４次摂津市総合計画に基づき、ＩＣＴを活

用した行政事務の電子化を推進しておりま

すが、ＩＣＴの活用は、言うまでもなく、
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行政事務を正確・迅速に行う上で必要不可

欠なものであります。今後も、技術の進歩

に伴い、その活用範囲はさらに拡大するこ

とが見込まれております。また、職員の働

き方改革の観点から、事務の負担軽減と効

率化は喫緊の課題となっております。市民

サービスのさらなる向上と新たな行政課題

への対応に向けて、引き続きＩＣＴを有効

に活用してまいりたいと考えております。 

 予算の総括的評価と財政認識についての

ご質問でありますけれども、平成３１年度

当初予算では、未来を支える「こども」、

まちづくりの基礎となる「安全・安心」、

そして「健康」を重点テーマに捉え、ハー

ド・ソフト両面で旬を逃さぬよう予算編成

に当たったところであります。その結果、

当初予算は４年ぶりに前年度を上回るもの

となっております。その一方で、主要基金

の取り崩し額は前年度以下といたしており

ます。今年度に取り組むべき課題への対

応、将来的な課題に対する財源確保を両立

させ、持続可能な行政経営の推進を図った

ところでございます。 

 また、今後の財政は、歳入歳出ともに厳

しい状況になるものと想定いたしておりま

すが、ＪＲ千里丘駅西地区再開発などの大

規模事業は摂津市の未来への投資でありま

す。厳しい財政状況が想定されますが、夢

のあるまちづくりの実現に向けて、創意工

夫をし、着実に事業を推し進めてまいりま

す。 

 さらに、大規模事業だけではなく、ソフ

ト事業を含め、一つ一つの事業成果の積み

重ねが摂津市の未来を形づくってまいりま

す。そのため、将来を見据えつつ、まずは

今年度の一つ一つの取り組みが成果になる

よう、しっかりと市政運営のかじ取りを行

ってまいりたいと思います。 

 私からの答弁は以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 教育長。 

  （箸尾谷教育長 登壇） 

○箸尾谷教育長 それでは、教育委員会所管

分についてご答弁申し上げます。 

 まず、子ども・子育て支援事業計画につ

いてでございます。 

 子ども・子育て支援事業計画は、子ども

や子どもを養育している方に必要な支援を

行い、一人一人の子どもが健やかに成長す

ることができる社会の実現に寄与すること

を目的として、国が定める基本指針に即し

て定めることとされております。 

 本市の現行計画におきましては、「“子

育ち”で育む・つながる 人間基礎教育の

まち せっつ」を基本理念に据え、家庭、

地域、就学前の施設、行政などが連携しな

がら、オール摂津で子育て支援に取り組ん

でまいりました。現行計画が平成３１年度

までの計画となっている中、次期計画につ

きましては、昨年末に実施しましたニーズ

調査の結果を受けて策定してまいります

が、子育てするなら摂津市と評価されるよ

う魅力あるまちづくりに取り組んでまいり

ます。 

 次に、プログラミング教育と学力向上に

向けた今後の方向性でございます。 

 コンピューターは、今や私たちの生活に

欠かせないものとなっており、今の子ども

たちが社会人になったときには、情報通信

技術をより能動的に活用するスキルが求め

られることから、小学校の新学習指導要領

において、２０２０年度よりプログラミン

グ教育の実施が必須とされました。主な目

的は、コンピューターの概念に基づいた問

題解決型の論理的思考であるプログラミン

グ的思考を育むことでございます。これま

での学力に係る調査の結果から、本市の児
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童は思考力と活用する力に課題があります

ことから、新たに実施するこのプログラミ

ング教育を通じて、物事を論理的に考える

力の育成を図るとともに、コンピューター

やロボット操作という児童にとって興味を

抱く活動を通じて学習意欲を高めることで

学力の向上を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、教員の校務を支援する取り組み、

相談支援の充実に向けたスクールソーシャ

ルワーカーの配置についてのご質問でござ

います。 

 教員の働き方改革は、本市でも喫緊の課

題であると認識しております。そこで、教

育委員会では、教員のかわりに授業で使用

する教材の準備や課題プリントの印刷など

を行うスクールサポーターの配置、文書作

成や情報処理を円滑に進めるための校務用

パソコンの整備等を行ってまいりました。

今後は、スクールサポーターの拡充や、こ

れまで手作業で行っていた児童・生徒の出

欠管理、指導要録などを効率よく処理する

ための校務支援システムの拡張を行うな

ど、さらなる教員の事務負担の軽減、作業

の効率化を進めてまいります。 

 また、これまで、児童・生徒の問題行動

や不登校への対応を支援するために、スク

ールソーシャルワーカーを週に４日勤務の

非常勤として配置してまいりました。その

効果もあって、平成２６年度、小・中学校

合わせて３２６件に上った暴力行為発生件

数が、平成２９年度は１０７件と約３分の

１に減少いたしました。来年度は、スクー

ルソーシャルワーカーを１名増員して、全

中学校区に１名ずつ配置し、相談支援体制

を強化したいと考えております。 

 今後も、問題行動等の未然防止、初期対

応の取り組みを進め、教員が学習指導に専

念できる環境を整えてまいります。 

 次に、特別教室や体育館へのエアコン設

置及びトイレのリニューアルについてでご

ざいます。 

 現在、音楽室や図書室など一部の特別教

室にはエアコンが設置されておりますが、

残りの理科室や美術室などの特別教室には

設置されておりません。今回、国の臨時特

例交付金を活用し、当初の５年計画を前倒

しして、平成３１年度中に全ての小・中学

校の特別教室にエアコンを設置してまいり

ます。 

 また、体育館へのエアコン設置につきま

しては、近年、夏場における猛暑、酷暑が

続くような大変厳しい環境もあり、学校現

場からの要望も上がっております。とりわ

け、小・中学校での体育の授業や中学校に

おける部活動及び学校施設開放による地域

住民の活動、また、災害時の避難所として

の機能もあることから、体育館へのエアコ

ンの設置の必要性は十分認識をしておりま

すが、財源等の課題もあり、今後の教育需

要全体の中で優先順位を見定めながら検討

してまいります。 

 また、トイレの改修工事につきまして

は、国の学校施設環境改善交付金を活用し

ながら、７年計画で順次実施設計、工事を

進めていく予定で、平成３１年度は味生小

学校と第一中学校で床の乾式化、便器の洋

式化及び配管交換等の改修工事を実施いた

します。 

 続きまして、子ども見守りボランティア

についてでございます。 

 本市におきましては、地域の子どもたち

を地域全体で守るとの観点から、平成１８

年に子どもの安全安心都市宣言を行いまし

た。これまで、ＰＴＡ等による子どもの安

全見守り隊やセーフティパトロール隊の活
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動のほか、こども１１０番の家運動など、

多くの方々にご協力をいただいているとこ

ろでございます。 

 今回のボランティア制度につきまして

は、子どもの登下校時の見守り活動に自分

のできる範囲で協力したいとお考えの方

に、安全啓発のためのベストや横断旗を貸

与するとともに、保険に加入できる仕組み

を整え、多くの方にご参加いただけるよう

制度を設けるものでございます。より多く

の地域の皆様の目で子どもたちを見守って

いただき、安全・安心につなげてまいりた

いと考えております。 

 最後に、公民館等における子どもたちが

読書に親しめる環境の充実及び公民館のバ

リアフリー化についてでございます。 

 子どもの読書活動は、言葉や表現方法を

学ぶだけでなく、判断力や創造力を身につ

け、生きる力を育むために欠かすことので

きないものであり、学校、図書館、家庭、

地域における子どもの読書活動推進のより

一層の取り組みが必要であります。本市で

は、摂津市子ども読書活動推進計画を作成

し、子どもの読書環境の向上に計画的に取

り組んでいるところでございますが、現計

画の最終年次となります来年度に計画の成

果及び課題を整理し、関係部署及び関係各

団体と協議の上、計画の見直しをしてまい

ります。 

 また、公民館等の社会教育施設は、地域

におきます社会教育や生涯学習の拠点、ま

た、地域コミュニティの拠点であるととも

に、地域における読書活動を担う重要な施

設でありますことから、今後の建て替えや

改修に際しましては、蔵書を充実させると

ともに、子どもが自由に読書や学習ができ

るスペース、親子で訪れ、読み聞かせを楽

しみ、また、親同士が交流できる絵本コー

ナーやキッズコーナーの設置、子ども向け

や親子向け講座が実施できるオープンスペ

ースの設置などが必要であると考えており

ます。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 暫時休憩します。 

（午後２時５１分 休憩） 

                 

（午後３時１９分 再開） 

○嶋野浩一朗議長 再開します。 

 南野議員。 

○南野直司議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １の（１）協働のまちづくりについてで

ございます。 

 どうか、摂津市が目指すまちづくりの将

来像、みんなが育むつながりのまち摂津の

実現を目指し、市民、事業所、行政が協働

で連携し、皆が市政に参画しやすいまちづ

くりを推進するとともに、地域のつなが

り、きずなをさらに深めるため、自治会加

入率の向上や、市民一人一人がまちづくり

の主役として活躍できるよう、市民活動支

援の推進をお願いし、要望といたします。 

 １の（２）シティプロモーション戦略と

情報の発信についてです。 

 市政情報や市の魅力の発信、そしてシテ

ィプロモーション戦略の方法として、どう

か市民参画型の手法を検討していただきま

すようお願いし、要望とします。 

 また、市政方針の重点テーマに掲げる

「こども」、いわゆる子育て世代に光を当

てて、協働でつくり上げるのも一つの手法

だと思いますので、よろしくお願いをいた

します。 

 ここでもう１点提案したいのは、子育て

情報やイベント開催のお知らせなどの市政

情報の発信方法としてスマートフォンアプ
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リを導入し、そのアプリからさまざまな市

民ニーズをいただき、市政運営に反映する

取り組みを実施されておられる自治体があ

りますが、考えをお聞かせいただきたいと

思います。 

 ２の（１）災害対策の向上についてでご

ざいます。 

 備蓄用品の追加配備とご答弁がありまし

たが、具体的な内容についてお聞かせくだ

さい。 

 昨年の災害時のブルーシート配布におい

て、市民の方からは材質が薄いとの声があ

りましたので、例えば厚手のものを備蓄し

ていただきたいのですが、その考え方、ま

た、台風は毎年来ることも想定されます

が、対策と調査方法について、それぞれお

聞かせください。 

 ２の（２）防災サミットについてでござ

います。 

 各団体の活動発表や情報共有とのことで

したが、具体的な内容についてお聞かせく

ださい。 

 ２の（３）防災士の資格取得支援につい

てでございます。 

 市オリジナルの防災サポーター制度を構

築され、育成に取り組まれると思います

が、ＮＰＯ法人日本防災士機構が承認する

民間資格である防災士の資格取得支援をす

ることによる効果の考え方についてお聞か

せください。 

 ２の（４）千里丘駅西地区及び阪急京都

線連続立体交差事業についてでございま

す。 

 ＪＲ千里丘駅西地区のまちづくりにおい

て、民間活力を導入した特定建築者制度の

内容について、また、他市で行われた再開

発事業で商業施設が閉塞していることを踏

まえて、どのようなコンセプト、仕掛けを

つくっていくのか、お聞かせください。 

 阪急京都線連続立体交差事業につきまし

ては、用地交渉について、これまでにどの

ようなケースが想定できるのか、特に高齢

者の世帯への対応などについてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 ２の（５）空家対策の取り組みについて

であります。 

 安全・安心な摂津のまちづくりの観点か

ら、今後起こるであろう自然災害を想定

し、特に通学路に存在する空き家、また、

倒壊のおそれがある特定空き家に関しまし

ては、地域の皆さんをはじめ、不動産や建

築などの専門関係団体、また、行政関係機

関と連携しながら協働で、さまざまなハー

ドルがあると思いますが、所有者の方に寄

り添った真心の対応をお願いし、要望とい

たします。 

 ３の（１）地球温暖化対策と環境負荷低

減についてでございます。 

 どうか、緩和策と適応策を両輪とし、地

球温暖化対策に取り組んでいただきたいと

思います。 

 また、環境負荷低減に向けた新年度の取

り組みにつきましては、街路灯や公共施設

を順次ＬＥＤ灯に切りかえられますが、環

境政策課で取り組んでおられます環境家計

簿あるいはせっつこどもエコノートの取り

組みについて、また、ＰＣＢ使用製品の処

理についてお聞かせください。 

 ３の（２）環境美化ボランティアについ

てでございます。 

 びかぼジャンパーを着て清掃活動をされ

ている方の姿を多く見るようになりまし

た。本市が掲げる社会のルールを守れる人

材を育むための人間基礎教育の一つの基軸

として、情報誌を通じて、より多くの市民

の皆さんが勇んで取り組まれることを期待
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し、要望といたします。 

 ３の（３）茨木市との廃棄物処理の広域

連携についてでございます。 

 財政面や環境面におきましても、摂津

市、茨木市の双方にメリットがあると改め

て理解をいたしました。茨木市環境衛生セ

ンターへの搬入においては、リサイクルプ

ラザからになるとのご説明でありました。

搬入への収集車両のルートは鳥飼上四丁

目、五丁目となりますが、関係する地域へ

の説明についてお聞かせください。 

 ４の（１）地域福祉計画についてでござ

います。 

 今後、地域、暮らし、生きがいを共に創

り高め合う地域共生社会に向けた取り組み

とありますが、２０２５年問題を目前に、

高齢者の認知症対策など、地域とのつなが

りを深めていくための具体的な取り組みに

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

 ４の（２）安心して介護を受けながら生

活できるまちづくりについてでございま

す。 

 加齢とともに徐々に心身の機能が低下す

るフレイルが要支援、要介護の原因となる

ことから、閉じこもりなど支援を必要とす

る方とつながりを持つために、介護予防施

策として気軽に集える場づくり、認知症施

策として職員の認知症サポーターの養成を

実施されますが、詳細についてお聞かせく

ださい。 

 ４の（３）子ども・子育て支援事業につ

いてでございます。 

 摂津市の子育てに関連いたしまして、教

育長のご答弁をいただきました。今後の取

り組みに期待をいたします。 

 さらに、各施策についてでございます

が、まず、子育てに不安があり支援が必要

な家庭に対し、訪問看護の実施に至った要

因と具体的な取り組みについて、また、保

育所における待機児童対策と保育士不足解

消のためのこれまでの取り組みと新たな施

策について、就学援助の新入学児童・生徒

の学用品の補助単価の引き上げの要因と概

要について、最後に、子育て世代包括支援

センターを２０２０年に開設予定ですが、

どのように準備していくのか、それぞれお

聞かせいただきたいと思います。 

 ４の（４）国立循環器病研究センターを

中心とした健康・医療のまちづくりでござ

います。 

 本市は、これまで循環器病をはじめとす

る生活習慣病の予防と制圧に向けた取り組

みを実施されましたが、取り組み内容と今

後の展開についてお聞かせください。 

 また、国立健康・栄養研究所との連携に

よる事業の展開について、そして、健都イ

ノベーションパークの効果的な誘致のため

の具体策について、それぞれお聞かせくだ

さい。 

 ４の（５）せっつ服薬適正化プロジェク

トについてですが、さらに具体的な取り組

み内容についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 ４の（６）受動喫煙防止の取り組みにつ

いてです。 

 受動喫煙防止の理念と今後の方向性につ

いてご答弁をいただきました。さらに、新

たな路上喫煙防止の指定地区について、ま

た、初動時の周知活動について、そして、

健康増進法の改正による影響の詳細につい

て、それぞれお聞かせください。 

 ４の（７）ウオーキングの活用について

は、推進リーダーを養成し、その修了生が

核となり、うきうきせっつウオーキングを

共同で開催されております。そして、健幸

マイレージ事業と組み合わせることでウオ
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ーキングイベントへの参加者が増えまし

た。平成３０年度は、まちごと元気！健康

せっつ２１の第２次の中間評価の年に当た

ります。今後、どのように発展・進化させ

ていくのか、お聞かせください。 

 ４の（８）風疹の予防接種対象者につき

ましては、定期予防接種の機会がなく、抗

体保有率が低い３９歳から５６歳の男性

で、全国で１，６１０万人おられます。働

き盛りの世代であることから、予防接種を

受けるためには一定の配慮が必要と考えま

すが、どのような手順で進められるのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 ５の（１）プログラミング教育と学力向

上についてでございます。 

 実施に当たり、機器の導入や、それに携

わる担い手をどのように育成していくの

か、また、学力向上については、本市の子

どもたちに求められる課題と具体的な取り

組みについてお聞かせください。 

 ５の（２）スクールサポーターの増員

は、日常業務の標準化が行えるとともに、

新たな校務システムの導入により、成績管

理など複雑な業務を合理的で適正な作業に

つなげることができます。また、スクール

ソーシャルワーカーが全中学校に配置され

ることは、不登校対策などの解決に向け、

大きな力になることは間違いないと考えま

す。今後も、支援人材のさらなる拡充に向

け、検討されることをお願いし、要望とい

たします。 

 ５の（３）学校トイレのリニューアルに

つきましては、７年計画で実施計画、そし

て改修工事に取り組んでいただきますが、

新年度、第一中学校で実施していただきま

すように、例えばプールや体育館などに併

設のトイレにおきましても、災害時の対応

として、地域の皆さんから改修要望がある

場合、必要に応じて改修計画の検討をお願

いし、要望といたします。 

 また、体育館につきましては、児童・生

徒の熱中症対策や災害時における避難場所

の観点から、どうか財源の確保を図りなが

らエアコンの設置をお願いし、要望としま

す。 

 箕面市では、空調の効率を高める仕組み

を考案し、全２０の小・中学校でエアコン

を設置されました。エアコンからの冷気や

暖気を金属製の整流板で集め、強力な送風

機で送る仕組みで、最小限のエアコン設置

で最大の効果を引き出し、取りつけ費用も

削減できたそうです。このような他市の事

例を参考に、体育館への早期設置に向けた

検討をお願いし、要望としておきます。 

 ５の（４）子ども見守りボランティアの

活動支援につきまして、より多くの地域の

皆様の目で子どもたちを見守っていただ

き、安全・安心につなげてまいりますと教

育長からご答弁をいただきました。どう

か、現在見守り活動に取り組んでいただい

ている方をはじめ、各種団体を含めた多く

の市民の皆さんへ、まずは制度の周知をお

願いいたします。そして、この取り組みを

通して、子どもたちの笑顏あふれる安全・

安心な摂津のまちにつながることを期待

し、要望といたします。 

 ５の（５）子どもたちが読書に親しめる

環境の充実及び公民館のバリアフリーにつ

いてです。 

 公民館は、これまで長い歴史と伝統を育

みながら、地域に愛され、地域に密着した

公民館として、その使命と役割を果たして

まいりました。この地域コミュニティの核

となる公民館につきましては、近年、災害

時における避難所機能など、さまざまな機

能を充実させ、多世代の交流、誰もが気軽
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に利用できるバリアフリーでユニバーサル

デザインに配慮した施設に生まれ変わるこ

とが大事であると考えます。その一つの機

能が、子どもたちが読書に親しめる環境の

充実で、具体的にはロビーの活用でありま

す。どうか、公民館の今後のあり方につき

ましては、建て替えも視野に入れていただ

き、市民参画型のワークショップを開催し

ていただくなど、地域ニーズを最大限反映

できるようお願いし、要望といたします。 

 ６の（１）産業振興についてでございま

す。 

 摂津市は、人口当たりの製造業事業所数

が北摂一を誇るとも言われており、産業都

市の顔を持つものづくりのまちでございま

す。ご答弁でも、摂津優品（せっつすぐれ

もん）の認定の取り組みにも言及されてい

ますが、他市にも勝る事業所支援策とし

て、新たな商品の開発支援も必要と感じて

おります。事業者の方からも同様の声を聞

いておりますので、ものづくりにチャレン

ジする補助制度が必要と思いますが、考え

についてお聞かせください。 

 ６の（２）４年目となるセッピィスクラ

ッチカード事業、そしてプレミアム付商品

券発行事業の内容とスケジュールについて

お聞かせいただきたいと思います。 

 ７の（１）（仮称）行政経営戦略及び摂

津市まち・ひと・しごと創生総合戦略につ

きましては、行政経営戦略の考えについ

て、人口ビジョン、あるいは摂津市まち・

ひと・しごと創生総合戦略、そして総合計

画を土台に、将来を的確に見据えた摂津市

らしい戦略となるようお願いをいたしま

す。本市の特性であります合計特殊出生率

が、全国平均や、あるいは大阪府平均を上

回るという特徴と、若い世代の転入超過傾

向や、産業のまちを生かしながら魅力を高

める施策を展開することで、今後の人口減

少と子育て世代の転入超過に歯どめをかけ

ながら、安心と活力があしたへつながるま

ち摂津を目指していただきたいと思いま

す。どうかよろしくお願いします。要望と

しておきます。 

 ７の（２）ＩＣＴを活用した行政サービ

スの向上についてでございます。 

 積極的な市民サービスの向上や業務改善

に取り組まれるとお示しいただきました。

具体的には、他市でもさまざまなＩＣＴ利

活用が開始されております。本市におい

て、行政手続のペーパーレス化やＡＩ及び

手入力作業の自動化であるＲＰＡ等の活用

について、具体的にどのように推進してい

くのか、お聞かせください。 

 ７の（３）財政見通し及び公会計制度の

推進についてでございます。 

 新年度予算の統括的評価と財政見通しに

対する的確なご答弁をいただきました。私

たち公明党は、まちづくりに対する市長の

思いと同じく、呼吸を合わせて議論を重ね

ながら予算執行に協力してまいる決意でご

ざいます。 

 さて、平成２９年度版地方財政白書に、

地方公会計の整備と活用の促進として、地

方公会計を予算編成等に積極的に活用し、

地方公共団体の限られた財源を賢く使う取

り組みを行うことは極めて重要であるとあ

りました。新年度の対応と今後の活用につ

いてお聞かせください。 

 ２回目を終わります。 

○嶋野浩一朗議長 市長公室長。 

○山本市長公室長 スマートフォンアプリの

導入についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 市政情報の発信手段の一つといたしまし

て、スマートフォンアプリを独自開発し、
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そのアプリから市民ニーズをくみ上げ、行

政と市民とのコミュニケーションツールと

して活用されている自治体があるというこ

とは認識をいたしております。最近では、

同様の機能を有しているＳＮＳも開発され

ておられるようでございますので、既に導

入をされておられます自治体の運用方法な

どを調査しながら、費用対効果も含めて研

究してまいりたいと考えております。 

 続きまして、健都イノベーションパーク

への効果的な企業誘致というご質問でござ

います。 

 健都につきましては、健康・医療の核と

なります国立循環器病研究センター及び国

立健康・栄養研究所が移転し、両機能と多

様な企業、研究機関との連携により、新た

な価値を生み出すイノベーションを創設で

きると認識いたしております。効果的な企

業誘致につなげるためにも、このライフサ

イエンス分野においてポテンシャルの高い

立地環境を生かし、企業にとって進出する

メリットを感じることができる魅力をいか

に発信していけるか、創出していけるかと

いうことが重要になっていると感じており

ます。 

 このような考えのもと、先ほど申しまし

た国立循環器病研究センター、国立健康・

栄養研究所との連携事業を進めるととも

に、補助金や税制優遇などについて紹介を

する案内チラシを作成し、ＰＲ活動に取り

組んでいるところでございます。今後も、

関係諸機関との連携を密にし、医療クラス

ターの実現に向け、取り組みを推進してま

いります。 

○嶋野浩一朗議長 総務部長。 

○井口総務部長 それでは、備蓄資材に関し

ます具体的な内容、また、今後の災害対策

についてのご質問にお答えをいたします。 

 今回の災害から我々は多くの教訓を得ま

した。特に、強風被害によります停電対策

は急務でございます。このため、新年度

は、備蓄用品について、避難所の停電・充

電対策として、発電機やランタン等を各避

難所に追加配備するとともに、万が一備蓄

品等が不足した場合に備えまして、迅速に

手配ができるよう災害対策基金も創設いた

したところでございます。 

 また、震災や強風被害によります家屋の

屋根瓦等の破損、落下に備えまして、ブル

ーシート及び土のう袋を各コミュニティ資

機材倉庫に備蓄してまいります。このブル

ーシートは、広域災害において特に需要が

高く、相当数の備蓄が必要でありますこと

から、議員がご提案の厚手のブルーシート

は、耐久にすぐれる反面、非常に高価なも

のでありまして、限られた財源の中では、

備蓄するブルーシートの規格について今後

研究を進めてまいる必要がございます。 

 次に、今後の災害対策についてでござい

ますが、昨年の台風２１号の暴風により、

小・中学校の体育館をはじめ、公共施設の

屋根が破損するなど、大きな被害を受けま

した。この強風被害を踏まえまして、避難

所施設をはじめとした公共施設の耐風化に

向けた課題の抽出や、施設改修の際に配慮

すべき点について、専門機関に委託をし、

ご提案をいただき、それをもとに地域防災

計画の中の風害対策の項目に反映させてま

いりたいと考えております。 

 次に、２の（２）（仮称）せっつ防災サ

ミットの取り組みの内容についてのご質問

でございます。 

 この催しは、学校、地域、企業の各団体

がこれまで取り組んでこられました防災活

動の成果や課題を発表していただき、他団

体の今後の活動の参考に、また、情報の共
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有と相互連携を深める場にしていただくこ

とを目的といたしております。そして、防

災研究の有識者によります基調講演や講評

のほか、新年度から始まります防災サポー

ター養成講座の受講者の皆様にもサミット

にご参加いただき、見識を深めていただく

など、実りの多いイベントとなるよう、現

在、具体的な内容の検討を進めているとこ

ろでございます。 

 次に、２の（３）防災士の資格取得支援

によります効果についてのご質問にお答え

をいたします。 

 防災士の資格取得を支援させていただい

た方には、その後、本年度から開始いたし

ます防災サポーターへの登録をお願いする

予定でございます。防災サポーターとして

各地域で自助・共助の旗振り役としてご活

躍いただきますとともに、万一の際には、

避難所運営のサポートをはじめとする公助

の支援者としてご活躍いただくことで、市

全体の防災力の向上を図ってまいりたいと

思います。そういった意味で、この防災士

の資格取得支援は、このような効果を狙っ

た取り組みと考えております。 

 次に、７の（２）行政手続のペーパーレ

ス化の取り組みにつきまして、ＡＩ、ＲＰ

Ａ等の具体的な推進についてというご質問

でございます。 

 行政手続のペーパーレス化の取り組みに

つきましては、公共施設の予約、ｅＬＴＡ

Ｘによる電子申告、マイナポータルからの

電子申請などをインターネットから行える

ようにしたほか、マイナンバーカードによ

りますコンビニでの証明書発行など、オン

ラインを活用したさまざまな行政サービス

を展開してまいりました。このことから、

市民の皆様がいつでもどこでも利用できる

オンライン手続は年々増加をいたしてお

り、行政手続のペーパーレス化は着実に進

展してきておると感じております。 

 また、ＡＩ及びＲＰＡ等の活用につきま

しては、国の自治体戦略２０４０構想研究

会が、将来の自治体職員の減少を見据え

て、職員が担っている事務の一部をＡＩな

どに代替させるモデル事業を予定してお

り、各省庁や先進自治体におきましても、

ＡＩ等を活用した実証実験や業務への導入

が徐々に広がりを見せております。また、

市民サービスにおける主な活用例といたし

ましては、電話、窓口での市民対応や相談

業務のほか、各種手続の案内などが見られ

ます。このことを踏まえまして、今後は、

市民サービスの質的向上や、働き方改革に

資するＡＩ及びＲＰＡ等の活用について、

庁内横断的に調査・研究を進めてまいりた

いと考えております。 

 最後に、７の（３）新地方公会計制度に

ついてのご質問でございます。 

 本市の地方公会計の進捗についてでござ

いますが、平成２８年度決算に係ります財

務書類は作成でき、公表を行っておりま

す。しかしながら、平成２９年度決算に係

ります財務書類は現在作成中でございまし

て、公開には至っておりません。活用に関

しましては、他団体の事例収集と並行し

て、活用の前段階として庁内職員向けに地

方公会計に関する研修を実施したところで

ございます。しかし、平成３１年度予算編

成に活用するにも至ってはおりません。今

後、引き続き事例収集、職員向け研修を実

施いたしますとともに、平成２９年度決算

の財務書類を作成し、他団体との数値比

較、経年比較分析等を行ってまいる形で活

用を進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 建設部長。 
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○土井建設部長 ＪＲ千里丘駅西地区の再開

発及び阪急京都線連続立体交差事業につい

てのご質問にお答えいたします。 

 まず、再開発事業の特定建築者制度につ

きましては、民間事業者の資金やノウハウ

を活用し、再開発ビルの建築や保留床処分

を行わせることができる制度であります。

また、商業施設の計画に当たりましては、

商業運営について勉強会などに取り組みま

すとともに、民間事業者にも事業協力者と

して参画させ、地域の実情やニーズに応じ

た市場性の高い施設計画を策定してまいり

たいと考えております。 

 次に、阪急京都線連続立体交差事業にお

きましては、昨年６月に開催いたしました

権利者説明会においてさまざまなご意見を

いただいており、特に、子育て世代からは

子どもの教育環境の問題、また、高齢者の

方からは移転や今後の生活などについてご

意見をいただいております。公共用地の取

得には基本的なルールがあり、それに基づ

いての交渉となりますが、権利者の方々に

は、それぞれ事情や問題も違いますことか

ら、事業主体であります大阪府とも協議を

行い、問題の解決を図ってまいりたいと考

えております。 

○嶋野浩一朗議長 環境部長。 

○山田環境部長 環境負荷の低減に向けた取

り組みについてのご質問にお答えいたしま

す。 

 まず、平成１５年から取り組んでおりま

す環境家計簿は、省エネの気づきツールと

して重要な取り組みであると認識しており

ます。昨今のエネルギー自由化の影響で、

エネルギー使用量の把握が困難なケースが

増加し、対応に苦慮しているところではご

ざいますが、今年度も６３６名の方に取り

組んでいただき、昨年度よりもわずかなが

ら増加いたしました。 

 子ども版の環境家計簿でありますせっつ

こどもエコノートにつきましては、平成２

７年度から市内全小学校の５年生を対象に

取り組んでおります。各小学校のご協力

で、今年度は７８．４％の児童からの提出

があり、昨年度の６３％から大幅に増加い

たしました。せっつこどもエコノートの取

り組み項目の中には、家族の方にご協力い

ただく内容も盛り込んでおり、児童に地球

温暖化対策の意識づけをするとともに、家

族での意識向上も図っております。 

 次に、ＰＣＢ使用製品の処理についてで

ございますが、変圧器やコンデンサ、照明

器具の安定器等に含まれている可能性があ

る高濃度ＰＣＢにつきましては、ＰＣＢ特

措法により２０２１年３月末までの処理が

定められております。公共施設につきまし

ては、現在、施設所管課において確認作業

を行っておりますが、ＰＣＢが発見された

場合は適切な処理がなされるよう手続を進

めてまいります。 

 続きまして、廃棄物処理の広域連携に関

しまして、搬入ルートの変更に係る地元説

明についてお答えいたします。 

 広域処理施設は茨木市環境衛生センター

を予定しておりますことから、水路を挟ん

で対岸にあります摂津市リサイクルプラザ

から直接施設に搬入するための橋梁及び専

用道路の整備を計画しております。これに

伴いましてリサイクルプラザへの清掃車両

の通行が増加しますことから、周辺の二つ

の自治会の会長には、これまで昨年９月と

今年１月の２回にわたり、広域連携の進捗

状況などを随時報告いたしておるところで

ございます。今後におきましても、周辺自

治会をはじめ、市民の皆様への丁寧な説明

と情報提供に努め、ご理解を求めてまいり
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たいと考えております。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部理事。 

○平井保健福祉部理事 地域とのつながりに

関するご質問にお答えいたします。 

 地域共生社会とは、制度や分野ごとの縦

割りや、支え手、受け手の関係を超えて、

皆が役割を持ち、つながり、支え合いなが

ら自分らしく活躍できる社会であると認識

しております。今後、団塊の世代が７５歳

以上の後期高齢者となります２０２５年問

題を控え、認知症などの介護に関する課題

の増加が見込まれる中、誰もが自分らしく

地域で暮らしていけるよう、地域共生社会

の実現に取り組むことが大変重要となりま

す。こうした社会を実現するためには、地

域のつながりを再構築し、地域住民が地域

の生活課題をみずから解決する力を育むと

ともに、行政におきましては、従来、対象

者ごとに縦割りであった福祉サービス等を

制度や分野にかかわらず包括的に捉え、課

題解決に努めていくことが必要であると考

えております。 

 今後の具体的な取り組みにつきまして

は、各福祉計画で掲げている目標に加え、

各福祉計画が共通して抱える課題を地域福

祉の課題として捉え、目標を設定していく

ことが重要であると考えており、第４期地

域福祉計画の策定において、関係課や関係

団体等と十分に協議し、検討してまいりた

いと考えております。 

 続きまして、４の（４）生活習慣病の予

防等に関する取り組みと国立健康・栄養研

究所との連携についてお答えいたします。 

 本市と国立循環器病研究センターとは、

平成２７年に連携協定を締結し、医療や健

康に関するさまざまな事業に取り組んでお

ります。具体的な事業といたしましては、

特定健診への医師の派遣、心臓疾患や脳血

管疾患等をテーマといたしました市民公開

講座の実施、糖尿病対策の指導・助言、消

防職員との症例検討会、さらには心筋梗塞

から生命を守るキャンペーンの実施などが

ございます。今後は、これらの取り組みに

加えまして、同センターと市内のかかりつ

け医による病診連携のネットワーク構築な

ど、市民の皆様が健康で安心して暮らせる

よう、さらなる取り組みを進めてまいりま

す。 

 また、健都への移転予定の国立健康・栄

養研究所との連携についてでございます。 

 先ほどもご答弁させていただきました

が、先般、国立健康・栄養研究所が大阪府

からの受託事業として実施するフレイル予

防のモデル地区としてアンケート調査を実

施いたしました。今後は、調査結果や、フ

レイル測定の実施・検証等、フレイル予防

のプログラムの策定に向け、連携して取り

組んでまいります。 

 続きまして、４の（６）路上喫煙禁止地

区及び健康増進法改正に伴う本市の影響に

ついてお答えいたします。 

 平成２９年１２月に、ＪＲ千里丘駅と阪

急摂津市駅及び両駅間を結ぶ千里丘三島線

において路上喫煙禁止地区を指定いたしま

したところでございます。この間、改善す

べき点も多々ございますが、路上に捨てら

れていた吸い殻は確実に減少しておりまし

て、一定の効果があったものと考えており

ます。 

 しかしながら、地区指定から１年以上経

過した現在でも、地区指定の事実について

ご存じでない市民も多くおられる状況でご

ざいます。さらに取り組みを推進するため

には、効果的な周知活動が最も大事である

と考えており、新たな地区指定におきまし

ては、例えば、効果的に通行人の視覚に訴
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えるような工夫を施すなどを中心に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 今後の路上喫煙禁止地区に係る展開とい

たしましては、国立循環器病研究センター

の移転を迎える本年において、特に通行人

が多く、受動喫煙のリスクが高い阪急正雀

駅周辺や、健康・医療のまちづくりのシン

ボルとなる健都におきまして、夏ごろの地

区指定を目標に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 また、健康増進法の改正における本市の

影響でございますが、行政機関の庁舎が敷

地内禁煙を原則とする第一種特定施設に該

当するため、本年７月までに、市役所庁舎

も含め、該当する施設について対策を進め

てまいりたいと考えております。 

 続きまして、４の（７）まちごとフィッ

トネス！ヘルシータウンせっつの今後の取

り組みについてお答えいたします。 

 これまで、「まちごとフィットネス！ヘ

ルシータウンせっつ」を合言葉に、ウオー

キングの推進を中心にコースの設定やイベ

ント開催等に努めてまいりました。ウオー

キングイベントにつきましては、原則１月

と８月を除く毎月第１月曜日にボランティ

ア団体と協働で開催しておりますが、最近

では参加者数が減少傾向にあり、新たな参

加者の獲得等に努めていく必要性を認識し

ております。これにつきましては、親子で

の参加者の獲得を目指し、試験的に休日に

イベントを開催するなどの取り組みを行っ

てまいりましたが、今後は、民間事業者な

どの協賛を得るなど、新たな取り組みを進

めてまいりたいと考えております。 

 また、地域住民に気軽にウオーキングコ

ースを利用していただき、日常的に健康づ

くりに取り組んでいただくことは事業の本

来の目的でございます。今後は、コース前

に携帯しやすいサイズのコースマップを作

成し、地域ごとにＰＲ活動を展開してまい

りたいと考えております。 

 最後に、４の（８）風疹対策を滞りなく

進めていくための手順についてお答えいた

します。 

 まず、来年度につきましては、対象とな

る世代のうち、昭和４７年４月２日から昭

和５４年４月１日生まれの方に対し、クー

ポン券を送付いたします。クーポン券が届

きましたら、医療機関や職場の健診などで

抗体検査を受けていただき、抗体がない場

合は、検査結果を持って医療機関で予防接

種していただくことになります。また、来

年度、クーポン券を送付しない残りの対象

者につきましても、ご希望があればクーポ

ン券を発行することが可能でございます。

現在、国などと手続等についてさらに調整

が必要な状況ではございますが、これら調

整が完了後、速やかに風疹対策に努めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○嶋野浩一朗議長 保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 高齢者が気軽に集える場

づくりと職員対象の認知症サポーター養成

講座についてのご質問にお答え申し上げま

す。 

 現在、高齢者が地域で集える場として、

市民活動団体やボランティアグループが実

施しておりますつどい場、街かどデイハウ

ス、楽々カフェなどがございます。また、

校区等福祉委員会が中心となって実施して

おりますふれあいサロン、ふれあいリハサ

ロンがございます。 

 平成３１年度に新たに展開いたしますの

は、高齢者が身近な地域で気軽に集まるこ

とができるよう、地域住民等が市立集会所

を活用して高齢者の集える場を開催する場
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合に、集会所の利用料を市が補助するもの

でございます。地域の主体的な取り組みに

より、高齢者の介護予防や見守りが進めら

れるよう、場の新設や継続的な運営を支援

いたしてまいります。 

 また、職員を対象とした認知症サポータ

ー養成講座につきましては、平成３０年度

から開始し、管理職を対象に実施いたしま

したが、認知症になる方の増加が見込まれ

る中、日々の業務で認知症の人とかかわる

ことが増えてくると予想されることから、

他の職階にも対象を広げ、認知症の正しい

知識や支援の方法を全職員が習得できるよ

う、順次実施してまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、せっつ服薬適正化プロジェ

クトについて、具体的な内容についてお答

え申し上げます。 

 被保険者の方がどの病院を受診し、どの

ようなお薬を服用されているかといった情

報を一元的に把握しておりますのは保険者

のみでありまして、特に複数の医療機関を

受診されている場合は、医療機関や薬局で

も把握ができかねる状況でございます。そ

こで、市が、一元的に集約された国民健康

保険のレセプトデータにより、複数医療機

関を受診され６剤以上服薬されている方を

基本に対象者の抽出を行い、服薬履歴を載

せた通知書を該当者に送らせていただきま

す。受け取られた方が、その通知をお近く

の薬局に持参し、ご相談いただくことで、

飲み合わせなど多剤服用による健康リスク

が想定される場合には、薬局にて薬剤師よ

り残薬調整やアドバイスをしていただくと

いう取り組みでございます。併せまして、

飲み残しや余っているお薬を封入するセッ

ピィをあしらいました残薬袋も通知書と併

せて送付し、同様に薬局に持っていってい

ただくというブラウンバッグ運動も実施し

てまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○嶋野浩一朗議長 次世代育成部長。 

○小林次世代育成部長 子育て支援について

のご質問にお答えいたします。 

 まず、支援が必要な家庭に対する訪問に

つきましては、保健福祉部の乳幼児健診な

どと連携して、専門職や講習を修了したボ

ランティアによる訪問を行い、保護者の不

安解消に努めておりますが、ご家庭の状況

に応じたさまざまな支援方法を用意するこ

とが効果的なことから、新たに訪問看護を

実施いたします。 

 次に、保育所の待機児童対策につきまし

ては、正雀ひかり保育園の園舎建て替えに

よるこの４月からの定員拡大、同じく４月

からの正雀地区における小規模保育事業所

の開園、次年度予算案で計上しております

分園の整備などにより定員増を図ってまい

ります。 

 保育士不足の解消の方策につきまして

は、従来の民間保育所等に対する宿舎借り

上げ費用の補助や、保育所等で働く上で必

要な知識や技術を習得する子育て支援員研

修の実施に加えて、次年度からは、市内の

民間保育所等で新たに保育士等として従事

する方に対し、就職支援金を支給してまい

ります。 

 次に、就学援助につきましては、国の補

助金が改定されましたことから、小・中学

校とも新入学児童・生徒に対する学用品費

補助を１万円増額するとともに、新たな支

給品目として卒業アルバム代を設けるもの

でございます。 

 妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない

支援を目的といたしました子育て世代包括

支援センターの設置につきましては、母子
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保健を所管いたします保健福祉部と協議を

行っているところでございます。 

○嶋野浩一朗議長 教育次長。 

○北野教育次長 プログラミング教育の担い

手の育成及び学力向上についての課題と具

体的な取り組みについてご答弁申し上げま

す。 

 プログラミング教育の担い手の育成に向

け、教員の授業力向上のためには、まず、

教育センターの研修室にパソコンやＩＣＴ

機器を整え、研修センターとしての機能を

充実させることが必要だと考えておりま

す。また、学校に対してプログラミング教

材を貸し出すなど、２０２０年度のプログ

ラミング教育本格実施に向け、準備を進め

てまいりたいと考えております。 

 本市では、これまで、プログラミング教

育推進に向け、各校の担当者を集め、コン

ピューターの命令によりライトが点灯した

り、動いたり、音楽が流れたりするロボッ

ト型のプログラミング教材を企業から借り

て体験するなどの体験型の研修や、タブレ

ット型パソコンなどのＩＣＴ機器を活用し

たモデル授業を行い、それを広めることで

教員の指導力向上を進めてまいりました。

今後は、過去の担当者が研修で習得した知

識、技術を自校で広めていけるよう支援

し、プログラミング教育の担い手の育成に

努めてまいります。 

 次に、学力向上についてでございます

が、学力に係る本市の児童・生徒の課題

は、習得した知識を活用する力や学習習慣

の定着、学習意欲などでございます。これ

らの課題を解決するために、授業研究はも

とより、保護者との連携や学校からの情報

発信が重要だと考え、啓発リーフレットの

配布や学校ウエブページの刷新を行ってま

いりました。さらに、現在小学校で導入し

ておりますタブレットやスマートフォンを

使って家庭で学習できるｅライブラリとい

う学習ツールを中学校でも導入するなど、

学校と家庭がさらに一体となって児童・生

徒の学力向上を図れるよう努めてまいりま

す。 

○嶋野浩一朗議長 市民生活部長。 

○野村市民生活部長 摂津優品（せっつすぐ

れもん）の認定制度に加えて、新たなもの

づくりにチャレンジする企業への補助制度

の創設についてでございますが、本市で

は、摂津優品（せっつすぐれもん）として

中小企業のすぐれた製品を認定し、ＰＲ活

動等の支援を行っております。まずは、市

内の中小企業のすぐれた製品を認定し、製

品の認知度を上げることで、企業の魅力づ

くり、ブランドづくりを図っております。

そのため、ご質問にございました新たなも

のづくりにチャレンジする企業を補助する

仕組みに関しましては、第２期の産業振興

アクションプランの策定を進める中で研究

してまいりたいと考えております。 

 続きまして、セッピィスクラッチカード

及びプレミアム付商品券の内容とスケジュ

ールについてでございます。 

 セッピィスクラッチカードは、市内の小

規模店舗を対象とし、参加される店舗が独

自に、はずれ券の有効活用等、さまざまな

工夫を凝らしていただき、販売促進を展開

されておられます。市民の方々にも、新た

な買い物先の発見など、市内でのお買い物

を楽しんでもらうきっかけになっておりま

す。このように、地域の小規模事業者の消

費需要を促していくために、夏ごろの実施

を予定しております。 

 次に、プレミアム付商品券発行事業は、

低所得者、３歳未満の子育て世帯に向けた

券面額２万５，０００円の商品券を２万円
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で販売する事業でございます。本市では約

２万人の方が対象と想定しており、１０月

から商品券をご利用いただけるように、対

象となる低所得の方々には７月ごろに申請

案内を送付する予定をしております。ま

た、申請いただいた低所得者の方や３歳未

満の子育て世帯の方に９月末までに引きか

え券を送付できるよう、事務の手続を進め

てまいります。 

○嶋野浩一朗議長 南野議員。 

○南野直司議員 それでは、３回目、全て要

望としたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

 まず、１の（２）シティプロモーション

における市民との協働についてでございま

す。 

 現在、市民の皆さんからの声を施策に反

映させる仕組みとしては、例えばパブリッ

クコメントなどがありますが、迅速に声を

キャッチする観点からも、行政と市民との

コミュニケーションツールとして、スマー

トフォンアプリやＳＮＳを導入することを

お願いいたします。併せて、スマートフォ

ンアプリやＳＮＳを活用し、子育て情報や

イベント情報のお知らせなどを市民の方に

提供できるシステムの構築もお願いし、要

望としておきます。 

 ２の（１）災害対策の向上についてで

す。 

 昨年の災害における市民の声や教訓を今

後に生かしていただくとともに、職員の携

帯版災害対応初動マニュアルにおいても、

職員が災害対応に専念できる環境づくりと

体制になる内容となるようお願いし、要望

といたします。 

 また、避難所の開設やブルーシートの配

布情報、そして、地震や台風における支援

情報などを発信する方法として、メールや

ＳＮＳの活用、また、摂津市広報板は、発

災と同時に災害広報板として災害情報を掲

示することをお願いし、要望としておきま

す。 

 ２の（２）（仮称）せっつ防災サミット

についてでございます。 

 有事の際、初動対応が減災につながると

思いますので、実効性のある現場で生かせ

る情報共有となる取り組みをお願いし、要

望とします。また、情報共有の観点から、

災害支援情報の発信に当たり、本市ホーム

ページの更新が困難になった場合を想定

し、例えば、防災協定を結んでいる自治体

と協力して、双方のホームページの中に協

定先の災害支援情報を掲載できるようにす

ることにより、相互で情報支援できる広報

体制の充実をお願いし、要望としておきま

す。 

 ２の（３）防災士の資格取得支援につい

てでございます。 

 現在、防災士は全国で１６万５，０００

人を上回り、受講者は、自主的、企業の要

請、自主防災組織など動機はさまざまでご

ざいますが、資格取得の支援に取り組まれ

ている自治体では、市の研修や養成講座を

修了後、防災士の受講資格を出すという自

治体もあります。約１万２００人の防災士

を育成する大分県では、南海トラフ巨大地

震への備えを喫緊の課題として防災・減災

対策に取り組んでおられます。東日本大震

災を検証し、住民一人一人の防災意識の醸

成や災害への備え、自助、災害時の避難や

避難所の運営などへの近隣住民の協力、共

助の果たす役割が大変重要であることを再

認識し、自助・共助の中心的な役割を担っ

ている自主防災組織の活性化を図るため、

その核となる防災リーダーの養成が急務と

考え、これを実現する適切な施策として防
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災士の養成に取り組まれておられます。こ

の取り組みが市の防災力向上に向けた災害

から地域を守る人材の育成につながること

を期待し、要望といたします。 

 ２の（４）千里丘駅西地区の再開発につ

きましては、他市の推進事例から学び、摂

津市らしいキラリと光る魅力あるまちづく

りとなるよう、しっかりコンセプトと仕掛

けを盛り込んだ都市計画決定とされること

を要望いたします。 

 また、阪急京都線連続立体交差事業の用

地交渉においては、関係市民が納得できる

まで寄り添うような粘り強い対応をお願い

し、要望といたします。 

 ３の（１）地球温暖化対策における環境

家計簿、そして、せっつこどもエコノート

につきましては、家族で地球温暖化をはじ

めとする環境問題の現状を知り、自宅で省

エネ生活を実践し、光熱水費の削減にもつ

ながるといった市民の皆さんとの協働で取

り組めるツールでありますので、どうかさ

らなる推進をお願いし、要望とします。 

 また、環境家計簿のスマートフォンアプ

リを導入されている自治体もありますの

で、せっつこどもエコノートに触れた児童

が、将来、環境家計簿に取り組めるよう

な、若い世代に焦点を当てた新たな手法と

して研究をお願いし、要望といたします。 

 ＰＣＢ使用製品の処理につきましては、

２０２１年３月末までの処理が法律で定め

られておりますので、期間内の処理ができ

るよう、適切に手続を進められるようお願

いし、要望といたします。 

 ３の（３）茨木市との廃棄物処理の広域

連携については、今後も周辺地域への丁寧

な説明をお願いし、要望といたします。 

 ４の（１）地域福祉計画については、誰

もが自分らしく地域で暮らしていけるよ

う、地域共生社会の実現に向け、取り組ま

れることをお願いします。 

 また、地域のつながりの観点から、社会

福祉協議会と連携し、お元気な高齢者を含

めたボランティア団体など、市民が主体と

なり、支援が必要な高齢者の日常生活をボ

ランティアでサポートする制度の構築をお

願いし、要望といたします。 

 ４の（２）安心して介護を受けながら生

活できるまちづくりについてであります。 

 老人クラブ、市民活動団体、ボランティ

アグループなどが集える場所をつくっても

参加できない方々に気軽に通える場所があ

れば、地域との接点が生まれ、見守りにつ

ながります。主催者のやりがいにもなりま

す。参加者の層が広がる取り組みに期待

し、要望といたします。 

 ４の（３）子ども・子育て支援について

は、多岐にわたり取り組み内容についてご

答弁いただきました。安心して子どもを産

み育てられるまち、子育てするなら摂津市

の構築を目指し、子どもたちの心豊かな育

ちと、家庭・家族の協力により子育てをオ

ール摂津で支援できるよう期待し、要望と

いたします。 

 ４の（４）健康・医療のまちづくりにつ

きましては、国立循環器病研究センター、

健都を中心とした日本一健康長寿のまち摂

津を構築するため、さらなる取り組みの展

開に期待をいたしますとともに、世界に発

信できるようなモデル市を目指していただ

くことを要望といたします。 

 ４の（５）せっつ服薬適正化プロジェク

トについてでございます。 

 薬剤師会とのパートナーシップで効果を

上げるとともに、市民の皆さんへの健康被

害の防止、医療費の削減、そして健康増進

に大きく寄与できるよう、さらなる取り組
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みをお願いし、要望といたします。 

 ４の（６）受動喫煙防止の取り組みにつ

きましては、新たな指定区域への徹底した

周知を行うとともに、既存の指定区域につ

いてもさらなる周知をお願いいたします。 

 また、７月より市役所、水道庁舎、消防

署の敷地内禁煙が実施されますが、その他

の公共施設での実施も検討されており、早

い時期での実施を要望するとともに、近い

将来には全市的に受動喫煙防止を実施し、

市民の健康が一層守られるようお願いし、

要望といたします。 

 ４の（７）、ウオーキングコースには健

康器具や史跡めぐりなどが盛り込まれてお

ります。市のオリジナル体操のＤＶＤを活

用して体操グループができたように、公園

と健康器具の紹介や、ＱＲコードを使って

史跡を知っていただくなど、行きたくな

る、歩きたくなるＰＲの手法の検討をお願

いします。また、各種イベントで活動量計

の推進を図るなど、幅広く市民にウオーキ

ングコースが活用されるよう、オール摂津

で取り組まれることをお願いし、要望とい

たします。 

 ４の（８）感染症対策について。 

 先天性風疹症候群は、妊娠初期の妊婦が

風疹に感染し、胎児に合併症を発症するこ

とでございます。まずは抗体検査をしっか

り受けてもらえるよう、夜間や休日、職場

の健診などの実施を、医師会、事業経営者

に対して協力を要請していただくことをお

願いし、要望といたします。 

 ５の（１）プログラミング教育と学力向

上についてでございます。 

 保護者との連携や学校からの情報発信は

大切な取り組みであると思います。現在、

インターネット上で家庭学習できるｅライ

ブラリが児童・生徒に提供されておりま

す。今後、反復学習の機会を充実するた

め、保護者向けの説明会を学年行事などを

通じて開催していただきますようお願い

し、要望といたします。 

 ６の（１）、新年度は摂津優品（せっつ

すぐれもん）の認定の取り組みから３年を

迎えますので、新たな商品の開発支援とし

ての補助制度の創設をどうか検討していた

だくとともに、ものづくりのまち摂津を全

国へと発信されることを期待し、要望とい

たします。 

 ６の（２）スクラッチカードと商品券に

ついてです。 

 摂津市は、国の施策と市オリジナルを併

せて商品券発行事業を継続してこられ、セ

ッピィスクラッチカードと合わせると１０

年間実施していただきました。プレミアム

付商品券は大型店舗にも使用できますが、

２万人の方が対象となることから、スクラ

ッチカードからプレミアム付商品券発行事

業が商店街や中小小売店への消費を誘引

し、地域のにぎわいの創出につながるよ

う、商工会ともしっかり連携を図った施策

となるようお願いし、要望としておきま

す。 

 ７の（２）ＩＣＴを活用した行政サービ

スの向上につきましては、市民サービスの

向上の観点から、インターネットを活用し

て、いつでもどこでも２４時間３６５日、

児童手当の申請など行政手続が可能となる

マイナポータルのさらなる充実をお願い

し、要望といたします。 

 また、業務の効率化につきましては、例

えば寝屋川市では、生活保護課のケースワ

ーカーにタブレット端末を導入し、業務の

効率化を図るとともに、負担軽減の取り組

みを実施されておられます。どうかＩＣＴ

を活用した市民ニーズへの対応、また業務
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の効率化双方の課題をセットで大きく推進

されることを期待し、要望といたします。 

 ７の（３）新地方公会計の活用につい

て。 

 公明党は、財政の見える化と銘打ち、強

力に推進しているところであります。ファ

シリティマネジメントのさらなる推進と併

せて、地方公会計制度の活用で的確な財政

見通しと健全な財政運営を構築していただ

きますよう強く要望いたします。 

 先ほど２回目で、人口ビジョン、あるい

は摂津市まち・ひと・しごと創生総合戦

略、あるいは第４次摂津市総合計画を土台

にして行政経営戦略を考えていくんだとい

う話があって、そして、他党の議員の質問

の中で、市長は、摂津市のブランドといい

ますか、例えば子育て世代に視点を合わせ

るならというご答弁もあったと思いますけ

ども、摂津市は、どこの地域よりも安心し

て子どもを産み育てられるまち摂津に向け

て、例えばですけども、２２歳、いわゆる

大学生等を対象とした医療費助成制度を今

実施していただいております。これはひと

り親家庭の方が対象となっておりますが、

近い将来は、さらにこのハードルというも

のも外していただいて、赤ちゃんから大学

生まで医療の観点で安心して子どもを産み

育てられるまち摂津の構築に向けて、どう

か視野に入れて戦略を練っていただきたい

と思います。あるいは、子どもたちが、そ

して大人も含めて健康づくりができるよう

に、スポーツ環境の充実という部分にも目

を向けていただきたいと思います。 

 そして、もう一つは、高齢者の方に目を

向けるなら、僕はやはり交通の利便性が今

後重要になってくるんだと思います。健都

というまちづくりが行われて、国立循環器

病研究センターが設置され、そして吹田市

民病院ができて、イノベーションパークが

でき上がっていきますけども、高齢者の方

はそこまで行く手段がなかなかない方も多

くいらっしゃると思います。そういう観点

から、例えば病院に通うタクシーの補助制

度なんかの創設等々もそういった戦略に組

み込んでいただくことを心からお願いいた

しまして、代表質問を終わらせていただき

ます。 

○嶋野浩一朗議長 南野議員の質問が終わり

ました。 

 以上で代表質問が終わり、本日の日程は

終了しました。 

 お諮りします。 

 ３月８日から３月２７日まで休会するこ

とに異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 なお、ただいま休会について議決いただ

きましたが、来る４月７日に予定されてお

ります大阪府議会議員選挙と同日に大阪府

知事選挙が執行されることとなった場合、

当該選挙に伴う補正予算の審議が必要とな

ることから、休会中に本会議を開会する場

合がございますので、よろしくお願いしま

す。 

 本日はこれで散会します。 

     （午後４時２１分 散会） 
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１ 議　事　日　程

1， 議 案 第　３３号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第９号）

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１
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（午後１時 開議） 

○嶋野浩一朗議長 本日は休会の日でござい

ますが、大阪府知事選挙に伴う補正予算の

審議のため、特に会議を開きます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、藤浦議員及び

安藤議員を指名します。 

 日程１、議案第３３号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （井口総務部長 登壇） 

○井口総務部長 議案第３３号、平成３０年

度摂津市一般会計補正予算（第９号）につ

きまして、提案内容をご説明いたします。 

 今回補正をお願いいたします予算の内容

といたしまして、大阪府知事の退職の申し

立てに伴い、府知事選挙が４月７日執行と

決定されましたことから、選挙執行に要し

ます経費のうち、ポスター掲示場の設営委

託など、平成３０年度中に要する経費の追

加補正となっております。 

 補正予算の第１条といたしまして、既定

による歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ２９０万８，０００円を追加し、その

総額を３６３億５，６１８万９，０００円

とするものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページの第１表歳入歳出予算補正に記載

のとおりでございます。 

 まず、歳入につきまして、款１５府支出

金、項３委託金２９０万８，０００円の増

額は、府知事選挙費委託金でございます。 

 次に、歳出につきまして、款２総務費、

項４選挙費２９０万８，０００円の増額

は、府知事選挙の執行経費でございます。 

 以上、平成３０年度摂津市一般会計補正

予算（第９号）の内容説明とさせていただ

きます。 

○嶋野浩一朗議長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 議案第３３号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○嶋野浩一朗議長 起立者全員です。 

 よって、本件は可決されました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

     （午後１時３分 散会） 
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１ 議　事　日　程

1， 議 案 第　　１号 平成３１年度摂津市一般会計予算

議 案 第　　２号 平成３１年度摂津市水道事業会計予算

議 案 第　　３号 平成３１年度摂津市下水道事業会計予算

議 案 第　　４号 平成３１年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議 案 第　　７号 平成３１年度摂津市介護保険特別会計予算

議 案 第　　８号 平成３１年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

議 案 第　２３号 摂津市税条例等の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２９号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　３１号 摂津市水道事業の給水等に関する条例及び摂津市下水道条例の一
部を改正する条例制定の件

議 案 第　　５号 平成３１年度摂津市財産区財産特別会計予算

議 案 第　　６号 平成３１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議 案 第　１０号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

議 案 第　１１号 平成３０年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

議 案 第　１２号 平成３０年度摂津市下水道事業会計補正予算（第４号）

議 案 第　１３号 平成３０年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

議 案 第　１４号 平成３０年度摂津市財産区財産特別会計補正予算（第１号）

議 案 第　１５号 平成３０年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号）

議 案 第　１９号 摂津市災害対策基金条例制定の件

議 案 第　２０号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２１号 摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙運動の公費負担
に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２２号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
制定の件

議 案 第　２４号 摂津市手数料条例及び摂津市火災予防条例の一部を改正する条例
制定の件

議 案 第　２５号 摂津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２６号 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正す
る条例制定の件

議 案 第　２７号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 第　２８号 摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例の一部
を改正する条例制定の件

議 案 第　３０号 摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正
する条例制定の件

議 案 第　３２号 摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事
監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する
条例制定の件

2， 報 告 第　　２号 損害賠償の額を定める専決処分報告の件

3， 議会議案 第　　１号 国費投入により国民健康保険料の引き下げを求める意見書の件

議会議案 第　　２号 食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書の件

議会議案 第　　３号 妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推進を求める
意見書の件

議会議案 第　　４号 主要農作物種子法廃止に伴い、公共品種を守る新たな法整備と施
策を求める意見書の件

5−2



4， 常任委員会の所管事項に関する事務調査の件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程４まで
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（午前１０時 開議） 

○嶋野浩一朗議長 ただいまから本日の会議

を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、野口議員及び

村上議員を指名します。 

 日程１、議案第１号など２８件を議題と

します。 

 委員長の報告を求めます。総務建設常任

委員長。 

  （渡辺慎吾総務建設常任委員長 登壇） 

○渡辺慎吾総務建設常任委員長 おはようご

ざいます。 

 ただいまから、総務建設常任委員会の審

査報告を行います。 

 ３月６日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、平成３１年度

摂津市一般会計予算所管分、議案第５号、

平成３１年度摂津市財産区財産特別会計予

算、議案第１０号、平成３０年度摂津市一

般会計補正予算（第８号）所管分、議案第

１４号、平成３０年度摂津市財産区財産特

別会計補正予算（第１号）、議案第１９

号、摂津市災害対策基金条例制定の件、議

案第２１号、摂津市議会議員及び摂津市長

の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例制定の件、議

案第２２号、一般職の職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部を改正する条例制定の

件、議案第２３号、摂津市税条例等の一部

を改正する条例制定の件及び議案第２４

号、摂津市手数料条例及び摂津市火災予防

条例の一部を改正する条例制定の件、以上

９件について、３月１２日、１４日及び１

５日の３日間にわたり、委員全員出席のも

と委員会を開催し、審査をしました結果、

議案第１号所管分及び議案第２３号につい

ては賛成多数、その他の案件については全

員賛成をもって可決すべきものと決定しま

したので、報告いたします。 

○嶋野浩一朗議長 文教上下水道常任委員

長。 

 （安藤薫文教上下水道常任委員長 登壇） 

○安藤薫文教上下水道常任委員長 ただいま

から、文教上下水道常任委員会の審査報告

を行います。 

 ３月６日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、平成３１年度

摂津市一般会計予算所管分、議案第２号、

平成３１年度摂津市水道事業会計予算、議

案第３号、平成３１年度摂津市下水道事業

会計予算、議案第１０号、平成３０年度摂

津市一般会計補正予算（第８号）所管分、

議案第１１号、平成３０年度摂津市水道事

業会計補正予算（第３号）、議案第１２

号、平成３０年度摂津市下水道事業会計補

正予算（第４号）、議案第２５号、摂津市

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する

条例制定の件、議案第２６号、摂津市ひと

り親家庭の医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例制定の件、議案第３０

号、摂津市企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例制定の

件、議案第３１号、摂津市水道事業の給水

等に関する条例及び摂津市下水道条例の一

部を改正する条例制定の件及び議案第３２

号、摂津市布設工事監督者を配置する水道

の布設工事並びに布設工事監督者及び水道

技術管理者の資格を定める条例の一部を改

正する条例制定の件、以上１１件につい

て、３月１１日及び１２日の２日間にわた

り、委員全員出席のもとに委員会を開催

し、審査しました結果、議案第１号所管

分、議案第２号、議案第３号及び議案第３

１号については賛成多数、その他の案件に

ついては全員賛成をもって可決すべきもの
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と決定しましたので、報告いたします。 

○嶋野浩一朗議長 民生常任委員長。 

   （森西正民生常任委員長 登壇） 

○森西正民生常任委員長 ただいまから、民

生常任委員会の審査報告を行います。 

 ３月６日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、平成３１年度

摂津市一般会計予算所管分、議案第４号、

平成３１年度摂津市国民健康保険特別会計

予算、議案第６号、平成３１年度摂津市パ

ートタイマー等退職金共済特別会計予算、

議案第７号、平成３１年度摂津市介護保険

特別会計予算、議案第８号、平成３１年度

摂津市後期高齢者医療特別会計予算、議案

第１０号、平成３０年度摂津市一般会計補

正予算（第８号）所管分、議案第１３号、

平成３０年度摂津市国民健康保険特別会計

補正予算（第４号）、議案第１５号、平成

３０年度摂津市介護保険特別会計補正予算

（第４号）、議案第２７号、災害弔慰金の

支給等に関する条例の一部を改正する条例

制定の件、議案第２８号、摂津市廃棄物の

減量、再生利用及び適正処理に関する条例

の一部を改正する条例制定の件及び議案第

２９号、摂津市国民健康保険条例の一部を

改正する条例制定の件、以上１１件につい

て、３月１１日、１３日及び１８日の３日

間にわたり、委員全員出席のもとに委員会

を開催し、審査しました結果、議案第１号

所管分、議案第４号、議案第７号、議案第

８号及び議案第２９号については賛成多

数、その他の案件については全員賛成をも

って可決すべきものと決定しましたので、

報告します。 

○嶋野浩一朗議長 議会運営委員長。 

   （松本暁彦議会運営委員長 登壇） 

○松本暁彦議会運営委員長 ただいまから、

議会運営委員会の審査報告を行います。 

 ３月６日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、平成３１年度

摂津市一般会計予算所管分及び議案第１０

号、平成３０年度摂津市一般会計補正予算

（第８号）所管分、以上２件について、３

月２６日、委員全員出席のもとに委員会を

開催し、審査しました結果、いずれも全員

賛成をもって可決すべきものと決定しまし

たので、報告します。 

○嶋野浩一朗議長 駅前等再開発特別委員

長。 

（藤浦雅彦駅前等再開発特別委員長 登壇） 

○藤浦雅彦駅前等再開発特別委員長 ただい

まから、駅前等再開発特別委員会の審査報

告を行います。 

 ３月６日の本会議において、本委員会に

付託されました議案第１号、平成３１年度

摂津市一般会計予算所管分、議案第１０

号、平成３０年度摂津市一般会計補正予算

（第８号）所管分及び議案第２０号、摂津

市附属機関に関する条例の一部を改正する

条例制定の件、以上３件について、３月１

９日、委員全員出席のもとに委員会を開催

し、審査しました結果、議案第１号所管分

については賛成多数、その他の案件につい

ては全員賛成をもって可決すべきものと決

定しましたので、報告します。 

○嶋野浩一朗議長 委員長の報告が終わり、

質疑に入ります。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 討論に入ります。 

 通告がありますので、許可します。弘議

員。 

  （弘豊議員 登壇） 

○弘豊議員 それでは、日本共産党議員団を

代表して、議案第１号、議案第２号、議案
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第３号、議案第４号、議案第７号、議案第

８号、議案第２３号、議案第２９号及び議

案第３１号に対して、一括して反対の立場

から討論を行います。 

 最初に、きのうの国会で強行成立された

２０１９年度政府予算に対して、本市が地

方自治体としてどういう認識を持ち、住民

の福祉の増進という役割を果たしていくか

という点について申し上げます。 

 先の代表質問においても申し上げました

が、日本共産党は、新年度政府予算に対し

て、消費増税で暮らしと経済を破綻させ、

大軍拡で憲法と平和を壊し、二重に亡国へ

の道を突き進む予算だと強く批判していま

す。 

 そこで、一つは、安倍政権のもとで大企

業や富裕層は史上最高の利益を拡大してい

るものの、日本経済や国民の暮らしは一層

深刻になっているという認識を持つべきで

はないかという点です。 

 日本経済は、２０１４年の消費税８％へ

の増税時に比べ、ＧＤＰは３兆円も落ち込

み、今度の５兆円を超える大増税を強行す

れば破滅的な影響を及ぼすことになりま

す。国民の暮らしは、実質賃金が４年前に

比べ年収ベースで１０万円低下、実質家計

消費支出はこの５年間に２５万円も落ち込

んでいます。また、社会保障費は、２０１

９年度も自然増を１，２００億円圧縮し、

この７年間での社会保障費の削減は４兆

３，０００億円となりました。 

 暮らしを壊す予算は、本市市民にも大き

くのしかかってきます。本市の納税義務者

の一人当たりの年間所得金額を階層別で見

ると、２００万円以下が６６．５％です。

隣の吹田市が５６．３％であり、１０ポイ

ントもの開きがあります。これらの点も踏

まえて、ぜひ府内でトップクラスの財政力

を活用し、市民の暮らしをしっかり支える

立場に立つべきだと申し上げておきます。 

 もう一つは、全国知事会など地方六団体

の頑張りに合わせて、本市も言うべきこと

は言い、国の方針であっても市民にとって

不利益を及ぼすことには断固とした姿勢を

示すべきではないかという点です。 

 この間、全国知事会、全国市長会、全国

町村長会は、国民健康保険に対する１兆円

の公費を投入せよと国に要請をしていま

す。また、昨年１２月には、地方六団体

が、地方財政対策について、地方の財源不

足の解消に向けて、地方交付税の法定率の

引き上げなど、特例措置に依存しない持続

可能な制度の確立の申し入れを政府に行っ

ています。ぜひ本市としても、積極的に地

方自治体としての立ち位置からさまざまな

点で発信されるよう求めておきます。 

 次に、災害防災対策について３点述べま

す。 

 昨年のたび重なる災害被災を大きな教訓

として、さまざまな取り組みを行おうとし

ています。大阪北部地震の検証まとめなど

から、昨年と同程度の災害に対しては十分

対応できると明言されましたが、まさしく

そうあっていただきたいと思います。数年

前に私どもが提案させていただいた市独自

の防災まちづくり学校が、ようやく防災サ

ポーター養成講座として実施されることに

なりました。また、本市の地域防災計画の

見直しも行われることになりました。 

 国全体の動きでは、東日本大震災から８

年、復興庁があと２年で廃止されるのを受

けて、その後、後継組織の議論が行われて

おり、ある専門家は、巨大災害に対応でき

る新次元の防災庁を立ち上げるべきと発言

されています。 

 また、本市防災アドバイザーの片田教授
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は、災害への向き合い方を変えるときだ、

自然を制御できるとは思っていないし、行

政に頼っていては命を守れない、住民が主

体になる防災が必要と述べておられます。 

 そこで、一つは、体制の強化・充実につ

いてです。 

 新年度のさまざまな取り組みを受けて、

市民、地域、市役所全体の防災力は強化さ

れていくと感じています。しかし、それは

市役所の体制の強化が前提でなくてはいけ

ません。大阪北部地震の検証まとめでも強

調されている市としての危機管理の専門職

の設置、そして、その重要な構成要員であ

る消防職員についても、国基準に対し充足

率５３％という現状は早急に改善すべきで

す。市として、予防対策、災害時の初動体

制、応急対策、復旧復興対策など、的確に

対処できる組織づくりに努力していただき

たいと申し上げておきます。 

 二つ目に、災害被災に対する公的支援の

内容についてです。 

 住宅被害の大半を占める一部損壊の被害

でも、対象とする本市独自の被災者支援制

度も設けられましたが、いまだ家屋の修繕

等に時間がかかる状況です。制度の継続と

併せて、さらなる拡充についても引き続き

検討していただくことを求めておきます。 

 三つ目に、豪雨浸水対策についてです。 

 この間、各地で記録的な豪雨による浸水

被害が相次いでいますが、安威川ダムが完

成しても、ダムの洪水調整能力を上回り、

下流地域で浸水被害が発生する可能性もあ

ると専門家からも指摘されています。安威

川流域の下流に位置する本市として、この

指摘を真摯に受けとめて、安威川ダムに頼

るだけでない、安威川とその流域全体での

総合的な治水対策を強化することが欠かせ

ません。国や大阪府に働きかけ、耐越水堤

防の整備、河床修復、貯留施設整備、堆積

土砂の除去や内水氾濫地域の雨水管整備な

ど、本市としても具体的に行動していただ

くよう求めておきます。 

 次に、市民生活を支える市の姿勢と取り

組みについて３点述べます。 

 一つは、国民健康保険についてです。 

 摂津市は、２０１８年度、一人当たり

２，２４１円、総額で４，０００万円の国

民健康保険料の値上げを行いましたが、２

０１９年度は、さらに一人当たり５，６６

２円、総額１億１，０００万円の値上げを

しようとしています。一方、国民健康保険

特別会計は大きな黒字を出し、３億円を超

える基金を保有する状態です。黒字なのに

値上げをする、その理由は大阪府の押しつ

ける５年後の統一保険料に合わせるためで

すが、府の示す保険料の額も年々大幅に引

き上がり、追いつくためには今後どれだけ

の値上げを続けなければならないのか、見

通しも立っていません。 

 国から市町村におろされる保険者努力支

援制度の交付金は、本来、保険料引き下げ

のために使えるものですが、統一保険料に

なれば、この交付金も引き下げには使えま

せん。ここにも統一化の矛盾が既に吹き出

しています。 

 保険料の問題だけではありません。摂津

市は、府の制度に合わせ、２０１８年度に

災害減免を含め減免制度の基準を改悪しま

した。そのことによって一部損壊の被害を

受けた世帯が今回の災害で制度を使えなか

った、このことについても大いに反省すべ

きです。 

 国民健康保険は、憲法第２５条に基づ

き、誰もが医療を受ける権利を保障し、国

民皆保険制度の下支えとなるものなのに、

大阪府の統一化によって、市民の暮らしを
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圧迫し、災害時も救わない制度に変質して

しまいます。市民にとって百害あって一利

なしの統一化に従わず、市民を守る本来の

運営を行うべきです。 

 二つ目に、高齢者、障害者、生活保護世

帯の負担を軽減する取り組みについてで

す。 

 年金は下がるのに介護保険料の負担は重

く、生活していけないと高齢者から悲鳴が

上がっています。介護保険の基金は、２０

１７年度末は約３億６，０００万円、２０

１８年度末は約６億６，０００万円へと膨

れ上がっています。その理由に施設整備が

できなかったことを挙げておられますが、

基金を増額しながらの値上げに市民の理解

は得られません。今後、第８期の計画がつ

くられていきますが、施設整備の見通しも

立っていない中、さらなる保険料値上げは

許されません。保険料、利用料の減免制度

の拡充・創設も行うべきです。 

 大阪府の福祉医療費助成制度の改悪で、

老人医療費助成制度がなくなり、重度障害

者医療費助成制度に統合されました。大阪

府は制度の再構築だと言いますが、摂津市

内で対象から外される人は３３６人に対

し、新たに対象となる人はわずか２９人で

す。その上、摂津市の入院時食事療養費助

成の廃止は、障害者にさらなる負担を強い

ています。制度の再構築だと言いました

が、シフト先とした障害者福祉見舞金の上

乗せ分は、２０１８年度、全く支払われま

せんでした。障害者の暮らしに負担を増や

すのではなく、軽減する施策を行うべきで

す。２０１８年１０月から３年間の生活保

護基準引き下げは、保護利用世帯の生活に

大きな影響を及ぼし、格差、貧困の社会問

題化を一層広げるもので、許されません。 

 生活保護では、今までにも基準引き下げ

や加算の廃止が行われてきており、特に住

宅扶助基準引き下げの影響は深刻です。国

に引き下げをやめ、もとの基準に戻すよう

求めることを要望するとともに、一人一人

に寄り添った対応を求めます。ケースワー

カーの体制と力量の強化も引き続き求めて

おきます。 

 市長は、常々、弱者の視点を大切にする

と言いますが、制度を持続可能なものとす

るためには削減もありだという姿勢です。

将来の市民に責任を持つということです

が、高齢者、障害者、生活保護世帯など、

負担増による痛みに苦しむ人々は、今、救

済が必要です。現在の市民を救えなくては

将来の市民も救えません。今こそ負担軽減

を行うべきです。 

 三つ目に、中小企業・小規模事業者の営

業、働く人の権利を守る取り組みについて

です。 

 中小企業を取り巻く状況は厳しいものが

あるとの認識を示されましたが、消費税に

よる倒産や廃業も懸念されます。これから

新産業振興アクションプランを策定されま

すが、創業支援や発展する企業への支援だ

けでなく、中小企業や小規模事業所が事業

をやめずに継続していくための有効な支援

策が必要です。小規模企業振興基本法の理

念に基づく条例制定なども求めておきま

す。 

 また、ブラック企業やコンビニオーナー

など働く人の問題も深刻化しています。新

たに外国人労働者の働かせ方についても社

会問題となっています。政府は、外国人実

習生の違法な働かせ方に有効な対策も行わ

ず、改正入管法を強行成立させました。摂

津市の調査でも、既に外国人を雇用してい

る企業、雇用を検討している企業が少なか

らずあることはわかっています。外国人も
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含め、働く市民の権利や暮らしをどのよう

に守っていくのか、しっかりとした取り組

みを求めておきます。 

 次に、子育て支援・教育分野について５

点述べます。 

 １点目は、待機児童の解消と保育の質の

確保に公的責任を果たすことについてで

す。 

 昨年１１月、ＫＥＮＴＯひまわり園が新

設、今年４月には正雀ひかり保育園が建て

替えられ、合わせて２２５名の定員増が図

られましたが、年度当初に保育所に入所で

きない児童が、昨年より減少見込みながら

も生じるとのことです。例年、待機児童は

年度中に増加すること、そして、１０月か

らの幼保無償化実施などから、今年度新設

が予定されている分園や小規模保育事業所

などでは待機児童の解消は図れません。 

 保育士不足の問題も深刻で、新施設では

施設定員を下回る受け入れしかできない状

況です。今回、民間園での保育士採用に１

人１０万円の支援金が用意されるなど取り

組みが行われるものの、本格的な処遇改善

にはほど遠く、保育士確保は引き続き困難

な状況が続くと思われます。 

 これまで、摂津市は、待機児童対策を民

間の認可保育所や保育所の新増設、小規模

保育事業所に頼ってきました。今後、幼保

無償化方針が、公立の民営化、民間委託を

加速させる懸念があります。２０１９年度

は、第２期子ども・子育て支援事業計画が

策定されます。待機児童解消、保育の質の

確保、向上、保育士の処遇改善、保護者の

保育ニーズなど、民間任せにはせず、公的

責任として公立保育所の役割を重視すると

ともに、保育、子育てに対する公的責任を

果たす方向へ転換するよう求めます。 

 ２点目は、学童保育の民間委託について

です。 

 市内３小学校の学童保育民間委託を２０

２０年より３年契約で導入するための債務

負担行為額が設定されました。今年度、保

護者から反対の声が上がり、２０１９年度

実施を延期していたものです。 

 民間委託導入に対し、幾つかの問題を指

摘します。 

 一つは、保護者の不安に対し、丁寧な説

明、納得を得る努力が尽くされていないと

いうことです。 

 先日、保護者の集まりである摂津市学童

保育連絡協議会から、学童保育の民間委託

について、安心で納得できる仕組みの提示

を求める陳情書が提出されました。そこに

は、「市担当課との話し合いは１９回持た

れていますが、質の確保等に向けて安心で

きる仕組みが提示されたわけではありませ

ん。直営での職員の確保策、サービス拡充

への計画が示されないもとで、民間委託あ

りきの計画ではという不安や疑問を感じ

る」と記されています。陳情書にあるよう

に、安心で納得できる仕組みをしっかり提

示するべきです。 

 二つ目は、民間委託導入を決定した際の

目的がすりかわっていることです。 

 学童保育の民間委託は、第５次行革のメ

ニューとして子ども・子育て会議等で議論

され、延長保育や土曜日保育の拡大など、

サービス向上のために、コスト面の優位性

から民間委託やむなしと結論づけられまし

た。しかし、今回の民間委託には、その最

大理由であったコスト面の優位性は全くあ

りません。いつの間にか指導員確保のため

と、その理由がすりかえられています。指

導員不足は、保育の質にかかわる重大な問

題であり、なし崩し的に異なる理由で決定

した、この民間委託へ突き走るやり方は大
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問題です。 

 三つ目に、学童保育の運営指針に反する

矛盾があることです。 

 指針では、運営主体や指導員について、

子ども、保護者、学校、地域との関係を重

視し、安定性、継続性が求められています

が、本予算の債務負担行為の期間はわずか

３年と短く、学童保育運営指針にも、また

保護者の不安にも応えられるものではあり

ません。 

 以上、延長保育の実施などサービス向上

を民間委託でなければできないとする市の

姿勢を改め、公設公営で放課後児童の安

全・安心の生活の場、学童保育室運営の公

的責任を守るよう求めます。 

 ３点目は、大阪府中学生チャレンジテス

トの問題です。 

 大阪府が中学生全学年で実施するチャレ

ンジテストの大きな課題について、教育長

と共通認識であることを確認しました。そ

の課題について、府教育庁に求めても改善

が図られない以上、摂津市の中学生をチャ

レンジテストに参加させるべきではありま

せん。少なくとも、地域・学校間の無用な

格差やランクづけを助長し、中学校教育や

学校生活をゆがめる高校入試の判定に活用

させないよう求めるべきです。 

 ４点目は、中学校給食についてです。 

 ５年目を迎えるデリバリー方式選択制の

中学校給食の矛盾は限界に達しています。

食育など学校教育の一環でありながら、喫

食率はずっと４％台と低空飛行が続いてい

ます。また、子どもの貧困対策という点で

も、就学援助制度の対象にならず、弁当を

持ってこれない生徒への対応も不十分なま

まです。新年度、３００万円もの中学校給

食調査委託料が計上されましたが、デリバ

リー方式選択制の検証、中学校給食のある

べき姿についての議論から、全員喫食を前

提にした自校調理、親子方式など、調査を

されることを強く求めておきます。 

 ５点目は、教職員の働き方改革について

です。 

 新年度、深刻化する学校現場、教職員の

多忙化を解消するための具体的な改革が行

われようとしています。児童・生徒と向き

合える環境を整備する上で、教職員の働き

方改革は必要なことです。児童・生徒、保

護者、地域の理解と協力が得られるよう、

市教委が責任を持って対応するよう求めま

す。 

 教員増が図られず、産休、育休などの欠

員補充がされない現状で、一律に一斉退校

日の設定など時間短縮を追求することにつ

いて、現場のさらなる負担とならないか、

仕事の持ち帰りなど多忙化の実態が見えに

くくなってしまわないかとの懸念もありま

す。そもそも、今の教職員の超多忙化は、

国が学校週５日制を教員増なしで実施し、

一人当たりの授業負担を増やしてきたこ

と、不登校やいじめなどへの対応に加え

て、学力テストや教員免許更新制、人事評

価や学校評価などの教育改革の名のもとに

積み重ねられてきた負担などが根底にあり

ます。摂津市として、小学１年生等学級補

助員やスクールソーシャルワーカー、学習

サポーターなど、独自の人員補償を行われ

ていることは評価をしますが、抜本的に教

職員の超多忙化を解消し、一人一人の子ど

もの成長や発達を保障する教育環境をつく

るためには、教員定数増を国や大阪府に強

く求めつつ、市としてもさらなる努力を行

うことを求めておきます。 

 次に、議案第２３号についてです。 

 本議案では、市税条例で幾つかの改定が

提案されていますが、問題なのは、法人市
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民税割の税率を大幅に引き下げ、これを地

方法人税として国税化し、地方交付税の財

源に充てるという点です。４年前の改正で

は、税率を１４．７％から１２．１％へと

２．６％引き下げました。今回は、１２．

１％から８．４％へと、さらに３．７％引

き下げるもので、本市にとって約６億円の

減収、法人市民税額の約３割に相当すると

のことです。法人市民税の一部国税化、交

付税財源化は、地方消費税により、交付税

不交付団体と交付団体をはじめ、自治体間

の格差がますます拡大するために、これを

是正するという名目ですが、本来からいえ

ば、地方交付税の税率引き上げをはじめ、

政府の責任において財源保障、調整すべき

ものと言えます。 

 最後に、議案第３１号についてです。 

 水道料金及び下水道使用料の消費税率引

き上げに伴う料金引き上げが本条例によっ

て決められようとしていますが、消費税率

１０％への引き上げについては、現時点に

おいても、今年の１０月に実施すべきでは

ないというのが国民多数の声となっていま

す。さらに、今回は飲食料品など８％への

据え置きという複数税率が導入される動き

もある中で、生活に欠かせないライフライ

ンと言える光熱水費が税率引き上げという

点も納得いくものではありません。この

間、摂津市は、近隣他市と比べても上下水

道料金が高いということを受け、負担の引

き下げを求める市民からの請願が出された

経緯もあります。また、大阪広域水道企業

団からの受水費が昨年４月から引き下が

り、年間２，０００万円程度の支出の減が

あって、これは市民に還元すべきではない

かと委員会で求めた際に、将来的な値上げ

時期を少しでも先におくらせるため、今の

値下げは行わないとされましたが、今、市

民の暮らしの実態と切実な願いに寄り添う

なら、事実上の料金引き下げを行うこと

で、市民負担を増やさないように据え置く

べきではないでしょうか。 

 国の２０１９年度予算は消費税増税を前

提に成立しましたが、１０月実施の最終判

断はいまだ保留だと言われています。日本

共産党は、消費税１０％への引き上げをや

めさせるために、幅広い共同を引き続き広

げ、頑張ることを申し上げ、以上、反対討

論とします。 

○嶋野浩一朗議長 次に、水谷議員。 

  （水谷毅議員 登壇） 

○水谷毅議員 それでは、公明党議員団を代

表いたしまして、市長が提案されました議

案第１号から議案第８号につきまして、賛

成の立場から一括して討論をさせていただ

きます。 

 最初に、安全・安心のまちづくりについ

て。 

 昨年、本市は、大阪北部地震、台風２１

号など多くの自然災害に見舞われ、災害時

における諸課題に直面しました。今後、い

つ何どき、これまで想定していなかった、

あってはならない災害が起こるかわからな

い状況であり、地域の防災力を向上するこ

とは喫緊の課題であります。 

 公明党議員団が要望してまいりました防

災士の資格取得支援制度を創設され、地域

の防災活動の中心的な役割を担う人材を育

成し、自助・共助活動の一層の推進に努め

られることを高く評価し、地域の防災サポ

ーター育成へとつなげていかれますことを

要望いたします。 

 また、災害による住宅の屋根や外壁等の

復旧工事及びブロック塀等の撤去に要する

費用助成を引き続き実施されることを評価

いたします。そして、避難所運営や停電に
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備え、発電機やランタン、毛布等の追加配

備や、コミュニティ資機材倉庫へのブルー

シート等の備蓄、さらに、応急給水活動を

行うための給水タンクや給水栓等の機材を

充実されることを評価いたします。 

 今後も、より一層災害に強いまちづくり

に向け、継続的に必要な対策を実施してい

ただきますよう要望いたします。 

 次に、洪水に強いまちづくりにつきまし

ては、東別府雨水幹線の工事に着手される

とともに、三箇牧鳥飼雨水幹線の平成３２

年度完成を目指した整備を推進されますこ

とを評価いたします。 

 空き家対策につきましては、特定空き家

の指定及び所有者などの把握に向けた調査

を実施するとともに、所有者に対し適正管

理のパンフレットを配布するなどの啓発活

動に取り組まれることを評価いたします。 

 ごみ処理の広域連携につきましては、茨

木市との基本合意書の締結に基づき、リサ

イクルプラザから茨木市に搬入するための

橋梁及び専用道路の予備設計に着手されま

すことを評価いたします。２０２３年から

のスタートに向け、着実に取り組みを進め

るとともに、市民に対する十分な周知を図

られるようお願いいたします。 

 また、美化ボランティア制度の充実を進

め、美化意識の向上についても期待をいた

します。 

 続いて、福祉施策についてであります。 

 高齢化と核家族化が進む中で、健康、生

きがいにおける地域コミュニティが担う役

割は大変重要となってきており、地域住民

が主体となって活動される、高齢者の皆さ

んが気軽に集える環境づくりへの支援を行

われることを評価いたします。 

 また、身近な地域で安心して暮らすこと

ができる地域共生社会の実現に向け、第４

期地域福祉計画の策定に取り組まれること

を評価し、いつまでも住み続けたいまち摂

津をさらに目指していただきたいことを要

望いたします。 

 職員を対象とした認知症サポーター養成

講座につきましては、認知症の正しい知識

や支援方法などを全職員が習得し、見守り

体制につなげていただけるようお願いをい

たします。 

 次に、健康づくり施策につきましては、

北大阪健康医療都市（健都）において、本

年７月には国立循環器病研究センターが開

設いたします。また、近い将来には、国立

健康・栄養研究所の健都イノベーションパ

ークへの移転が予定されており、医療や健

康に対する高度医療に関する研究機関が健

都に集積することは、本市にとりましても

大きな魅力であり、チャンスであると感じ

ています。国立循環器病研究センターと

は、これまで、心筋梗塞から命を守るＳＴ

ＯＰ ＭＩキャンペーンや糖尿病対策への

助言・指導など、積極的に本市の傷病予防

の取り組みに協力・連携していただいてお

ります。今後は、これらの取り組みに加

え、同センターと市内のかかりつけ医によ

る病診連携のネットワークを構築し、循環

器病をはじめとする生活習慣病の予防と早

期治療に向けた取り組みを推進いただける

ようお願いいたします。 

 先天性風疹症候群の予防につきまして

は、抗体保有率の低い世代を対象とした予

防接種を実施されます。対象者も多く、現

役世代となることから、抗体検査から予防

接種までしっかりと受けていただける体制

整備と助成制度の周知徹底、及び、今後、

抗体検査に対する助成制度充実に向けた取

り組みを期待いたします。 

 また、多剤服薬防止の勧奨によるポリフ
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ァーマシー対策と残薬調整のブラウンバッ

グ運動を組み合わせた府内で初となるせっ

つ服薬適正化プロジェクトを摂津市薬剤師

会との連携により展開されますことを評価

いたします。 

 健康づくりについて、本市の特徴的な取

り組みであるまちごとフィットネス！ヘル

シータウンせっつ事業としてウオーキング

コース全１０コースが完成いたしました。

うきうきせっつ健歩会を中心とした講座の

開設やコースの周知を徹底し、来る超高齢

社会に向け、健康で生きがいのあるまちづ

くりの基軸となる取り組みとなるよう期待

をいたします。 

 受動喫煙防止の取り組みにつきまして

は、阪急正雀駅周辺及び健都を新たに路上

喫煙禁止地区に指定され、本年７月からは

市役所庁舎の敷地内完全禁煙が実施されま

す。将来は、全地域での喫煙禁止区域指定

に向けた取り組みを推進、さらには、わか

りやすい周知や、喫煙者に対しても可能な

限りの配慮をお願いし、要望いたします。

そして、日本一の健康寿命を目指し、それ

ぞれの施策が市民の皆さんに喜んでいただ

ける取り組みとなりますようお願いし、要

望といたします。 

 次に、待機児童の取り組みにつきまして

は、民間保育所等の施設整備に対する補助

を行い、定員拡大に取り組んでおられま

す。また、保育人材の安定的な雇用促進の

ため、採用活動について支援されることを

評価いたします。 

 今後も、待機児童解消について、最大限

努力をいただき、子育てするなら摂津市を

名実ともに実現いただけますようお願いい

たします。 

 学童保育につきましては、保育時間の延

長等の早期実現に向け取り組み、保護者の

ニーズにマッチした内容へとさらなる充実

を要望いたします。 

 学力向上、教育環境の整備につきまして

は、小学校におけるプログラミング教育の

必修化を見据え、ロボット教材を活用した

試行的な授業を実施されることを評価いた

しますとともに、教員の課題を整理し、教

える側も学ぶ子どもたちも互いに喜びを感

じる取り組みになるよう期待いたします。 

 また、せっつＳＵＮＳＵＮ塾を全中学校

区で引き続き実施されるとともに、小学校

全学年で学習定着度調査に取り組まれま

す。今後も、ＩＣＴ機器のより効率的な活

用など、魅力ある授業、教員への支援につ

ながり、学習内容と児童・生徒の習熟度に

考慮した指導を実践していただきますよう

お願いいたします。 

 全中学校区にスクールソーシャルワーカ

ーを配置し、不登校や問題行動等への支援

体制を強化されることにつきまして、高く

評価をいたします。 

 次に、生涯学習スポーツ推進につきまし

ては、社会教育施設が地域コミュニティの

核となるよう、公民館のバリアフリー化や

老朽化対策について、周辺施設の状況、市

民ニーズを慎重に見きわめ、対応していた

だきますようお願いをいたします。 

 また、子ども読書活動推進計画の見直し

についても、多くの子どもが読書に親しめ

る環境づくりや高齢者の生きがいにもつな

げていただくよう要望いたします。 

 また、青少年運動広場の全面リニューア

ル工事に着手されるとともに、旧味舌小学

校跡地での体育館建設に向け、実施設計に

取り組まれることについて評価をいたしま

す。スポーツを通して市民のつながりや健

康増進につなげることはもとより、安全で

快適に利用でき、地域にも喜ばれる施設と
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なるようお願いをいたします。 

 次に、未来を見据えた魅力あるまちづく

りについて申し上げます。 

 本市の魅力を向上させるため、シティプ

ロモーション戦略の策定に取り組まれるこ

とを評価いたします。本市の特徴である顔

の見えるまち、今後も魅力ある摂津の実現

を目指した取り組みを推進していただくこ

とをお願いいたします。 

 千里丘西地区まちづくり事業につきまし

ては、都市計画決定の手続を進めるととも

に、特定建築者制度の導入に向けた事業協

力者の募集要項の作成が行われます。民間

活力を活用した駅前にふさわしい魅力ある

まちづくりを目指し、地域を愛する地権者

の方々への配慮を大切にし、進めていただ

くようお願いをいたします。 

 阪急京都線連続立体交差事業につきまし

て、事業用地の境界確定を行い、関係機関

との連携を図りながら用地取得等が実施さ

れます。早期実現を期待しますが、広く住

民への周知を図り、事業用地取得につきま

しては、特に周辺住民の方々への丁寧な説

明や対応をよろしくお願いいたします。 

 健都イノベーションパークにつきまして

は、健康と医療の先進的な研究開発を行う

企業など、募集の選定については先手先手

の取り組みを行い、健都を中心に、健康づ

くりと医療イノベーションの好循環がマッ

チし、健康寿命の延伸をリードするまちづ

くりを地域全体に広げる取り組み及びバス

路線など交通網の再整備をお願いし、要望

といたします。 

 これら事業につきましては、未来を見据

えた魅力あるまちづくりに必要な事業と評

価をいたします。 

 次に、産業振興施策につきましては、製

造業や流通業を中心とした産業の集積は本

市の強みでございます。この産業のまちと

しての特性を最大限に生かし、さらなる活

性化を図るため、市内企業や関連機関と連

携し、第２期産業振興アクションプランの

策定に取り組まれることを評価いたします

とともに、産業都市としての先進的な取り

組みとなりますよう期待をいたします。 

 商工業支援施策につきましては、本市が

誇る商品を摂津優品（せっつすぐれもん）

として新たに認定するとともに、商品ＰＲ

活動の強化に取り組まれることについて評

価をいたします。今後も、販売促進を後押

しするとともに、ＯＥＭなど、産業を支

え、高い技術を持つ企業にも光が当たるよ

う考慮し、ものづくりのまち摂津として広

くＰＲしていただくようお願いいたしま

す。 

 また、本年１０月の消費税率の改定に伴

い、消費者への負担軽減や消費喚起を目的

とした低所得・子育て世帯向けプレミアム

付商品券及び商工会との連携による本市独

自のセッピィスクラッチカードの発行につ

いて評価いたしますとともに、公明党が生

活者の目線で進めてまいりました軽減税率

導入に対する事業者や市民の皆様への配慮

もお願いしたいと思います。 

 次に、ファシリティマネジメントの推進

につきましては、将来発生する修繕・更新

費用をシミュレーションし、長期修繕計画

の策定、公共施設の将来的方向性の検証を

行い、用途ごとの個別施設計画の策定に取

り組まれることを評価します。 

 さらに、公会計を活用した見える化、総

合的な市有財産の適正かつ有効な活用、及

び、何よりも、市への厚い信頼をもとに税

金を納めていただいている市民の皆さんへ

の真心に十分応えるべく、計画と実行を強

くお願いいたします。 
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 水道事業会計、下水道事業会計、国民健

康保険特別会計、介護保険特別会計につき

ましては、将来を見据えた計画的な財政運

営をされることを評価します。 

 安心・安全な水の供給を今後も継続して

いくために、広域水道との連携も十分に研

究し、進めていただきたいと思います。 

 また、高齢者にとっては、国民健康保険

料や介護保険料への負担は少なくありませ

ん。公明党が推進してまいりました加算年

金制度や介護保険料の見直し施策について

も、今後しっかりと周知をお願いし、これ

からも先見性を持った運営を期待し、賛成

理由といたします。 

 森山市長におかれましては、今後予定し

ている事業について、スピード感を持って

進行に努めていただくとともに、将来的な

視点に立った健全な財政運営に努めつつ、

摂津市を愛する市民が本市を誇りに思える

ような市政運営を行っていただくことをお

願い申し上げ、公明党議員団を代表しての

賛成討論とさせていただきます。 

○嶋野浩一朗議長 ほかにございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 以上で討論を終わりま

す。 

 議案第１号、議案第２号、議案第３号、

議案第４号、議案第７号、議案第８号、議

案第２３号、議案第２９号及び議案第３１

号を一括採決します。 

 本９件について、可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○嶋野浩一朗議長 起立者多数です。 

 よって、本９件は可決されました。 

 議案第５号、議案第６号、議案第１０

号、議案第１１号、議案第１２号、議案第

１３号、議案第１４号、議案第１５号、議

案第１９号、議案第２０号、議案第２１

号、議案第２２号、議案第２４号、議案第

２５号、議案第２６号、議案第２７号、議

案第２８号、議案第３０号及び議案第３２

号を一括採決します。 

 本１９件について、可決することに異議

ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、本１９

件は可決されました。 

 日程２、報告第２号を議題とします。 

 報告を求めます。建設部長。 

  （土井建設部長 登壇） 

○土井建設部長 報告第２号、損害賠償の額

を定める専決処分報告の件につきまして、

その内容のご説明を申し上げます。 

 本件は、平成３１年１月１３日に発生い

たしました道路管理瑕疵による車両破損事

故であり、平成３１年３月１３日に示談が

成立いたしましたので、その損害賠償額に

つきまして、地方自治法第１８０条第１項

の規定により専決処分いたしたもので、同

条第２項の規定により報告するものでござ

います。 

 事故発生状況、損害賠償の相手方及び損

害賠償の額は、報告第２号に記載のとおり

でございます。 

 それでは、事故発生の経過につきまして

ご説明申し上げます。 

 本件は、平成３１年１月１３日日曜日午

後２時３０分ごろ、相手方の車両が正雀四

丁目１５番地先の市道正雀２４号線を南か

ら北に向けて通行していたところ、舗装の

盛り上った区間を通過した際に、車両底部

をすり、車のアンダーカバー及び排気管等

に損傷を与えたものであります。 

 示談につきましては、公益社団法人全国

市有物件災害共済会へ事故現場の状況を報
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告し、協議をいたしましたところ、過失相

殺率の認定基準に基づき、過失割合を本市

８０％、相手方２０％と判断され、相手方

との話し合いの結果、車両の修理費用とし

て１６万４，４７８円を支払うことで相手

方と合意に達したものでございます。 

 なお、損害賠償金につきましては、加入

しております全国市有物件災害共済会より

その全額が支払われるものでございます。 

 事故の詳細でございますが、事故現場は

山田川右岸堤防上の幅員３メートルの道路

で、道路下にコンクリート構造物があるた

め、舗装が山状に盛り上がっている区間が

あり、事故車両が通過した際に、この盛り

上った部分をまたぐ形となり、車両底部に

損傷を与えたものでございます。事故箇所

は、定期的な道路パトロールを実施してお

り、部分的な舗装補修も行っておりました

が、今回は発見できなかったもので、車種

や進入の方向など車両の条件等も重なり、

事故が発生したものでございます。 

 なお、現地におきましては、早急に勾配

修正の補修を行っておりますが、今後は、

コンクリート構造物の撤去も含めた改修に

ついて河川管理者と協議を行ってまいりた

いと考えております。 

 今後とも、道路パトロールをはじめ、市

民からの情報提供などにより、道路の適切

な管理に努めてまいります。 

 以上、報告第２号、損害賠償の額を定め

る専決処分報告の件の説明とさせていただ

きます。 

○嶋野浩一朗議長 報告が終わり、質疑に入

ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 日程３、議会議案第１号など４件を議題

とします。 

 お諮りします。 

 本４件につきましては、提案理由の説明

を省略することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 お諮りします。 

 本４件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 討論に入ります。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 討論なしと認め、討論を

終わります。 

 議会議案第１号、議会議案第２号、議会

議案第３号及び議会議案第４号を一括採決

します。 

 本４件について、可決することに異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、本４件

は可決されました。 

 日程４、常任委員会の所管事項に関する

事務調査の件を議題とします。 

 本件については、各委員長から常任委員

会の所管事項に関する事務調査表のとお

り、平成３２年３月３１日まで閉会中も調

査したいとの申し出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申し出のとおり決定する

ことに異議ありませんか。 



5 － 17 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○嶋野浩一朗議長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 以上で本日の日程は終了しました。 

 これで平成３１年第１回摂津市議会定例

会を閉会します。 

（午前１０時５７分 閉会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

 摂津市議会議長     嶋 野 浩一朗 

 

 

 摂津市議会議員     野 口   博 

 

 

 摂津市議会議員     村 上 英 明 

 



☆ 添 付 資 料 



曜 会 議 名 内 容 開 議 時 刻

2 ／ 20 水 本会議（第１日）
平成３１年度市政運営の基本方針
提案理由説明・即決

10:00

（議会議案届出締切　17:15）

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月 （代表質問届出締切　12:00）

26 火

27 水

28 木

3 ／ 1 金

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水 本会議（第２日） 質疑・委員会付託・代表質問 10:00

7 木 本会議（第３日） 代表質問 10:00

8 金

9 土

10 日

11 月 文教上下水道常任委員会（第二委員会室） 10:00

民生常任委員会（301会議室） 10:00

12 火 総務建設常任委員会（301会議室） 10:00

（常任委員会予備日）

本会議（第４日） 提案理由説明・即決 13:00

13 水 （常任委員会予備日）

14 木 （常任委員会予備日(午後)）

15 金 （常任委員会予備日)

16 土

17 日

18 月 （常任委員会予備日(午後))

（一般質問届出締切　12:00）

19 火 駅前等再開発特別委員会（第二委員会室）

20 水

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火 議会運営委員会（第一委員会室） 10:00

27 水

28 木 本会議（第５日） 一般質問・委員長報告・議会議案 10:00

議会運営委員会（第一委員会室） 本会議終了後

平成３１年第１回定例会審議日程

月 日
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〈総務建設常任委員会〉

議案 第 1 号 平成３１年度摂津市一般会計予算所管分

議案 第 5 号 平成３１年度摂津市財産区財産特別会計予算

議案 第 10 号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案 第 14 号 平成３０年度摂津市財産区財産特別会計補正予算（第１号）
議案 第 19 号 摂津市災害対策基金条例制定の件
議案 第 21 号 摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案 第 22 号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件
議案 第 23 号 摂津市税条例等の一部を改正する条例制定の件
議案 第 24 号 摂津市手数料条例及び摂津市火災予防条例の一部を改正する条例制

定の件

〈文教上下水道常任委員会〉
議案 第 1 号 平成３１年度摂津市一般会計予算所管分

議案 第 2 号 平成３１年度摂津市水道事業会計予算

議案 第 3 号 平成３１年度摂津市下水道事業会計予算

議案 第 10 号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

議案 第 11 号 平成３０年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

議案 第 12 号 平成３０年度摂津市下水道事業会計補正予算（第４号）
議案 第 25 号 摂津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定の件
議案 第 26 号 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する

条例制定の件
議案 第 30 号 摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例制定の件
議案 第 31 号 摂津市水道事業の給水等に関する条例及び摂津市下水道条例の一部

を改正する条例制定の件
議案 第 32 号 摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監

督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例
制定の件

〈民生常任委員会〉
議案 第 1 号 平成３１年度摂津市一般会計予算所管分
議案 第 4 号 平成３１年度摂津市国民健康保険特別会計予算

議案 第 6 号 平成３１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計予算

議案 第 7 号 平成３１年度摂津市介護保険特別会計予算

議案 第 8 号 平成３１年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算
議案 第 10 号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分
議案 第 13 号 平成３０年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
議案 第 15 号 平成３０年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４号）
議案 第 27 号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案 第 28 号 摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する条例の一部を

改正する条例制定の件
議案 第 29 号 摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件

議 案 付 託 表

平成３１年第１回定例会
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〈議会運営委員会〉
議案 第 1 号 平成３１年度摂津市一般会計予算所管分
議案 第 10 号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分

〈駅前等再開発特別委員会〉
議案 第 1 号 平成３１年度摂津市一般会計予算所管分
議案 第 10 号 平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）所管分
議案 第 20 号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件
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質問順位

　１番　日本共産党　安藤薫議員

　２番　改革クラブ　渡辺慎吾議員

　３番　民主市民連合　三好義治議員

　４番　自民党・市民の会　光好博幸議員

　５番　大阪維新の会　中川嘉彦議員

　６番　公明党　南野直司議員

１番　安藤薫議員

１　今日の市民生活の実態に対する認識と地方自治体の役割について

２　国、大阪府政に対する評価と摂津市政・市民への影響について

　（１）今年１０月の消費税増税とその影響について

　（２）大阪府・大阪市のＩＲ・カジノ誘致、ベイエリア等巨大開発について

　（３）憲法を守り人間を尊重する平和都市としての取り組みについて

３　市民生活を支える市の姿勢と取り組みについて

　（１）国民健康保険料の連続値上げをやめることについて

　（２）消費税増税による上下水道料金の値上げを抑制することについて

　（３）高齢者・障がい者・生活保護世帯の負担を軽減する取り組みについて

　（４）中小企業・小規模事業者の営業を守る取り組みについて

４　地域の環境を守る市の姿勢について

　（１）鳥飼野々の外国人技能実習生宿泊施設建設計画について

　（２）ＪＲ東海新幹線鳥飼車両基地の地下水汲み上げによる影響と、同社の社会的

　　　　責任を求めることについて

５　昨年の相次ぐ災害を教訓とした、本市の今後の防災対策の方向性について

　（１）昨年の大阪北部地震の検証結果、台風２１号の被災状況から何を教訓に

　　　　すべきかについて

　（２）災害被災に対する公的支援について

　（３）新年度の防災対策事業について

　（４）豪雨・浸水対策について

６　子育て支援施策の公的責任を果たし、充実を図ることについて

　（１）幼児教育・保育の無償化による影響とその対応について

　（２）待機児童の現状とその対策について

　（３）学童保育の充実に対する市の責任と民間委託計画について

　（４）子どもの貧困対策について

平成３１年　第１回定例会　代表質問要旨
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７　子どもの成長・発達を保障する教育条件の整備について

　（１）教職員を増やし、３５人学級を拡大することについて

　（２）大阪府中学生チャレンジテストの中止と高校入試の判定に利用させない

　　　　ことについて

　（３）安全で安心して全員で食べる中学校給食へ切り替えることについて

２番　渡辺慎吾議員

１　市民が元気に活動するまちづくりについて

　（２）防災士の資格取得支援制度について

３　みどりうるおう環境を大切にするまちづくりについて

　（１）自然エネルギー活用について

４　暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづくりについて

　（１）認知症の見守り体制について

　（２）せっつ服薬適正化プロジェクトについて

　（３）ＤＶについて

５　誰もが学び、成長できるまちづくりについて

　（１）せっつＳＵＮＳＵＮ塾について

６　活力ある産業のまちづくりについて

　（１）販路開拓の支援について

３番　三好義治議員

１　市民が元気に活動するまちづくりについて

　（１）市民活動施策について

　（２）情報発信の強化について

２　みんなが安全で快適に暮らせるまちづくりについて

　（１）災害対策について

　（２）消防・救急救助の施策について

　（３）都市基盤整備について

　（４）安全で便利な道路の整備について

　（５）雨水排水対策について

　（６）安全な水の安定供給について

３　みどりうるおう環境を大切にするまちづくりについて

　（１）環境負荷低減に向けた取り組みについて

　（２）ごみ処理の広域連携について

　（１）鳥飼野々１丁目地域における外国人研修センター建設問題について

２　みんなが安全で快適に暮らせるまちづくりについて

　（１）防災行政無線の音声伝達区域について

資料－5



４　暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづくりについて

　（１）福祉施策について

　（２）高齢者施策について

　（３）子育て支援施策について

　（４）待機児童対策について

　（５）学童保育について

　（６）健康づくりについて

５　誰もが学び、成長できるまちづくりについて

　（１）学力向上施策について

　（２）教職員の校務支援について

　（３）生涯学習施策について

　（４）屋外スポーツ施設の整備について

６　活力ある産業のまちづくりについて

　（１）商工業支援施策について

　（２）健都イノベーションパークへの企業誘致について

７　計画を実現する行政経営について

　（１）（仮称）行政経営戦略（行財政運営）について

　（２）ファシリティマネジメントの推進について

４番　光好博幸議員

１　市民が元気に活動するまちづくりについて

　（１）市民活動施策について

　（２）情報発信の強化について

２　みんなが安全で快適に暮らせるまちづくりについて

　（１）大規模災害の備えについて

　（２）消防・救急救助施策について

　（３）都市基盤整備について

　（４）市民を支える上下水道について

　（５）多世代での同居・近居について

３　みどりうるおう環境を大切にするまちづくりについて

　（１）環境問題について

　（２）ごみ処理の広域連携について

４　暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづくりについて

　（１）地域福祉施策について

　（２）子育て支援について

　（３）健康寿命の延伸の取り組みについて

５　誰もが学び、成長できるまちづくりについて

　（１）児童・生徒の学力向上について

　（２）スポーツ環境の充実について
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６　活力ある産業のまちづくりについて

　（１）産業活性化について

　（２）健都イノベーションパークについて

７　計画を実現する行政経営について

　（１）持続可能な行政経営について

　（２）公共施設等の管理運営について

８　鳥飼地域の活性化について

５番　中川嘉彦議員

１　市民が元気に活動するまちづくりについて

　（１）シティプロモーション戦略、ＳＮＳ活用について

２　みんなが安全で快適に暮らせるまちづくりについて

　（１）災害対策基金の創設について

　（２）三世代ファミリー住まいるサポート制度創設について

３　みどりうるおう環境を大切にするまちづくりについて

　（１）ごみ処理の広域連携について

　（２）広域連携後の環境センター跡地について

４　暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづくりについて

　（１）高齢者施策について

　（２）子育て支援施策について

　（３）待機児童対策について

　（４）２０２５年国際博覧会について

５　誰もが学び、成長できるまちづくりについて

　（１）学力向上の取り組みについて

　（２）中学校給食について

　（３）旧味舌小学校跡地の活用について

６　計画を実現する行政経営について

　（１）（仮称）行政経営戦略について

　（２）人事施策について

　（３）電子自治体の推進について

６番　南野直司議員

１　市民が元気に活動するまちづくりについて

　（１）「みんなが育むつながりのまち摂津」の実現を目指した協働のまちづくり

　　　　について

　（２）シティプロモーション戦略と迅速な市政情報の発信について
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２　みんなが安全で快適に暮らせるまちづくりについて

　（１）大規模災害の経験を踏まえた災害対策の向上について

　（３）「まちごと・丸ごと」防災体制の構築に向けた防災士の資格取得支援制度の

　　　　創設について

　（４）千里丘駅西地区の再開発及び阪急京都線連続立体交差事業について

　（５）空家対策の取り組みについて

　（６）三世代ファミリー住まいるサポート制度の創設について

３　みどりうるおう環境を大切にするまちづくりについて

　（１）地球温暖化対策と環境負荷低減に向けた取り組みについて

　（２）環境美化ボランティアの取り組みについて

　（３）茨木市との廃棄物処理の広域連携について

４　暮らしにやさしく笑顔があふれるまちづくりについて

　（１）第４期地域福祉計画の策定について

　（２）安心して介護を受けながら生活できるまちづくりについて

　（３）第２期子ども・子育て支援事業計画の策定について

　（４）国立循環器病研究センターを中心とした健康・医療のまちづくりについて 

　（５）薬剤師会と連携したせっつ服薬適正化プロジェクトの取り組みについて

　（６）受動喫煙防止の取り組みについて

　（７）「まちごとフィットネス！ヘルシータウンせっつ」の推進について

　（８）感染症対策について

５　誰もが学び、成長できるまちづくりについて

　（１）未来の学びプログラミング教育と学力向上に向けた取り組みについて

　（２）教職員の校務支援及び相談支援の充実に向けたスクールソーシャルワーカーの

　　　　配置について

　（３）特別教室へのエアコン設置及びトイレのリニューアルについて

　（４）地域における子ども見守りボランティアの活動支援について

　（５）子どもたちが読書に親しめる環境の充実及び公民館のバリアフリー化について

６　活力のある産業のまちづくりについて

　（１）「第２期産業振興アクションプラン」の策定について

７　計画を実現する行政経営について

　（１）将来を見据えた指針(仮称）行政経営戦略及び摂津市まち・ひと・しごと創生

　　　　総合戦略について

　（２）ＩＣＴを活用した行政サービスの向上について

　（３）平成３１年度予算と今後の財政見通し及び新地方公会計制度の推進について

　（２）セッピィスクラッチカード及びプレミアム付商品券の取り組みについて

　（２）(仮称)せっつ防災サミットの実施について

資料－8



資料－9 

平成３１年第１回定例会 

 

特別委員会の委員定数の変更及び同委員の選任の件 

 

委 員 会 名 委員長 副委員長 委    員 

駅前等再開発 

特別委員会 
藤浦 雅彦 弘   豊 

香川 良平  楢村 一臣  森西  正 

松本 暁彦 

総合計画及び 

総合戦略等調査 

特別委員会 

三好 義治 光好 博幸 
安藤  薫  南野 直司  香川 良平 

森西  正 
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常任委員会の所管事項に関する事務調査表 

（平成３１年第１回定例会） 

 

 

常任委員会名 調 査 事 件 調 査 期 限 

総務建設 １．行財政運営 

２．防災行政 

３．人権行政 

４．消防行政 

５．都市計画行政 

６．土木行政 

平成３２年３月３１日まで 

文教上下水道 １．学校教育行政 

２．生涯学習行政 

３．児童福祉行政 

４．上下水道行政 

同 上 

民 生 １．老人福祉行政 

２．障害者福祉行政 

３．保健医療行政 

４．環境衛生行政 

５．商工行政 

６．農業行政 

７．文化スポーツ行政 

同 上 

 



議決結果一覧 　
議決月日 結果

２月２０日 決定

２月２０日 決定・選任

議案 第 16 号 ２月２０日 同意

報告 第 1 号

報告 第 2 号

議案 第 1 号 ３月２８日 可決

議案 第 2 号 ３月２８日 可決

議案 第 3 号 ３月２８日 可決

議案 第 4 号 ３月２８日 可決

議案 第 5 号 ３月２８日 可決

議案 第 6 号 ３月２８日 可決

議案 第 7 号 ３月２８日 可決

議案 第 8 号 ３月２８日 可決

議案 第 9 号 ２月２０日 可決

議案 第 10 号 ３月２８日 可決

議案 第 11 号 ３月２８日 可決

議案 第 12 号 ３月２８日 可決

議案 第 13 号 ３月２８日 可決

議案 第 14 号 ３月２８日 可決

議案 第 15 号 ３月２８日 可決

議案 第 17 号 ２月２０日 可決

議案 第 18 号 ２月２０日 可決

議案 第 19 号 ３月２８日 可決

議案 第 20 号 ３月２８日 可決

議案 第 21 号 ３月２８日 可決

議案 第 22 号 ３月２８日 可決
一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改
正する条例制定の件

平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第８号）

（２月２０日　報告）

（３月２８日　報告）

摂津市災害対策基金条例制定の件

平成３０年度摂津市財産区財産特別会計補正予算（第
１号）

平成３１年度摂津市一般会計予算

平成３１年度摂津市水道事業会計予算

平成３１年度摂津市下水道事業会計予算

平成３０年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第４
号）

市道路線認定の件

市道路線廃止の件

摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制
定の件

摂津市議会議員及び摂津市長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定の
件

議案番号 件 名

教育委員会委員の任命について同意を求める件

平成３０年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算
（第４号）

平成３０年度摂津市下水道事業会計補正予算（第４
号）

平成３１年度摂津市介護保険特別会計予算

平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第７号）

平成３１年度摂津市後期高齢者医療特別会計予算

平成３０年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）

議席の一部変更の件

特別委員会の委員定数の変更及び同委員の選任の件

平成３１年度摂津市国民健康保険特別会計予算

平成３１年度摂津市財産区財産特別会計予算

平成３１年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別
会計予算

損害賠償の額を定める専決処分報告の件

損害賠償の額を定める専決処分報告の件
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議案 第 23 号 ３月２８日 可決

議案 第 24 号 ３月２８日 可決

議案 第 25 号 ３月２８日 可決

議案 第 26 号 ３月２８日 可決

議案 第 27 号 ３月２８日 可決

議案 第 28 号 ３月２８日 可決

議案 第 29 号 ３月２８日 可決

議案 第 30 号 ３月２８日 可決

議案 第 31 号 ３月２８日 可決

議案 第 32 号 ３月２８日 可決

議案 第 33号 ３月１２日 可決

議会議案 第 1 号 ３月２８日 可決

議会議案 第 2 号 ３月２８日 可決

議会議案 第 3 号 ３月２８日 可決

議会議案 第 4 号 ３月２８日 可決

３月２８日
閉会中の
継続調査

摂津市税条例等の一部を改正する条例制定の件

摂津市水道事業の給水等に関する条例及び摂津市下水
道条例の一部を改正する条例制定の件
摂津市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並び
に布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条
例制定の件

摂津市手数料条例及び摂津市火災予防条例の一部を改
正する条例制定の件
摂津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一
部を改正する条例制定の件

摂津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の
件

摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の
一部を改正する条例制定の件

摂津市廃棄物の減量、再生利用及び適正処理に関する
条例の一部を改正する条例制定の件

常任委員会の所管事項に関する事務調査の件

平成３０年度摂津市一般会計補正予算（第９号）

国費投入により国民健康保険料の引き下げを求める意
見書の件
食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意
見書の件
妊婦が安心できる医療提供体制の充実と健康管理の推
進を求める意見書の件
主要農作物種子法廃止に伴い、公共品種を守る新たな
法整備と施策を求める意見書の件
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